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新しい日常に「何じゃ問じゃ」 
                        

主婦連合会 

常任幹事・環境部長 有田 芳子 

 

2020 年 4 月、マスク、消毒用アルコール、トイレットペーパー、ティッシュの品不足が起こりました。

トイレットペーパーの情報は、無知から発した推測を SNS で流したことが発端でしたが、入手しにくい

状態がしばらく続きました。衛生マスクの品不足による高額転売や他商品との抱き合わせ販売なども後

を絶ちませんでした。あれから 1 年超経過しましたが、変異株なども出て収束はまだ先のようです。そ

の様な中、洗剤は新しい日常には欠かせないものになりました。 

                              

１．エコバック洗っていますか？ 

海洋汚染などを引き起こしているプラスチックごみ対策の一つとして、昨年 7 月からレジ袋有料化が

始まりました。 

レジ袋有料化の混乱などが報道されると同時に、私が昔関わっていたことのあるエフコープ生活協同

組合の検査センター「りんご館」の「エコバッグを洗っていますか？」と言う調査がテレビの報道番組

で流れました。 

内容は、エフコープのお店の来店者に、アンケートをお願いした結果、エコバックを「洗ったことが

ない」という人が半数を超え、頻繁に洗う人は少数派だったというものでした。 

アンケートに答えてもらった人の中から30 人のエコバッグを拭き取り調査した結果、6 割の人が「や

や汚れている」「汚れている」という結果になりました。 

りんご館スタッフ 4 人が普段使っているエコバッグで、洗剤を使った洗濯前と洗濯後の汚れの変化を

調べ、その平均値を出した結果、洗濯の効果は大きく、菌はかなり減少。200 個以上の菌が計測された

エコバッグもあったようで、1 回の洗濯で菌はほとんどなくなったという事です。洗濯できない保冷バ

ッグは、アルコール系の除菌スプレーを吹きかけて、菌数の変化を調べたところ、いずれも菌数はかな

り減少。エコバックは使用するごとに汚れは付着していき、菌数も着実に増加。菌は倍増していくので

短期間で大量に増殖することがあり、最悪、食中毒につながる可能性もあるとコープの組合員にエコバ

ックを清潔に使う呼びかけをしていました。 

私も、周りの人に聞き取りをしましたが、一度も洗ったことが無いという人が少なからずいました。

それまでも時々洗ってはいましたが、昨年から冷凍品や野菜などを購入し使用した場合は、菌の増殖防

止と新型コロナウイルス感染症対策も兼ねて、しっかりと洗う「新しい日常」が始まりました。 

 

２．マスクの洗い方 

洗うと言えば、昨年の春には不織布のマスクが手に入らず、使い捨ての不織布のマスクや布マスクを

洗濯しました。政府から配布される予定のマスクもなかなか届かず、備蓄品の不織布マスクの手持ちも

残り少なくなり手洗いして再使用していました。洗剤の香りがきつく感じることもあり、しっかりすす

ぎ洗いをしているつもりでも、必要以上に漂白剤や洗剤を使っているのではないかと気になっていまし

た。 

そんな時に、洗剤メーカーのサイトに、大変有益な情報がありましたので、早速、実行し、毎月書い

ている主婦連機関紙の「何じゃ問じゃ」でも取り上げました。「白いマスクなら水 1L に塩素系漂白剤
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15mL を溶かしてマスクを10 分浸し、水道水で２回以上流水ためすすぎ、清潔なタオルで水分を吸い取

り、形を整えて干す。色柄物は酸素系漂白剤で粉末タイプなら水 1L に 5ｇ、液体タイプなら 10mL に

30 分浸して塩素系と同様にして干す。（花王衛生特設サイトより）ただし、抗菌性と書いているものや

ウレタン製のマスクには適していないようです。(一部抜粋)」と情報発信しました。 

 

３．洗剤の成分と化管法 

今年、化学物質管理法の考え方についても「何じゃ問じゃ」で情報発信をしました。改正された化管

法は、2022 年 4 月1 日より施行されますが、今年、石けん運動を展開している生協が下記の様なパブコ

メを提出していました。 

「純水での試験データに基づく改正案ですが、水系環境（河川・湖沼・海）にはカルシウム等が豊富

に存在しており、石けん成分（脂肪酸塩）は環境放出後速やかに金属石けん（脂肪酸カルシウム等）に

なり生態毒性は発現しないため、指定から外すべきです。前回（2011 年）の見直しでも、指定する案を

退けた経緯があります。」 

パブコメ内容は化管法（PRTR 制度）の理解不足のように受け取れましたので、「何じゃ問じゃ」で化

管法の考え方をあらためて書くことにしました。 

「今回、脂肪酸塩が指定された理由は、これまで第一種指定化学物質に指定されていない物質で、工

業用以外の用途がある物質は製造輸入量で選定されるという事、2018 年度の脂肪酸塩の製造輸入量は

2017 年度に比べ倍以上になっているから」と書きました。今後も、新型コロナウイルス感染症対策で、

ハンドソープなど使って手を洗う事が以前より頻繁に行うようになりましたので製造輸入量もさらに増

加すると考えられます。 

でも、リスクの考え方である、有害性×量についての説明を入れなければ理解されなかったかもと反

省しきりです。 

その「何じゃ問じゃ」は、今年7 月で 178 回目を数えます。900 字前後、75 行と決まっていて、制限

があるなかで興味を引くように、しかも正しく情報発信を行う事につとめていますが、言葉足らずにな

る事も多々あります。また、テーマ選定にも悩み、テーマが決まらない時は、化学製品 PL 相談センタ

ーの相談事例も参考にさせていただいています。 
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ợ 活動の概要 

◇ 化学製品ＰＬ相談センター 

1994 年 7 月1 日に日本で製造物責任(ＰＬ)法が制定され、その審議の過程で「裁判によらない迅速

公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」とする国会の

付帯決議が採択されました。それにともなう具体的な取組みにおいて、製品分野ごとの専門的な知見

を活用した紛争処理体制の整備が必要とされたことから、ＰＬ事故だけでなく、広く消費者からの化

学製品に関する相談に応じる機関として、1995 年 6 月に(社)日本化学工業協会(2011 年 4 月 1 日より

一般社団法人日本化学工業協会に移行)内の独立組織として当センターが設立され、化学製品に関する

相談対応や情報提供、関係団体との交流などの活動を行っています。 

ợ 相談対応 

2020 年度に当センターが受け付けた相談の総件数は 432 件で、2019 年度より約 158％増加しまし

た。全体の約9 割を占める消費者側からの相談(消費生活センター経由の相談を含む)のうち、約半数は

一般的な問い合わせで、例年、化学物質･化学製品等の安全性に関する問い合わせが多く寄せられてい

ます。 (受付相談の具体的内容についてはp.22 からの資料集をご参照ください) 

ợ 情報提供 

当センターのホームページ(http://www.nikkakyo.org/plcenter)では、毎月の受付相談事例および対

応内容をまとめた『アクティビティノート』を公開しています。業界関係者に製品安全問題の実態を

伝えるとともに、消費者に分かりやすい表現を用いて情報提供することにより、化学製品による事故

の未然防止･再発防止に努めています。また、ニュースメールメンバーにご登録いただいた方には、『ア

クティビティノート』など、当センターの最新情報を随時メールにてお知らせしています。(メンバー

登録の方法については｢お知らせ｣(裏表紙)をご参照ください。) 

ợ 関係機関との交流 

各地の消費生活センターからの相談、あるいは消費生活センターから紹介されたという消費者から

寄せられる相談が多いことから、消費生活センター等との連携に努めています。2020 年度も、消費者

行政担当部門等の関係省庁、他業界のＰＬセンター、当センターに寄せられた製品事故に関わる商品

の業界団体等と、適宜情報交換を行いました。 
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ợ ２０２０年度の活動状況 

（１） 総受付件数: 前年比 154％と大幅に増加 

2020 年度(2020 年４月～2021 年 3 月)における相談等の受付状況は表-1 の通りです。総受付件数は

432 件(月平均36 件)で、前年(273 件)比で約158％と増加しました。クレーム関連相談は 140 件で、前

年(120 件)比 117％と増加しました。一般相談（意見･報告等を含む）は292 件で前年(153 件)比191％

と大幅に増加しており、相談件数全体を押し上げる結果となりました。 

月別相談受付状況（グラフ-1）をみると、2020 年の 4～6 月の相談が突出しており、その後も例年よ

り多めに推移しています。これをクレーム関連相談と一般相談に分けてみると（グラフ-2）、どちらも例

年より増加していますが、一般相談の増加が顕著であることが分かります。これは、新型コロナウイル

ス感染症の流行に伴い、①除菌剤に関連した問い合わせが集中したこと、②社会不安が全体的な相談の

増加に繋がった、の2 つの理由が考えられます。 
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（２） 相談者別の比較: 消費者側からの相談が全体の約 9 割 

相談者別では、｢消費者･消費者団体｣からの相談が63.9％（276 件）と最も多く、次いで「消費生活Ｃ･

行政」からの相談が 25.0％（108 件）となっています。これらを合わせた主に消費者側からの相談は全体

の約9 割を占めています。相談者別に見ると、消費者･消費者団体からの相談が前年比150％、消費生活Ｃ･

行政からの相談が前年比 208％と共に顕著に増加しており、これが全体の相談数を押し上げる結果となっ

ています。相談数増加の要因は新型コロナウイルスに関連した、主に「抗菌剤･除菌剤」に関連する問い合

わせで、多くは安全性や効果に関するものでした。 
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当センター開設(1995 年)以来の相談件数の推移を見ると、開設当初は1,000 件を超える相談が寄せら

れていたことがわかります。相談の多くは事業者・事業者団体からであり、内容は製造物責任法（ＰＬ

法）に関連した一般相談がほとんどでした。1995 年にＰＬ法が施行された当初、事業者がその対応、事

故案件を抱えたということではなく製造者責任と向き合う体制づくり等に追われたことが窺われます。

事業者からの相談は2002 年頃には一段落していますが、その後も相談件数は2011 年頃までなだらかな

減少が続いています。これは、主にインターネットの普及により情報収集が容易になり、トラブルや疑

問点があっても自己解決できるようになったことによると推察されます。 

消費生活センターの設置数は、ＰＬ法が施行された1995 年には 395 ヶ所だったものが、2015 年には

786 ヶ所にまで増えています。これに伴い、「消費生活Ｃ･行政」からの相談の比率は2011 年頃までは増

加傾向にありましたが、ここ数年は若干減少傾向にあり、「消費者･消費者団体」からの比率が若干増加

傾向にあるように見て取れます。これは、化学製品ＰＬ相談センターの活動が、消費者センターや行政

機関に認知されるようになったことで、そちらから紹介された消費者が相談してくるケースが増えてい

るためと考えられます。2020 年度は、一転して「消費生活Ｃ･行政」からの相談が相談数、構成比とも

に増加しました。これは、消費者からの新型コロナウイルスに関連した相談が消費生活Ｃに殺到し、消

費生活Ｃがより専門的な情報を求めて当センターに相談してきたためと考えられます。 
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（３） 相談内容別の比較：「事故クレーム関連相談」、「一般相談」が大幅に増加 

相談内容別では、「一般相談」が66.9％（289 件）と最も多く、次いで｢事故クレーム関連相談｣が24.3％

（105 件）、「品質クレーム関連相談」が 6.2％（27 件）となっています。前年度と比較してみると、「事

故クレーム関連相談」は前年（83 件）比 127％、一般相談は前年（150 件）比 193％と大幅に増加して

おり、相談数全体を押し上げる結果となりました。相談数の増加は「一般相談」、｢事故クレーム関連相

談｣共に、新型コロナウイルス感染症に関連したものですが、一般相談への影響がより大きかったことが

窺えます。 
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当センター開設以降のトレンドを見ると、一般相談が件数、構成比とも減少傾向にあります。これは

前述の通り、ＰＬ法施行当初、ＰＬ法に関連した「事業者・事業者団体」からの一般相談が多く、それ

が数年で落ち着いてきたこと、インターネットの普及により自己解決しやすい環境が整ったことによる

ものと考えられます。 

「事故クレーム関連相談」は構成比で見ると増加傾向にありますが、件数は 2000 年をピークに緩やか

な減少傾向にあり、2010 年度以降は「事故クレーム関連相談」と「品質クレーム関連相談」を合算した

クレーム関連相談の総件数で見るとほぼ100 件程度で推移しています。2017 年度は 117 件と若干増加

しましたが、2018 年度は 106 件と戻し、2019 年度は114 件と増加しています。2020 年度は 132 件と

大きく増加したように見えますが、このうち、新型コロナウイルス感染症の関連したものが 29 件あり、

それを除くと103 件と“ほぼ100 件程度”の範囲内と見ることができます。 

一般相談は2011 年度以降、80～120 件程度の幅の中で変動しています。2019 年度の一般相談は 150

件と増加していますが、新型コロナウイルスに関連した相談数の増加が30 件程度あることを差し引くと、

これまでの変動の範囲内と捉えることができます。一方、2020 年度は289 件と大幅に増加しています。

このうち新型コロナウイルスに関連した一般相談は147 件ありましたが、その分を差し引いても 142 件

と明らかに増加していることが分かります。 
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（４）  事故内容別の比較：相変わらず体調不良が最も多い 

2020 年度は身体被害 82 件、財産被害 21 件、拡大被害なし 37 件で合計 140 件でした。昨年（2019

年度）と較べると、身体被害が 11 件増、財産被害が4 件増、被害なしが5 件増で、総件数としては、20

件増となりました。内容別に見ると、体調不良を訴えるクレームが身体被害 82 件中 61 件と最も多く、

これは例年と同じ傾向でした。体調不良の原因としては、臭いに由来するものが多く寄せられています。

臭いとしては、柔軟剤や芳香・消臭剤などの香料に由来するものと家具や建材などから発生する化学物

質に由来するものに大別されます。新型コロナウイルス感染症に関連したものは 29 件ありますが、これ

については別途解析しています。 

 

ⱶכ꜠◒ 2-  
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（５） 商品群別の比較：新型コロナウイルス感染症に関連して「抗菌剤・除菌剤」が 26 件 

商品群別に見ると、2020年度は「抗菌剤・除菌剤」が26件と突出しており、新型コロナウイルス感染

症対策として使用した「抗菌剤・除菌剤」によるトラブルが多く発生していることが見受けられます。

トラブルの詳細については別途解析しています。 

他の傾向としては、例年と大きく変わりはありませんが、「柔軟剤」が10件とここ数年では最も多くク

レームが寄せられています。多くは「柔軟剤」のニオイによる体調不良を訴えるものですが、新規に被

害者が増えているというよりは、特定の方が抱えている問題が解決されずにそのままの状況にあり、改

善を求める声や意見が寄せられるケースが多いように思われます。 

 

表-3 商品 ⱶכ꜠◒  

2017  2018  2019  
2020  

 ( ) │ ≤─  
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（６） 相談処理状況: 助言、説明で解決 

｢事故クレーム関連相談｣105 件、｢品質クレーム関連相談｣27 件の合計 132 件が、2020 年度に当セン

ターが対応したクレーム関連相談です。すべて助言･情報提供で解決･終了しており、相対交渉促進を行

なった相談はありませんでした。 

最終決着内容の把握に極力努めていますが、相談者が匿名を希望された場合、こちらから連絡するこ

とはできません。そのようなときは、当センターからの説明、助言(問題点整理)等で問題が解決しなか

った際には再度ご連絡いただくようお願いしていますが、ほとんどの場合その後ご連絡がないため、解

決したものとして処理(終了)しています。 

-1 2020 ⱶכ꜠◒ ─  
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（７） 新型コロナウイルス感染症流行に伴う相談件数の増加について 

2020 年度の相談件数は前年比 158％と大幅な増加が見られました。これは 2020 年 2 月以降、新型コ

ロナウイルス感染症流行に関連した相談が急増したことによるものです。ここでは相談増加の状況につ

いて、さらに詳細に解析します。 

日本における新型コロナウイルス感染症流行の状況（～2021 年 3 月末） 

新型コロナウイルス感染症は 2019 年 12 月に中国の武漢で発生し、2020 年 1 月下旬以降に、まず中

国国内で感染が拡大しました。 2020 年 3 月以降には世界中で感染拡大が見られ、2021 年 4 月 16 日現

在、世界では1 億3,800 万人余りの、日本では51 万人余りの感染者が認められています。 

日本では2020 年 1 月 15 日に初の感染者が確認されましたが、1 月 28 日に感染法上の「指定感染症」

に認定され、強制入院等の処置の法的根拠となると共に、各自治体に対応体制の設置が図られています。

日本の新規感染者数の推移を見ると、増減を繰り返しており、2021 年3 月末までに 3 つのピークが認め

られます。この間、感染抑制のための「緊急事態宣言」が 2 回発動されています。 

当センターには 2020 年 2 月以降に新型コロナウイルス感染症に関連した相談が寄せられるようにな

りましたが、特に多くの相談が寄せられたのは 2020 年 3～6 月の期間です。当センターに寄せられた新

型コロナウイルス感染症関連の相談については後述します。 
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化学製品ＰＬ相談センターに寄せられた新型コロナウイルス感染症関連の相談の特徴 

グラフ-10 は、新型コロナウイルス感染症関連の相談を、当センターに初めて相談が寄せられた 2020

年 2 月から、2020 年度末（2021 年 3 月）までの期間で、相談内容別にまとめたものです。新型コロナ

ウイルス感染症関連の全相談件数は176 件ありましたが、そのうちの多くは一般相談で 82.9％（146 件）

を占めています。事故クレーム相談は11.4％（20 件）、品質クレーム相談は4.5％（8 件）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ-11 は、2019 年度～2021 年度に当センターに寄せられた相談を月別にまとめたものです。過去

5 年の平均と比べてみると、～2020 年 1 月までは多少の変動はあるもののほぼ例年並みで推移していま

す。これが、2020 年2 月以降に急激に増加し、2020 年4～6 月は過去平均の3 倍近くの相談が寄せられ

ました。7 月以降、通常よりも多い傾向は続いているものの相談件数としては落ちついています。 

増加要因は、主に新型コロナウイルスに関連した相談が、通常の相談に上乗せして寄せられたことに

よるものですが、新型コロナウイルスに関連した相談を差し引いても尚、相談件数は平均値よりも若干

多い傾向にあります。 

クレーム関連相談と一般相談に分けて見てみると、相談数の増加は一般相談に偏っていることが分か

ります。このことから、新型コロナウイルス感染症流行で拡大被害を伴う製品事故が増えた訳ではなく、

新型コロナウイルス感染症予防に関連した様々な製品に関する問い合わせが増えたと言えます。 

また、コロナ禍の先行きが不透明な中で社会的不安が拡大したこと、不要不急の外出を避けて在宅時

間が増えていることで、電話を掛ける時間的な余裕があることも増加理由に挙げられます。 

月別相談件数の推移（グラフ-11）を新規感染者数の推移（グラフ-9）と照らし合わせてみると、第一

波の到来とともに相談件数が増加しています。新規感染者数は 5 月下には一旦収束する動きを見せてい

ますが、相談件数については 6 月も数多く寄せられています。7 月以降、新型コロナウイルス関連の相

談はほぼ 10 件未満で落ち着いていますが、新規感染者数を見ると 2020 年 7 月下～8 月上にピークを迎

えた第 2 波、2020 年 12 月下から 2021 年 1 月末に掛けてピークを迎えた第 2 波と増減を繰り返してお
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り、第2 回目の緊急事態宣言が解除となった2021 年3 月下以降も増加傾向が見られます。 

一定の新規感染者が出ているにも関わらず～2020年6月で新型コロナウイルス感染症に関連した相談

が減少し、以後落ち着いている理由としては、以下の事柄が挙げられます。 

新型コロナウイルス感染症に関連した相談は、後述するようにそのほとんどが新型コロナウイルス感

染症対策として販売されている様々な殺菌・除菌・抗菌製品に関するものであり、安全性、効果、使用

方法に関連した問い合わせ、使用によるトラブルの相談が主でした。これらの相談は、手指消毒用のエ

タノール製品が、急激な需要増加により市場で品薄となり、消費者が代替製品を求める動きをみせたこ

とで始まったと考えられます。しかし、2020 年 6 月末までに、 

①新型コロナウイルス感染症拡大による需要増により市場で品薄となっていたエタノール除菌剤が市

場に出回るようになり、代替品を探す必要がなくなった。 
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②経済産業省の働きかけでＮＩＴＥ（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）が中心となって「新型コ

ロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価に関する検討委員会」による除菌剤の検討が行われ、6

月 26 日に最終報告が公表されたこと 1)）。これに伴って、新型コロナウイルス対策として使用できる除菌

剤・消毒剤の情報が整理されウェブに掲載された 2)、3)。等の事柄が考えられます。 

グラフ-12 は当センターに相談してきた相談者が、当センターの連絡先をどこで知ったかをまとめた

ものです（全相談について聞き取れている訳ではなく、聴き取れている分をまとめたもの）。2015 年度

から「2020 年度のコロナ以外」の相談までを見ると、「消費生活Ｃからの相談」は一貫して減少傾向に

あります。一方、消費者が「インターネット検索」で当センターの存在を知って掛けてきたケースは増

加傾向にあることがわかります。 

これに対して、「2020 年度のコロナ関連」の相談は傾向が異なり、「インターネット検索」は 8.8％と

少なく。「消費生活Ｃからの相談」43.6％と「消費生活Ｃからの紹介」で消費者が掛けてきたものが43.6％

と多く、併せると87.2％に及びます。 

このこととより、消費者の相談先としては第一に消費生活センターがあり、そこで対応できないケー

スとして当センターに相談が集まってきていたことが窺われます。 

一方、7 月以降、当センターへの相談が減少したのは、情報が整理されたことにより、消費生活セン

ターで対応できるようになったことが大きな要因と考えられます。 

 

化学製品ＰＬ相談センターに寄せられた新型コロナウイルス感染症関連相談の内容 

【クレーム関連相談】 

新型コロナウイルス感染症に関連したクレーム関連相談は 28 件（事故クレーム相談 20 件、品質クレ

ーム相談8 件）あり、その事故内容別内訳は表-4 の通りです。 

体調不良は 14 件ありますが、すべて抗菌剤･除菌剤によるもので、更に詳細には、次亜塩素酸水7 件
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次亜塩素酸 Na（塩素系漂白剤）4 件、二酸化塩素 2 件、イソプロパノール 1 件であり、多くは塩素系の

除菌剤を吸入したことによる体調不良でした。 

塩素系の除菌剤については、物品の除菌用途に、次亜塩素酸Ｎａ（塩素系漂白剤）や次亜塩素酸水が

新型コロナウイルスに有効とされていますが、特有のニオイがあるため、ニオイに過敏な方は、過剰に

使用すると気分が悪くなることがあります。また、加湿器等で空間に噴霧して体調不良となるケースも

ありました。厚生労働省は除菌製品の空間噴霧について、「諸外国の知見も踏まえ、消毒剤や、その他ウ

イルスの量を減少させる物質について、これが人の眼に入ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりす

るおそれのある人状況での空間噴霧をおすすめしていません。（空気や環境の表面の除染方法として有

効かつ安全な噴霧が科学的に証明された事実は確認されておりません。）」としています 4)。空間除菌に

ついては、有効性や安全性面での検証が不十分な段階にあることを認識して、使用を控える必要がある

と考えられます。 

 

火傷はマスクによるものとしていますが、マスクが直接の原因ではありません。美容室でのパーマ施

術に際し、新型コロナウイルス感染症対策としてマスクをして施術をしたところ、パーマ液がマスクに

付いて発熱して火傷を負ったという案件でした。パーマ液は 1 剤、2 剤に分かれていますが、1 剤には還

元剤が、2 剤には酸化剤が含まれており、両者を混合すると化学反応により発熱し、場合によってはか

なりの高温になることが知られています。通常、1 剤を使用した後は、洗い流してから 2 剤を使用する

ため混合することはありませんが、1 剤がマスクに付着したことに気付かず 2 剤を使用し、両者が混合

してしまったものと考えられます。新型コロナウイルス感染症の流行下故の事故と言え、美容室の施術

者には使用する薬剤の特性や取扱い上の知識が必要とされ注意を要します。 

財産被害は4 件あり、どれも抗菌剤･除菌剤によるもので、高濃度エタノール製剤による床や家具等の

塗装の損傷3 件と、次亜塩素酸水による衣類の脱色 1 件でした。 

拡大被害なしとしているものは品質クレームであり、どれも製品の臭いに関するものでした。 
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【一般相談】 

グラフ-13 は 2020 年 2 月～2021 年 3 月に寄せられた新型コロナウイルス感染症関連の一般相談の商

品群別の内訳です。合計 147 件の相談がありましたが、そのうち 93.2％（37 件）が抗菌剤･除菌剤に関

するものであり、特定の商品群に集中したことが分かります。 

抗菌剤･除菌剤について、更に詳しい内訳を見ると、最も多いのは次亜塩素酸水で 31.4％（43 件）、次

いで、エタノール27.0％（37 件）が続き、二酸化塩素12.4％（17 件）、次亜塩素酸Na 9.5％（13 件）、

その他の除菌剤19.7％（27 件）と続いています。 

次亜塩素酸水についての一般相談は、空間除菌の安全性（加湿器などで空間噴霧して使用する際の安

全性）に関するものが 17 件、手指の消毒への使用可否を含む安全性に関連したものが 14 件あり、安全

性関連で合計31 件になります。また新型コロナウイルスに有効か否か、効果を問うものが 8 件（これと

は別の空間除菌の有効性に関するものが 2 件）と多く寄せられました。 

次亜塩素酸水についての事故クレームや一般相談はこれまであまり寄せられておらず、今回、これだ

け相談が多かった背景には、マスコミ等で取り上げられたことで話題となり、急速に使用が拡大したこ

とが窺われます。 

エタノール製品についての一般相談は、エタノールが良く知られた物質であり日常的に使われている 

こともあり、安全性に関するものは少なく、表示に関連した相談が12 件、法規制に関連した相談が 7 件

と多く寄せられました。表示に関連した相談の多くは濃度表示に関するものであり、法規制に関連した

相談も濃度表示の法規制に関するものが多く寄せられました。 

これは、エタノールの新型コロナウイルスに対する有効性が濃度に依存し、厚生労働省よりエタノー

ル濃度として70～95vol％のものが有効（入手困難な場合には60vol％台でも一定の効果があり使用可能）

であるとの情報が出ており 5)、エタノール製品の濃度を確認したいが製品に表示がないことによるもの

で、濃度を確認する方法や法律上の表示義務についての問い合わせが寄せられました。 

手指消毒用エタノールは薬機法の規制を受け、「第 3 類医薬品」または「指定医薬部外品」として販売
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されていますが、この場合エタノール濃度は76.9～81.4vol％に規定されており、濃度表示も義務付けら

れています。しかし、手指消毒用エタノールが不足する中で市場に出回ったのは雑貨品のエタノール除

菌剤であり、薬機法等の規制はなく濃度表示も義務付けられておりません。厚生労働省は「手指消毒用

エタノールの供給が不足していることから、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、高濃度エ

タノール製品を手指消毒用エタノールの代替品として用いることは差し支えない」との事務連絡を出し

て、エタノール濃度が70～95vol％であること（入手困難な場合には 60vol％台でも一定の効果があり使

用可能）、メタノールを含有していないことを条件に「第 3 類医薬品」または「指定医薬部外品」でなく

ても、特例的に手指消毒用に使用できるとの事務連絡 6)をだしていますが、市場に出回っている製品に

は濃度表示がないものも多く、どの製品を選べばよいかについて混乱が生じたように思われます。 

 

1) 2020 年6 月 26 日「新型コロナウイルスに有効な界面活性剤及び次亜塩素酸水を公表します（最終回）」

（経済産業省）https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012.html 

2) 2020 年6 月 26 日「厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について

取りまとめました」（経済産業省） 

(https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html) 

3) 「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）」

（厚生労働省・経済産業省・消費者庁）  

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html) 

4) 「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」人がいる空間での消毒剤の空間噴霧は行って

はいけないのですか。（厚生労働省） 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q4

-4) 

5) 「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」新型コロナウイルス感染予防のための手洗い

や身の回りのものの消毒・除菌はどのようにしたらよいですか。（厚生労働省） 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2

-2) 

6) 2020 年4 月 22 日「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について（改

定（その２））」（厚生労働省医政局経済課、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、厚生労働省

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課） 

(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000648057.pdf) 
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（８） 活動の所感 

新型コロナウイルス感染症は、2019 年末に中国の武漢で流行が始まり、やがて世界中に広がりパンデ

ミックを引き起こしています。新規感染者数は増減を繰り返していますが、2021 年 4 月現在、終息の目

途は立っておらず、予断を許さない状況が続いています。 

新型コロナウイルス感染症の流行は当センターの活動にも大きな影響を及ぼしています。2020 年度の

相談件数は 432 件で、前年（273 件）比 158％と大幅に増加しましたが、そのうち新型コロナウイルス

感染症に関連した相談は155 件あり、相談全体の35.8％を占めています。 

また、新型コロナウイルス感染症に関連した相談の８割強は、損害を伴わない「一般相談」であり、

更にそのうちの9 割強が「抗菌剤・除菌剤」に関するものと、一つの商品群に集中していました。 

政府が国民に呼びかけている「新しい生活様式」の基本的感染対策には、マスクの着用、手洗いの励

行、が挙げられていますが、これらは新型コロナウイルス感染症流行の早い段階から定着しています。

また、石けん等による手洗いが出来る環境にない場合にはエタノール消毒剤による手指の殺菌消毒も定

着しています。これはマスクや手洗い剤、手指消毒剤の消費量の急激な拡大をもたらし、マスクや手指

消毒剤の一時的な品不足を引き起こしました。マスクは広く一般的に使われていた使い捨ての不織布マ

スクが品不足となりましたが、繰り返し使用できる布製マスクもあり何とか品不足の時期を乗り越える

ことができました。一方、手指消毒剤は一般的に使用されていた高濃度エタノール系の手指消毒剤が品

不足となりました。手指消毒剤は医薬品または医薬部外品として薬機法（医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律）の認可を受けたものでないと効果を謳うことが出来ません。

薬機法の認証を受けるには、製品の内容だけでなく、製造・販売の関連した許認可も必要とされ、急速

な消費拡大に迅速に対応することは困難でした。人々が手指消毒用の製品を求める中、高濃度エタノー

ル系の手指消毒剤が不足し、代替品（と受け止められた製品）として次亜塩素酸水や薬機法の認可を受

けていない雑貨品のエタノール製剤が流通しました。また、人々が不要不急の外出を控える中で、これ

らの製品は主にインターネット通販を通して売買されました。 

そのような状況の中で、当センターに寄せられた新型コロナウイルス感染症関連の相談の多くは、こ

れらの代替使用を目的とした製品であり、多くはインターネット通販で売買されたものでした。また、

相談の内容としては、除菌剤の有効性や安全性、使用方法に関連したものが多く寄せられました。 

インターネット通販があったお陰で、消費者は家に居ながらにして必要な製品を探して購入すること

ができました。また、店舗を通さなくてよいため製品の供給もスピーディに行われたと思われます。こ

のようなメリットがある反面、消費者が知りたい情報、信頼できる情報が見つけにくい状況であったこ

とも否めません。 

新型コロナウイルス感染症の流行という非常事態に直面し、人々は日常行動を制限され、感染予防の

ために様々な対応を取る必要に迫られました。手指の消毒や身の回りの除菌をどうしたら良いのか、効

果と安全性は、使用方法や使用上の注意は、異常があった際の応急処置はどうしたらよいのか、消費者

が知りたい情報はどれも製品にとって基本的な情報です。製造業者には消費者に知らせるべき情報をわ

かりやすく提供する義務があります。必要な情報が製品に表示されていることはもとより、インターネ

ットに依存しがちな消費者の購買行動を考慮すると、インターネット上の製品情報についても、売るた

めの情報だけでなく、安全に使用するための基本的な情報がより整備されることが望まれます。 

また、消費者も、購入を検討している製品が、用途、効果や安全性などで、目的に適ったものなのか

どうかを見分けるリテラシーを身に着ける必要があります。そのためには、信頼できる情報が整理され

て、一般の消費者にもわかりやすく提供されていることが大事であると言えます。公的機関や業界団体
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には、こういった役割が求められます。当センターも、中立の立場の機関として、有益な情報発信に努

めたいと思います。 
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（１） ｢クレーム関連相談･意見･報告等｣－140件－ 

1)  抗菌剤･除菌剤－26件 

1.  ┤╤ ─ ◦☻♥ⱶ⌐≈™≡  ─┤╤ ─ ⌐ ╩ ⇔≡™╢⁹┤

╤ │ ◦☻♥ⱶ⌐⌂∫≡⅔╡⁸ ⌐ ╩ ╣╢ ⅜№╢⁹∕↓⌐ ∫≡

♫♩ꜞ►ⱶ≤ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ╩ ╣≡⇔╕∫√⁹ ─⅔ │ ⇔√⅜⁸ ◦☻♥ⱶ

⌐ ∫≡™╢√╘⅛⁸ √⌐ ╣√⅔ ─ ⅜⌂⅛⌂⅛ ⅜╠⌂™⁹≥℮∆╣┌╟™⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒一般的には、お湯の入れ替えによって希釈され塩素濃度は低下すると思われます。塩素濃度が

下がらないのは、何らかの理由で循環システム中に残留しているのかも知れません。当センタ

ーではお湯の循環システムについての情報は持ち合わせておりません。循環システムの業者に

お尋ねください。 

2.  ≢ ⅜  ₈ ⌐ ─ ⌐ ↕╣≡™√ⱪ♇◦ꜙ ─

╩ ⌐꞉fiⱪ♇◦ꜙ⇔√≤↓╤ ⅜│⌡≡ ⌐⅛⅛╡⁸⅛⅛∫√ ⅜ ⇔√⁹ ⇔

≡™√ ⌐ ⇔ ≡⁸ ⱷכ◌כ⌐ ⇔√≤↓╤⁸₈∕─╟℮⌂ │⌂™₉≤─ ⅜№

╡⁸∕─ ╩ ↑≡⁸ ≤⇔≡│ ─ │≢⅝⌂™≤ ╦╣√⁹ ╩ ╪≢™╢ ≢│

⌂™⅜⁸↓─╟℮⌂↓≤⅜ ↓╢╙─⌂─⅛₉≤─ ™ ╦∑╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ⅛╠

⌐ ⇔⁸ ─ │ ♫♩ꜞ►ⱶ≤ ─ ♃▬ⱪ⁹ ⁸

≢ ⌐ ⇔≡™╢≤─↓≤≢№∫√⁹ ≢ ⅜ ∆╢↓≤

│№╢⅛⁹< > 

⇒次亜塩素酸水の主成分である次亜塩素酸は強い酸化作用を有しています。このため、衣類など

にかかった場合、使われている染料と反応し脱色してしまう可能性があります。塩素系漂白剤

には主成分として次亜塩素酸ナトリウムが使われていますが、これが衣類を漂白するのと同じ

メカニズムです。ただし、次亜塩素酸水は漂白剤として使用する次亜塩素酸ナトリウムに比べ

て、使用濃度が低く、また反応性が高いため有機物に触れると直ぐに分解してしまうなどの性

質があり、衣類を脱色させる可能性は低いと思われます。今回、これ以上の交渉はしないとの

ことですが、次亜塩素酸水で新型コロナウイルスの感染予防対策としての有効性が確認されて

いるのは、拭き掃除やモノにかけ流すことであり、手指への使用については推奨されていませ

んので、正確な情報をお店に伝えられることをおすすめします。 

3.  ◌ⱦ ≢ ⅜  ₈₃₃ ─ ▬○fi≢ ─◌ⱦ╩ ∆╢

╩ ⁸ ╛ ⌂≥ ⅜ ⌐ ⇔√⁹₃₃ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ─ │╙╠

™ ≢№╢≤─ ⁹ ─√╘⌐ ─ ╩ ∆╢≤ ╦╣≡™╢⅜⁸↓─╟℮⌂

│ ™─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃⁹⅛╢⅛╦≢כ< > 

⇒過去事例を確認しましたが、同様の事例はありませんでした。当センターは個別の製品につい

て詳細情報は持ち合わせておりません。〇〇社がもらい錆と説明しているとのことですのです

ので、どのような場合にこのような現象が起こると考えられるのか、詳しく説明を求めてはい

かがでしょうか。 
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4.  ◄♃ⱡכꜟ╩ⱨ꜡כꜞfi◓⌐ ™≡ ↄ  ₈ ─◄♃ⱡכꜟ ─

╩ⱨ꜡כꜞfi◓─ ─√╘⌐ ™√≤↓╤⁸ⱨ꜡כꜞfi◓─ ⅜ ⌐ ╩ ™√

╟℮⌐ ₁≤ ↄ ⇔√⁹ⱨ꜡כꜞfi◓ │ ⌂╙─≢№╡⁸ ≢꞉♇◒☻╩⅛↑√↓≤

│⌂™⁹ⱨ꜡כꜞfi◓ │◄♃ⱡכꜟ≢ ↄ ∆╢╙─⌂─⅛⁹ ↕∑╢⌐│≥℮∆╣┌╟

™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ⱨ꜡כꜞfi◓ ─ ╛ ⁸╕√⁸ ⅛ ⅛⌂≥│

⇔≡™⌂™⁹◄♃ⱡכꜟ≢ ↄ ∆╢╙─⌂─⅛⁹< > 

⇒フローリング材には、１枚の板を使った「単層フローリング」と、合板などの基板の上に薄い

化粧板を張り合わせた「複合フローリング」の２種類があり、一般家庭で使用されているフロ

ーリング材のほとんどは、「複合フローリング」です。フローリング材の表面は保護や汚れ防

止のため樹脂塗装が施されておりされており（単層フローリングでは無塗装もあります）、う

すい膜で覆われています。この塗装には一般的にウレタン塗装が用いられることが多く、ウレ

タン塗装は耐薬品性がよいとされてますが、劣化が進んでいたりするとエタノール等の溶剤で

損傷を受けることがあります。また、ご自身でワックスは掛けられていないとのことですが、

住宅の引き渡し、賃貸の場合は入居前にワックスをかけられていた可能性もあり、ワックス成

分の溶解、膨潤による白化の可能性もあります。回復、補修などの対処方法についてはフロー

リング材の製造メーカーまたは専門の業者（施工業者またはハウスクリーニング業者）に相談

されるようお伝えになってはいかがでしょうか。 

5.  ◄♃ⱡכꜟ≢ⱨ꜡כꜞfi◓⅜ ↄ◦Ⱶ  ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ≤⇔≡⁸

─ ⌐ ◄♃ⱡכꜟ╩ ⇔≡™√⁹∕─ ⁸ ⌐ ╣√╟℮≢⁸ ⅜ ↄ≤ⱨ꜡כ

ꜞfi◓─ ⅜№∟↓∟ ₁≤ ↄ◦Ⱶ⌐⌂∫≡™√⁹ │ ⌐ ≢ ⇔√╙─≢⁸

ⱨ꜡כꜞfi◓⌐꞉♇◒☻╩⅛↑≡™⌂™⁹ ↕∑╢↓≤│≢⅝╢⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒フローリング材には、１枚の板を使った「単層フローリング」と、合板などの基板の上に薄い

化粧板を張り合わせた「複合フローリング」の２種類があります。フローリング材の表面は保

護や汚れ防止のため樹脂塗装が施されておりされており（単層フローリングでは無塗装もあり

ます）、うすい膜で覆われています。この塗装には一般的にウレタン塗装が用いられることが

多く、ウレタン塗装は耐薬品性がよいとされてますが、劣化が進んでいたりするとエタノール

等の溶剤で損傷を受けることがあります。また、ご自身でワックスは掛けられていないとのこ

とですが、住宅の引き渡し前にワックスをかけられていた可能性もあり、ワックス成分の溶解、

膨潤による白化の可能性もあります。回復、補修などの対処方法についてはフローリング材の

製造メーカーまたは専門の業者（施工業者またはハウスクリーニング業者）に相談されてはい

かがでしょうか。 

6.  ◄♃ⱡכꜟ ≢ ─ ⅝ ─ ⅜  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸◄♃ⱡכ

ꜟ ≢ ╡─ ⅝ ╩⇔≡™√≤↓╤⁸ ⅝ ─ ─№╢ ∫╔™ ⅜ ⇔≡⇔

╕∫√⁹ │ ≢⁸ ⅝ │ ≡√ ⅛╠─╙─≢№╢⁹ ╩ ⇔≡ ⅝ ─

ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ │▪◒ꜞꜟ ⅝ ↑ ≢№╢⅜⁸◄♃ⱡכꜟ ─

│♥☻♩⇔≡™⌂™─≢╦⅛╠⌂™≤─↓≤⁹ ─⅔ ╣≤⇔≡│⁸ ⌂≥─

╩ ╘√ ≢ ↄ╟℮⌐≤ ╦╣√⁹↓─╟℮⌐ ⌐ ⇔≡⇔╕℮╙─⌂─∞╤℮⅛⁹
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☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の性能・品質についての詳細情報は持ち合わせておりません。一般

的に、アクリル焼き付け塗装は光沢のある硬い塗装面で、耐薬品性も優れていると言われてい

ます。しかし、経時的には表面が劣化することがあり、台所の場合、調理等で飛び散った油汚

れの影響を受けることも考えられます。普段のお手入れについては製造メーカーの指示に従う

のがよいと思われます。なお、台所用洗剤などに使われている界面活性剤は新型コロナウイル

スの不活性化や除去に有効であることが知られており、経済産業省と一般社団法人製品評価技

術基盤機構が情報を出しています（https://www.nite.go.jp/data/000111300.pdf ）。ご参考に

なさってください。 

7.  ◄♃ⱡכꜟ⅜ ┘ ╡ ⌐ ∫√  │ ⱴfi◦ꜛfi─ ╩⇔≡™╢⅜⁸

ⱴfi◦ꜛfi─ ⅜⁸ ╡ ⌐ ⇔≡№╢ ◄♃ⱡכꜟ╩ ⅔℮≤⇔≡⁸ ⅜ ╦⌠

⌐ ┘ ∫≡ ⌐ ∫≡⇔╕∫√⁹∆←⌐ ∫√⅜ ⅜ ⇔≡⅔╡⁸ ≢ ⌐ ∆╢

⁹↓─ ◄♃ⱡכꜟ│ ─☺▼ꜟ♃▬ⱪ≢⁸ ─ ⌐ ─ ⅜

╕∫≡ ╕∫≡⇔╕™⁸∕─√╘ ⌐№╠⌠ ⌐ ┘ ∫√≤ ╦╣╢⁹ ─

│ ⌐╟ↄ √⅜⁸ ─ ╕╡⌐ ∆╢ ─ │⌂⅛∫√⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔

≡ ⅛╠─ ╩ ∫≡™╢ ⁹ ⁸ ╩ ℮≡ ─ ╩⇔√™≤

ⅎ≡™╢⅜⁸ ⌐ ⌐≈™≡─ ╩ √™≤ ™ ⇔√⁹

☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒ＰＬ法に基づく損害賠償を請求するには、①身体被害や財産被害などの拡大被害が発生したこ

と、②製造物に欠陥が存在していたこと、③被害が製造物の欠陥により生じたことを被害者が

証明する必要があります。一般的に、欠陥は製造上の欠陥、設計上の欠陥、指示・警告上の欠

陥の３つに分類されますが、本件の場合、吐出口の詰まりに関する使用上の注意はなかったこ

とから、指示・警告上の欠陥があったと考えてよいでしょう。また、当該製品は韓国製とのこ

とですが、輸入業者もＰＬ法の「製造業者等」に該当しますので、輸入業者と交渉すればよい

でしょう。 

8.  ─ ™≢  ₈ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ⌐ ╩ ∫√≤

↓╤⁸ ─ ≢ ∟⅜ ↄ⌂∫≡⇔╕∫√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⱷכ◌כ⌐

™ ╦∑√≤↓╤⁸ │ ⌂™≤─↓≤≢№╢⅜≥℮⌂─∞╤℮⅛⁹ ⇔√ │

─ ≤─↓≤⁹↓℮™∫√ ╩ ∆╢ │⌂™─⅛⁹<

> 

⇒次亜塩素酸水はその使用状況により、独特の臭い（いわゆる塩素臭）が発生します。一般的に

は、安全性が問題になるようなものではありませんが、臭いの感じ方は個人差が大きく、人に

よっては不快に感じることもあるようです。市販されている次亜塩素酸水は雑貨品であり、成

分規格等はありません。雑菌や一般的なウイルスに対する効果は認められていますが、感染予

防を目的としたものではなく、人以外の対象物の除菌や消臭を目的とした製品です。また、有

機物に接触すると分解してしまいますので、汚れの共存する所では除菌効果が得られないこと

があり注意を要します。次亜塩素酸水の性質については、微酸性電解水協議会のＨＰにＱ＆Ａ

が掲載されていますので参考になさってください
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（http://bisan.fwf -aew.jp/images/tsusin.pdf ）。 

9.  ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ⇔  ₈ ⁸ ◖꜡♫►▬ꜟ☻

≤⇔≡ ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ╖⁸╘╕™⌂≥─ ⅜ √⁹ ⁸

™│⇔⌂ↄ⌂∫√⅜⁸ ⇔√ ⌐ ╢≤ ⅜ ↄ⌂╢⁹≥℮⇔√╠╟™⅛₉≤─ ╩

↑≡™╢⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ│⁸☻ⱪ꜠כ♃▬ⱪ─ ⅛⁸ ⅜ ─

⌂≥╩ ⇔√╙─⅛│╦⅛╠⌂™⁹≥─╟℮⌐▪♪Ᵽ▬☻⇔√╠╟™⅛⁹< > 

⇒次亜塩素酸ナトリウムがかかったと思われる場所をよく水拭きし、換気を心掛け、体調不良

が続くようであれば、医療機関に受診されることをお勧めします。次亜塩素酸ナトリウムを

噴霧することについては、厚生労働省の令和２年５月４日の事務連絡「介護老人保健施設等

における感染拡大防止のための留意点について」

（https://www.mhlw.g o.jp/content/000627656.pdf ）において「次亜塩素酸ナトリウム液を

含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わな

いこと」と噴霧による使用を禁止しています。また、新型コロナウイルスに関連して厚生労

働省は、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者

庁特設ページ）」において、「人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使

用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されて

いません」としています

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html ）。これらの情報

を加えて伝えられるとよいでしょう。 

10. ♫♩ꜞ►ⱶ ╩ ⇔≡  ₈▬fi♃כⱠ♇♩ ≢⁸☻

ⱪ꜠כ♃▬ⱪ─ ╩ ⇔√⁹ כ◑ꜟ꜠▪│ ≢№╡⁸ ⅜

♫♩ꜞ►ⱶ╩ ≤⇔≡™≡ ⅜ ↄ⁸►▬ꜟ☻⌐╙ ≢⁸ ⌂≥─▪꜠ꜟ◕fi╩

∆╢≤─↓≤≢ ∫≡╖╟℮≤ ∫√⁹ ╩ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ⅜♅◌♅◌⇔⁸

⌐ ╖╩ ⇔√⁹ ⌐ ⇔√⅜⁸ ⌐│⁸ ─ ╛ ─ │⌂ↄ⁸

│ ∑⌂™≤ ╦╣√⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔√⅜⁸ ─ │⁸ ♫♩ꜞ►

ⱶ≢⁸ ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ≤⇔√ ≤│ ⌂╡ ⅜ ↄ⁸∕─╟℮

⌂↓≤│ ↓╡ⅎ⌂™≤ ╦╣√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ│

ⱷכ◌כ⅜ ℮╟℮⌐ ⌂╙─⅛⁹< > 

⇒安定型次亜塩素酸ナトリウムというのは、学術的に定義された名称ではなく、特定の製品に

ついて、製造メーカーが独自に命名した名称のようです。その内容や特性に関して、当セン

ターは何ら情報を持ち合わせておりません。お伺いした話からは、現時点でお体に異常はな

く、使用時に一時的な症状が出ただけだと思われます。しかし、再発する可能性があります

ので、今後の使用は控えるようにお伝えしては如何でしょうか。一般情報として、新型コロ

ナウイルスに関連して厚生労働省は、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生

労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）」において、「人がいる環境に、消毒や除菌効果

を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそ

れがあることから推奨されていません」としています

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html ）。併せて、お伝
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えになるとよいでしょう。 

11. ≢℮⅜™╩⇔≡ ⅜ ╣√  ₈▬fi♃כⱠ♇♩ ≢₃₃ ─ ☻ⱪ꜠כỏ

ỏ╩ ⇔√⁹ ⌐│ ⌐ ╘≡℮⅜™∆╢≤ ─ ⅜≢⅝╢≤№∫√─≢⁸∕─

╡⌐ ⇔√╠ ╛ ⅜ ╣≡⇔╕∫√⁹ủủ ⌐ ⇔ √⅜⁸ ╩ ↄ∞↑≢ ─ ╙

⇔≡ ⅎ⌂⅛∫√₉≤™℮ ╩ ↑≡™╢⁹ủủ│ ─ ♫♩ꜞ

►ⱶ╩ ─ ≢ ⇔⁸ ╩ ⌐ ⇔√╙─ ≢⁸ │ ≤

⌂∫≡™╢⁹ ≢℮⅜™╩⇔≡╙╟™─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒一般的に、市販されている次亜塩素酸水は雑貨品であり、用途は住居やリビングなどのモノ

の“除菌”や“消臭”になります。手指や口腔内の“殺菌”または“消毒”を訴求する場合

は薬機法の規制があり、医薬品または医薬部外品としての登録が必要となります。うがいに

使用するのは好ましくありません。製品情報を見ると、「うがいで口腔内の除菌」とあり、“殺

菌”や“消毒”という文言を使っていないことから雑貨品としての表示をしているものと思

われます。しかし、紛らわしい表現であり、実際に被害も発生していますので、景品表示法

の不当表示に当たらないか、所轄官庁である消費者庁に相談されてはいかがでしょうか。 

12. ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ≢ ⇔≡  ₈ ⅛╠ ╘≡™╢ ≢⁸

♫♩ꜞ►ⱶ╩ ≤⇔√ ╩ ⌐ ⁸ ⇔≡™╢⁹∕─ ≢ ↄ╟℮⌐

⌂∫≡⅛╠⁸ ⅜ ↄ⁸ ⅜ ╢╟℮⌐⌂∫√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ

⅜ ≤ ⅎ╠╣╢⅛⁹< > 

⇒日本ソーダ工業会の次亜塩素酸ナトリウムの安全データシートによると、「次亜塩素酸ソー

ダ溶液のミストを吸入すると気道粘膜を刺激し、しわがれ 声、咽頭部の灼熱感、疼痛、激し

い咳、肺浮腫を生ずる」とあります。また、厚生労働省の令和２年３月６日の事務連絡「社

会福祉施設における感染拡大防止のための留意点について」

（https://www.mhlw.go.jp/content/000605425.p df）及び「社会福祉施設等における感染拡

大防止のための留意点について（令和２年３月６日付事務連絡）に関するＱ＆Ａについて」

（https://www.zenhokan.or.jp/wp -content/uploads/tuuti670.pdf ）の中で、次亜塩素酸ナ

トリウムの噴霧は有害であるとして、噴霧による使用を禁止しています（混同されやすい次

亜塩素酸水による空間除菌については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が情報を出して

います https://www.nite.go.jp/data/000109500.p df）。ご相談者の方は症状が長引いている

ようですので、まずは、勤務先に上記の厚生労働省の事務連絡書の存在を伝えるとともに、

当該製品を持参のうえ医療機関に受診されることを勧められてはいかがでしょうか。 

13. ☻ⱪ꜠כ≢ ╩⇔≡  ₈₃₃ ─ ☻ⱪ꜠כỏỏ╩ⱱכⱶ☿fi♃כ≢

⁹ ⌐☻ⱪ꜠⁸╤↓≥√⇔כ ⁸ ─ ⌐⌂∫√⁹ ⁸ ⅜ ⅛

⅛╠⌂⅛∫√─≢ ⇔≡⅔╡⁸∕─ │ ⇔≡™√⁹₃₃ ─ ⌐

╩⇔√⅜ ⅜╠∏⁸ ─ⱱכⱶ☿fi♃כ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ⌐│ ∂╢⅜⁸ ⌐╟╢

♩ꜝⱩꜟ│ ⱷכ◌כ≢ ⇔≡ ∫≡╒⇔™≤─↓≤≢⁸∕╣ ─ │⇔≡ ⅎ⌂⅛∫

√⁹ ─ ⌐ ⅜№╢─≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ỏỏ─ │

♫♩ꜞ►ⱶ ⁸ ▬○fi≢№╡⁸ ⌐ ⌐☻ⱪ꜠כ⇔≡
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℮ ╙ ↕╣≡™╢⁹ ─ ⌐ │⌂™─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒当センターは、個別の製品の品質・性能や安全性についての情報は持ち合わせておりません

ので、明確な回答はしかねます。体調不良が続いているようでしたら、医療機関に受診する

必要があります。その際、当該製品を持参するとよいでしょう。当該製品は、医薬品や医薬

部外品に認可された殺菌・消毒剤ではなく雑貨品ですので、法的な成分規格等はなく、詳細

な内容は製造メーカーによって異なります。用途はあくまでも身の回りのモノの除菌になり

ます。性能・品質や安全性については製造メーカー毎に補償すべきものですので、上記を踏

まえて、製造メーカーにお問い合わせになるようお伝えになってはいかがでしょうか。 

14. ⌐╟╢ ≢  ╩ ⇔≡⅔╡⁸ ─

≢ ⌐ ⇔≡™╢⁹ ⇔≡™╢ │⁸ ♫♩ꜞ►ⱶ⌐ ╩ ⅎ≡

⇔≡ ↕╣√ ─ ≢⁸ │ ⁹↓╣╩ ╘∏⌐∕─╕╕

∫≡™╢⁹ ⇔∞⇔≡⅛╠ ⅜ ╢⌂≥─ ⅜ ™≡⅔╡⁸ ⅜

⌐╟╢ │ ≢№╢≤™∫√ ╩ ⇔≡™╢≤ ∫≡ ⌐⌂∫√⁹↓─╕╕

⇔ ↑≡ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒厚生労働省はＨＰの「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）」で「諸外国の知

見も踏まえ、消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、これが人の眼に入

ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある状況での空間噴霧をおすすめし

ていません。（空気や環境の表面の除染方法として有効かつ安全な噴霧が科学的に証明され

た事実は確認されておりません。）」との見解を出しています

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00

001.html#Q4-4）。これは次亜塩素酸水に限定したものではありませんが、実際に身体症状が

出ていますので使用は控えるようにすると良いでしょう。 

≢ꜟכ◖ꜟ▪ .15  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ꜟכ◖ꜟ▪⌐ ─

☻ⱪ꜠כ╩ ≢ ⇔√⁹♪▪ⱡⱩ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸◄♃ⱡכꜟ─ ™≤ ℮√╘

╩ ∆╢≤▬♁ⱪ꜡Ɽⱡכꜟ ≢№∫√⁹ ─ ⌐ ⇔√ↄ⌂™√╘⁸ ⁸

╛◐♇♅fi─ ⌐ ≡ ⌐ ⇔√⁹∕─ ≢ ⇔⁸ ╛◐♇♅fi

╩ ╘ ∫≡™√≤↓╤⁸ ∫≡╙ ™⅜ ⅎ∏⁸ ╛ ⅝ ⅜∆╢⁹ ⱷכ◌כ⌐

⇔ √≤↓╤⁸▬♁ⱪ꜡Ɽⱡכꜟ│ ∆╢─≢ ™│™∏╣ ⅎ≡™ↄ⁸ ⅜ ↄ

│ ⌐ ↄ╟℮⌐≤ ╦╣√⁹≥─ↄ╠™≢ ™⅜ ⅎ╢╙─⌂─⅛⁹ ☿fi

│כ♃ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒イソプロパノールは消毒用としてエタノールと並び広く使われているアルコールです。水に

容易に溶ける揮発性の物質です。可燃性で蒸気を火気に近づけると引火の恐れがありますの

で、水でよく流しておくとよいでしょう。臭いが消える具体的な期間はわかりませんが、臭

いがする間は換気を心がけ、体調不良が続く場合は医療機関に受診されることをお勧めしま

す。 

16. ⌐╟╢ ─ ≢  ≢ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸ ⁸
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╩ ╘√ ≢♦☻◒ ─ ⅝ ╩⇔≡™╢⁹ ⅜ ⇔≡™╢

≢│⁸ ─ ╘ ≢ ™√ ⌐⁸ ⌐ ⅝∆╢↓≤≤↕╣≡™╢⅜⁸ ≢│

⅝│↕╣≡™⌂™⁹╕√⁸ ╖─ ⌐⁸ ∂≤↓╤╩⁸◄♃ⱡכꜟ≤◒◄fi ╩ ∆

╢ ≢ ™≡™╢⁹ │ ≢ ₁⌂ ⌐ ⌐ ⇔≡⇔╕℮⅜⁸

╩ ∂ ⅜ ↄ⌂∫≡⇔╕℮⁹ ─ ╩ ╘≡ ⅔℮≤ ∫≡™╢⅜⁸↓─╟℮⌂

™ ≢ ●☻⅜ ∆╢↓≤⅜№╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ─ꜞ☻◒▪

☿☻ⱷfi♩⌐≈™≡─ ≢ ↕╣√⁹< > 

⇒塩素系漂白剤の主成分は次亜塩素酸ナトリウムです。次亜塩素酸ナトリウムが残留している

状態でエタノールとクエン酸を含有する除菌剤を使用した場合、エタノールとの反応、また

はクエン酸により液性が酸性になることで塩素ガスが発生する恐れがあります。しかしなが

ら、除菌目的での使用の場合、次亜塩素酸ナトリウム濃度は０．０５％と薄く、分解（分解

して塩化ナトリウムになる）も進んでいると考えられますので、塩素ガスの発生はないか、

あったとしてもごく微量と考えられ、大きな事故に繋がる可能性は低いと思われます。ただ

し、ご自身が化学物質過敏症であり、実際に身体に異常を感じているとのことですので、職

場に事情を話し、除菌方法に配慮して貰うとよいでしょう。塩素系漂白剤の液性は強いアル

カリ性であり、薄め液で除菌した場合、被除菌面に微量ですがアルカリ剤が残留します。ア

ルカリ剤による基材損傷や皮膚への刺激などを防ぐために、また、金属などが錆びることを

防ぐためにも、塩素系漂白剤の薄め液で拭き掃除した後には、水拭きすることが推奨されて

います。まずは、水拭きをするようにしてはいかがでしょうか。 

17. ♫♩ꜞ►ⱶ─ ⌐≈™≡  ⅛╠ ⅜ ⌐ ♫♩ꜞ►ⱶ

╩ ™≡™╢⁹ ⌐ ⅜ ↑╠╣⌂™ ⌐⌂∫√√╘⁸ ⌐ ⇔≡ ═≡╙╠∫√

⅜⁸ │⌂™≤─ ≢№∫√⁹⇔⅛⇔⁸ ⅜ ≤─ ╩ ↑⁸ ⁸ │ ⅜

╣⁸ ↄ ⅜≢≡™╢ ≢№╢⁹╕√⁸ ≢╙ ─ ⅜ ≢ ↄ⌂∫≡™╢⁹

│ ∫ ⇔≡ │™⌂™⅜⁸↓─╟℮⌂ ╩ ⇔√ ⌐ ⅜№╢─≢│≤ ⅎ≡™

╢⅜ ╩ ™≡ↄ╣⌂™⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ≢ ⌂≥─ ⌐ ╩ ╓∆↓≤│№

╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒お伺いしたご自身やご家族の症状と隣人の次亜塩素酸ナトリウム使用との間の因果関係につ

いて、当センターでは分りかねます。診断された医師に見解を求められてはいかがでしょう

か。一般的に、次亜塩素酸ナトリウムは酸と混ざることで有毒な塩素ガスが発生するおそれ

があるなど、取扱いを誤ると危険な場合があります。 

18. ⌐ ™√ ─ ™─ ╡  ≢Ⱡ☼Ⱶ─ ╩ ≈↑≡⁸ ─√╘⌐ ╩

ↄ╠™⌐ ╘√ ╩Ᵽ◔♠ ╒≥ ⌐ ™√⁹∕─ ⁸ ⌐ ╢≤ ─ ™⅜

∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ™√─│ ╒≥ ⌂─∞⅜⁸ ≢╙ ™│ ⅎ≡⅔╠∏⁸ ⌐ ╢≤

™≢ ⅜ ↄ⌂╢↓≤⅜№╢⁹ ™─ ╡ ╩ ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ∫√ ™

≢№╡ ⅎ╠╣╢ │⌂™≤─↓≤∞∫√⁹ ™╩ ╢™™ │⌂™∞╤℮⅛⁹╕√⁸

⌐ │⌂™∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒お問い合わせの逆性石鹸の成分は塩化ベンザルコニウムです。塩化ベンザルコニウムは水に
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溶けやすい固体で揮発性はありません。臭いの原因は塩化ベンザルコニウム製造時の未反応

成分や副生成物ではないかと思われます。土壌に染み込んでしまった場合、臭い成分だけを

効果的に取り除くのは困難であり、汚染土壌の処理方法は土壌の入れ替えになると思われま

す。詳細は処理業者に相談なさってください。身体への影響について、塩化ベンザルコニウ

ムは濃度が濃い場合、飲み込んだりミストを吸い込んだりすると有害であり、皮膚や目に対

する腐食性がありますが、本件の場合、薄めた液を土壌に撒いており、既に２年が経過して

いることから直接的なばく露のリスクは低いと考えられ、健康被害を過度に心配する必要は

ないでしょう。塩化ベンザルコニウムは生分解が遅く、水棲生物へ悪影響を及ぼすことがあ

りますので、用量・用法を守って正しくお使いになってください。 

19. ⅛╠ →╢♃▬ⱪ─ ≢ ≤╗∑  ≢ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸

₃₃ ─ ⅛╠ →╢♃▬ⱪ─ ỏỏ╩ ℮╟℮⌐ ╦╣≡⅔╡⁸ ⌐ ⅛

╠ →≡™╢⁹ ™ ╘√ ⅛╠⁸ ╛╗∑⅜ ╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ⌐│ ─ ⅜№╢

⅜⁸ỏỏ─ ≢│⌂™⅛≤ ⅎ≡™╢⁹ ╩ ╘√™─∞⅜⁸ ≢ ↕╣≡™╢╙─≢⁸

⌐ ⅜ ∫≡™╢─≢ ∞↑ ⌐ ╘╢╦↑⌐™⅛∏ ∫≡™╢⁹≥℮⇔√╠╟™∞

╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒二酸化塩素除菌剤は製品から二酸化塩素ガスを放散させて周囲の空間を除菌する仕組みもの

です。二酸化塩素は一定以上の濃度では人体に有害なため、微量ずつ放散されるように工夫

されているようです。二酸化塩素は独特の臭いがあり、人によっては微量でも咳などの症状

がでることがあります。症状が出た場合にはすぐに使用をやめる必要があり、当該製品の注

意表示にも記載されています。ただし、当センターは医療機関ではありませんので判断はで

きません。医療機関に受診して医師に相談されるとよいでしょう。医師の診断書があれば職

場の理解が得られやすいと思われます。受診の際は当該製品を持参されると良いでしょう。

また、新型コロナウイルス対策として二酸化塩素除菌剤を使われていますが、二酸化塩素の

有効性は現時点で確認されていないとされています

（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n -20200515_2.html）。 

20. ╩ ┼ ⌐ ⇔  ⅛ ╒≥ ⁸ ⌐Ⱡ☼Ⱶ⅜ √─≢⁸

─⁸ ⌐Ⱡ☼Ⱶ─ ╡ ≤ ╦╣╢ ╩ ∆╢√╘⁸☻ⱪ꜠כ♃▬ⱪ─ ╩

⇔√⁹∕─ ⁸ ─╟℮⌂ ™⅜⇔≡ ≤⌂∫√⁹ ⁸ ⁸

⌂≥⌐ ⅜≢≡⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ⇔≡™╢⅜⁸ │ ⇔≡™⌂™⁹ ≢╙⁸

─╟℮⌂ ™╩ ∂╢ ⅜№╡⁸ │ ⅜ ∆╢─≢⁸↓↓ ╒≥│ⱦ☺

Ⱡ☻ⱱ♥ꜟ⌐ ╕∫≡™╢⁹ │ ⌐ ∫≡⅔╡⁸ ™⅜ ╖ ╪∞≤ ╛♩♇Ɑכ◌╢╣╦

⌐◓fi♬כꜞ◒│fi♥כ◌ ⇔√⁹╕√⁸ ─ ╩ ⌐ ⇔≡™╢⁹ ™╩ ╢

™ │⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般的にお勧めできる臭い除去の方法は、①換気を心がけること、②水拭きです。①は既に

実行されていますので、掃除業者に徹底的に水拭きをするように依頼されてはいかがでしょ

うか。 

21. ≤ ♫♩ꜞ►ⱶ ─ ⌐≈™≡  │ ─ ─
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≢№╢⁹ ╛↑≥ ─ ╩ ∫√ ╩ ⇔√ ⅛╠ ⅜№╡⁸∕─ ─

╩ ⇔≡ ⌐ⱥ▪ꜞfi◓╩ ∫√⁹ │ ≢№╡⁸ ─ ─ ⅜ ↄ⌂∫√√╘⁸

─√╘─ ≤⇔≡⁸ ≤ ♫♩ꜞ►ⱶ─ ╩ ⇔√ ╩ ⌐

⇔≡™√↓≤⅜ ⇔√⁹ ⇔√ ≤ ♫♩ꜞ►ⱶ│∕╣∙╣ ⌂ ⌐ ∫

≡⅔╡ ⌂≥│╦⅛╠⌂⅛∫√⁹ ─ ─√╘⁸↓─╟℮⌂ │ ╘╢╟℮⌐ ⅎ

√™≤ ⅎ≡™╢⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ═╢≤ ≤⇔≡╙ ↕╣≡™╢ ≤№

╢⅜ │≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒亜塩素酸ナトリウムは食品添加物として指定されている漂白剤、殺菌剤の１つですが、使用

基準に使用対象とする食品や使用量が規定されており、食品添加物として適切に使用するこ

とが大原則です。食品添加物は、皮膚接触、目刺激性の安全性試験はしていません。この場

合、食品添加物であるから安全とは言えません。また比較しても意味がないと思います。一

般的に、亜塩素酸ナトリウム水溶液の液性はアルカリ性で、濃度によっては皮膚に対する腐

食性を有することが知られています。また、亜塩素酸ナトリウムと塩酸を混合すると、亜塩

素酸水となりますが、液性が酸性になると有害な二酸化塩素ガスが発生し、発生量によって

は大変に危険です。いずれにせよ、亜塩素酸ナトリウムも塩酸も劇物に指定されている物質

ですので、専門的な知識がなく取り扱うことは大変危険です。 

22. ─◌ⱦ ╡⌐ ⇔√◌ⱦ ─♩כ◦╡ ™⅜ ╣⌂™  ╒≥ ⁸ ◦ꜛ♇

ⱪ≢ ⇔√◌ⱦ ♩כ◦╡ ╡ ≢ ─ ╩⇔√⁹ ⌐│ ™│ ⌐⌂

╠⌂⅛∫√⅜⁸ ⁸ ⇔√ ⅛╠ ™⅜ ⌐⌂╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ™│ ─ ™⌂─⅛⁸

⅛≤ ⇔√ ™⅛│╦⅛╠⌂™⁹ ≢ ™ ⇔⁸↕╠⌐ ≢╙ ╩⇔√⅜ ™│

╣⌂™⁹≥↓⌐ ⇔≡╟™⅛╦⅛╠∏⁸ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ╩∆╢⅛⁸∕╣≢╙∞

╘⌂╠Ɫ►☻◒ꜞכ♬fi◓ ⌐ ∆╢⇔⅛⌂™─≢│≤ ╦╣√⁹ ╩∆╢≤ ™⅜ ⌐

≡ ⌐ ⌐⌂╢─≢│≤ ™≢⅝≡™⌂™⁹ ⌐│ ─ ⅜ ↕╣≡™╢⅜⁸

╕∞⁸ │⇔≡™⌂™⁹ │ ⁸◄♃ⱡ⁸ꜟכ ⁸ ≤№╢⁹ ™╩ ∆╟™

│№╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。臭いの原因についてはわ

かりかねます。対処法については販売元にお問い合わせください。 

23. ◄♃ⱡכꜟ─ ™⅜ ℮  ™≈╙ ⌐◄♃ⱡכꜟ╩ ⇔≡™╢⁹ ⁸™≈╙

⇔≡™╢ ⅜ ╣─√╘⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ≢◄♃ⱡכꜟ ⁸ ⁸

◓ꜞ☿ꜞfi ⁸ ⅜ Є─ ╩ ⇔√⁹ ∫≡╖╢≤⁸ ╕≢ ⇔≡™√◄

♃ⱡכꜟ─ ™≤ ™▬♁ⱪ꜡Ɽⱡכꜟ─╟℮⌂ ™⅜∆╢⁹ ⌐ ⱷכ◌כ─ │⌂ↄ

│╦⅛╠⌂™⁹▬♁ⱪ꜡Ɽⱡכꜟ⅜ ↕╣≡™╢╙─│ ⇔√ↄ⌂™√╘⁸ ≢╙

╦⌂™─≢⁸ ⇔≡ↄ╣╢ ╩ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは原因調査のための検査、分析等は行っておりません。独立行政法人国民生活

センターのウェブサイト（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html ）、または独立

行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイト

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network /index.html ）等に検査機関のリストが
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掲載されていますのでご参照ください。 

ꜟכ◖ꜟ▪ .24 ☺▼ꜟ╩ ⁸ ∆╢≤ ─╟℮⌂╙─⅜ ╢ ꜟכ◖ꜟ▪  ☺▼ꜟ

╩ ─ ⅛╠ ╣⁸ ⌂≥⌐ ⇔≡™╢⁹₈ ∆╢ ⌐ ─╟℮⌂╙─⅜Ⱳ꜡Ⱳ꜡

≤ ╢⅜ ⅛₉≤─ ╩ ≢ ↑≡™╢⁹ ≢╙ ↄ╠™ ⇔√⅜

∆╢ ⌐ ─ ⌐⌂╢⁹ ⌐ ꜟכ◖ꜟ▪⁸╤↓≥√⇔ ⅜ ™↓≤⅜ ⇔

≡™╢≤ ╦╣╢⅜ ⌐│ ⌂™≤─ ≢№∫√⁹ │◄♃ⱡכꜟ≤◌ꜟⱲⱴכ≢

№╢⁹ ꜟכ◖ꜟ▪─ ≢│ ⅝⌂™ ⌂─≢⁸ ≢│⌂™⅛⁹ ☿

fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒表示成分のカルボマーはカルボキシビニルポリマーとも呼ばれる増粘効果のある水溶性高分

子で、ジェルタイプのアルコール除菌剤や化粧品等に増粘剤として使用されています。お伺

いした内容から、手につけたジェルのエタノールが揮発後、後に残ったカルボマーが凝集し、

垢のように固まってボロボロと取れてきたものと考えられます。このような現象は、カルボ

マーを使用した製品で稀に見られるようです。確認のために肌の上ではなく、別の容器にと

ってエタノールが揮発した後の状態を確認してみてはいかがでしょうか。不良品かどうかに

ついては、当センターでは判断できかねますので、輸入元にお尋ねください。 

ꜟכ◖ꜟ▪ .25 ─ ™⅜⅔⅛⇔™  ─ ꜟכ◖ꜟ▪⌐ ╩ ⇔√⁹

ꜟכ◖ꜟ▪≢ ⁸ │ ≤ ↕╣≡™╢⁹ ⅔℮≤⇔≡ ™╩ ←≤⁸◄♃ⱡכ

ꜟ─ ™≢│⌂ↄ ⌂ ⅜∆╢⁹ ⅜ ╦╣≡™╢⅛ ⅛╢⅛⁹ ☿fi♃כ

│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒アルコールは炭化水素の水素原子をヒドロキシ基 (－ＯＨ) で置き換えた物質の総称です。

アルコール類の中にエタノールとかメタノールといった物質があります。アルコール７５％

との表示だけでは、エタノールが使われているのか他のアルコールが使われているのか判断

できません。製品には輸入業者の連絡先が記載されていると思いますので、そちらにお問い

合わせください。 

26. ◄♃ⱡכꜟ⌐≈™≡  ⇔≡™╢ ≢ ∆╢√╘─ ◄♃ⱡכꜟ⅜

≢⅝∏ ∫≡™√≤↓╤⁸ ⅜ ⇔≡ ╩⇔≡ↄ╣√⁹ ⇔√ │⁸ ─ ⌐₈

ꜟכⱡ♃◄⁸ꜟכ◖ꜟ▪ ₉≤ ╡─ꜝⱬꜟ⅜ ∫≡№╢∞↑≢⁸ ⱷ⁸כ◌כ

⌂≥ ─ │ ⌂™⁹ ⌐│ ─ ≤ ─ ⅜№╢⅜⁸ ─√╘

∕─ ⌐№╢ ╩ ═≡╖╢≤ ℮ ⅜ ⇔≡⅔╡⁸∕─ ⅛╠│ ◄♃ⱡ

╩ꜟכ ∫≡™╢≤│ ⅎ⌂™⁹╕√⁸ ™╙ ◄♃ⱡכꜟ≤│ ℮ ⅜∆╢⁹ ≢│

∆╢≈╙╡│⌂™⅜⁸ ⅜№╢≤ ℮─≢ ⇔≡╙╠ⅎ╢ ⌐ ⇔ √™⁹╕√⁸

╩ ∆╢ ╩ ⇔≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹ ⌐ ☿fi♃כ⌐│ ⇔ √⅜⁸ ╙≢⅝⌂™

≤─↓≤≢№∫√⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒消毒用アルコールとして販売している製品は医薬品または医薬部外品に分類され、どちらも

薬機法の規制を受けます。都道府県毎に薬機法を担当する部署がありますので、ご相談され

てみてはいかがでしょうか。成分分析に関しては、独立行政法人 製品評価技術基盤機構の｢原

因究明機関ネットワーク｣(http://www.nite.go.jp/jiko/network/) に、検査機関のリストが
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掲載されていますので、ご参照ください。 

2)  洗剤･洗浄剤－15件 

1.  ╕™─ ⌐ ∫√☿☻◐ ≡™≈⌐♄כ♁  ﬞ ⌐₃₃ ─☿☻◐ ♄כ♁

╩ ⌐ ⅛⇔≡ ™─ ⌐ ⇔√⁹ ⅛╠ ⅜ ⇔ↄ ∂⁸⇔┌╠ↄ∆╢≤

∑⅝ ╗╟℮⌐⌂∫√⁹ │⁸ │ ∫≡™╢⅜⁸ ⅜™╢≤ ─ ⅜∑⅝ ╪∞╡⁸ↄ

⇔╚╖╩⇔√╡∆╢╟℮⌐⌂∫√≤ ∂≡™╢⁹ ╛ ─ ⌐ ⌐ ⇔√ ⅜

⇔⁸ ≢╙ ∟∏⌐ ⌐ ╩ ⅎ≡™╢─≢│⌂™⅛⁹₃₃ ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ╩

∆╢↓≤≤⌂╡⁸ ⌐ ⇔√≤↓╤≢№╢⁹₃₃ ─ ∞↑≢│ ≢⅝⌂™√╘⁸

☿fi♃כ≢╙ ╩ ═≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは、製品の分析や調査は行っておりません。独自に調査したい場合は、独立行政法

人国民生活センターのウェブサイト（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html ）等

に掲載されている検査機関のリストを参考にご自身で依頼していただくようご案内していま

す。なお、検査費用はご自身の負担となります。セスキ炭酸ソーダの性質は、水に溶け易く洗

濯により容易に除去できること、また蒸気などが発生して吸入する心配も無いことから、ご自

身や周囲の人に起こっている現象と因果関係があるようには思えません。まずは、〇〇社の調

査結果を待たれてはいかがでしょうか。 

2.  ≤⇔ ≢☻♥fi꜠☻ ◦fi◒⅜ ↄ◦Ⱶ⌐⌂∫√  ₈ ⌂≥─ ╣ ≤⇔

╩ ─☻♥fi꜠☻ ◦fi◒⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ↄ◦Ⱶ⌐⌂∫√⁹ ⱷכ◌כ≤

⌐ ≤⇔ ╩ ™ ╦∑√⅜⁸ ⌂─≢╦⅛╠⌂™≤ ⇔≡╙╠ⅎ⌂⅛∫√⁹ ⌐

↕╣≡™╢ │ ╛ ≢№╢⅜☻♥fi꜠☻─◦fi◒⌐ ≢⅝⌂™≤│ ⅛

╣≡™⌂™⁹╕√⁸ ─ │ fi◄◒ה ה ≤⌂∫≡™╢⁹☻♥

fi꜠☻─◦fi◒⌐ ≢⅝⌂™↓≤⅜ ↕╣≡™⌂™─│ ≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑≡

™╢⁹ ☿fi♃כ╩ ⇔≡╙╟™⅛⁹< > 

⇒当センターをご紹介いただいて結構です。表示の問題を指摘されているようですが、具体的な

対象用途が示されており、対象用途以外に使用された場合は、誤使用となる可能性が高いと思

われます。詳しい状況をお伺いして対応いたします。 

3.  ▪ꜟ◌ꜞ ─ ≢ ─ ╩◓fi▫♥כ◖  ⌐ ⇔√ ╩⁸

≢ ⇔≡™╢▪ꜟ◌ꜞ ─☻ⱪ꜠כ♃▬ⱪ─ ≢ ⅝ ⇔√≤↓╤⁸ כ◖

♥▫fi◓⅜ ⇔√╟℮≢⁸ ─ ⅜ √╢≤╕∞╠⌐♠ꜘ⅜⌂ↄ⌂∫≡™╢⁹ ╩ ⇔

√ ─⅔ ⌐ ⇔ √⅜⁸ ─ ╣│ ╩ ╘≡⅔╡⁸ ⇔√

⅜ ≢⌂⅛∫√↓≤⅜ ≤ ⅎ╠╣ │≢⅝⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹√∞⇔⁸

⌐ ╣ ⌐ ∆╢ │↕╣≡⌂™↓≤╩ ⇔⁸ ⁸ ╩ ↑√Ɽכ♠ ─ ╡

ⅎ ⌐≈™≡─ ╩ ⇔⁸ ∟≢№╢⁹ ☿fi♃כ⅛╠ ⇔≡╙╠

ⅎ⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは化学製品に関する事故･苦情の相談、問い合わせ、照会などに対し、中立かつ専

門的な立場からお答えしておりますが、一方の当事者の代理人として交渉にあたることは行な
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っておりません。当該家具量販店のウェブサイトを確認すると製品毎にお手入れ情報が掲載さ

れています。また、一般的に台所用のアルカリ洗剤の用途は、換気扇やコンロなどを対象とし

ており家具は使用用途の対象となっていません。使用されたアルカリ性洗剤の使用用途を再度

よく確認してみてください。 

4.  ▪ꜟ◌ꜞ ╩ ⌐ ⇔√╠ ™ ⅝ ╡⅜  ▪ꜟ◌ꜞ ─ ╩ ⌐

⇔√≤↓╤⁸ ⌐ ↄ ⅝ ╡⅜≢⅝√⁹ ↄ⌂∫√ │ ⅝ ╢↓≤≢ ⇔≡™╢⁹

⅝⅜™╠™⌂™≤№╢─⌐ ≢│⌂™⅛⁹▪ꜟ◌ꜞ │ ⌐ ⇔⌂™ ⅜╟™─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の性能・品質等の詳細情報は持ち合わせておりません。製造メーカー

にお問い合わせください。一般的に、アルカリ電解水は塩化ナトリウムなどの電解質を含む水

を電気分解した時に陰極側に生成するもので、通常０．２％程度の水酸化ナトリウムを含有す

る水溶液です。アルカリ性のため、皮脂などを含む油汚れや石鹸カスなどの汚れに効果がある

と言われています。汚れた鏡を洗浄する場合、汚れ落ちにムラがあると、落ちた部分と落ちな

かった部分のコントラストが目立つ場合があり、本件もその可能性が考えられます。 

5.  ≢ ∫≡™╢ ▪ꜟ◌ꜞ ⅜ ⌐⇔╖╢  ₈ ≢⁸ ─▪ꜟ◌ꜞ ₃₃

╩ ∫≡™╢⁹☻ⱪ꜠כ ⌐ ╣≡⁸ ⌐ ∫≡™╢⅜⁸ ⅛™ ⌐☻ⱪ

⁸⅛╘√╢╣↕כ꜠ ⌐⇔╖╢⁹╕√⁸ ─ ╙Ɽ◘Ɽ◘⌐⌂∫≡⇔╕℮⁹ ⱷכ◌כ⌐ ™

╦∑√≤↓╤⁸ ╩ ⌐ ╣⌂↑╣┌ ≤─↓≤≢№∫√⅜ ≢№╢₉≤─ ╩ ↑

≡™╢⁹ │ ≢ │ ≤─↓≤⁹ ─ │≥℮⅛⁹╕√⁸

≥─╟℮⌂ ⅜ ⌂─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒一般に、強アルカリ電解水は塩化ナトリウムの希釈水溶液を電気分解した際に陰極側に生成

する電解水で、通常は０．２％程度の水酸化ナトリウム水溶液です。当該製品はｐＨ１３．

５と強いアルカリ性を示すことから目や皮膚への腐食性が懸念されます。お仕事で長時間お

使いになるとのことですので、ゴーグルやゴム手袋等で目や皮膚を保護し、液に直接触れな

いようにする必要があると思われます。製造メーカーから安全性データシート等の製品情報

を取り寄せて、適切な取り扱いを心がけるようにお伝えしてはいかがでしょうか。 

6.  ⱷ●Ⱡ◒ꜞכ♫כ≢◘fi◓ꜝ☻─◖כ♥▫fi◓⅜ ⅜╣√  ◘fi◓ꜝ☻⌐ⱷ●Ⱡ◒ꜞכ♫כ

╩ ⇔√≤↓╤⁸꜠ fi☼ ⌐꜡fi◓⅜Ⱳ꜡Ⱳ▫♥כ◖─ ─כ♫כꜞ◒⁹√∫╕⇔≡╣⅜

⌐│ ≡─▪▬►▼▪⌐ ─כ♫כꜞ◒⁹╢№≥╢⅝≢ ⱷכ◌כ⌐ ⇔ ≡⁸

╩⇔≡╙╠∫√⅜⁸ ∂◘fi◓ꜝ☻⅜ ⌐ ╠⌂™√╘ ⅜≢⅝∏⁸ ⌂ │ ╠╣

⌂⅛∫√⁹ ⌐ ≡─▪▬►▼▪⌐ ⅜◓fi▫♥כ◖⁸⌐─╢№≥╢⅝≢ ⅜╣≡⇔╕∫√

↓≤⌐ ⅜™⅛⌂™⁹ ─ ⌐⌂╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ

⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒ＰＬ法は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製

造業者等の損害賠償責任について定めた法律です。お伺いした内容では、メガネクリーナー

の表示に全てのアイウェアに使用できるとあることから、指示・警告上の欠陥と見なせる可

能性があります。対応に納得いかないのであれば、再度、使用経緯と要求事項などを具体的
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に文書にして送り、文書での回答を求められてはいかがでしょうか。 

7.  ≢ ⇔≡™╢ ≢ > ₈ ≢ ⇔≡™╢ ─ ─♬○▬≢

≤⌂╢₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ╩ ⇔≡╙╟™⅛⁹<

> 

⇒当センターを紹介していただいても結構です。ただし、近隣からのニオイに対しては、違法

性がある訳ではありませんので対応が難しいのが実情かと存じます。 

8.  ♩▬꜠ ─⅔ ╩♩כ◦ ⇔≡╘╕™  ₈♩▬꜠ ─⅔ ╩♩כ◦ ⇔≡╘╕™⅜

⇔√⁹ ⌐⌂∫≡ ↄ ╪∞╠ ⇔√─≢⁸ ⇔√≤↓╤⁸╕√ ∂╟℮⌐╘╕™⅜⇔

√⁹⅔ ─♩כ◦ ─ ─↓⁸╡№⅜ꜟ♥כ◄ꜟכ◖ꜞ◓⌐ ⅜ ≢│⌂™⅛≤

∫≡™╢⁹↓─ ─ │≥℮⌂─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╕∆⁹↓─ ⅜ ≤ ⅎ╠

╣╢⅛⁹< > 

⇒グリコールエーテルはある種の化学構造を持った化合物の総称であり、特定の物質の化学名

ではありません。お伺いした話からは物質が特定できませんので、当センターで安全性情報

等についてお調べすることはできません。製品の安全性等については製造メーカーにお尋ね

ください。一般的に、グリコールエーテルには多くの種類があり、洗浄剤、塗料、化粧品等

に幅広く使用されています。 

9.  ♯ⱷꜞ ╡ ≢  ╒≥ ⌐⁸₃₃ ─ ♃▬ⱪ─ ♯ⱷꜞ ╡

ỏỏ╩⅔ ─ ⌐ ⇔√⁹ ⌐ ↕╣≡™╢ ™ │⁸ ─ √╕╡ ⌐

∆╢≤№∫√⅜⁸◗Ⱶ ╡ ─◌Ᵽכ⅜ ╣≡™√─≢⁸∕─ ⌐ ™≡⅔™√⁹∕─╕

╕⁸™≈╙ ╡ ⇔⁸ ⇔√ ≢ ╩ ∫√⁹ │ ⌐⌂⅛∫√⅜⁸ №√╡⅛╠

⇔↕╩ ∂≡⁸ ⅛╠ ⅜∫√ │ ⅜⇔√⁹∕─ ⁸ ╛ ─№√╡⅜ⱥꜞⱥꜞ∆

╢ ⅜ ™≡™╢⁹₃₃ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ╛▪ꜟ◌ꜞ≤ ∂╢≤ ⌂ ●☻⅜

∆╢↓≤⅜№╢─≢⁸ ⅜№╢⌂╠ ⌐ ∆╢╟℮⌐≤ ╦╣√⁹ỏỏ⅛╠ ⌂●

☻⅜ ⇔≡∕╣╩ ∫≡⇔╕∫√─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒〇〇社の勧めに従い医療機関に受診するのがよいでしょう。△△は塩素化イソシアヌール酸

塩を主成分とした塩素系ヌメリ取り剤です。水に溶けると次亜塩素酸を生成して排水口を除

菌します。また、酸やアルカリと混じると有害な塩素ガスが発生することが知られており、

製品には「まぜるな危険」の表示があります。お伺いした内容や、入浴時に異臭を感じてい

ないことから、大量の塩素ガスの発生はないように思われます。 

10. ─♬○▬≢  ─ ⅛╠ ↕╣╢ ⌂≥─♬○▬≢ ⅜ ↄ⌂

╢↓≤⅜№╡⁸ ⌐ ≢ ≤ ↕╣√⁹ │ ╙ ™≡⅔╡⁸

─ ╩ ↄ ∫≡╙╠™√ↄ ☿fi♃כ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ☿fi

╩כ♃ ↕╣√⁹< > 

⇒化学物質過敏症はその発生機序が未だ明らかにされておらず、また、治療法も確立されてお

りません。症状を改善するには、原因と考えられる化学物質との接触を避ける必要があると

言われています。化学物質過敏症の専門病院を受診できない状況とのことですが、体調の不

調の原因を化学物質過敏症に限定せず、まずは、掛かりつけの医師に相談されてはいかがで
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しょうか｡当センターとしては、頂いた情報を月報、年報に情報源が特定されない形で公表し、

また関係する業界へ伝える等をして、情報の共有化を図ってまいります。 

11. ꜞⱨ◊כⱶ ─ ─ ≢  ﬞ ╒≥ ⌐ ─ꜞⱨ◊כⱶ╩ ∫√⁹

⅝ ⇔ ⁸ ╡ ↑─ ─ ⌐ ™ ⅜ ⇔≡⅔╡⁸ ⇔╟℮≤⇔≡ ™ ╪≢⇔╕

∫√╠⇔ↄ⁸ ⌐▪♫ⱨ▫ꜝ◐◦כ─ ⌂ ⅜ ≡ ↕╣√⁹ ≢ ╩ ↑

√⅜⁸ ╙ ⅜ ™≡™╢⁹ ⇔ ⌐⁸ ⌐╟╢ ⅜ ╦╣≡⅔╡⁸∕─

⌐ ─♄כ♁ ⌂ ⅜ ╦╣≡™√⁹ ™ │ ⇔≡™√ ≥⅛™⌂│≢♄כ♁

ⅎ≡™╢⁹ │⁸╟╡ ─ ™ ⌐ ∆╢ ⅜╟™≤─ ≢⁸ ⌂

╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ∞ ≈⅛∫≡™⌂™⁹≥↓⅛ ╩ ⇔≡ ⅎ⌂™∞╤℮⅛⁹<

> 

⇒当センターから特定の医療機関をご紹介することはできません。担当の医師にご相談される

と良いでしょう。苛性ソーダ吸引によるアナフィラキシー様症状発現の可能性等については、

公益財団法人日本中毒情報センターの中毒１１０番

（https://www.j -poison- ic.jp/110serviece/ ）にご相談されてはいかがでしょうか。 

12. ⌐ ⌐ ∆╢≤ ╦╣╢ ≢  ₃₃ ─ ỏỏ≢ ╩

⇔√≤↓╤⁸∕─ ╩ ∆╢≤ ⅜∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ⌐│ ⌐ ╕╣╢ ⌐╟

╢≤ ╦╣╢♬○▬⅜ ∫≡⅔╡⁸∕─ ⌐╙ ⌂≥─ ⅜ ⇔≡™╢─≢│⌂™

⅛≤ ℮⁹↓╣╠─ ⅜ ─ ⌐⌂╢↓≤│⌂™⅛⁹╕√⁸ ⌐ ⇔√ ╩ ∆

╢⌐│≥℮⇔√╠╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お使いになった洗濯用洗剤は香りに特徴のある製品です。香料によるニオイはその強さや快

不快の感じ方の個人差が大きく、一般的には適度な強さで心地よいと感じられるものでも、

人によっては強く不快に感じられることがあり、頭痛などの症状を訴えることもあります。

お伺いした話からは、洗剤のニオイ（香り）を不快に感じられているのではないでしょうか。

衣服に残留する香料などのニオイは洗濯を繰り返すことにより徐々に取れて弱まっていきま

す。無香料の洗剤または酸素系漂白剤（粉末タイプがよい）で洗濯をすると良いでしょう。 

13. ─└╠─ ─  ─└╠⌐═√≈ↄ╟℮⌂ ⅜№╡⁸∕╣⅜ ╣∏⌐ ™≡

™╢⁹ ╩ ∂╢╟℮⌐⌂∫√ ⌐ ╩ ─╙─⅛╠ ─╙

─⌐ ⅎ≡™╢─≢⁸ ─ ⅜ ─ ⌐ ∫≡™≡⁸ ⌐ ⅎ√↓≤≢

⌐ ╖ ⇔≡⅝≡™╢─≢│⌂™⅛≤ ∫≡™╢⁹ ⌐ ⇔≡ ╩⇔≡⅔╡⁸

⌐ ⅜≢╢⅜⁸↓─╟℮⌂↓≤│ ⌐ ⅎ ╢↓≤⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ

│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お伺いした話からは、どのような現象が起こっているのか分かりかねます。一般的には、皮

膚の中に洗剤成分が長期間残留することも、他の洗剤で溶けだしてくることも考えにくいこ

とです。医療機関に受診しているとのことですので、検査結果を待ち、見解をお聞きになっ

てはいかがでしょうか。 

╩כ♫כꜞ◒ .14 ⅛╠ ⅜№┤╣√  ₈ ─ ╩כ♫כꜞ◒

⌐ ⅛╠ ⅜№┤╣√⁹ │⌐כ♫כꜞ◒ ⌐ ∆╢ │ ↄ ↕╣≡
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™⌂⅛∫√⁹↓─╟℮⌂♩ꜝⱩꜟ⅜ ∆╢─│ ≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹≥℮

⌂─⅛⁹< > 

⇒浄化槽から泡があふれるトラブルは珍しい事象ではなく、浄化槽の管理会社や管理組合がウ

エブにＱ＆Ａなどで情報を掲載しています（「浄化槽から泡が出る」で検索してみてください）。

原因は洗剤の過剰使用やバクテリアの状態など複数に渡ります。浄化槽は浄化槽法で保守点

検、清掃、法定検査をそれぞれ定期的に実施しすることが義務づけられています。また、使

用者も当該法の規定により「浄化槽の使用に関する準則」で守らなければならい事項が定め

られています。浄化槽の管理会社に連絡し、原因の推定、繰り返さないためのアドバイスを

受けられるよう勧められてはいかがでしょうか。 

15. ─ ⌐╟╡ ╩  ﬞ ⁸ ⌐ ⇔⁸

≤ ↕╣√⁹ ─▪♪Ᵽ▬☻⌐ ∫≡ ─ ╡─ ╛ ⌐ ─ ⌂™╙─╩ ╪

≢ ╩⇔≡™╢⅜⁸ ─ ⌐≈™√ ╛ ─ ≢ ╛ ─ ╖⌂≥─

⅜ ╢⁹↓─╟℮⌂ ⌂ │ ╩ ⇔≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にありません。お伺いした内容は、

月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、ま

た関係する業界へ伝える等、情報の共有化を図ってまいります。 

3)  その他生活用品－15件 

1.  ꜠fi☺ⱨכ♪ⱨ▫ꜟ♃כ─ ⌐≈™≡  ₈ ╖⅜ Ⱶꜞ≤ ⇔≡№╢ ♃▬ⱪ─꜠

fi☺ⱨכ♪ⱨ▫ꜟ♃כ╩ ⇔√⅜⁸ ─ ╖│ Ⱶꜞ⌐ √⌂™╙─≢№∫√⁹ ⱷכ◌

⌐כ ™ ╦∑√⅜⁸ ∫≡╙ ⅜⌂™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹꜠ fi☺ⱨכ♪ⱨ▫ꜟ

⌐כ♃ │№╢⅛⁹< > 

⇒レンジフードフィルターは雑貨品のため、法的な表示規制はありません。本件は製品の品質上

の問題と思われます。不織布は圧縮されることで厚みが変わりますので、まずは、購入された

製品の性能・品質に問題がないかどうかを製造メーカーに確認してみてはいかがかと存じます。

製造メーカーからの回答がないとのことですので、貴センターから連絡をしてみてはいかがで

しょうか。 

2.  ▪☻ⱬ☻♩╩ ∆╢ Ᵽ☻ⱴ♇♩⌐≈™≡  ⁸▪☻ⱬ☻♩⅜ ↕╣≡™√≤⇔

≡ ─ ≤⌂∫≡™╢₃₃ ─ Ᵽ☻ⱴ♇♩╩ ⅛╠ ⇔≡™╢⁹ ⅜

╣╢≤ ∫≡╙ ⌐⌂╠⌂™√╘⁸ ⅛ꜘ☻ꜞ≢ ∫≡⁸ ∫√ ⌐ √ │ ≢ ™

∫≡™√⁹ ─ⱨ▫ꜟ♃כ╛ ⌐▪☻ⱬ☻♩⅜ ∫≡™╢⅛╙⇔╣⌂™⁹₃₃ ⌐│

⇔⁸Ᵽ☻ⱴ♇♩│ │⇔≡╙╠℮↓≤⌐⌂∫≡™╢⅜⁸ ─↓≤│╦⅛╠⌂™≤ ╦╣√⁹

╩↓─╕╕ ⇔≡╙╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕

╣√⁹< > 

⇒アスベストは石綿とも言い、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で繊維１本が直径０．０２～０．

３５μｍと非常に細く、空間に飛び散った微細な繊維を吸入すると肺線維症（じん肺）、悪性

中皮腫や肺がんを引き起こす可能性があることが知られています。アスベストはそこにあるこ
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とが直ちに問題になる訳ではありません。このたびの厚生労働省の報道発表資料にも、「固形

のバスマットやコースターについては、通常の使い方で使用している限りは石綿（アスベスト）

が飛散するおそれはなく、健康上の問題を生じさせるおそれはありません。しかしながら、削

ったり割ったりした場合など破損したときには飛散するおそれがありますので、調査中の製品

をお持ちの方も含め、破損しないようにお願いします。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15629.html ）」とあります。お伺いした話では、バス

マットの表面を何度か削られ、削った粉を掃除機で吸い取っていたとのことですので掃除機内

にアスベストが残留している可能性はあると思います。吸い込んだ量と健康被害との関係につ

いては、厚生労働省の「アスベスト（石綿）に関するＱ＆Ａ

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/

topics/tp050729 -1.html ）」の中に「アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病

との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における発がんの危険性に

ついては 不明な点が多いとされています。現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸え

ば、中皮腫になるかということは明らかではありません」とあります。掃除機内への残留の有

無は不明であり、もし残留しているとしてもごく微量と思われますが、念のため、内部をクリ

ーニングしてからご使用になってはいかがでしょうか。クリーニングの際には防塵マスクをす

るようにしてください。 

3.  ⇔√◄▪◖fi ◌Ᵽכ─  ◄▪◖fi ◌Ᵽכ─ ≢№╢▪ꜟⱵ

⌐꜡Ⱶ⅜Ⱳ꜡Ⱳꜟ▪─♩כ◦ ⅜╣≡⅝≡™╢⁹ ─ ⌐│⁸₈ ∆╢↓≤⅜№╢⁸

⇔√ │ ╡ ⅎ╢╟℮⌐₉≤№╢⅜⁸╕∞⁸ ╡ ↑≡ ≢№╡ ™ ⅎ√ↄ⌂™⁹ ⅜

╣√▪ꜟⱵ─ ⅜ ⌐ ╡ ╪≢ↄ╢ ⅜№╢⅜⁸∕─ ╩ ™ ╪∞ ─ │≥

℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ─ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の性能・品質や安全性などに関する詳細情報は持ち合わせておりませ

ん。製品の安全性については製造メーカーが責任を持ちますが、「劣化した場合は取り替える」

と表示にある以上、取り替えることをお勧めします。 

4.  ⱳꜞ►꜠♃fiⱴ☻◒─ ™⅜ ↄ≡ ⅎ⌂™  ─ ⌐№∫√ ─ⱳꜞ►꜠♃fiⱴ

☻◒╩ ⇔√⁹ ⇔≡ ⅔℮≤⇔√≤↓╤⁸ ™⅜ ↄ≡ ⅎ⌂™⁹ ⌐ ⇔ √≤↓

╤⁸ ⌐│ ∂╠╣⌂™⁸ ⌐╙ ≤ ⇔≡™╢≤ ╦╣√⁹↓─╕╕ ∫≡╙

∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒陰干しして外気に触れさせて臭いを取る、中性洗剤で水洗いする等の対応をしてみては如何で

しょうか。それでも臭いが取れず、不快に感じるようであれば、お使いにならない方がよいで

しょう。一般的に、ポリウレタンマスクは軟質ポリウレタンで出来ていますが、日本ウレタン

工業協会によると、軟質ポリウレタンは樹脂自身、元来無臭であるが、製造時に少量の触媒、

整泡剤、必要に応じて顔料、難燃剤などが添加され、これらの一部が臭いの原因となることが

ある（http://www.urethane - jp.org/qa/nanshitsu/eisei/post_56.html ）とされています。 

5.  ꜝfi♫כ ⱴ☻◒─ ™  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ꜝfi♫כ ─ⱴ☻◒╩ ⇔√⁹ⱳꜞ◄☻

♥ꜟ ≢ ∆╢ ⌐ⱳ◔♇♩⅜№╡⁸ⱳꜞ►꜠♃fi ─ⱨ▫ꜟ♃כ╩ ╪≢ ∆╢╙─⁹
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⅔℮≤⇔√⅜⁸ⱳꜞ►꜠♃fi ⱨ▫ꜟ♃כ─ ™⅜ ↄ≡ ∟⅜ ↄ⌂∫≡⇔╕™≤≡╙

ⅎ⌂™⁹ ≤⇔≡│⁸ ⅜ ╦╣╢꜠ⱬꜟ─ ∞≤ ℮─≢⁸ ☿fi♃כ ⌐

⇔ ≡ ╩ ⇔√⅜⁸ ─ⱴ☻◒╩ ∆╢ │⌂ↄ⁸ ⌐│ ∂╠╣⌂™≤

─↓≤≢№∫√⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ⌐ ∂╢≤─↓≤≢⁸ ⅜ ⅜≡

╠ ⌐ ╢↓≤⌐⌂∫≡™╢⁹↓─╟℮⌂ ╩ ⇔≡⅔™≡™™╙─⌂─⅛⁹< > 

⇒臭いの感じ方は個人差が大きく、臭いの強さや快・不快の感じ方は人それぞれです。また、嫌

な臭いがするからといって有害性があると断定できるものでもありません。臭いで一時的に気

持ちが悪くなった程度では、製造物責任（ＰＬ）法で言う「欠陥（＝製造物が通常有すべき安

全性を欠いている）」とは言えず、品質上の問題と考えられます。しかしながら、マスクは直

接口に付ける製品であり、不快な臭いがすることは重大な品質上の問題と言えます。製造メー

カーの担当者が面会に来るとのことですので、返品処理だけでなく、臭いの原因や今後の改善

についての見解もお聞きになってはいかがでしょうか。 

6.  ─ ™─ ╡  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√ ♩꜠ ─ ─ ⱬꜟ♩⅜ ™⁸

⌐ ≡√╡⇔√⅜ ™⅜ ╣⌂™⁹ ™│⁸ ─ ™≤™℮╟╡ ⌂ ─╟℮∞⁹

™─ ╡ │№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒皮革そのものの臭いではなく化学的な薬品臭とのことから、製品の製造・加工に使われた何ら

かの薬剤に起因する臭いと思われます。しかし、お伺いした話からは臭いの原因物質は特定で

きず、具体的な対処方法も分かりかねます。一般的に、こういった製品の臭いは放散されて徐々

に軽減していきます。陰干しするなどして根気よく臭い抜きをされてはいかがでしょうか。 

7.  ⱳꜞ►꜠♃fi ⱴ☻◒─ ⌐≈™≡  ─ ⅜ ─ⱳꜞ►꜠♃fi ⱴ☻◒╩

╡ ⇔ ⇔≡™╢⁹ ⁸ ⌐ ↑≡ ™√≤↓╤⁸ ─ ⌐ⱴ☻◒─ ─ ™ ⅜

╪≢™√⁹ⱴ☻◒─ ⌐ ⌐ ∆╢↓≤⅜№╢≤─ ⅜№╡⁸ⱳꜞ►꜠♃fi⅜ ⇔

≡ ⌐ ⌐⌂╡ⱳ꜡ⱳ꜡≤↓╓╣ ∟√╙─≤╦⅛∫√⁹ ⇔√ⱴ☻◒╩ ⇔≡™√

↓≤≢ ─ ⌐ ⅜ ┬╟℮⌂↓≤│⌂™⅛⁹ ⌐ ↕╣√ ⌐ ⇔√⅜ ⅜

╠∏ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒ポリウレタンは湿気などの水分、熱や紫外線で分解し、劣化することが知られています。現時

点では、劣化により安全性上問題を生じるという情報はありません。洗って繰り返し使えます

が、洗うときは中性洗剤を使い、陰干しをするようにしてください。劣化したマスクはマスク

としての機能が低下しますので、使用は好ましくありません。しかし、破片が多少口に入った

からと言って健康被害を過度に心配する必要はないでしょう。劣化する前に新しいものと交換

するようにしてください。 

8.  ─ ™─ ╡ ⌐≈™≡  ﬞ ⌐⁸ ─ ─◘♇◦⌐☻ⱪ꜠כ♃▬ⱪ ╩

⅛╠ ⌐ ↑≡ ⇔√⁹ ⇔≡™╢ │ ⌐⌂╠⌂⅛∫√⅜⁸ ⌐ ╢≤⅝≈™

™⅜∆╢⁹ ⅛╠ ﬞ ⁸ ╩ ↑⁸ ⌂≥│ ≢ ⅝⁸Ɫ►☻◒ꜞכ♬fi

◓ ⌐◘♇◦╛ ╩ ⇔≡╙╠∫√⁹∕─ ⁸ ™│⅛⌂╡ ↄ⌂∫√⅜⁸╕∞ ℮⁹

⌐╟™ ™─ │№╢⅛⁹ ⇔√ │ ⇔≡⇔╕∫√─≢⁸ ╛ ⌂≥│╦

⅛╠⌂™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 
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⇒一般的に臭いの除去は、発生源を除去するか、換気により臭いを外に出すことが効果的です。

ハウスクリーニング業者による洗浄や自身での清掃・換気などできることはされており、効果

も出ていると思います。今の対処法を継続されてはいかがでしょうか。 

9.  ⱴ☻◒─ ⌐≈™≡  ₈ ╡─ ⱴ☻◒╩ ⁸ ◌ ─ ⅝

⇔⌐ ⇔≡™√⁹ ⇔╟℮≤⇔≡ ╩ ↑√≤↓╤⁸ⱴ☻◒─ ⅜Ⱨfi◒ ⌐ ⇔≡

™√⁹ ⇔≡™√ │ ⅜↕╣≡™√ ≢⁸ ≢ ╡ ↑≡№∫√∞↑⌂─≢ ↕╣

≡™╢╦↑≢│⌂™⁹ⱴ☻◒─ │ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi≢№╢⁹ ⱷכ◌כ⌐ ∫≡ ≡╙╠∫

√≤↓╤⁸ ⌐╟∫≡│ ∆╢↓≤⅜№╢≤─ ≢№∫√⁹↓─╟℮⌂ │╟ↄ№

╢↓≤⌂─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ⌐╙ ⌂ │№╢⅛⁹╕

√⁸ ↕∑╢ ⌂ ≤│≥─╟℮⌂ ⅛⁹< > 

⇒過去事例を確認しましたが、同様の事例はありませんでした。ポリプロピレン不織布はマスク

以外にもオムツなどの衛生用品にも多く使用されています。一般的に、ポリプロピレンは製造

時に使用される添加剤（酸化防止剤）が原因で変色することが知られていますが、本件の原因

か否かは断定できません。具体的な変色の原因については製造メーカーにお問い合わせくださ

い。 

10. ╣ ⅜ ╕≢ ≢⅝⌂™  ╣ ╩ ⇔≡™╢⅜⁸™≈╙ ↄ╠™

⇔√ ≢ⱡ☼ꜟ─ ⅜ ⅜∫≡⇔╕™⁸ ⅜ ≢ ≡⇔╕℮√╘℮╕ↄ ≢⅝∏ ™

ⅎ≡™╢⁹ ⌐ ↕╣≡™╢ ⌐ ⇔ ≡√≤↓╤⁸ ⅜ ⅜∫≡⇔╕℮│◐ꜗ

♇ⱪ─ ⌐ ⅜ ∫≡™≡◐ꜗ♇ⱪ╩∆╢ ⌐ ⇔ ↑╢↓≤⅜ ≢│⌂™⅛≤─↓≤≢⁸

⌐ ─ │⌂ↄ │≢⅝⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹ ⌐│⁸◐ꜗ♇ⱪ╩⇔∫⅛╡≤

⇔╘≡ ∆╢╟℮⌐≤─ ⅜№╡⁸ │ ∫≡™╢≈╙╡≢№╢⁹

☿fi♃⁸╠⅛כ ⱷכ◌כ⌐ ∆╢╟℮ ⇔≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹< > 

⇒当センターではあっせんや仲裁は行なっておりませんので、製造メーカーとの交渉はできかね

ます。また本件は、身体被害や財産被害といった拡大被害が発生しておりませんので、製造物

責任（ＰＬ）法にも該当せず、一般的な製品品質の問題になります。添付文書に記載されてい

ることは守っているとのことですので、使用によりノズル口径の広がってしまった製品を製造

メーカーに提出して、再度、製造メーカーの見解を求められてはいかがでしょうか。また、製

品の品質を保ち、最後まで使用するための注意点について具体的にアドバイスを求めてはいか

がでしょうか。 

─☻ꜝ◓ⱶכ♩☻ .11 ⅜ꜟⱩכ♥≡╣╓↓⅜ ─☻ꜝ◓ⱶכ♩☻  ╓↓⌐ꜟⱩכ♥╩

⇔≡⇔╕∫√⁹∆←⌐ ⅝ ∫√⅜⁸ ⅜ ⅛∫√≤↓╤⅜ ⇔≡⇔╕∫√⁹↓╓⇔√ │

™ ™⅜⇔√⅜⁸ ╩╟ↄ⇔√≤↓╤ ™│⌂ↄ⌂∫√⁹ ⇔√ ╩ ⇔√™≤ ™

▬fi♃כⱠ♇♩≢ ╩ ═≡™√≤↓╤⁸ ☿fi♃כ⅜ ╩ ⇔≡™╢

↓≤╩ ╡ ⇔√⁹ ꜟכ◖ꜟ▪ ◄♃ⱡכꜟ ≢ ⅝ ∫≡╖╟℮≤ ℮⅜⁸

─ꜟⱩכ♥ ╩ ꜟⱩכ♥⁹⅛™⌂│≥↓℮╕⇔≡⇔ │►꜠♃fi ↕╣≡™╢⁹<

> 

⇒ストームグラスとは、複数の化学薬品をアルコールと水に溶かしてガラス管に詰めたもので、
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溶液や析出した結晶の状態によって天気予報ができ、最近インテリアとして人気のある製品で

す。化学薬品としては、樟脳、硝酸カリウム、塩化アンモニウムが使われます。こぼれた内溶

液中の硝酸カリウムと塩化アンモニウムは水に溶けやすい性質がありますので、水拭きで容易

に除去できると思われます。一方、樟脳はクスノキから抽出される白色の固体で、特有のニオ

イがあり、油溶性で水にはほとんど溶けません。内溶液をこぼした跡が、白く浮き出たように

なっていて強いニオイがあるとのことですので、樟脳が残留している可能性があります。樟脳

は水には溶けませんが、エタノール（消毒用アルコール）にはよく溶けますので、エタノール

で拭き取るようにするとよいでしょう。一方、拭き取った後は必ず水拭きをすること、念のた

め、事前に目立たないところで試してから使うようにしてください。なお、作業の際は、マス

ク、炊事手袋をし、喚気をよくして、長時間の作業にならないよう注意してください。 

─ⱶכꜞ◒ .12 ™⅜ ≢ ⌐└┘ ╣  ⌐└┘ ╣⅜ ∂≡⇔╕™⁸ ╩

═√≤↓╤⁸ ⇔√ ─ⱶכꜞ◒ ≢№╢₃₃ ─►▼Ⱪ◘▬♩⌐ ↕╣≡™╢

─ⱶכꜞ◒ ┘ ⌐⁸ ┘└│ⱶכꜞ◒ ╣─ ⌐⌂╢≤─ ⅜№∫√⁹ ⇔√ ◒ꜞ

│ⱶכ ↄ ™ ↑≡™╢╙─∞⅜⁸ ╩ ╢≤ │₈ ₉≢№∫√╙─⅜₈ ₉⌐

╦∫≡™√⁹ ⅜ ↕╣√─⅛₃₃ ⌐ ⇔√ ⁸ ⌐ │⌂ↄ⁸ ⱷכ◌כ│

⅛╠₈ ₉≤⇔≡ ⇔≡™╢≤─↓≤≢№∫√⁹╕√⁸ ⁸ ⅜ ╦∫≡⅔╡⁸

─ ≢№╢₃₃ │₈ ₉≤ ⇔™ ╩⇔≡™╢⅜⁸ ─ ≢№╢ỏỏ

│₈ ₉≤ ∫√ ╩⇔≡™√↓≤⅜ ⅛∫√⁹ ─└┘ ╣│⁸ỏỏ ─ ∫

√ ⌐╟╡⁸ ─ ╩ⱶכꜞ◒ ─ ≥ⱶכꜞ◒ ™⁸ ™ ↑√↓≤⅜ ≢│⌂™

⅛≤ ℮⁹ │ ⌐ ⇔√╙─≢№╢⅜⁸ ∫√ ╩⇔√ỏỏ ─ ╩

℮↓≤⅜≢⅝⌂™⅛⁹< > 

⇒製造業者等の製造物責任を問うには、製造物に欠陥が存在し、その欠陥が原因で、身体被害や

財産被害と言った拡大被害が生じたことを被害者自身が証明する必要があります。輸入業者も

ＰＬ法の「製造業者等」に該当し、表示に間違いがあったとしたら、それは製造物の「欠陥」

となります。ただし、革靴のひび割れが、油性の靴クリームを使用したことのよるものである

か否かの判断はできません。革靴のひび割れは、靴クリームが原因となることもありますが、

皮革の乾燥や経年劣化によっても生じることが知られており、革靴が購入後２０年を経過して

いることを考えると、別の原因である可能性もあります。また、２０年経過している靴の価値

についても考慮する必要があります。クリーニング事故でのトラブルの賠償基準によると、革

靴の耐用年数は２年とされています（https://www.zenkuren.or.jp/news/398 ）。ご参考になさ

ってください。 

13. ►꜠♃fi ⱴ♇♩꜠☻⌐╟╢≤ ╦╣╢  ₈ ﬞ ⁸ⱱכⱶ☿fi♃כ≢►꜠

♃fi ⱴ♇♩꜠☻╩ ⇔√⁹∕─ ⁸ ─ ╛╘╕™ ─ ⅜ ╣╢╟℮⌐⌂╡⁸ ⌐

כ◑ꜟ꜠▪⁸⇔ ≢│≤─ ╩ ≡™╢⁹ │ ⅛╠⌂⅛∫√─∞⅜⁸ ⁸

⅛╠⁸ⱴ♇♩꜠☻⌐ ⅜№╢─≢│≤─ ╩ ↑⁸ ≤ ⅜ ∆╢↓≤⅛╠⁸

ⱴ♇♩꜠☻⅜ ≢№╢≤ ⅎ╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ⇔√ⱱכⱶ☿fi♃כ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸

⌐ ⱷכ◌כ⅜ ╩ ∆╢√╘ ⅝ ∫≡™∫√⁹ ⅝ ╡ ⁸ ⇔≡™√ │

⇔≡™╢⁹ ⁸ ∟≢№╢⅜⁸ ⱷכ◌כ─ ∞↑≢│ ≢№╢₉≤─
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╩ ↑≡™╢⁹╕∞⁸ ─ ⌂ │ ⇔≡™⌂™⅜⁸ ─ │№╢⅛⁹╕√⁸

╩⇔≡ↄ╣╢ │№╢⅛⁹< > 

⇒当センターの過去事例を調べたところ、ウレタン製マットレスを使用して体調不良になったと

の相談は２件ありました。いずれも臭いが原因との申し出で、製品との因果関係は明らかにな

っていません。一般にマットレスは軟質ポリウレタンが使用されています。製造時に少量の触

媒、整泡剤、必要に応じて顔料、難燃剤などが添加されています。これらの添加剤が製品中に

残留して、臭いの原因となることがあります。製造メーカーが製品を引き取って調査するのは

通常の対応です。具体的な要求事項を整理し、製造メーカーの回答を待つように伝えられては

いかがでしょうか。調査機関については、当センターからご紹介することはできません。独立

行政法人製品評価技術安全機構がウェブ上で公開している「原因究明機関ネットワーク総覧」

に調査機関がリストアップされていますので参考にされるとよいでしょう。 

14. ◦ꜛ♇ⱪ≢ ⇔√ⱨ◊♩ⱨ꜠כⱶ⅛╠  ◦ꜛ♇ⱪ≢ⱨ◊♩ⱨ꜠כⱶ

╩ ⇔≡ ∫≡™√≤↓╤⁸ ™ ⅜№╡ ⅜ ↄ⌂∫√⁹⇔┌╠ↄ∆╣┌ ™│ ↑╢

≤ ∫√⅜⁸ ↑∏⁸ ─ ⌐╕≢ ╖≈™≡⇔╕∫√⁹ ™─ ⅜ ⅛╦⅛╢⅛⁹ⱨ

◊♩ⱨ꜠כⱶ│ⱨ□▬ⱣכⱲכ♪─╟℮⌂ ≢≢⅝≡™╢⁹< > 

⇒ファイバーボードとは、木材繊維を接着剤と混合して熱圧成型したもので、木質ボードの一種

です。当該製品がファイバーボード製であったとすれば、臭気物質は、ボードの製造時に使わ

れた接着剤に由来するホルムアルデヒドの可能性があります。一般的に、臭いは陰干し等で取

れますが、ファイバーボード等の素材の場合、臭いが抜けるのに時間が掛かることがあります。

ホルムアルデヒドは水溶性ですので、部屋に染みついた臭いは、水拭きすることで改善される

と思われます。 

15. Ⱪꜝ►fi ─Ɽ♁◖fi♦▫☻ⱪ꜠▬⅛╠ √ ≢ ⅜♅◒♅◒∆╢  ﬞ ⌐⁸

─Ⱪꜝ►fi ─Ɽ♁◖fi♦▫☻ⱪ꜠▬─ ⅛╠ ⅜ ≡ ⌐ ∫√╟℮≢⁸

⅜♅◒♅◒∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹╕√⁸ ⌐≈ↄ≤ ™ ⅜∆╢⁹Ɽ♁◖fi│ ⇔⁸ │

⅝ ∫≡™╢⅜⁸ ≢╙⁸ ⅜ ∫√ ⌐ ╢≤ ⅜♅◒♅◒∆╢╟℮⌐ ∂╢⁹ ─

│ ⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お伺いした話からは、関連する化学物質の特定ができず、当センターとしては回答しかねます。

また、一般的に原因究明を行う際は、被害の原因と思われる製品（この場合、ブラウン管製パ

ソコンディスプレイ）がそのまま保管されていることが重要になります。既に廃棄済みとのこ

とですので、原因調査はできませんが、同様な事例がないかパソコンの製造メーカーにお問い

合わせになってはいかがでしょうか。 

4)  柔軟剤－10件 

1.  ─ ⌐╟╢╙─≤ ╦╣╢ ⌐◦Ⱶ  ₈ ╘≡ ⇔√ ₃₃─ ⅜♪꜡♪

꜡≢♄ⱴ⅜≢⅝√ ≢№∫√⅜⁸ ─ ≤ ™ ≡ ™⅝∫√⁹ ∂ ╩ ⇔√≤↓

╤⁸ ─ ⅜ ↄ ⌂╡⁸♄ⱴ│⌂ↄ◘ꜝ◘ꜝ≢№∫√⁹ ≢ ⱷכ◌כ⌐ ™

╦∑√≤↓╤⁸ ∆╢≤ ⅜ ∆╢↓≤⅜№╡⁸∕─╕╕ ∆╢≤

⌐◦Ⱶ≤⇔≡ ╢↓≤⅜№╢≤─ ⅜№∫√⁹ ╦╣≡╖╣┌⁸ ╕∫√ ╩ ⇔≡
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™╢ ⌐◦Ⱶ⌐⌂∫√ ⅜№╢⁹◦Ⱶ⌐⌂∫√ ─ ╩⇔≡ ⇔™≤ ⁸ ⅛╠

ⅎ≡╙╠∫√⅜⁸ ⇔√ ╩ ≢⅝⌂™─≢ ≢⅝⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹ ⇔≡╙

╠ⅎ⌂™─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ │ ∆╢≤ ╕╢─⅛⁹╕√⁸↓─╟

℮⌂ ─ ─ │⇔≡╙╠ⅎ╢─⅛⁹< > 

⇒柔軟剤の一般的な性質として、使われている柔軟剤成分によっては長期保管することで成分が

凝集し、ドロドロになったり、ダマができたりすることはあるようです。このような変質が著

しい性能低下や衣類トラブルに繋がるものであり、製造メーカーもそのことを把握しているの

であれば、製品に注意表示を行うべきです。一度、製品表示をご確認になってはいかがでしょ

うか。補償を求める場合、一般的には、問題としている衣類のシミが、長期保管により品質の

劣化した当該製品で出来たことを証明する必要があります。しかし、柔軟剤は既に使い切って

しまっており、衣類のシミも何によるものか定かではなく、一般消費者が証明することは困難

かと思います。このような場合の対応は製造メーカーの考え方次第のところがあり、何らかの

補償に応じるケースもあるでしょう。一度、直接話し合うようにアドバイスされてはいかがで

しょうか。 

2.  ≢ ╦╣╢ ─♬○▬≢  ⱴfi◦ꜛfi─ ≢ ↕╣╢ ─♬

○▬⅜ ⌐ ╣ ╪≢ↄ╢√╘⁸ ─ ⅜ ⇔⁸ ╛ ⅜ ↄ⌂╢⁹ ⌐ ⇔

≡⁸ ─♬○▬≢ ⅜ ↄ⌂╢ ⅜™╢─≢ ∆╢╟℮⌐≤ ╩ ∆ ╩⇔≡

╙╠∫√⅜ ⅜⌂™⁹ ⌐ ╣ ╪∞♬○▬│ ⌐╙ ⇔≡⇔╕℮⁹ ☻ⱪ꜠כ⌂≥

♬○▬ ╩ ⌐ ≢⅝╢ ╩ ⇔≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬

fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておらず、柔軟剤のニオイを化学的に消臭で

きる製品はわかりかねます。ご近所の洗濯物が出ていない時間帯に換気をしてみてはいかがで

しょうか。また、一般的に、香料を含む柔軟剤の成分は通常の洗濯で落とせます。 

3.  ─♬○▬≢  ╩ ⇔≡⁸ ⁸ ⅝ ⁸∞╢↕⌂≥─ ≤⌂

∫√⁹ ⇔√─│ ≢⁸ ╩╛╘≡ ∫≡╙ ⅜ ↕╣∏⁸ ─™╤™╤⌂

╡≢╙ ⅜ ∆╢╟℮⌐⌂╡ ⌐╙ ╩⅝√∆╒≥≢№╢⁹ ─♬○▬≢↓─

╟℮⌂ ⌐⌂╢↓≤│ ⅎ╠╣╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹

< > 

⇒柔軟剤等のニオイによる体調不良を訴える相談は、当センターにも寄せられています。ニオイ

の感じ方は個人差が大きく、一般には問題にされない程度のニオイでも人によっては不快に感

じ、体調不良を訴えることがあります。一般的には使用を止めれば体調不良は回復します。し

かし、体調不良が続いているようですので、自己判断で、原因を柔軟剤のニオイと限定せずに、

医師の診断を受けることをお勧めします。 

4.  ─♬○▬≢ ╩  ⁸ ⌐ ─♬○▬≢ ╩

⇔√⁹∕╣ ⁸ ₁⌂ ⌐ ⇔≡⇔╕℮╟℮⌐⌂∫√⁹ ⅛╠─ ─♬○

▬≢ ╩ ↑╠╣∏⁸ ─ ◦☻♥ⱶ╙ ╘↨╢╩ ⌂™⁹╕√ ─ ⅛╠╙♬○▬⅜

∆╢─≢⁸ ⌐ →╠╣⌂™⁹ │ ⁸ ⁸╘╕™⁸ ⁸ ─ ╖ ≢⁸ ∆╢≤
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╪≢⇔╕™ ↄ ⅝ ⅜╣⌂™⁹ ─♬○▬ ╡ ⅜ ™⌂╦↑≢│⌂ↄ⁸ ⅝⌂♬

○▬ ╡ ≢╙ ∆╢⁹╕√⁸ ⅛ ≢│ ⇔⌂™⁹ ⅛╡≈↑─ ⌐ ⇔⁸

≢│⌂™⅛≤ ╦╣≡™╢⁹ ↄ⌐ │⌂ↄ⁸╕√ ≢ ⇔≡⇔╕

℮─≢ ≢⅝⌂™⁹↓─ ╩ ∫≡╙╠™√ↄ ⇔√⁹< > 

⇒お困りの状況は良く分かりました。お伺いした内容は月次報告「アクティビティノート」や年

度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、また関係する業界へ伝える等、情報の共有化

を図ってまいります。様々な症状が出て生活全般に支障を来たしているご様子ですので、出来

れば専門外来に受診することをお勧めします。 

5.  ⅜ ⇔≡™√ ≢  ⇔≡™√ ─ ⅜ ⇔≡™√ ─♬

○▬≢ ≤⌂╡⁸ ⌐ ⇔≡ ≤ ↕╣√⁹↕╠⌐⁸ ≢◖꜡♫

►▬ꜟ☻ ≤⇔≡ ⌐ ⅜ ╦╣√↓≤⌂≥⅛╠ ⅜ ⇔≡⁸ ╩ ∆

╢↓≤⅜≢⅝⌂ↄ⌂╡ ⇔√⁹ ⌐╟∫≡│ ╡─ ⌐ ⇔≡ ─ ╩ ╢╟

℮⌐≤─ ╙ ⇔≡™╢⁹∕℮™℮ │⁸ ─♬○▬⅜ ⅛╠ ↄ ⇔≡™╢

⌐⁸ ╩ ⇔⁸ ⇔≡╙╠℮√╘⌐ ⌐ ⅛∫≡™╢⁹ ─ ⱷכ◌כ╙╙∫≤

⌐ ╩⇔≡╒⇔™⁹ ☿fi♃⁸│כ ⌐ √ ⌐ ↕╣≡™√⁹<

> 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にありません。お伺いした内容は、

月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、また

関係する業界へ伝える等、情報の共有化を図っていくことで、啓発活動に繋がっていくと考え

ます。 

6.  ─♬○▬≢  ─ ⌐⁸ ⅛╠ ─ ╛ ⌂≥─

⅜ ╣≡™╢⁹ ⌐⌂∫≡⁸ ─ ─ ⅛╠─ ─♬○▬⅜ ≢│⌂™⅛≤ ™

√∫√⁹ ╩ ⇔≡™╢ ⅜№╢─≢⁸ ╩ ⇔√≤↓╤ ∟≤

╦╣√⁹ ⅜ ╣⌂™─│⁸ ─ ⅜ ™⅛╠≢│⌂™∞╤℮⅛⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⅝

⅛↑⁸ ⇔≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹

< > 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にありません。化学物質過敏症はそ

の発生機序が未だ明らかにされておらず、また、治療法も確立されておりません。症状を改善

するには、原因と考えられる化学物質との接触を避ける必要があると言われています。お困り

の状況は良く理解いたしました。当センターとしては、お伺いした内容は、月次報告「アクテ

ィビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、また関係する業界へ伝

える等、情報の共有化を図ってまいります。 

7.  ╛ ─♬○▬⌐≈™≡  ↄ╠™ ⅛╠⁸ ─ ⅜ ℮ ╛ ─♬○▬

≢ ⌐ ∫≡™╢⁹ ⅛↑╢≤ ─ ─כⱤכ☻╛ ≢╙♬○▬╩ ∂≡ ⅜

ↄ⌂╢⁹ ≢│⁸ ™ ⇔√ ╛ ≢ ↄ ⌐╙ ╡ ╩ ∂≡⇔╕℮⁹ ⌐

⇔√⅜⁸ │⌂ↄ⁸ⱦ♃Ⱶfi ╩ ↕╣√ ≢⁸ ⇔≡™⌂™⁹ ⅛↑√ │◦

ꜗ꞉כ╩ ┘╢⌂≥⇔≡ ⌐ ╖≈™√♬○▬╩ ≤∆⌂≥⇔≡ ⇔≡™╢⁹ ⱷכ◌כ
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│ⱴ▬◒꜡◌ⱪ☿ꜟ╩ ∆╢⌂≥⇔≡™╢╟℮≢№╢⅜⁸ⱴ▬◒꜡◌ⱪ☿ꜟ╙ⱪꜝ☻♅♇◒↔

╖─ ≈⌂─≢ ⌂─≢│⌂™⅛≤ ℮⁹ ⌐╙ ⌂♬○▬≢ ∫≡™╢ │ ™

╢⁹↓─╟℮⌂ ╩ ∫≡╒⇔ↄ≡ ⇔√⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ

⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒お困りの状況は良く理解いたしました。当センターとしては、頂いた情報を月報、年報に情報

源が特定されない形で公表し、また関係する業界へ伝える等をして、情報の共有化を図ってま

いります。 

8.  ─♬○▬⌐≈™≡  ⁸ ╡─ ™ ╩ ℮ ⅜ ↄ⁸∕─♬○▬≢ ⅜

ↄ⌂╡ ∫≡™╢⁹ ⁸ ╩ ↑╢≤ ─♬○▬╩ ⌐כⱤכ☻⁸∂ ™ ⌐ ↄ≤ ⌐

╕≢ ─♬○▬⅜ ∫≡™╢⁹ ⌂ ≢ ⅜ ↕╣≡™╢╟℮⌐ ∂╢⁹

ⱷ⁸⌐כ◌כ↓─╟℮⌂ ╩ ╢─╩ ╘╢╟℮ ⇔≡╙╠™√™⁹ ☿fi

│כ♃ ─ ⱱ♇♩ꜝ▬fi≢ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にありません。お伺いした内容は、

月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、また

関係する業界へ伝える等、情報の共有化を図ってまいります。 

9.  ─ ⌐≈™≡  ⌐ ↕╣≡™╢≤ ╦╣╢ ≢⁸ ⅜ ↄ⌂╢⁹

≢│ ╛ ≢│⌂™⅛≤ ⅎ≡™╢⅜⁸↓─╟℮⌂ ╩ ⇔ ↑≡╟™─⅛⁹

─ ≤⇔≡ ⅎ≡⅔⅝√™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣

√⁹< > 

⇒当センターは業界を指導する立場にはありません。いただいたご意見はアクティビティノート、

および年度報告書等で公開し、関連する団体とも情報の共有を図ってまいります。 

10. ─♬○▬ ⅜ ⌐ ⇔≡ ╣⌂™  ⁸ ↄ─ ⅜ ∆╢ ─♬○▬

≢ ⅜ ↕╣⁸ ∟⅜ ↄ ∫≡™╢⁹↓─ ⌐≈™≡│ ⌐╙ ⇔≡™╢⅜⁸

⅜ ⇔√╙─≢│⌂ↄ⁸ ⅜℮∫⅛╡ ⇔≡⇔╕∫√ ─♬○▬⅜ ∫≡╙

∟∏⁸ ─ ⌐╙ ∫≡⇔╕∫√⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ╦╣≡™╢ │⁸

─ ≢ ∟╢≤─ ≢№∫√⅜⁸ ⌐ ∫≡™╢⁹↓─╟℮⌂ │ ≢│⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にありません。また、お申し出の内

容については、事実関係が確認できないため、当センターの見解を申し上げることはできませ

ん。お伺いした内容は、月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定さ

れない形で公表し、また関係する業界へ伝える等、情報の共有化を図ってまいります。 

5)  不明－7件 

1.  ♩▬꜠─ꜞⱨ◊כⱶ ⌐  ﬞ ⌐♩▬꜠─ꜞⱨ◊כⱶ╩⇔√⁹ꜞ ⱨ◊כⱶ

│ ™╩ ∂⌂⅛∫√⅜⁸ ⌐♩▬꜠─ ⌐№╢ ≢ ⌐ ╩ ∂⁸ ╛ ⌐

╩ ∂╢╟℮⌐⌂∫√⁹↕╠⌐ ⁸ ⅝ ⅜╣⌂™╒≥ ⇔ↄ⌂╢⌂≥ ⅜ ↄ⌂

∫≡⅝√√╘⁸ ⌐ ⇔ ╩⇔√⅜ ⌐ │ ≢⅝⌂⅛∫√⁹ ⅛╠│⁸
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╩ ╦⌂™╟℮⌐⇔≡ ╩ ↄ ∆╢╟℮⌐ ╦╣⁸ │ ⇔ ∟ ™≡⅝≡™╢⁹

─√╘⁸ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪≤ ─ ╩ ∆╢◐♇♩

╩ ⇔≡ ╩ ⇔≡╖√≤↓╤⁸ꜞ ⱦfi◓╛ ≢ ↄ⁸♩▬꜠─ │ ⅛∫√⁹

ꜞⱨ◊כⱶ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸♩▬꜠─ꜞⱨ◊כⱶ⌐ ⇔√ ╛ │ ≡ ἚἚἚ

Ἒ≢№╡⁸ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─ │ ⌂™≤ ╦╣√⁹ ⇔ↄ ⇔√ ╙⌂ↄ⁸ꜞ ⱦfi

◓╛ ≢ ⅜ ™ ⌐ ™ √╢↓≤⅜⌂™⁹ ⅛╠ ⅜ ╡ ╗↓≤│№╢⅛⁹

╕√⁸ │⇔≡™╢⅜ ⌐ │№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣

√⁹< > 

⇒お伺いした話から、原因を推定することはできかねます。原因が特定できていないため、具体

的な対策を取るのは難しい状況ですが継続して換気を心がけてください。また、体調不良が続

くようでしたら、再度医師に相談するようにしてください。 

2.  ⌐ ™√ ⅜ ╣╢ ⌐≈™≡  ─ ⅛╠₈ ─ ∞↑⁸∕↓⌐

™≡№╢ ⅜ ₁⌐ ╣≡⇔╕℮⁹ ⌐ ╣√ ─ ⅛╠⁸ ─ ⅜

─ ╟╡ ™ ⌐♄ⱷ⌐⌂∫≡™╢↓≤⁸ ─ ™≡№╢ ⌐ ⅜№╢↓

≤╩ ↕╣√⁹ │⁸ ╕≢ ╩ ∂≡™⌂⅛∫√⅜⁸ ⅜ ─ ≢│⌂™⅛

≤ ℮╟℮⌐⌂∫√⁹╕√⁸ ┼─ ╙ ⌐⌂∫≡⅝√⁹ ╩ ═≡╙╠℮↓≤│≢⅝

⌂™⅛₉≤™℮ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢ ═≡╙╠℮↓≤│≢⅝╢⅛⁹

< > 

⇒当センターは原因究明のための化学分析や検査は行っておりません。ご自身で調査を依頼する

際に参考となる情報としては、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページに掲載され

ている「原因究明機関ネットワーク総覧」

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html ）があります。製品分野別に

原因究明を行うことが可能な公的検査機関や民間検査機関等の情報をまとめたデータベース

ですので、これをご利用になって、調査をご検討ください。なお、分析に掛かる費用は依頼者

の自己負担となります。 

3.  ⌐™╢≤─≥╛ ⌐  ₈ ▪Ɽכ♩⌐ ╪≢™╢⅜⁸ ⌐™╢≤ ╛ ⌐

⅜№╢⁹⇔⅛⇔⁸ ⌐ ╢≤ │ ↄ⌂╢⁹ ╩ ╡√™⅜ ╩⇔≡ ⅎ⌂™⅛₉≤

─ ╩ ↑≡™╢⁹◦♇◒Ɫ►☻ ─ ⅜№╢╟℮⌐ ℮⅜⁸ ☿fi

≢כ♃ ⇔≡ ⅎ⌂™⅛⁹< > 

⇒当センターは原因調査や依頼分析は受けておりません。しかし、お話を伺って、関連情報や一

般的な注意事項などをアドバイスすることはできます。それでも宜しかったらご案内ください。 

4.  ─ ⌐≈™≡  ₈ ⅛╠ ╣≡ↄ╢⁸♃Ᵽ◖╛ ⌂≥№╠╝╢ ™

≢ ⅜ ↄ⌂╢⁹∞™┬ ⌐⁸ ⌐ ⇔≡ ≤ ↕╣√⅜⁸ ⌂

⅜ ≈⅛╠∏⁸ ⁸ │⇔≡™⌂™⁹ ≢ ╠⇔√↓≤╙№∫√⅜⁸∕↓≢╙

⅛─ ™≢ ⅜ ↄ⌂∫√⁹ ╩ ↕∑╢√╘⌐≥℮∆╣┌╟™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™

╢⁹ ─ ≤⇔≡⁸ ☿fi♃כ╩ ⇔≡╙╟™⅛⁹<

> 
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⇒当センターとしては、お伺いした内容を月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、

情報源が特定されない形で公表し、また関係する業界へ伝える等、情報の共有化を図ってまい

ります。それでもよろしければ、当センターをご紹介ください。化学物質過敏症はその発生機

序が未だ明らかにされておらず、治療法も確立されておりません。一般に化学物質過敏症は原

因物質を避ける必要がありますが、様々な化学物質で症状が現れ、一般的には問題にされない

ような微量でも症状が現れるため、原因物質の特定は極めて困難と思われます。体調が悪化し

ているようであれば、再度、受診して専門医のアドバイスを求めるように伝えてはいかがでし

ょうか。 

5.  ─ ≢  ⁸♥꜠꞉כ◒≢ ⌐™╢↓≤⅜ ⅎ⁸ ⅜┤╠≈™≡ ↑⌂

™⁸ ⅜⇔≡ ⅜ ™⌂≥─ ⅜№╡ ⅜ ™⁹ ⌐ ⅛ ⅛╠⌂™⅜⁸ ⅜└╪╛╡

∆╢╟℮⌂ ™⅜ ∂╠╣⁸∕╣╩ ⇔√↓≤≢ ⇔≡™╢─≢│⌂™⅛≤ ⅎ≡™╢⁹↓

─ ╩ ∆╢↓≤│≢⅝╢⅛⁹ ☿fi♃⁸│כ ─ ⅛╠ ↕

╣√⁹< > 

⇒お伺いした話から臭気物質を特定することはできません。体調不良については、医療機関にご

相談されることをお勧めします。 

6.  ≢ ╦╣≡™╢↔╖ ─ ⌐≈™≡  ≢ ↔╖╩ ╛⇔≡⅔╡⁸ ⌐

∆╢ ™≢ ⅜ ⇔ↄ⌂∫√╡⁸ │ ⅜ ↄ⌂∫√╡∆╢↓≤⅜№╢⁹ ╩ ╛⇔≡™

╢⅛│╦⅛╠⌂™⅜⁸ ⌐ ⅜ ⇔≡™╢≤™℮↓≤│⌂™─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒有害物質の発生の有無については判りかねますが、症状が続くようでしたら医師に相談される

ことをお勧めします。一般に、野外で廃棄物（ごみ）を燃やすことは、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律で原則禁止されており、家庭から出る可燃ごみも規制の対象となります。廃棄物

処理法施行令では、例外となる焼却を定めており、「たき火その他日常生活を営む上で通常行

われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」がそれに該当します。ただし、例外であっても、煙

や臭いで近隣に迷惑をかけないよう配慮が必要です。ご自身で言いにくいようであれば、自治

体に相談して指導してもらうようにしてはいかがでしょうか。 

7.  ⌐╟╢ ⌐≈™≡  │ ≢№╢⅜⁸ ⅛ ↄ╠™ ⅛╠♪

ꜝ♇◒☻♩▪⌐ ↄ≤⁸ ─ ⌐ ╣√ ─╟℮⌂ ⅜ ╢⁹∕↓≢ ⇔√ ⌐╙

∕─ ⅜ ⇔≡™╢╟℮⌐ ∂╢⁹ ─√╘⁸ ─ ≢│╦⅛╠⌂™⁸ ™

⅜⇔⌂™ ╙ ∂≡⇔╕℮╟℮≢№╢⁹ ⌐ ∫≡™╢ ╙ ∂╟℮⌐ ∂╢↓≤⅜№╡⁸

⌐ ⅜ ↕╣≡™╢─≢│≤ ℮⁹ ⌐≈⌂⅜╢ ─ ⱷכ◌כ⌐ ⇔

≡ ∆╢⌂≥⁸ ╠⅛─ ╩∆═⅝≢│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇

♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にありません。お伺いした内容は、

月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、また

関係する業界へ伝える等、情報の共有化を図ってまいります。 

6)  塗料－7件 
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1.  ─ⱦꜟ─ ≢ ⅜  ╩ ╪≢™╢⁹ ╒≥ ⌐ ─ⱦꜟ≢

⅜№∫√⁹∕─ ⁸ │ ≢ ╘≡™√√╘ ⅜ ⅛⌂⅛∫√⅜⁸ ⌐№√╡⁸

╩⇔√≤↓╤⁸ ™ ⅛™ ⅜ ╛ ⌂≥⌐ ⇔≡Ⱡ♅ꜗⱠ♅ꜗ⇔≡™╢⁹

⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ™ │ⱪꜝ▬ⱴכ≤ ↕╣⁸ ─√╘⌐ ╩ ╣≡ↄ╢≤

╦╣≡™╢⁹ │ ⅎ┌ ⇔≡╙ ⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩

≢ ∫√⁹< > 

⇒プライマーは塗装工事の際の下塗りに使用されているものです。一般的な洗剤で落とせるかど

うはわかりかねますが、お湯を使用することで多少効果はあるでしょう。一般的な洗剤で落と

すことが難しい場合はシンナーに浸漬したり、シンナーで拭いたりする方法も考えられます

（最後は一般洗剤で洗い流します）。ただしシンナーを使う作業自体危険性があり、またプラ

スチック容器などはシンナーで溶けてしまうことから、お勧めはできません。ですので、お湯

を使用した一般洗剤で洗ってみて落ちないようであれば、諦めて買い替えるしかありません。

それを含めて、保険会社の方に相談されてはいかがでしょうか。 

2.  ▪Ɽכ♩─ ≢ ─  ▪Ɽכ♩⌐ ╪≢™╢⁹ ⁸▪Ɽכ♩─

⅜ ╦╣√⁹ ⌐ ™ ⅜⇔≡⁸ ⌐ ╩ ∂√⁹ │∕╣ ⁸ ─

⅜ ↄ ⌐ ⇔⁸ ≤ ↕╣≡™╢⁹ │ ™☻♩꜠☻⌐╟╢

╙ ⅎ╠╣╢⅜ │ ≤─ ⁹ ─ ⌐⁸ ╩ ⌐ ↕⌂™╟℮⌐≤─ │

№∫√⅜ ™⌐≈™≡│ ╙ ⅜⌂⅛∫√⁹ ╩ ℮ ⌐│⁸ ─

⅜ ≢№╢≤ ℮⅜⁸ ─ ⌐ ⇔√≤↓╤ │ ∫≡™⌂™≤ ╦╣√⁹

─ │ ⌂™╙─⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ

⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒危険物施設等で、指定数量以上の危険物を貯蔵、取扱いする場合に、危険物取扱者の立会いが

必要となります

（https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/h30/chapter1/section2/para2/38326.html

）。一般的に、塗料で使用される溶剤は「第4類第二石油類（非水溶性）」が多く、その場合、

指定数量は１，０００リットルです。取り扱う量がこれ以下の場合、危険物取扱者の立ち合い

は不要です。眼科医が原因不明との見解では、多発消失性白点症候群と塗装工事との関係を結

びつけるのは難しいと思われます。原因を塗装工事に限定せず、治療に専念されることをお勧

めします。 

3. ─כ꜠ⱪ☻כ◌♇ꜝ  ™≢┤╠≈⅝  ⌐ ╩כ꜠ⱪ☻כ◌♇ꜝ─ ⌐ ╩

™ ╪≢ⱨꜝ♇≤⇔√⁹ ⌐⇔≡™√╠ ⇔√⅜⁸≥─╟℮⌂ ╩∆╢─⅜ ⇔⅛∫√

─⅛ ⇔√™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒一般的に、製品には、吸い込んだ場合や目に入った場合の応急処置が表示されています。まず

は製品の表示を確認してください。（電話対応中、相談者が使用した製品に「吸い込んで気分

が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要な場合は医師の診察を受けてくださ

い」との表示が確認でき相談終了となった）。 

4.  ─ ⌐≈™≡  ⁸ ─ ⱴfi◦ꜛfi─ ≢
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≢№╢⁹ ╛ ─ ≢ ⌐⌂╢ ─√╘⁸ ≢ ╩ ∆╢

│ ⌐ ⅛╠ ╠∑≡╙╠™⁸ⱱ♥ꜟ⌐ ∆╢╟℮⌐⇔≡™╢⁹ │⇔┌╠ↄ

ↄ⅜⁸ ╩ ∆╢─│⁸ ╡ ≤ ™≡™╢⁹↓─╟℮⌐ ≢ ⌐⌂╢╟℮

⌐⌂∫√─│⁸ ⌐ ⌐ ⇔√◄▪◖fi─ ─ ⌐ ↕╣√ ≢ ⅜ ↄ⌂

∫√─⅜⅝∫⅛↑≤ ⅎ≡™╢⁹ ─ ≢⁸╟╡ ⇔™ ⅜ ╢╟℮⌐⌂∫√√╘⁸

╩ ∆╢ ≢№╢⅜⁸ ╪≢™╢√╘ ﬞ ≢№╢⁹≥↓⅛⁸

←⌐ ⇔≡╙╠ⅎ╢ ╩ ⇔≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כ

Ⱡ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターから特定の医療機関をご紹介することはできません。化学物質過敏症はその発生機

序が未だ明らかにされておらず、治療法も確立されておりません。症状を改善するには、原因

と考えられる化学物質を遠ざける必要があります。大規模修繕で溶剤を使用する作業は残り２

日とのことですので、今まで通りの対応で接触を避けるようにしてはいかがでしょうか。 

5.  ⱨ▼fi☻⌐ ╠╣√ ה ─ ™≢  ╒≥ ⌐⁸ ─ ⅜

ⱨ▼fi☻⌐₃₃ ─ ה ỏỏ╩ ∫√⁹∕─ ⁸ ™ ™⅜ ╕≢ ∫≡⅝≡

⌐⌂∫√⁹ ϴ╩ ⅎ╢ ⅜ ≡⁸ ⅜ ↄ╒≡∫≡ ⅜∆╢⁹ ™│ ╕∫√╙─

─ ∞⇔≡⅔╡⁸ ─ ╛ ─ ╙ ╩ ∂≡™╢⁹ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸

⅜ ╣≡ ↄ⌂∫≡™╢≤ ╦╣√⁹⇔⅛⇔⁸ỏỏ⅜ ⅛ ⅛│⁸ ↕╣≡™╢ ⅜

⅛╠⌂™─≢ ≢⅝⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹₃₃ ⌐ỏỏ─ ╩ ™ ╦∑√≤↓╤⁸

│ ≢⅝⌂™≤ ⅎ≡╙╠ⅎ⌂⅛∫√⁹╕√⁸ỏỏ│ ™⅜ ↄ⁸ ⌐│

⇔≡⅔╠∏⁸ ⌂≥─ ⅜ ─ ─ ⌐ ℮╙─≢№╢≤─↓≤≢№∫√⁹

┼─ ╛⁸ ™ ╦∑⌐ ∆╢ ⅜⌂™─│™⅛⅜⌂╙─⅛≤ ℮⅜≥℮⅛⁹╕

√⁸ ≥℮ ⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒当該製品はシロアリやキクイムシなどの建築害虫用の防除剤に該当すると思われます。人に害

を与える蚊、ハエ、ゴキブリなどの衛生害虫用防除剤は薬機法の規制を受け、成分表示が義務

付けられていますが、建築害虫は対象外であり、特に成分表示などの規制はありません。また、

消費者からの問い合わせに対する開示義務もりません。ただし、製造メーカーによっては、医

療目的で医師などの専門家から開示を求められた場合には開示することがあります。また、製

品の安全性情報について、安全データシートの提供を求められてはいかがでしょうか。今後の

対応については、行政や地域の消費生活センターに間に入ってもらい、先方の住民と善後策を

ご相談されてはいかがでしょうか。 

6.  ⱴfi◦ꜛfi─ ─ ™≢ ⅜ ™  ─ ⱴfi◦ꜛfi≢ ⅜ ╦╣

≡™╢⅜⁸ ─ⱬꜝfi♄─ ⌐ ╛ ╖─ ⅜ ⅛╣≡⅔╡⁸ ™⅜└≥ↄ ⅜

ↄ⌂╢⁹╕√⁸ ⅛╠ ─ ╕≢ ⅜ ╦╣≡⅔╡⁸∕─ ╕∫√ↄ ⅜≢

⅝⌂™⁹ ⌐ ⅜ ┬↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹╕√⁸ ™╩ ← ≡│ ⌂™╙─⅛⁹<

> 

⇒使われている塗料やその成分が分かりませんので明確なことは申し上げられませんが、塗料に

使われるうすめ液（シンナー）に由来する臭いと思われます。生活環境に強い臭いがあるのは

好ましくありませんので、塗装業者に何らかの対応をしてもらうとよいでしょう。賃貸マンシ
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ョンとのことですので、外壁塗装の依頼主であるマンションの大家さん、または管理会社を通

して、塗装業者に申し出てもらってはいかがでしょうか。 

7.  Ɑfi◐ ─ ⅛╠ ╣⅜  │ ─ ⱷ⁹╢№≢כ◌כ ─ ⌐⁸ ─

⌐ ╦∑√Ɑfi◐╩ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐ ╘≡ ⇔≡╙╠∫≡™╢⁹ ⌐⌂╢≤⁸

─ ⅛╠Ɑfi◐─ ╣⅜ ∆╢↓≤⅛╠⁸ ╩ ⇔≡™╢⁹ ─ │ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi

≢Ɑfi◐⌐│ ⅜ ↕╣≡™╢⁹↓─ ≤ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi─ ≢ ╩ ↓⇔≡™

╢─⅛≥℮⅛╩ ╡√™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒ポリプロピレンは強度が高く、耐熱性、耐薬品に優れており、容器・包装材料、自動車部品等

に広く使われています。お問い合わせの件については、ペンキに使われている溶剤の種類、ペ

ンキ缶本体と蓋部の密閉性などの設計上の問題、さらには紫外線、温度等の保管条件等の影響

で蓋としての機能に不都合を生じることは十分考えられます。しかし、お伺いした話から、原

因を特定することはできません。また、液漏れ物質が健康有害性のある物質ならば、労働安全

の観点から対策は可及的速やかに行うべきです。製品を納品しているペンキ業者に状況を伝え、

安全データシート(ＳＤＳ)による有害性の有無を確認するとともに、対処方法を相談してみて

はいかがでしょうか。 

7)  プラスチック製品－7件 

1.  ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ™⌐≈™≡  ₈ ╩ ≢╢ ⌐ ⌐ ╣≡⁸ ─ ≢╝≢ ╩

╖─ ↕⌐≢⅝╢ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ╕≢ ™∞↓≤─⌂™╟℮⌂ ™⅜⇔√⁹ │ⱳ

ꜞ◄☻♥ꜟ ≢⁸ ⌐│ ™⅜∆╢↓≤⅜№╢≤ ↕╣≡™√⁹↓─╟℮⌂ ⅜∆╢

│ ≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ™─ │ ⅛╦⅛╢⅛⁹< > 

⇒一般に、プラスチック類のような高分子化合物には臭いはありません。異臭は製造工程で使用

される添加剤に由来するものである可能性があります。異臭の程度にもよりますが、製品の品

質上の問題と考えられますので、当該製品が正常品と言えるかどうか、また、当該製品で作っ

たゆで卵を食べても問題ないか、製造メーカーに直接問い合わせるようお伝えしてはいかがで

しょうか。 

2.  ≢ ⇔√ⱳꜞ►꜠♃fi ⱴ☻◒⅜ ℮  ─ꜝ☺○◦ꜛ♇Ⱨfi◓≢

⇔√ⱳꜞ►꜠♃fi ─ⱴ☻◒─ ™⅜ ↄ ⇔√™⁹ ⌐ ╩ ⇔ √⅜⁸ ™⅜

≢─ │ ↑ ↑≡╙╠ⅎ⌂⅛∫√⁹ ☿fi♃כ⌐ ∆╢╙ ™≢─ │ ⇔

™≤─ ≢⁸ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹ ⌐ ∂≡╙╠℮√╘⌐│≥℮∆╣

┌╟™⅛⁹< > 

⇒一般に使用されるマスクについては、法規制はなく、臭いに関しても規定はありません。臭い

の感じ方は個人差が大きく、多少臭いがあったとしても、製品本来の機能に問題がない場合、

製造メーカーは欠陥と認めず、品質上も問題なしと見なすことが多いようです。ただし、通信

販売で販売される製品については、特定商取引法で、消費者が見てしっかりとわかるように返

品条件などを表示することが定められています。この表示を返品特約といい、基本的には返品

特約に従って判断されますのでご確認ください（「返品を受け付けない」とある場合は返品不

可になります）。また、表示がない場合や不備があった場合には返品が認められるケースがあ
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ります。「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」

（https://www.no - trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra05.pdf ）をご確認ください。 

3. ╩♪כⱨⱲכ◘  ⌂√⌐ ◓fi▫♥כ◖≡⇔ ⅜ ה  ╒≥ ⌐⁸▬fi♃כⱠ♇♩

≢ ╩♪כⱨⱲכ◘─ ⇔√⁹ ⌐ ⇔√⅜⁸ ⇔≡™╢ ⌐⁸ ⌂

√─ ─ ─ ⌐ ↄ╠™ ♪כⱨⱲכ◘⁸╠√™≡™ ◓fi▫♥כ◖─ ⅜⁸ ─

╟℮⌐ ╠╪≢ ⇔≡⇔╕∫√⁹ ⌐ ╩ ∫≡⁸ ⱷכ◌כ⌐ ⇔≡╙╠∫√≤↓

╤⁸ ⌐╟╢ ─√╘⁸ ╙ ╙≢⅝⌂™≤─ ≢№∫√⁹ ⅛⌐⁸ ₃₃─►▼Ⱪ

◘▬♩⌐│⁸₈Ⱳכ♪⅜ ⌐⌂╢≤ ╛ ─ ⅜№╢₉≤ ↕╣≡™╢⅜⁸ ⌂√⌐

⇔√∞↑≢ ╩ ↓∆─│⁸ ⌐ ⅜№╢≤ ⅎ⌂™─⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般的に、ＥＰＳサーフボードとは、ＥＰＳ(エクスパンダブルポリスチレン＝ビーズ法発泡

スチロール)を芯材とし、エポキシ樹脂で表面をコーティングした構造になっています。コー

ティング剤のエポキシ樹脂は高温になると軟化する性質があり、高温にさらされたことで接着

面に何らかのガスが発生すると、逃げ場を失ったガスがボードの中にたまり表面がお餅のよう

に膨らんでしまうことがあります。このため、車内や砂浜など、高温になる場所に放置しない

様に管理することが必要です。販売店のウェブサイトには、サーフボードの特性として高温に

晒すと剥離・変形の恐れがある旨の注意表示が記載されています。これを見る限り、品質上の

問題というより、取扱いの問題と考えられます。納得がいかないようでしたら、注意表示の内

容を注意喚起が不十分であるとして、再度交渉してみてはいかがでしょうか。 

4.  ☻ⱪכfi╩ ꜠fi☺⌐ ↑≡  ─☻ⱪכfi╩ ꜠fi☺⌐

⅛↑√≤↓╤⁸ ⅜ ↑√╟℮⌐⌂╡ ⅜⇔√⁹∆←⌐ ╩⇔√⅜⁸ │ ™ ╪∞≤

℮⁹ ╩ ∂√ ≢ ⌐ │ ≡™⌂™⅜ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi

≢♩♇Ⱡכ♃fi▬│כ♃ ∫√⁹< > 

⇒ＡＢＳ樹脂は加熱により軟化する性質をもつ汎用の樹脂で、家電や電気電子製品の外装や部品

類などに広く使われています。耐熱温度は７０～１００℃とあまり高くなく、電子レンジでの

使用には適しておりません。ＡＢＳ樹脂そのものが電子レンジで加熱されることはありません

が、接している食品が加熱されることで熱を帯び変形することがあります。特に、油分を多く

含む食品の場合、１００℃以上に加熱されることがありますので注意が必要です。異臭につい

ては、発生が限定的であり、身体症状が出ていないことから、過度に心配する必要はないと思

われます。 

5.  ⱨ▼ⱡכꜟ ─ ─ ∫ ╩ ⅜⇔√  ⁸ ─ ╩⇔≡™≡⁸◖fi꜡⌐⅛↑≡

™√ ─ ∫ ╩ ⅜⇔≡⇔╕∫√⁹ ∫ │ⱨ▼ⱡכꜟ ≢⁸ →√ ⌐│ ™ ™⅜⇔⁸

→√ │⁸ ⅜ ⌐⌂∫≡™√⁹ ╩ ∫√╡│⇔≡⅔╠∏⁸ ←⌐ ╒≥ ╩⇔≡⁸

│∕─╕╕ ─ ≢ ⇔√⁹ ─≤↓╤⁸ ⌐ │⌂™⅜⁸ ™⅜╕∞ ∫≡™

╢╟℮⌐ ∂⁸↓─╕╕⌐⇔≡⅔™≡╟™─⅛ ⌐⌂╢⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כ

Ⱡ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お伺いした所、煙を直接吸ってはおらず、体調にも異常はないとのことですので、過度に心配
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する必要はないと思われます。臭いが気になるようでしたら、換気を心がけ、このまま様子を

見られてはいかがでしょうか。 

6.  ♩▬꜠─ ⌐♩▬꜠♇♩ⱭכⱤכ─ ─ ⅜ ∫√  ₈◒♇◦ꜛfiⱨ꜡▪─♩▬꜠─

⌐⁸ ⇔√╕╕─ ╡─♩▬꜠♇♩ⱭכⱤכ╩ ﬞ ╒≥ ™≡™√╠⁸ ⌐

↕╣√ ⅜♩▬꜠─ ⌐ ∫≡⇔╕∫√⁹ │ ⌂─≢ ⇔√™≤ ™⁸

╛ⱴ♬◐ꜙ▪─ ⌂≥⁸ ₁⌂╙─╩ ⇔√⅜ ∟⌂™⁹≥℮⇔√╠╟™∞╤℮⅛₉≤

─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⅛ ™ │№╢⅛⁹< > 

⇒一般的に、クッションフロアには軟質塩化ビニルが使われています。軟質塩化ビニルには可塑

剤という、油性の成分が含まれており、印刷物と長時間接触すると、インクがフィルム表面か

ら、よりなじみ易い可塑剤へ移ってしまうことがあります。移行した場合、軟質塩化ビニル本

体に溶け込むような形になりますので、落ちにくい場合があります。落とし方としては、住宅

用洗剤やエタノールなどの溶剤で拭き取ることですが、色々試してみたがダメだったとすると

落とすのは難しいと思われます。 

7. כꜞ◘☿◒▪  ⌐ ⇔√꜠☺fi≢ ╩כꜞ◘☿◒▪⁸  ⇔√⅜⁸∕─

⌐ ⇔√꜠☺fi≢ ⅜ ↄ ╣⁸ ⌐⌂∫√⁹ ⌐│◗ⱶ ╩ ⇔≡™√⅜⁸

⅜№™≡™√╠⇔ↄ⁸ ⌐ⱥꜞⱥꜞ≤⇔√ ╖╩ ∂√⁹╕√⁸♩ꜟ◄fi─╟℮⌂ ≢

⅜ ↄ⌂∫√⁹ ⌐ ⇔ ╩ ↕╣√⅜⁸ ↕╣≡™⌂™⁹ ─ ⌐│⁸™╕

∞⌐ ™⅜ ∫≡™╢╟℮⌐ ∂⁸ ⌐™╢≤ ⅜ ↄ⌂╢⁹⇔⅛⇔ ⌐ ╢≤ ≤╙⌂

™⁹ ╩ ⇔√─≢│⌂™⅛≤ ∫≡™╢⁹ ™╩≤╢╟™ │⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お使いになったレジン製品にはアクリル系光硬化樹脂が使われているようです。光硬化樹脂は

紫外線や太陽光にあたることで重合反応が進み固まるタイプの樹脂です。一般的に、硬化前の

製品は未重合のモノマーと重合開始剤、溶剤などの混合物です。硬化前の製品は皮膚や目に対

して刺激性がありますので、直接触れたり、目にいれたりしないようにする必要があります。

また、ご使用になったゴム手袋に穴があくなどの製品としての欠陥が無くても、条件（ゴム手

袋の素材や仕様、使用時間等）によっては化学物質がゴム手袋素材を透過して皮膚に達するこ

とがあります。取り扱う化学物質に対して耐透過性のある手袋を用いるよう注意して下さい。

残留する臭いについては、換気を心がけるようにされてはいかがでしょうか。症状が改善しな

いようであれば、再度、医療機関に受診するようにしてください。 

8)  農薬－6件 

1.  ⌐ ∆╢ ─ ≢  ≢ ─ ⁸ ⁸

╩ ⇔≡™╢⁹↓╣╠─ ╩ ⇔√ ╩ ╣∆╢≤ ─⇔┘╣╛ ╖⁸ ⅜

∆╢↓≤⅜№╢⁹™≈╙⁸⇔┌╠ↄ∆╢≤ ∆╢─≢ ⌐ ↄ╒≥≢│⌂™⁹ ⇔√

│≥╣╙ ╩∆╢ ≢│ ⅛∑⌂™╙─≢№╢⁹ ╣╩∆╢ ⌐│⁸ ⁸ ╛

⌐ ╣⌂™╟℮⌐ ╩⇔≡™╢⅜⁸∕─ ⌐ ╩≈↑╢↓≤│⌂™⅛⁹╕√⁸↓╣╠─

≢ ⌐⌂╢⌂≥─ │№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 
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⇒除草剤、防虫剤、肥料などを使用して、体調が悪くなったとの相談が寄せられることはありま

すが、いずれも使用した製品との因果関係は明らかになっていません。当センターは、個別の

製品の安全性等の詳細情報は持ち合わせておりませんので、製造メーカーに直接お問い合わせ

ください。一般的に、どの様な製品でも使い方によっては身体に害が及ぶことがあります。そ

のため、製品に記載されている使用上の注意を守って正しく使う必要があります。そういった

ことを念頭において、製造メーカーに使い方のアドバイスを受けてはいかがでしょうか。 

2.  ≢│⌂™ ─ ⌐≈™≡  ₈ ─ ⌐ ⅛⅜ ╩ ™√╠⇔

ↄ⁸ ╠∏⌐ ╩ ∫√ ─ ⅜◖꜡▬♪ ⌐⅛┬╣≡⇔╕∫√⁹ │

≢№╡⁸ ─ ╟╡╙ ─ ╩ ↑╛∆™ ≢№╢⁹ ↓─╟℮⌂↓≤⅜⌂™╟

℮⌐⁸ ⌐│ ─ ™ ╩ ℮╟℮⌂ ╡ ╘⌐⇔√™≤ ⅎ≡™╢⁹ ≢│⌂

™ ─ ≢№╢≤ ⇔≡™╢ ⅜№╢⅜⁸↓╣⌂╠ ≤ ⅎ╢∞╤℮⅛₉≤

─ ╩ ↑≡™╢⁹ ∆╢⌐№√∫≡ ⅛▪♪Ᵽ▬☻│№╢⅛⁹< > 

⇒化学物質過敏症はその発生機序が未だ明らかにされておらず、治療法も確立されておりません。

また、様々な化学物質で症状が現れ、一般的には問題にされないような微量でも症状が現れる

ため、原因物質の特定や因果関係の証明も困難な場合があります。「農薬ではない自然素材の

除草剤」というだけでは、被害者本人にとって問題があるか否かは判断できないでしょう。た

だし、化学物質過敏症を抱えた住民にも配慮した行動は良いことであると思います。被害者本

人やその掛かりつけ医の意見も聞いた上でお話を進めてはいかがでしょうか。 

3. ◓fi♬♦כ●  ≢ ≤⌂∫√ ⌐≈™≡ ◓fi♬♦כ●⌐  ⌐ ─ ⅜

↕↕╡⁸∕─╕╕ ╩ ↑≡™√≤↓╤⁸ ↕∫√ ⅜ ⌐ ╣√√╘ ⌐ ⇔√⁹

≤─ ≢ ╩ ↕╣√⁹∕─ ⌐ ≢₈ ⅛╦⅛╣┌∕╣⌐ ↄ

⅜ ∑╢─⌐₉≤ ↕╣≡™╢─╩ ⌐⇔√⁹∕─ ⁸ ↕╣√ ╩ ╪≢╙╟ↄ⌂╠

∏⁸ ⅜ →╠╣⌂™╒≥⌐ ╖⅜ ↄ⌂∫≡⅝√─≢⁸ ⁸ ⌐ ⇔√⁹꜠ fi♩◕

fi ≢ ⌐ │⌂ↄ⁸ ─ ╙ √╠⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹ ⌐╟╢ ≤ ∫

≡™√⅜⁸ ↕╣√ ⅜ ⅛⌂™↓≤⅛╠⁸ ─ ⌐ ⅛╠ ∆╢ ─ ╩ ™

≡™╢↓≤╩ ™ ⇔√⁹∕⇔≡⁸ ─ ─₈ ⅛╦⅛╣┌₉≤│⁸ ─ ─↓≤

≢│≤ ™⁸ ⱷכ◌כ⌐ ⇔√⅜⁸∕─╟℮⌂ │⌂™≤ ╦╣√⁹ ⅛╠ ∆╢

⅜ ⇔≡™╢↓≤⅜ ⅎ╠╣╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢

∫√⁹< > 

⇒当センターでは、根から吸収する殺虫剤成分が発生している状況に影響しているかどうかはわ

かりかねます。お伺いした内容から、医師は感染症と診断されているようで、「何かわかれば」

の何かは菌の種類を指しているように思われます。いずれにしても、処方された薬で症状の改

善が見られないようですので、感染症と診断された病院に再度、通院されることをお勧めしま

す。その際に、使用された製品を持参し成分詳細が治療に必要であると医師が判断されるよう

であれば、医師から製造メーカーに尋ねてもらうとよいでしょう。 

4.  ⅜ ⌐⅛⅛╡ ⅜√∞╣√  ─ ≢⁸ ╩ ∫≡↓╓⇔⁸ ⌐⅛⅛

∫≡⇔╕∫√⁹∆←⌐ ∫√⅜ ⅜ⱥꜞⱥꜞ≤⇔≡√∞╣√╟℮⌐⌂∫√─≢⁸↓╣⅛╠



☿fi♃כ            ─  

ⱶכ꜠◒₈                           ה ה ₉ 

 

- 54 - 

 

⌐ ∆╢≈╙╡≢№╢⁹↓╓╣√ │ ™ ⇔√⅜↓─╟℮⌂ ≢╟⅛∫√─⅛⁹

│ ⅛╠ ⇔√╙─≢⁸ │ ⌐⌂ↄ ⌂≥ │╦⅛╠⌂™⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒製品情報がないので、はっきりとしたことは分かりませんが、一般的には「流水又はシャワー

等、大量の水で洗い流す。異常がある場合は医師の診断を受ける」とされています。医師にか

かる際は、使用していた製品の名前や取り扱った量及び時刻等を正確に伝える事が処置を早め

るのに役立ちます。当該製品をお持ちになるとよいでしょう。こぼれた液体肥料の対処法につ

いては、製造メーカーにお問い合わせください。 

5.  ⌐ ∆╢ ≢ ↕╣√ ≢ ⌐ ╖  ⌐ ∆╢Ⱪ♪► ≢ ─

⅜ ╦╣√⁹ ╦╣√─│ ꜞfi ─ ₃₃≤ ≤ ╩ ≤∆╢ ─ ⁹

ﬞ ╒≥ ⌐ ꜞfi ─ ∞↑─ ⅜№╡⁸ ⅜ ∞∫√≤─↓≤≢⁸∕─

ﬞ ╒≥ ⌐ ─ ─ ─ ⅜№∫√⁹ │ ≤╙⌂⅛∫√⅜ ─ ⁸

─ ─ ⌐ ╣╢≤⁸ ⅜ ↄ⌂╡ ╖╩ ∂╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ╖│ ─⅛╝╖ ╘

╩ ╢≤ ╕╢⅜⁸ ⌐ ╢≤ ∆╢⁹ │ ▪Ɽכ♩─ ≢ ─ │ ─ ↄ ⌐

Ⱪ♪► ⅜№╢⁹ ⁸ ─ ≢ ⅜ ™√↓≤⅜№∫√─≢⁸ ⌐

⌐ ─№╢↓≤╩ ╠∑≡ ∫≡⅔╡⁸ │⁸ ⅝ ╛ ⌐ ╡╩⇔≡ ─

╩ ⇔≡™√⁹╕√ ─ ⌐ ™≡№╢ ⌐│ⱳꜞ ╛ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ╩ ↑≡⅔™√⁹

↕╣√ ⅜ ⌐ ╡ ╪∞⅛≥℮⅛│ ⅛╠⌂™⅜ ⌐ ⇔√─≢ │ ≢

│⌂™⅛≤ ⅎ≡™╢⁹ │ ╟╡ ⌐ ⌂ ≢№╢⅜⁸ ─ ╩ ╡ ↄ⌐

│≥℮⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒有機リン系の農薬〇〇は殺虫作用があり広く使われている農薬です。また、硫酸銅と石灰を成

分とする農薬はボルドー液のことと思われますが、これも除菌効果のある農薬として古くから

使われているものです。一般的に、農薬原液や高濃度品は目や皮膚に対する腐食性や刺激性を

有していますが、容量・用法を守って使われた場合、近隣者等の第三者への影響は問題ないと

思われます。詳しくは農薬の製造メーカーにお問い合わせください。室内の物品に付着したと

すれば、中性洗剤を薄めた液や住宅用洗剤で拭いてから清水で拭く作業を繰り返し行うとよい

でしょう。また、症状が続く場合には、皮膚科に受診するようにしてください。 

6.  ⌐≈™≡  ≢ ╛ │╦⅛╠⌂™⅜ ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ↕╣√

│ ⅜ ╣≡™╢⁹ │ ⌂╙─∞≤ ℮─≢⁸ ╩ ∆╢╟℮⌐ ⌐ ⅝

⅛↑≡╒⇔™⁹< > 

⇒通常、当センターは相談者からの要望を直接、行政などへ働きかけることはしていません。い

ただいたご意見はアクティビティノート、および年度報告書等で公開し、関連する団体、機関

との情報の共有を図ってまいります。 

9)  家具－5件 

1.  ≢ ⇔√ ─ ™─ ⌐≈™≡  ꜞ◘▬◒ꜟ◦ꜛ♇ⱪ≢ ─ ╩ ⇔

√⁹ ™≡⅛╠ ≈⅜ ─ ╩№↑╢≤ ∫√╢™Ᵽ♬ꜝ─╟℮⌂ ™⅜⇔⁸≤≡╙

≤⇔≡│ ⅎ⌂™⁹ │⅛⌂╡ ⅜ ∫≡™╢⅜⁸↓─ ™│ ⅜ ≤ ⅎ╠╣
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╢⅛⁹ ⇔™ │ ⌂≥─ ™⅜∆╢≤ ™√↓≤⅜№╢⅜⁸ ─ ™⅜ ∫≡™╢

─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒一般的に、新しい家具は、使われている木質材料、接着剤、塗料などの素材に起因する臭いが

することがあります。臭いは徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまでの期間は、温

度・湿度・換気などの家具が置かれている環境や、使用されている素材により異なります。お

伺いした内容から、かなり使い込まれた状態とのことですので、家具製造に起因する臭い以外

に原因があるのかもしれません。臭いの原因について、当センターでは特定しかねます。 

2.  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√ ⅜ ℮  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√ ◦☻♥ⱶ

⁸♅▼☻♩⁸ⱬ♇♪ ╩ ╖ ≡√≤↓╤ ™⅜∆╢⁹ ╘≡⁸▬fi♃כⱠ♇♩─

╩ ⇔√≤↓╤⁸ ™ ─ ⌐╟╢ │≢⅝⌂™≤ ↕╣≡™╢⁹ ™╩

∆ ⌐≈™≡⁸▪ⱨ♃כ◘כⱦ☻─ ⌐ ⇔√⅜⁸ ╩∆╢⇔⅛⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹

⌐ ™╩ ∆ │⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹

< > 

⇒新しい家具は、使われている木質材料、接着剤、塗料などの素材に起因する臭いがすることが

あります。一般に、臭い物質は温度が高いほど放散されやすいと言われています。室内温度を

上昇させ、換気を繰り返すことで、臭いは徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまで

の期間は、温度・湿度・換気などの家具が置かれている環境や、使用されている素材により異

なります。 

3.  ─ⱬ♇♪⌐◌ⱦ  ⌐ ⇔√ⱬ♇♪─ ╛ ⅝ ⇔─ ⌂≥⌐◌

ⱦ⅜ ⇔√⁹ⱬ♇♪╩ ⇔≡™╢ │ ⅝≢ ⇔│╟™⁹ ≢◌ⱦ⅜ ∆╢─

│⁸ⱬ♇♪─ ⌐ ⅜№╢─≢│⌂™⅛≤ ℮⁹ ⌐ ⇔ √⅜⁸ ─◌ⱦ│

↕╣√ ─ ⅜ ⅝™√╘⁸ ⌂≥─ │≢⅝⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹ ⇔√ⱬ

♇♪⅜ ─ⱷכ◌כ─╙─╟╡◌ⱦ⅜ ⇔╛∆™↓≤╩ ═≡ ⇔≡╒⇔™⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは、調査や分析は行っておりません。一般的に、カビは温度・湿度が高く、栄

養、酸素などの条件が揃うことによって、どこでも発生する可能性があります。製造販売業

者が言うように設置環境や使用状況の影響が大きいように思われます。ただし、保証期間内

であれば何らかの補償を受けられる可能性もあります。保証期間内かどうかを確認した上で、

再度、製造販売業者と交渉してみてはいかがでしょうか。 

4.  ⇔√ ─ ™≢  ₈ ﬞ ⌐♅▼☻♩╩ ⇔√⁹ ⌐ ⅛╠⁸♠

fi≤⇔√ ™⅜⇔⁸ ⁸⇔כ♀כ♀⅜ ⅜∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ⌐ ⇔⁸◒☻ꜞ╩

↕╣ │ ╕∫√⅜⁸ ┘ ⌐ ⁸ ⅜ ╢╟℮⌐⌂∫√⁹⇔┌╠ↄ⁸ ⌐ ∫

≡™√≤↓╤ │ ⇔√⅜⁸ ⌐ ╢≤ ⇔√√╘⁸ ⌐ ⁹ ─ ™≤─

╩ ⌡√⅜⁸ │≢⅝⌂™≤ ╦╣√⁹ ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ╩ ⅝ ╡

∆╢≤ ╦╣≡™╢⁹ ≤⇔≡│ ⌐≈™≡╙ ∫≡╒⇔™≤ ⇔√⅜⁸ │

⇔≡™╢─≢ ─ ™│≢⅝⌂™≤─ ≢№∫√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─

™≤ ≤─ ─ │≥─╟℮⌂ ⅜№╢⅛⁹< > 
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⇒新しい家具は使われている合板、接着剤、塗料などに由来する臭いがすることがあります。放

出される臭い成分の種類と量によっては健康に影響が出る場合もあります。ただし、身体トラ

ブルでの因果関係の証明は医師の診断書が必要であり、診察されている医師が原因は特定でき

ないと言われている状況では因果関係の立証は難しいと思われます。 

5.  ⱬ♇♪⅛╠ ↕╣╢ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪≢  ╒≥ ⌐ ⇔√ⱬ♇♪⅛╠

↕╣╢ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪≢ ⁸ ─ ⌂≥ ≤⌂∫√⁹ ◖꜡♫►▬ꜟ☻

─ ≢♥꜠꞉⁸╡⌂≥◒כ ≢ ↔∆ ⅜ ⅎ≡⁸ ⌐ ≤⌂∫√⁹ │

≢№∫√⅜⁸ ─▪♪Ᵽ▬☻≢⁸∕─ ⌐ ⇔√ⱬ♇♪⅛╠─ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─

╩ ℮╟℮⌐⌂╡⁸ ─ ≢ ═√≤↓╤⁸ ⅜ ↕╣√⁹ ╩ ⇔≡

ⱷ⁸⅜╢™≡⇔╩╡≥╡╛≥כ◌כⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─ │ ╩◒ꜞ▪⇔≡⅔╡ ⌂™

≤─↓≤⁹√∞⇔ ⌂─≢⁸ ⌐≈™≡ ⇔≡ ⅎ∕℮≢№╢⁹

─╟℮⌂ ⅜ ≡⅔╡⁸ⱬ♇♪─№╢ ⌐ ╢≤ ⅜ ↄ⌂╢⁹ ─ ≢│ ≢№

╢⅜⁸ ⌐ ⇔™ ⌂≥⌐ ╢≤ ∂ ⅜ ╢↓≤⅜№╢⁹ ⌐ ⇔≡™╢⅜⁸

⌐ ⇔™ ⅜™⌂™≤─↓≤≢⁸ ╩ ↕╣ ≢№╢⁹ ≤⇔≡│⁸

ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─ ꜠ⱬꜟ⅜≥─ ⌂─⅛⇔∫⅛╡ ═≡ ⇔™≤ ⅎ≡™╢⅜⁸

☿fi♃כ≢ ⇔≡ ⅎ╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは、原因調査や分析検査は行っておりません。もう一度、消費生活センターに、

公的機関での分析検査ができないか相談してみてはいかがでしょうか。一般的に、新しい家具

は使われている木質材料、接着剤、塗料などの素材に起因して、ホルムアルデヒドなどの化学

物質が放散されることがあります。放散が続く期間は家具が置かれている環境や使用されてい

る素材によって異なります。通常は、時間と共に放散は収まってきますが、長期間継続する場

合もあります。ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因物質として知られている刺激臭

のある無色の気体です。目や皮膚に対する刺激性があり、吸入すると濃度によってはアレルギ

ー、喘息または呼吸困難を起こすことがあり、高濃度でばく露（身体に取り込まれる）する状

態が継続することは好ましくありません。体調不良が続いているようですので、返品を進めら

れてはいかがでしょうか。   

10)  化粧品－4件 

1.  ≢ ⇔√ ⅜Ⱨfi◒⌐  ≢ ⇔√ ⅜Ⱨfi◒⌐

⇔≡⇔╕∫√⁹ ₁≤ ═√≤↓╤⁸ ⌐ ↑ ╘╩ ∫≡ ╩ ⇔√─≢⁸ ⌐

↑ ╘⅜ ╡⁸ ≤ ⇔≡Ⱨfi◒ ⌐ ⇔√╠⇔™↓≤⅜ ⅛∫√⁹ ↑ ╘

─≥─ ⅜ ≤ ⇔√─⅛╦⅛╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇

♩≢ ═≡ ∫√⁹< > 

⇒焼け止めに使われている紫外線吸収剤が塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウム

で酸化されて着色したものと思われます。ただし、紫外線吸収剤には様々な種類があり、化学

名までは判りかねます。着色は衣類の表面に付着した日焼け止めの成分ですので、ほとんどの

場合、液体洗剤を付けてもみ洗いすることで回復できます
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（https://www.kao.com/jp/soudan/sos/bleach_07.html ）。 

2.  ⅜ ⇔≡™╢ ≢  │ ⌐ ⌂√╘⁸ ♇♬●כ○│

◒╩ ⇔≡™╢⁹ ⁸№╢ ≤ ≢ ↄ╠™ ⇔√⅜⁸∕─ ⁸ ⅜ ↄ⌂╡⁸

⅝ ⁸⇔┘╣⁸ ⅜Ⱳכ∫≤∆╢ ⅜ ╙ ™≡™╢⁹ ≤⇔≡│⁸ ⇔√ ⅜ ∫≡

™√ ─ ™⅜ ≢│⌂™⅛≤ ⅎ≡™╢⁹ ╩ ↕∑╢√╘⌐│≥─╟℮⌐∆╣┌

╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは症状を改善させる方法はわかりかねます。医療機関に受診されることをお勧

めします。 

3.  ╛↑ ╘ ≢ ♩ꜝⱩꜟ  ⌐ ╛↑ ╘ ╩ ≤ ⌐ ⇔√≤↓

╤⁸ ⇔√ ⅜ ↄ⌂╡⅛╝ↄ⌂∫√⁹ ⌐ ─ ╡│ ⌐ ╩⅝√∆ↄ╠™ ╣

√⁹ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ╛↑ ╘ ⅜ ≢│⌂™⅛≤─ ⁹ ↕╣√ ╖

⁸ ╡ ≢ │ ╕∫≡⅝≡™╢⅜⁸ ≤⌂∫√ ─ ≤ ⱷכ◌כ⌐ ╩

⇔√™⅜≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒まずは製造メーカーに連絡されることをお勧めします。ただし、化粧品は、品質に問題がな

くても、使用する人の体質や体調などによって皮膚トラブルを生じることがあります。その

様な場合には、製品の使用による皮膚トラブルであっても製造物責任を問えないことがあり

ます。こういったケースにおける製造メーカーの対応としては、使われた製品に異常がない

と判断した場合は損害賠償に応じない企業もあれば、企業方針として一定の治療費に応じる

対応をしている企業もあります。製品と皮膚症状の因果関係を証明するには、一般的には製

品によるパッチテストが行われますが、成分まで特定する場合は、医師の判断で製造メーカ

ーに対象成分の提供を求める必要があります。 

4.  ꜠♅ⱡכꜟ ≢ⱶכꜞ◒▬▪─ ♩ꜝⱩꜟ  ⅛╠꜠♅ⱡכꜟ כꜞ◒▬▪─

ⱶ─◘fiⱪꜟ ╩ ⅝⌐ ⁹ ⇔√≤↓╤≢⁸ ⅜ ≡ ⅜╘ↄ╣√╟℮⌐⌂

∫√⁹ ⌐ ⇔⁸⅔∕╠ↄ꜠♅ⱡכꜟ⅜ ≢│⌂™⅛≤─ ⁹ ╩ ⇔√™╦

↑≢│⌂ↄ⁸↓─╟℮⌂ ╩ ⇔√ ╩ ∆╢↓≤│ ≢│⌂™⅛≤ ⱷכ◌כ⌐

⇔√⅜⁸ ≢⅝╢ │ ╠╣⌂⅛∫√⁹ ☿fi♃כ⌐ ⇔ ≡⁸ ─ ♩ꜝ

Ⱪꜟ╩ ⌐ ⇔≡╙╠∫√⁹ ☿fi♃כ⅛╠ ☿fi♃כ⌐╙ ∆╢╟

℮ ╦╣ ⇔√⁹< > 

⇒一般に、レチノールはビタミンＡ１の一種で、抗シワ効果があることからエイジングケア化粧

品によく使われている成分です。化粧品は品質に問題がなくても、使用する人の体質や体調な

どによって皮膚トラブルを生じることがありますので注意が必要です。当センターとしては、

頂いた情報を情報源が特定されない形で公表し、また関連する業界にも正しく伝えることで、

情報の共有化を図ってまいります。  

11)  漂白剤－4件 

1.  ⱷꜝⱵfi☻ⱳfi☺≤ ╩ ⌐ ∫≡  ₈ ─ ≢⁸ⱷꜝⱵfi☻ⱳ

fi☺⌐ ╩ ↑≡ ⇔√≤↓╤⁸ ™≢ ≤⌂∫√⁹ ╩ ∫≡ ↄ⇔√
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╠ ⇔⁸ │ ╩ ∂≡™⌂™⁹ ≢⁸ ⅛╠ ⌂●☻⅜ ⇔√─≢│⌂™⅛≤ ╦

╣≡ ⌐⌂╡⁸╕√ ⌐╙ ⅜ ╢ ⅜№╢─≢│⌂™⅛≤ ⅎ ⇔√⁹↓─

╖ ╦∑≢ ⌂●☻⅜ ∆╢↓≤│№╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⌂●☻⅜

∆╢↓≤│№╢─⅛⁹< > 

⇒塩素系漂白剤などの塩素系製品は酸性洗浄剤などと混ざることで液性が酸性になると有害な

塩素ガスが発生することが知られています。このため、塩素系製品と酸性洗浄剤には、家庭用

品品質表示法で「まぜるな危険」の表示が義務付けられています。塩素系漂白剤にメラミンス

ポンジを浸しても液性が酸性となるとは考えられず塩素ガスの発生はないものと思われます。

ただし、塩素系漂白剤はメラミン樹脂を溶かすことがありますので、併用は避ける必要があり

ます。また、お使いになったメラミンスポンジの製造メーカーのウェブ情報を見ると、メラミ

ンスポンジの間に洗浄成分としてクエン酸パウダーを含有するタイプの製品があるようです。

ご使用になった製品がこのタイプの製品であった場合、クエン酸により液性が酸性となり塩素

ガスが発生する可能性があります（製品には、塩素系漂白剤との併用は絶対にしないようにと

の注意表示があります）。 

2.  ╡⌐ ≤♩▬꜠ ╩♩כ◦ ∫≡  ₈ ─

≢⁸♩▬꜠─ ≤ ╡╩ ⇔√ ≢⁸♩▬꜠ ♩כ◦ ∕─╕╕♩▬꜠⌐ ∑╢

♃▬ⱪ ≢ ╡╩ ⅝ ⇔√≤↓╤⁸ ∟⅜ ↄ⌂∫√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

│ ∟ ™≡™╢╟℮≢№╢⅜⁸≥℮⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹♩▬꜠ ⌐♩כ◦ ≤─

│№╢⅜₈╕−╢⌂ ₉─ │⌂™⁹< > 

⇒塩素系漂白剤とトイレ用掃除シートの併用で液性が酸性になれば、有害な塩素ガスが発生する

可能性があります。また、トイレ用掃除シートにアルコール類が含まれている場合も、併用に

より塩素ガスが発生する可能性があります。喉や胸に痛みがある、咳が止まらないなどの症状

がある場合は塩素中毒が疑われますので、直ぐに医療機関に受診されるとよいでしょう。しか

しながら、一時的に気分が悪くなったものの、そのような症状はなく、落ち着いているとのこ

とでしたら暫く様子をみてはどうかと思います。塩素中毒に関して詳しく知りたい場合は日本

中毒情報センターにご相談ください

（https://www.j -poison- ic.jp/general -public/response - to -a-poisoning -accident/ ）。 

3.  ≤ ≤─ ≢  1ﬞ ⌐◒◄fi ─

≤ ╩ ∫≡⁸ ↄ╠™⅛↑≡◐♇♅fi─ ╩⇔√⁹ │

≢ ⇔ ™ ⌐⇔≡ ⇔√⁹ │ ⌐ │ ∂⌂⅛∫√⁹ ↄ╠™⇔

≡⁸ ⅜◒ꜝ♇≤⇔≡ ⌐⌂∫≡™√⁹ ⌐ ⅜№╢─≢│≤ ⌐⌂╡⁸ ⌐ ⇔

√⅜ │⌂™≤ ↕╣√⁹∕─ ⁸⇔┌╠ↄ⇔≡ ╛ ⅜ ≡⁸↕╠⌐ ⅛╠ ™

⅜ ╢╟℮⌐⌂╡ ╙ │ ™≡™╢⁹ ﬞ ─ ⅜ ∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒塩素系漂白剤と弱酸性の台所用洗剤の併用で液性が酸性になれば、有害な塩素ガスが発生す

る可能性があります。塩素ガスは強い刺激臭があり、発生の有無を判断できます。また、塩

素系漂白剤も独特の臭気があり、その臭いで気分が悪くなる方もおられます。お伺いした話

から、使用中に異臭はしていなかったとのこと、また医師から異状なしとの診断を受けてい
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ることから、１か月前の掃除が原因である可能性は低いと思われます。体調不良が続いてい

るとのことですので、再度、医療機関に受診されることをお勧めします。 

4.  ⌐ ∫√ ─ ™≢  ﬞ ╒≥ ⌐⁸ ≢ ∆╢ ⌐⁸ ⁸

⁸ ╩ ⇔√⁹∕─ ⁸ ╛⁸ ⅛╠ ⅜∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹

│ ⇔√⅜⁸ ≢╙ ⅛╠ ™⅜⇔⁸ ™╩ ∂╢≤ ⁸ ⅜ ⇔ↄ⁸ ⅜

╩ ∫√╟℮⌐⌂╢⁹ ⌐ ⇔√⅜⁸ ⌐ │╖№√╠⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹

─ ⱷכ◌כ⌐ ⇔√⅜⁸ ﬞ ╙ ™⅜ ∫≡™╢↓≤│ ⅎ ™≤─

⁹ ≤⇔≡╙ │ ⅎ ™↓≤│ ⇔≡™╢⅜⁸ ⇔√ ⌐ ╢≤ ™╩ ∂

⅜ ↄ⌂╢⁹≥℮∆╣┌ ⅜ ⌐ ╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫

√⁹< > 

⇒当センターは医学的な知見は持ち合わせておりません。体調不良については、医療機関にご

相談ください。一般的に、お伺いした使用方法で１ヶ月経過後まで臭いが残ることはないと

思われます。排水トラップに不具合があると、下水の臭いが上がってくることがありますの

で、一度、点検してみてはいかがでしょうか。 

12)   芳香剤・消臭剤－4件 

1.  ○♂fi ≢ ⌐ ┌╖  ╩ ⇔√ ⌐⁸ ─ ™ ≤⇔≡⁸◖fi☿fi

♩⌐ ↑∆╢ ─○♂fi ╩⁸ ∏≈ ╡ ↑√⁹∕╣⅛╠ ⇔ ↑≡

╒≥⌐⌂╢⅜⁸○♂fi ─ ⅜ ┌╪≢⅝≡⇔╕∫√⁹ ─ ⌐│⁸

─○♂fi ⅜ ┌╗↓≤⅜№╢≤─ ⅜№╡⁸∕╣│ ⇔≡™╢⁹⇔⅛⇔⁸∕─

─ ≤⇔≡│⁸₈ ∆╢≤ ⌐ⱱ◖ꜞ⅜ ⅝╛∆ↄ⌂╢↓≤⅜№╢₉≤№╢⅜⁸

⅜ ┌╗≤│ ™≡™⌂™⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ⅜ ┌╗ │○♂fi

─ ⌐╟╢╙─≢│⌂ↄ⁸ ⌐ ∆╢╙─⌂─≢ │≢⅝⌂™≤ ╦╣√⁹

ⱷכ◌כ─ │ ⅎ⌂™─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒製造物の欠陥により人の命、身体又は財産に係る損害（いわゆる拡大被害）が生じた場合にお

ける製造業者等の責任を定めた法律に製造物責任（ＰＬ）法があります。ＰＬ法に基づいて損

害賠償を請求する場合は、①被害が発生したこと、②製造物に欠陥が存在していたこと、③被

害が製造物の欠陥により生じたこと、を被害者自身が立証する必要があります。②について、

製造メーカーの主張はオゾン脱臭機本体に欠陥はないというものですが、注意・警告表示が不

十分であったために被害が発生した場合にも製造物の欠陥（注意・警告上の欠陥）と見なされ

ます。一方、①について、４年半で壁紙の一部が黄ばんだことをどの程度の損害と見るかは判

断が分かれることろかと思います。どの程度の損害賠償請求が妥当かは、法律の専門家にご相

談になってはいかがでしょうか。 

2.  ☿fi◘כ ⅛╠ ↕╣√ ≢ ↄ─ ⅜  ☿fi◘כ⅜ ╩ ⇔≡ ≢

╩ ∆╢ủủ ─ỏỏ≤™℮☿fi◘כ ╩ ⇔≡™√≤↓╤⁸ ↕╣√ ⅜

ↄ⌐ ™≡™√ⱪꜞfi♃כ─ ⌐⅛⅛╡⁸ ⅜≈™≡⇔╕∫√⁹ ─ ╡ ╩₃₃ ⌐ ™

╦∑√≤↓╤⁸◄♃ⱡכꜟ≢ ⅝ ∫≡ ≡│≥℮⅛≤ ╦╣⁸ ⇔≡╖√⅜ ╣⌂™⁹ ╩

╢ ™ │⌂™∞╤℮⅛⁹ⱪꜞfi♃כ─ ─ │ⱪꜝ☻♅♇◒≢№╡⁸ⱪꜝ☻♅♇◒─
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↓≤╩ ₁≤ ═≡™√╠⁸ ☿fi♃כ⌐√≥╡ ™√⁹< > 

⇒製品情報を調べてみると、△△は香りで感覚的消臭をするタイプの消臭剤で、成分は香料とエ

タノールです。どちらの成分も揮発性であり、汚れとして残留することはなさそうです。プラ

スチックの中には香料に溶けて損傷を受けるものがありますので、プリンターの表面が損傷を

受けて痕が残ってしまったのではないでしょうか。損傷を受けていたとすると回復させるのは

困難と思われます。 

3. ꜟכ♂▪◄  ─ ⌐≈™≡  ╒≥ ⌐⁸₃₃ ꜟכ♂▪◄─ ỏỏ╩

∫≡™≡⁸ ⅜ ⌐ ⅛∫≡⇔╕™⁸∕─ ≢ⱴ☻◒╩ ∫√─≢ⱴ☻◒⌐╙ ⅜≈™≡⇔

╕∫√⁹ ™ ╡⅜⇔√⅜⁸ⱴ☻◒╩ ∑⌂™ ∞∫√─≢∕─╕╕⌐⇔≡ ↔⇔√⁹∕─ ⁸

─ ╛ ⁸ ⅜ ⌐⌂∫≡⇔╕™ ⅜№╢⁹ ↄ╠™⌐ ⅜ ↄ⌂╡⁸▪꜠ꜟ

כ◑ ⌐ ⇔√⅜ ⌐ │⌂™≤─↓≤≢ │ ⌂⅛∫√⁹ ⌐ ⇔≡ ╩

∫√≤↓╤⁸ ⅛╠ -Ⱪ꜡⸗ⱪ꜡Ɽfi⅜ ↕╣√⁹∕↓≢⁸ủủ ⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ỏ

ỏ⌐│ -Ⱪ꜡⸗ⱪ꜡Ɽfi│ ⇔≡™⌂™≤─ ∞∫√⁹ │ ─ │ỏỏ⌐╟

╢╙─≤ ⅎ≡⅔╡⁸ỏỏ⌐ -Ⱪ꜡⸗ⱪ꜡Ɽfi⅜ ↕╣≡™╢⅛≥℮⅛╩ ⅛╘√™⁹∕∟

╠≢ ╩⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒当センターでは、製品分析や原因調査はお受けしておりません。お調べになる場合には、独立

行政法人製品評価技術基盤機構のホームページに、原因究明を行うことが可能な公的検査機関

や民間検査機関等の情報をまとめたデータベース

（https://www.nite.go.jp/jiko/ chuikanki/network/index.html ）が掲載されていますので、

それを参考にご自身で依頼してください。なお、費用は個人持ちとなります。１-ブロモプロ

パンは無色の可燃性液体で、フロン類を代替する洗浄溶媒として、主に工業用途に使用されて

います。労働環境での過剰なばく露による健康被害の報告はありますが、お伺いした内容で、

エアゾール式芳香剤からのばく露が原因である可能性は低いでしょう。また、エアゾール式芳

香剤の使用は一年前のことであり、もしも、その際に１－ブロモプロパンが体内に吸収された

としても、既に代謝され体外に排出されているものと思われます

（https://h -crisis.niph.go.jp/wp -content/uploads/2018/12/20181210110808_content_112

01000_000447589.pdf）。 

4.  ♩▬꜠─ ─ ™≢  ∫ ⇔ ─ ⱴfi◦ꜛfi─♩▬꜠⌐⁸ ⌐ ╪≢™

√ ⅜ ∫≡™√≤ ╦╣╢♩▬꜠ ─ ™⅜ ∫≡™╢⁹ │ №⅜כ◑ꜟ꜠▪⌐

╡⁸♩▬꜠╩ ℮≤ ⌐⌂∫≡⇔╕℮⁹ ╩ ╦∏⌐ ™╩ ╢╟™ │⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒一般的に、室内にこもった臭いを取るには、まず換気をすることが有効です。消臭剤として、

お伺いした内容に合致するのは、活性炭などにより悪臭成分を吸着させる物理的消臭がよいと

思われます。 

13)  建材－3件 

1.  ●ꜝ☻─ ╣⌐≈™≡  ₈ ⌐ ⇔√ ─ ─ ─ ●ꜝ☻⌐ ╣⅜
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⇔√⁹ ╣√ ●ꜝ☻│ ●ꜝ☻≢ ╣√─│ ─╖≢№╢⁹●ꜝ☻─ ⱷכ◌כ≢

№╢₃₃ ⌐ ⇔ ╩ ⅎ√≤↓╤⁸ ╣─ ⅜№╢≤─↓≤≢⁸ ⁸ ─

√╘⌐ ⌐ ⇔≡ↄ╢↓≤⌐⌂∫≡™╢⁹↓─╟℮⌂ ─ ─ │≥℮⌂─⅛₉≤─

╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ─ │≥℮⅛⁹< > 

⇒ガラスの熱割れの原因として、日射等の熱による影響のほか、材料の不具合や施工不良、設計

上の不備、飛散物等の衝突等いくつか原因が考えられます。公益財団法人住宅リフォーム・紛

争処理センターがウェブサイトで公開している相談事例

（http://www.chord.or.jp/case/detail_7126.html ）にガラスの熱割れの事例があり、「保険

付き住宅または評価住宅であれば専門家相談を利用することができます」とあります。住まい

るダイヤル（住宅リフォーム･紛争処理支援センター http://www.chord.or.jp/ ）に相談して

みてはいかがでしょうか。 

2.  ◒♇◦ꜛfiⱨ꜡▪─ ⌐≈™≡  ∆╢▪Ɽכ♩─ ⅜▪꜡fiⱨꜛ◦♇◒─כ꜠◓─

╩ ╠⇔√╟℮⌐╕∞╠⌐ ↄ ⇔√⁹∕─ │ ﬞ ⌐ ⅜ ⇔√ ⌐

⌐ ⇔≡ ╩ ∫≡⅔╡⁸∕─ │ ╕≢ ─ ≢№╢⁹ ⇔√ ╩ ╡

∫≡ ╢─≢ ─ ╩ ═≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃

╠⅛כ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは、原因の分析や調査は行っておりません。一般的にクッションフロアの素材には

ポリ塩化ビニルが使われていますが、お伺いした話から、原因を推定することはできかねます。

まずは清掃を実施した業者に状況を確認してもらってはいかがでしょうか。 

3.  ─ꜞⱨ◊כⱶ─ ≢  ⅛╠ ─ꜞⱨ◊כⱶ ╩ ∫≡™╢⁹

─ ╛ⱨ꜡כꜞfi◓─ ╡ ⅎ ─ ⅜ ╦╣√ │ ⌐™√⅜⁸ ╩ ╘ ∫≡™√

⌐╙ ╦╠∏ ⌂ ™⅜⇔⁸ ╢ ╙ⱴ☻◒╩⇔√⌐╙ ╦╠∏⁸ ╛ ⅜ ↄ⌂╢⌂≥─

⅜≢√⁹ ⁸ ⌐ ⇔⁸ ⅛╠│ │╖╠╣╢⅜ │ ≢⅝⌂™≤─

╩ √⁹ │⁸ ⌐ ╠╣⌂™√╘ⱱ♥ꜟ⌐ ⇔≡™╢⁹ꜞ ⱨ◊כⱶ ⌐ ⇔ √≤↓

╤⁸ ╛ │ ≡ ἚἚἚἚ≢№╡⁸◖fi◒ꜞכ♩≢ ╠╣√ ⌐ ™⅜ ╡ ╗↓

≤│ ⅎ ↄ⁸ ⌐ ⇔√⅜⁸ ™│ ∂╠╣⌂™≤ ╡ ∫≡ↄ╣⌂™⁹ ≤ⱱ♥

ꜟ─ ⌂≥╩ ⇔√™⅜≥℮⅛⁹╕√⁸ꜞ ⱨ◊כⱶ⌐ ⇔≡ ≢⅝╢ │ ⌐⌂™

⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒リフォームに関連したトラブルになりますので、住まいるダイヤル（住宅リフォーム･紛争処

理支援センター http://www.chord.or.jp/ ）に相談してみてはいかがでしょうか。 

14)  殺虫剤－3件 

1.  Ⱡ☼Ⱶ ─ ™≢  ─Ⱡ☼Ⱶ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐

╩ ∫√⁹∕─ ⁸ ⇔√ ─ ™⅜⇔≡ ⌐™╢≤ ⅜ ↄ⌂╢⁹ ╩∆╢↓≤≢

⇔│ ⇔≡⅝≡™╢⅜⁸╕∞ ™⅜∆╢⁹ ⇔√ │₃₃╩ ≤⇔√ ≤ ™

≡™╢⁹₃₃─ │≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕

╣√⁹< > 

⇒使用された薬剤の有効成分である〇〇は商品名です。化学名はフェニトロチオンといい、有機
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リン剤で農薬としても登録されています。昆虫に対して強い効果を有しながらヒトへの毒性は

低いことが知られており、〇〇を有効成分とした製品は多くの企業で製品化されています。使

用された薬剤の製品名を確認し、製品としての安全性や対処法について問い合わせてみてはい

かがでしょうか。（※その後、相談者から連絡があり、使用された薬剤の製品名は□□であり、

製造メーカーに問い合わせたところ、当該製品はゴキブリやダニ等を対象とした殺虫剤であり

ネズミは対象としていない。正しい使用方法であれば有効成分のフェニトロチオンは安全性の

高い物質であるが、添加剤として灯油も含まれるため臭いが残ることはあり得る。対処方法と

して天井裏の臭いが室内に流れ込まないように養生テープで天井の隙間を塞いではと勧めら

れ、換気は継続しながら養生テープで対応するつもりであるとのことであった。駆除業者が用

途外使用をしていたとすると施工にも問題がある旨を伝えた）。 

2.  ⅝ ◗◐Ⱪꜞ ╩ ∫≡ ≢ ∫≡⇔╕™  ╒≥ ⁸₃₃ ─ ⅝

◗◐Ⱪꜞ ỏỏ╩ ∫≡ ≢ ∫≡⇔╕∫√⁹ỏỏ│ ─ ─ ⌐ ⅜

↕╣≡™╢╙─≢⁸ │ ⅜ ↄ⌂∫≡™√⁹ ─ ⌐ ⅜⇔≡⁸ ↄ⌐™

╢≤ ⅜ ™⁹╕√⁸ ™│ ─ ╕≢ ∫≡ↄ╢⁹₃₃ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸∕─╟℮

⌂ │ ⌐⌂™⅜⁸ │ ⌂™≤ ╦╣√⁹ │♪ꜝⱶ ≢⁸ ⌐ ∫√

│ ♃▬ⱪ─ ⁹ │ ⅛ ™╩⇔√⅜ ™⅜ ╣⌂™─≢ ⇔™╙─⌐ ™

ⅎ√⁹⇔⅛⇔⁸ ⌐ ↕╣╢╕≢⌐│ ⅜№╢─≢ ™╩ ≤∆ ™ ⅜№╣┌ ⅎ≡╒

⇔™⁹< > 

⇒既に買い替えを進めているとのことですので、置き換わるまでの間は洗濯機の使用を控え、換

気を心がけるようにしてはいかがでしょうか。洗濯槽内に残留した殺虫成分の除去方法という

ことでは、洗濯機メーカーで販売している専用の洗濯槽クリーナー（塩素系）または市販の洗

濯用塩素系漂白剤で洗濯槽を洗浄するとよいでしょう。 

3.  ⌐ ╩☻ⱪ꜠כ⇔≡ ⌐ ╖  ﬞ ╒≥ ⁸ ⌐ ∫≡™≡ ⌐ ⅜ ∫√

─≢⁸ ⌐₃₃ ─ỏỏ≤™℮ ╩☻ⱪ꜠⁹√⇔כ∕─ ⁸ ⌐ ╖╩ ∂√⁹ ╖

╩ ∂╢─│ ─ⱬfi♅꜠כ◦ꜛfi─ ⅜ √╢ ⌂─≢⁸ⱬfi♅꜠כ◦ꜛfi╩ ⇔≡

─ ⅜ ⇔√─≢│⌂™⅛≤ ℮⁹ ⁸ ╖│⌂™─∞⅜⁸ ⌐ ╢≤ ∂ ⅜ ⅝∕℮

⌐ ∂╢⁹ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒お使いになった殺虫剤に使われているにはピレスロイド系殺虫成分です。ピレスロイド系殺虫

成分は昆虫類の神経系に作用し殺虫効果を発現しますが、人や哺乳類では速やかに分解される

ため安全性が高いと言われています。正しく使えば身体に悪影響を及ぼすことはないと思われ

ます。殺虫剤成分の車のベンチレーションへの残留が気になるのならば、換気をよくするよう

にしてはいかがでしょうか。痒み等の異常が続くのであれば、製品を持参の上、医療機関に受

診することをお勧めします。 

15)  接着剤・粘着剤－3件 

1.  ─ ⌐ ∫√ ≢  │ ⌐ ⌂ ≢№╡⁸ ╩ ∆

╢ ⌐⁸ ─ ⅜ ⌂™ ╩ ╪≢ ╩ ≡√⁹ ─ ─ ⌐ ⅜ ≈⅛
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╡⁸ ─ ╩ ╡ ⅎ√≤↓╤⁸∕─ ⌐ ╦╣√ ⌐╟╢≤ ╦╣╢ ╩

⇔√⁹ ╡ ⅎ√ ╩ ⅜⇔≡ ⇔√≤↓╤⁸ ⌐ ↕╣≡™√≤ ╦╣╢◐◦꜠fi

⅜ ↕╣⁸↓╣⅜ ─ ≤ ⅎ≡™╢⁹╕√⁸ ≤⌂╢ ╩ ⅜⇔√ ╙

⅜ ™≡⅔╡⁸ ⌐ ⇔≡™╢◐◦꜠fi─ ╩ ∫≡™╢⁹ ⌐ ─√╘─

╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ╩ ╘∏⁸ ↕╣≡™╢⁹ ⌐◐◦꜠fi⅜ ⇔≡™╢

↓≤╩ ⇔√™⅜⁸ ☿fi♃כ≢ ⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< >    

⇒当センターでは、原因究明のための化学分析や検査は行っておりません。また、特定の検査機

関をご紹介することもできません。独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページに「原

因究明機関ネットワーク総覧」が公開されています

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html ）。製品分野別に原因究明を

行うことが可能な公的検査機関や民間検査機関等の情報をまとめたデータベースですので、こ

れをご利用になって、ご自身でお調べください。なお、分析に掛かる費用は自己負担となりま

す。 

2. ─ⱪכ♥  ™≢  ◦ꜛ♇ⱪ≢ ⇔√ ≢ⱪכ♥ ╩⇔

√≤↓╤⁸ ™ ≢╘╕™⁸ ∟ ╖⅜⇔≡⁸ ⅜ ↄ⌂∫√⁹∕─ ╩ ╣ ─ ╩

∫≡ ↄ╠™⇔√╠ ⇔√⁹↓─ │ⱪכ♥ ⅜ ↄ ╣╛∆™↓≤╙№╡⁸

≢ ⌐╙ ⅜№╢─≢│⌂™⅛≤ ℮⁹ ═≡╙╠℮↓≤│ ╢⅛⁹

☿fi♃כ│ ≢ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは、事故の原因究明のための調査や製品分析は行っておりません。まずは、製造

メーカー、輸入品であれば輸入業者に申し出て、当該製品が正常品であるか否かの調査を依頼

されてはいかがでしょうか。 

3.  ◒♇◦ꜛfiⱨ꜡▪╩ ╢ ≢  ⁸ ⅜╣≡⅝≡™√♩▬꜠─◒♇◦ꜛfi

ⱨ꜡▪─ ╩⇔≡╙╠∫√≤↓╤⁸ ™⅜ ↄ⁸ ╛ ⅜♅◌♅◌⇔⁸ ⌐ ⇔

⇔≡™╢⅜⁸ │ ╙ ™≡™╢⁹ ⌐ ⇔√ ⌐◐◦꜠fi⅜ ↕╣≡™√

╟℮≢№╡⁸↓╣⅜ ≤ ⅎ≡™╢⁹ ⌐│⁸ ⌐№╢

│ ⇔⌂™╟℮⌐≤ ⅎ≡™√─⌐ ╠╣≡™⌂⅛∫√╟℮≢№╢⁹ ⁸ ⌐

⇔≡ ╩ ╘≡™╢⅜⁸ ─ ⌐⌂╢─≢│⌂™⅛⁹< > 

⇒製造物責任法は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合におけ

る、製造業者等の損害賠償責任について定めたものであり、本件では適用されないと思われま

す。本件は、修繕に関わる役務上の問題、または、１３物質は使用しないようにと伝えていた

にもかかわらず、使用していたということであれば契約上の問題と思われます。弁護士とよく

相談して交渉を継続されるとよろしいでしょう。    

16)  繊維製品－3件 

1. ≢fi♥כ◌─◓fi▫♥כ◖ꜟꜞ◒▪   ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ⱳꜞ◄☻♥ꜟ⌐▪◒ꜞ

⅜◓fi▫♥כ◖ꜟ ╩fi♥כ◌√╣↕ ⇔√⁹ ╡ ↑√ ⌐ ⌂ ™╩ ∂√⅜⁸ ╡

↑≡ ⌐◄▪◖fi╩⅛↑√≤↓╤⁸ ⅜ ⇔ↄ⌂╡∕─ ⌐ ╠╣⌂™╒≥⌐⌂∫√⁹

│⁸ ⌐fi♥כ◌─ ╡ ⅎ√─≢ ⌐ │⌂™⁹ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ∂≡ ⅎ╢↓
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≤⌐⌂∫≡™╢⅜⁸ ─ ⅜ ⇔≡™╢⅛≥℮⅛╩ ▫♥כ◖ꜟꜞ◒▪⁸√╕⁹™√⇔

fi◓─◌כ♥fi│ ⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹

< > 

⇒当センターの過去事例を調べたところ、アクリルコーティングのカーテンで体調不良になっ

たとの同様の事例はありませんでした。一般に、遮光カーテンはポリエステル繊維製で、遮

光性を高めるために、生地の裏をアクリル樹脂でコーティングし、繊維の隙間を埋めて光を

通さないようにしているものが多いようです。 

2.  ≢ ⇔√ ╩ ⇔≡  ₈▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ─ ─ ╩

⁹♀꜡ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ⁸ ≢ ╩ ⁹ ⌐ ⇔⁸ ⌐

≢ ─ ≤⌂╡ ╩ ⇔√⁹ ⇔√ ◘▬♩⌐│⁸ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─ │

─ ╩◒ꜞ▪⇔≡™╢≤№∫√⅜⁸ ⌐ ⅜ ╠╣≡™╢⅛ ⌐⌂∫√⁹

│ ─ ≢ ™ ╦∑╢↓≤⅜ ≢№╡⁸ ⇔√ ─ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─

╩ ═≡╒⇔™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⅛⌐⁸ ⅛ ─ ─ ⁸

─ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪ │⁸₈ ╩ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ₉≢

≤∆╢╟℮ ╘╠╣≡⅔╡⁸ ─ ╙↓╣⌐ ⇔≡™╢⁹ ☿fi

≢כ♃ ═≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< > 

⇒当センターは、製品の分析や調査は行っておりません。独自に調査したい場合は、検査費用は

ご自身の負担となりますが、独立行政法人国民生活センターのウェブサイト

（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html ）等に掲載されている検査機関のリスト

を参考にご自身で依頼していただくようご案内しています。また、国民生活センターの商品テ

ストに子ども用衣類の分析を行った事例

（http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n -20140306_3.html）が掲載されていますの

で、国民生活センターに相談されてはいかがでしょうか。 

3. ≡™≈⌐☼fiכ☺╢∆╡   ₈ ₃₃≢ ╩☼fiכ☺√⇔ ≢ ∫√∞↑≢

─☼fiכ☺⌐ ⅜ ╢⁹₃₃─ ⌐ ⇔ ⇔≡ ∫√ ⁸₈ ╡∆╢↓≤│♃◓⌐

╙ ⇔≡⅔╡⁸ ≤ ∂≢ ≢│⌂™₉≤─ ≢№∫√⁹ │ ⇔≡™⌂™⅜⁸

⌐ ⌐ ⇔≡ ♩ꜝⱩꜟ╩ ↓∆↓≤⅜⌂™⅛ ≢№╢₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

≥─╟℮⌐▪♪Ᵽ▬☻╩⇔√╠╟™⅛⁹< > 

⇒一般的に国内で販売される繊維製品は衣料品等の色落ち、色移り程度を確認するために、染色

堅ろう度の評価基準があります。その中の洗濯堅ろう度試験、汗堅ろう度などはＪＩＳにより

試験法を定めて運用されています。ただし、市販されている衣類の中には、堅ろう度が低く、

当該品のように衣類の品質表示のタグに色落ちしやすい旨記載されている場合もあります。洗

濯を繰り返すことにより徐々に色移りしなくなると思いますが、万一、皮膚に異常が見られた

場合は接触を避け、症状によっては皮膚科に受診することをお勧めします。また、手で触った

程度で色移りすることを通常品と判断されることについては疑問を感じます。〇〇に貴センタ

ーから品質に対する見解を尋ねてみてはいかがでしょうか。 

17)  防虫剤－3件 
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1.  ─ ⌐≈™≡  ₈ ─ ≢ ⇔≡™√ ≢ ꜟכ♂▪◄╢╘ ─

◗◐Ⱪꜞ ╩ ⇔╟℮≤⇔√≤↓╤⁸ ⅜ ↄ ∏ ≢⅝⌂™ ∞∫√⁹↓─

│ ⌐ ⇔√╙─≢⁸ ™╙─∞⅜ │ ↕╣≡™⌂™⁹ ⱷכ◌כ⌐

™ ╦∑√≤↓╤⁸₈ │ ≢№╡ ╩ ∆╢ │⌂™⁹ ™ ⌂─≢⁸

⌐●☻⅜ ↑≡ ─ ⅜ ╕∫≡⇔╕∫√─≢⇔╞℮₉≤─ ≢ ─ ╙⌂⅛∫√⁹

─ ⅜⌂™─⌐ ⅜⌂™─│ ≢⅝⌂™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹↓℮™∫√

─ ─ │≥℮⌂∫≡™╢─⅛⁹< > 

⇒当該製品は殺虫成分を含有しておらず、エアゾールで泡を噴射してゴキブリを固めて捕らえる

仕組みの製品です。殺虫成分を含有していないことから雑貨品の扱いになっていると考えられ

ます。雑貨品の場合、使用期限等についての法規制はありません。殺虫成分を含有する殺虫剤

の場合、ゴキブリ、蠅、蚊などの衛生害虫を対象とした製品は薬機法の規制を受けており、品

質上の安定性が３年に満たないものについては使用期限を表示することが義務付けられてい

ます。品質が３年以上安定していることが確認されているものについては表示の必要はありま

せん。また、蟻、ムカデなどの不快害虫を対象とした製品は薬機法の規制を受けません。雑貨

品の場合、薬効成分などは含有されておらず、使用可否は常識の範囲での消費者の判断に委ね

られています。一般的には、未使用の状態で３年を目途に使用し、開封後はなるべく速やかに

使用することを心がけていただくのがよいでしょう。 

2. Ⱶ◦⌐כ♃כ☿≢   ♃fi☻─ ⅝ ⇔⌐ ╩ ╣≡▪fi◗ꜝ─☿כ♃כ╩ ⇔

≡™√≤↓╤⁸ ⅜ ⇔≡™√ ⅜◦Ⱶ⌐⌂∫≡⇔╕∫√⁹ ─ ⱷכ◌כ⌐

⇔ √≤↓╤⁸ ⱷכ♃כ☿│כ◌כ╩ ◓fi♬כꜞ◒⁸⇔ ≢◦Ⱶ ⅝╩ ⇔√⁹⇔⅛

⇔⁸ ⇔⌂⅛∫√─≢⁸ כ♃כ☿≡⇔≥ ─ ╩ ℮≤ ↕╣≡™╢⁹

│כ♃כ☿ ⌐ ⇔√╙─≢№╢⅜⁸↓─╟℮⌂ ≥─ↄ╠™─ ⅜ ⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは事故の際の具体的な賠償基準は持ち合わせておらず、妥当性は判りかねます。

参考になるものとして、クリーニング事故賠償基準があり

（https://www.zenkuren.or.jp/wp -content/uploads/2016/07/jikobai.pdf ）、クリーニングに

よる衣類損傷の際の賠償基準が定められています。当該基準によると、購入から２年程度経過

したセーターの場合、セーターの種類や使用状況により補償割合は異なり、１９～６３％程度

とされています。参考になさってください。 

3.  ─ ⅛╠  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢⁸ ≢≢⅝≡™╢ ╩

⇔√⁹ ╡ ─ ≢⁸♃fi☻─ ⌐ ╣╢≤ ─ ╡≢ ∆╢≤™℮╙─⁹

≢ ☿♇♩∞⅜⁸∕─℮∟─ ⅛╠ ⅜ ≡⁸♃fi☻⌐ ⌂ ™⅜ ∫≡⇔╕∫√⁹

⌐ ╩⇔√⅜⁸♥꜠꞉כ◒ ≢№╡ ⁸ ╩ ↑ ↑╢≤─↓≤≢⁸ ∞ │ ╣

≡™⌂™⁹ │ ⌂ ™⌐ ⌂ ≢⁸ ⇔─ ™≢╙ ⅜≢≡⇔╕℮⁹♃fi☻

⅜ ⅎ⌂ↄ⌂∫≡⇔╕∫√─≢ ™ ⅎ√™⅜⁸ ╩ ╘≡╙ ™╙─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒まずは、販売業者（または製造メーカー）に当該製品に異臭があることを確認してもらい、そ

の原因について調べてもらってはいかがでしょうか。そのうえで、補償内容について話し合わ

れるとよいでしょう。 
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18)  住宅設備－2件 

1.  ─ ─ ─  ⇔≡™╢⁸ ≤ ─

─ ⅜ ⌂ↄ⌂∫√√╘⁸ ⌐ ≡╙╠∫√≤↓╤⁸ ─ ⅜ ≤ ╦╣√⁹ ⱷכ◌

⅔─כ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ─ ⅜ ┘─ ≤⌂╢↓≤⅜№╢≤─

≢№∫√⁹ ⅛⌐ ⇔≡™√─│⁸ ⅜ ─ ≢№╢⁹ │ ≢

№╢⅜ ─ ⅜ ⅛╢⁹ ╩ ∆╢ ⌐⁸ⱪꜝ☻♅♇◒⌐ ╦╣≡ ⅎ⌂™ ⌐

⅜ ╡↓╗↓≤⅜№╢─⅛ ⇔≡⅔⅝√™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ

⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは、原因究明のための個別の調査を行っていませんので、酸性洗浄剤の使用が基

盤の錆の原因か否かはわかりかねます。ただし、トイレの酸性洗浄剤の主成分である塩化水素

は水溶性の気体であり、水溶液は塩酸と呼ばれています。塩酸からは塩化水素が揮発しますの

で、液体としての接触が無くても、気体として基盤に入り込んで錆の原因となる可能性はある

と思われます。また、温水洗浄便座は設置後１１年経過しているとのことですので、経年劣化

による故障も考えられます。ご不明の点は便器の製造メーカーによく確認してみてください。 

2.  ─ ⅛╠ ─╟℮⌂  ─ ⅛╠ ─╟℮⌂ ⅜⇔≡

⅜ ↄ⌂∫√⁹ │ ─ ⌐ ╪≢™╢⅜⁸ ∂ ⌐ ╗ ⅛⅜ ╩ ⇔√─

⅛╙ ╣⌂™⁹ ─ ⅜⌂™⅛ ∞∫√─≢⁸ ⌐ ⇔≡ ╡╩ ≡ ∫√⁹

⇔⅛⇔⁸ ╡⌐ ─ │⌂⅛∫√⁹ ↕╪⌐╙ ⇔√⅜⁸∕─╟℮⌂↓≤│

⌐⌂ↄ⁸ ─ ╡╩╟ↄ ∆╢╟℮⌐ ╦╣⁸ ╡ ∫≡ ⅎ⌂⅛∫√⁹ ⁸

│ ╕∫≡™╢⅜⁸ ⅜ ⅛ ⌐⌂∫≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢ ─ ╩ ↑

√↓≤│№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒過去に、排水回りの異臭についての相談はありますが、原因究明までされたものはありません。

一般的に、臭いの感じ方は個人差が大きく、人によって臭いの質や強さの感じ方は様々なよう

です。お伺いした話だけでは臭いの原因については判りかねます。洗濯機などの排水口には排

水トラップが付いていて、トラップ内を水で満たしておくことで、排水系の臭いが室内に入っ

てこないようになっています。何らかの理由で排水トラップが上手く機能しなくなっていたの

ではないでしょうか。一度、お調べになってみてはいかがでしょうか。 

19)  染毛剤－2件 

1.  Ⱬ▪◌ꜝכ⅜ ≢ ∟  ⁸₃₃ ≢כꜝ◌▪ⱶ♃▬ⱪ─Ⱬכꜞ◒─ ⇔√⁹ ⁸

™≈╙ ⇔≡™╢ ≢ ⱴ♇◘כ☺╩⇔√ ⌐☻ⱳכ♠☺ⱶ≢ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ─

⅛╠ ∟⇔≡ ◦ꜗ♠╛ ⅜ ↄ ╣≡⇔╕∫√⁹₃₃ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸

ↄ╠™│ ≢ ╣╢↓≤⅜№╢≤─ ≢№∫√⁹ ╕≢ ╙ ⇔≡⅝√ ≢│↓─

╟℮⌂↓≤│ ⇔√↓≤⅜⌂ↄ ≢⅝⌂™⁹╙℮₃₃ ─ │ ℮≈╙╡│⌂™⅜⁸↓─

╟℮⌂↓≤⅜№╢─⅛⁹ ☿fi♃⁸│כ ─ ⅛╠ ↕╣

√⁹< > 

⇒ヘアカラー（酸化染毛剤）は、染料が毛髪中で反応することによって色を定着させるため、一

般的には染めた後に色落ちはしにくいと言われています。ただし、日本ヘアカラー工業会のＱ
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＆Ａに、「アルコール分を多く含んだヘアケア用品を使ったり、染毛後間もない時に汗をかい

たりすると、衣服や枕カバーを汚すことがあります。スポーツで汗をかいた時も同じです

（https://www.jhcia.org/qa/qa05/#02 ）」とあります。使用した育毛剤に含まれるエタノール

などの成分や、染毛後間もない時期に汗をかいたことが影響した可能性があると思われます。 

2.  Ⱬ▪◌ꜝכ╩ ⇔≡⅛┬╣  ₈Ⱬ▪◌ꜝכ╩ ⇔√≤↓╤ ⌂≥⅜⅛┬╣≡⇔╕∫√⁹

⌐ ⇔⁸ ∆╢╕≢─ ⁸ ╩ ╪≢⇔╕∫√⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔ √≤↓

╤⁸ ─ ™⌐│ ∂╢⅜⁸ ⌐│ ∂╠╣⌂™≤ ╦╣√⁹ ⅜™⅛⌂™─≢

™─ ╩⇔≡╒⇔™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ │ ⅝ ╪≢™⌂™⅜

☿fi♃כ╩ ⇔≡╙╟™⅛⁹< > 

⇒当センターではあっせんや仲裁は行なっておりませんので、製造メーカーとの交渉はできかね

ます。一般的に身体に使用する製品は、個人の体質や体調に起因することも多く、そのような

場合には、製品の欠陥ではないと判断され、製造メーカーに賠償責任が発生しないこともあり

ます。このような説明でよろしければ当センターをご紹介ください。 

20)  その他－2件 

1.  ⌐╟╢♩▬꜠ ╕╡ ─ ™≢  ⁸♩▬꜠⅜ ╕∫√√╘⁸

⌐ ⇔≡ ⇔≡ ∫√⁹ ⅛╠ ∆╟℮⌂ ─ ™⅜∆╢╟℮⌐⌂╡⁸ ─

╖╩ ⁹ ╛ ─ ⁸ ⅛╠╙ ™⅜∆╢╟℮⌐ ∂╢⁹ │ ╩ ⇔≡™

√⅜⁸ ⌂ ⌐≈™≡│⁸ ™ ╦∑≡╙ ⅎ≡ ⅎ⌂⅛∫√⁹↓─√╘⁸≥─╟℮⌂

⅜ ↕╣√⅛│╦⅛╠⌂™⁹ │ ⌐ ⇔≡╙╠∫√⅜⁸ ™│⌂ↄ │⌂

™≤─ ≢№∫√⁹ │ ™╙ ─ ╖╙ ╠™≢⅝√⅜⁸ ⅜ ≈≤ ™│ ⅎ╢─⅛⁹

< > 

⇒臭いの原因がわかりませんので明言はできませんが、一般的に、臭いは発生源が無くなれば、

換気することによって弱まり、やがて消えていきます。臭いがする間はできるだけ換気を心掛

けてください。また、体調不良については、症状が続くようであれば医師に相談されることを

お勧めします。 

2.  ─ ≢ ⅜  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ─ ⌐ ╣╢ ╩ ⇔⁸

⇔√≤↓╤ ⅜ ₁⌐⁸ ≢ ↄ╠™ ╪≢⇔╕∫√⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔

√⅜⁸ ─ │≢⅝⌂™≤─↓≤≢ ⇔≡╙╠ⅎ⌂⅛∫√⁹▬fi♃כⱠ♇♩ ⅛╠

│ ⇔≡╙╠∫√⅜⁸ ─ ─ ⅜ ⅝™√╘ ╩⇔≡╙╠™√™⁹ │

⅜ ≤│ ∫≡⌂⅛∫√─≢⁸ │ ≡ ⇔≡⇔╕™⁸ ╪∞ ╙ ∫≡™⌂™⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒製造物に起因する事故で、製造物責任（ＰＬ）法の対象となるような案件の場合、①損害（被

害）が発生したこと、②製造物に何らかの欠陥があること、③損害（被害）が製造物の欠陥に

より生じたこと。を被害者側が立証する必要があります。使用した製品を保管してあれば異常

の有無を調べることができます。また被害状況もそのまま保管して置く必要があります。保管

が難しい場合は写真に残しておく等の処置が有効です。ご相談のケースは、これらが何も残さ

れていません。また、熱帯魚の大量死の原因には環境や水質の変化、病気等様々なものがあり
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ます。お伺いした状況からは客観的な証明が難しく、これ以上の交渉は困難であると思われま

す。なお、報告いただいた情報は、当センターの月報、年報に、情報源が特定されない形で公

表し、情報の共有を図ってまいります。 

21)  オートケミカル－1件 

1.  ☻ⱪ꜠כ╩ ⇔≡  ₃₃ ─ ─ ☻ⱪ꜠כỏỏ╩ ⁸ ⌐ ─

╟℮⌂ ™⅜∆╢╟℮⌐⌂╡ ™⅜ ⅎ⌂ↄ⌂∫√⁹ ⌐│ ™│⌂ↄ⁸ ⌐│

∂⌂⅛∫√⅜ ⅜ ∫≡⅛╠ ℮╟℮⌐⌂∫√⁹ ⌂ ≢ ™⅜ ⇔≡™╢─≢│⌂

™⅛≤ ℮⅜╦⅛╢⅛⁹╦⅛╠⌂↑╣┌ ™ ─ ╩⇔≡╙╠℮↓≤│≢⅝╢⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の成分や性能・品質などに関する詳細情報は持ち合わせておりません。

また、原因調査や成分分析も行っておりません。まずは、〇〇社にお問い合わせになってみて

はいかがでしょうか。〇〇の表示成分を確認したところ、消臭成分として安定化二酸化塩素と

ありました。一般的に、このタイプの消臭剤は二酸化塩素による臭いの元となる雑菌の除菌、

及び臭い物質の酸化分解により消臭効果を発現します。使用後、二酸化塩素は速やかに分解す

ると思われます。時間が経過してから臭いが発生しているとのことですので、別原因の可能性

もあるでしょう。二酸化塩素は塩素のような刺激臭のある気体です。お伺いした内容からは二

酸化塩素の臭いとは異なっており、臭いの原因についてはわかりかねます。また、当センター

では検査・分析等は行っておりません。独立行政法人 製品評価技術基盤機構の｢原因究明機関

ネットワーク｣(http://www.nite.go.jp/jiko/network/) 、及び独立行政法人 国民生活センタ

ーのウェブサイト(http://www.kokusen.go.jp/test_list/) に、商品テストを実施する機関の

リストが掲載されていますので、ご参照ください。なお、検査費用はご自身の負担となり、一

般に、対象成分が特定できないまま漠然と分析するのは極めて困難と思われます。 

22)  パーマ液－1件 

1.  Ɽכⱴ ⅜ ⱴ☻◒⌐ ⇔≡  ₈ ≢⁸⅔ ⌐ ⅜ ⇔√ ⱴ☻

◒╩⇔≡╙╠™ ╩⇔≡™╢⁹ ⁸Ɽכⱴ ⌐Ɽכⱴ ⅜ ⱴ☻◒⌐ ⇔⁸∕─

╕╕ ╩ ↑√≤↓╤⁸ ⅜ →≡ ⌐ ╩ ╦∑≡⇔╕∫√⁹ ⱴ☻◒─

⌐ ⇔√⅜⁸ ╙ │⇔≡ↄ╣⌂™⁹Ɽכⱴ ⅜≈™√∞↑≢ ╩ ℮╒≥⌐⌂╢─│

≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ─ ⅛╠ ↑≡™╢⁹ ⌐ ─ │№╢⅛⁹╕√⁸

─ ─ ≤⌂╢⅛⁹< > 

⇒過去事例を確認しましたが、同様の事例はありませんでした。一般的に、パーマ剤の第１剤と

第２剤を混合すると、第１剤中の還元性物質と第２剤中の酸化性物質が反応して発熱し、場合

によってはかなりの高温となることが考えられます。日本パーマネントウェーブ液工業組合の

「パーマ剤の使用上の注意自主基準」の注意表示には、「第１剤と第２剤を混合しないでくだ

さい。発熱して危険です」との項目があります（http://www.perm.or.jp/01/siyoujyou.pdf ）。

使用されたパーマ剤に記載されている使用上の注意を確認されるとよいでしょう。マスクの欠

陥によるものではなく、施術に関わる役務上の問題である可能性が高いように思われます。 
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23)  ヘアケア品－1件 

1.   ○ꜞ☺♫ꜟ◦ꜗfiⱪכ╩ ⇔≡  ○ꜞ☺♫ꜟ◦ꜗfiⱪכ─

╩╙╠™⁸ ─℮∟ ⇔≡╟⅛∫√─≢⁸ ╩ ⁹ ─ │ ≤ ⅜

℮╟℮⌐ ∂√─≢⁸ │ ╩ ⇔√ ╟╡│⅛⌂╡ ⌂™ ╩ ⇔√⁹∕─ ⌐

⅜ ↄ⌂╢⁸ ─ ⅜↕↕ↄ╣╢⌂≥─ │ ∂≡™√⅜◦ꜗfiⱪכ⅜ ≤│ ∫≡™⌂

⅛∫√⁹ ⌐ ≤ ∂ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ⅜ⱥꜞⱥꜞ⇔ ↄ

╩╙∫√╟℮⌐⌂╡⁸ ─ ╩ ≡◦ꜗfiⱪכ ⅜ ╣√ ⅜ ↄ⌂∫≡™╢↓≤╩ ⇔

√⁹ ⌐ ⇔⁸ ≤─ ⁹ ╩ ↕╣√⅜ ↄ≡⌂⅛⌂⅛≈↑╠╣⌂⅛∫√⁹

⁸ ─ ⌐ ⇔√⅜╛│╡ ≤─ ≢⁸◦ꜗfiⱪכ≢≤ ╦╣⌂⅛∫√╠ ≤

╦╣╢ↄ╠™─ ≤ ╦╣√⁹ ─ ─ ⌐◦ꜗfiⱪכ─ ╩ ≡╙╠∫√⅜⁸

≢│↓─╟℮⌂ │≢⌂™⁸ ─ ⅜ ─╟℮⌐ ╦╣╢≤─↓≤⁹ ─

─ ⁸ ╛ ─ ⅜ ─ ≢ ╦╣≡™╢╟℮⌐Ⱡ♅Ⱡ♅⇔√ ∂⁹ ≢

∫≡⁸╛∫≤◘ꜝ◘ꜝ⌐⌂∫√⅜⁸ ─ ╩ ≢ ∫≡⁸ ∫√ ╩ ⅔℮≤ ⌐ ╠∆≤Ⱡ♅

Ⱡ♅⇔√ ∂⌐⌂╢⁹ ─Ⱡ♅Ⱡ♅╙Ɫfi♪♁כⱪ≢│ ∟⌂™⁹╕∞⁸ ⅜№╡⁸ ╩⇔≡

™≡ ⅜ⅎ╡╩℮∫√ ⌐⁸ ─ ⅜ ╣≡™√ ⌐ ⅜№√╢≤ⱥꜞⱥꜞ⁸☼◐☼◐∆╢⁹ ₁

⌐ ⇔≈≈№╢⅜⁸ ⅜ ╢⅛╙ ╣∏ ≢№╢⁹ ⇔√ ⌐│ ─↓≤│ ⇔

≡™⌂™⁹ ─ ≢ ⇔ ≡╙℮╛╗╛⌐↕╣╢─≢│≤ ∫≡™╢⁹ ─ ╩

⇔≡ ╩ ⅛╘√™⁹╕√⁸Ⱡ♅Ⱡ♅ ╩ ╢ ╩ ╡√™⁹ ☿fi♃

│כ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般的に身体に使用する製品は、個人の体質により合う、合わないがあり、製品に問題がなく

ても皮膚トラブルを生じることがあることが知られています。しかし、シャンプーに使用され

ている成分で、お伺いしたほどの皮膚トラブルの事例は聞いたことがありません。皮膚に残る

ネチネチ感についても、どのような現象かが明らかでないため、対処方法についてもわかりか

ねます。お伺いした話からは、重い皮膚トラブルと思われますので、美容室に連絡して、今の

状態を確認してもらうとともに、治療費等の負担についても相談されてはいかがでしょうか。

消費生活センターから当センターを紹介されたとのことですが、当センターでは製品分析も仲

介・あっせんも実施しておらず、これ以上の対応はできかねます。消費生活センターであれば、

分析やあっせんが可能な場合もありますので、再度、消費生活センターにご相談されてはいか

がでしょうか（※当センターから、消費生活センターに事情を説明し、消費生活センターで対

応して頂くこととした）。 

24)  ワックス－1件 

1.  ꞉♇◒☻◦כ♩≢◦♇◒Ɫ►☻ ╩  ◦ꜛ♇ⱪ₃₃≢ ⇔√꞉♇◒☻◦

╩♩כ ⇔√≤↓╤◦♇◒Ɫ►☻ ╩ ⇔√⁹₃₃⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ─꞉♇◒☻

╩ ↕╣ ∫≡╖√⅜ ⅜⌂⅛∫√⁹ │ ™ ≢ ╙ ╪≢™╢√╘⁸꞉ ♇◒

☻ ⅜ ╕≢ ╖ ╪≢⇔╕∫≡™≡ ≢⅝⌂⅛∫√─⅛╙ ╣⌂™⁹ ─ ꞉♇◒

☻╩ ╡⇔≡⁸ ≥⅛℮⅔╕⇔≡⇔◓fi▫♥כ◖╩ ™⁸ √⌐ỏỏ ─ ꞉♇◒☻ẽ

ẽ╩ ⇔√⁹⇔⅛⇔⁸↓─꞉♇◒☻⅛╠◦♇◒Ɫ►☻ ─ ⅜ ↕╣⌂™⅛

≢№╢⁹ ∫≡╙ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣
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√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の配合組成等の詳細情報は持ち合わせておりません。△△社に直接お

問い合わせください。シックハウス症候群については、厚生労働省がその原因となり得る１３

種類の化学物質について室内指針値を公表しています

（http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/situnai/sickindex.html ）ので、これら１３物質の

放出の有無を確認されるとよいでしょう。 

25)  医薬品－1件 

1.  ⅜ ⌐≈™≡  ╒≥ ⌐⁸ ⌐ ℮ ╩ ≢ ∫≡⁸∕

─╕╕ ─ ╡╩ ∫≡⇔╕∫√⁹ ─ ⅜ ⌐ ∫√╟℮≢⁸ ╛ ⌐ ⅜№╢⁹

◌ ─ ⌐ ⇔√⅜ │ ⌂⇔∞∫√⁹ │ ™≡⅔╡⁸ ─ ≢ ⅜

∫≡™╢╟℮⌐ ∂╢⁹≥℮⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒お伺いした話からは、問題と思われる化学物質が特定できず、当センターとしては回答しかね

ます。また、唇や舌の違和感については、センターは医療機関ではありませんので、医学的な

判断はできません。再度、医療機関にご相談ください。 

26)  家電製品－1件 

1.  ╩ ⇔√ ≢  ₈ ⁸ ⌐►▬ꜟ☻╩ ∆╢ ⅜

№╢≤™℮ ₃₃⅜ ↕╣√⁹ ≢⁸ ─ ≢ ⇔√

╩ⱨ▫ꜟ♃כ⌐ ↕∑⁸∕↓⌐ ╩ ⇔≡►▬ꜟ☻╩ ∆╢ ╖─ ≢

№╢⁹ ↕╣≡ ﬞ ↄ╠™ ∫√ ⅛╠⁸ ╩ ∆╢⌂≥⇔≡ ≤⌂∫√⁹

⁸ ─╟℮⌂ ≢ ╙ ⌐ ≢№╢⁹ ⁸ ≢◖꜡♫►▬ꜟ☻

≤⇔≡ ↕╣≡™√ ─ ⅜ ↕╣√≤─ №∫√↓≤⅛╠⁸

─ ╙ ⌐ ↕╣√ ⅜ ≢│⌂™⅛≤ ℮╟℮⌐⌂∫√⁹ ⱷכ

│⌐כ◌ ⇔≡™⌂™⅜⁸ ╩ ⇔√↓≤≢ ─ ⌐⌂∫√≤─ │

№╢⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ⌐ ─ │№╢⅛⁹<

> 

⇒次亜塩素酸水を加湿器で使用して体調不良になったとの相談は寄せられていますが、お問い合

わせの空気清浄機タイプの製品での相談はありません。一般情報として、新型コロナウイルス

に関連して厚生労働省は、「人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用

することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていま

せん」としています

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html ）。ただし、経済産

業省、消費者庁、厚生労働省の連名で出されている文書、「次亜塩素酸水」の使い方・販売方

法等について（製造・販売事業者の皆さまへ）

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013 -5.pdf ）によると、「電

気メーカーなどが製造する、次亜塩素酸を含む溶液を一種のフィルターとして用いる空気清浄

装置は（いわゆる「通風」方の機器）は、「空間噴霧」とは異なるものです」とあります。ま

ずは製造メーカーに連絡をするようアドバイスされてはいかがでしょうか。 
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27)  乾燥剤－1件 

1.  ◦ꜞ◌◕ꜟ ╩ ꜠fi☺⌐⅛↑√╠  ₈ ╩ ∫√◦ꜞ◌◕ꜟ ╩ ⇔

╟℮≤⇔≡⁸ ꜠fi☺⌐⅛↑√╠◦ꜞ◌◕ꜟ─ ⅜ ⇔√⁹ ꜠fi☺─ │╟ↄ ⅝

∫√⅜⁸ ⅛⌐◦ꜞ◌◕ꜟ⅜ ∫≡™╢⅛╙⇔╣⌂™⁹↓─╕╕ ꜠fi☺╩ ∫≡™≡

⇔√◦ꜞ◌◕ꜟ⅜ ↕╣≡ ∆╢╟℮⌂↓≤│⌂™⅛₉≤™℮ ╩ ↑≡™╢⁹≥℮⌂─

∞╤℮⁹< > 

⇒事故原因は電子レンジにかけることによって、シリカゲル粒子に含まれる水分が急激に加熱さ

れて気化し粒子を膨張させたことによるものと思われます。シリカゲル自体は不燃性であり発

火するようなことはありません。 

28)  身体洗浄剤－1件 

1.   Ɫfi♪♁כⱪ≢ ╣  ₈ ⌐ ≤⇔≡▬♁ⱪ꜡Ⱨꜟⱷ♅ꜟⱨ▼ⱡכꜟ⅜        

↕╣√Ɫfi♪♁כⱪ≢ ⅜ ↑╢╒≥⌐ ╣⇔√↓≤⅜№╡⁸ ≢ ⅜

↕╣√ │ ⇔⌂™╟℮⌐≤ ╦╣√⁹∕╣ ⁸▬♁ⱪ꜡Ⱨꜟⱷ♅ꜟⱨ▼ⱡכꜟ⅜

↕╣≡™⌂™ ╩ ╪≢ ∫≡™╢⁹▬♁ⱪ꜡Ⱨꜟⱷ♅ꜟⱨ▼ⱡכꜟ⅜ ↕╣≡™⌂™↓

≤╩ ⇔≡ ∫≡™√ Ɫfi♪♁כⱪ─ ╘ ⅎ╩⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔≡

⇔√≤↓╤ ╣╩ ↓⇔√⁹∕↓≢⁸ ╘ ⅎ ─ ╩ ⇔√≤↓╤⁸▬♁ⱪ꜡Ⱨꜟⱷ

♅ꜟⱨ▼ⱡכꜟ⅜ ↕╣≡™√⁹ ╘≡⁸ ⱷכ◌כ─►▼Ⱪ◘▬♩ ╩ ╢≤⁸

≤⇔≡ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ╩ ≤⌂∫≡⅔╡⁸ ≤ ╦⌂™⁹ ↕╣√

─⌐►▼Ⱪ─ ⅜ ↕╣≡™⌂™─≢│⌂™⅛⁹ │ ╣⇔≡∆←⌐ ╩

⇔√√╘⁸ ⌐ ∆╢↓≤⌂ↄ ⇔√⅜⁸ ⌐ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™─

│ ≢│⌂™⅛≤ ℮⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ─ │ ↑ ↑≡╙╠ⅎ√

⅜⁸ ⅜ ↕╣≡™⌂⅛∫√↓≤⌐≈™≡│ ╙ ↕╣∏ ≢№╢₉≤─ ╩ ↑

≡™╢⁹ ☿fi♃כ⅛╠ ⱷכ◌כ⌐ ─ ∟╩ ⅎ⁸ ─ ╩∆╢╟℮⌐

∆╢≈╙╡≢№╢⅜⁸ ⅛▪♪Ᵽ▬☻│№╢⅛⁹< > 

⇒相談者の方が、ご自身に合わない成分を避けるように注意していたにもかかわらず、情報が更

新されていない間違った情報によって、皮膚トラブルが生じてしまったのであれば、製造メー

カーや販売店に責任があります。今回は皮膚科に受診されることなく回復されていますので、

製品による皮膚トラブルかどうかはわかりませんが、イソプロピルメチルフェノールは製品の

有効成分でもあり、製品選択の際に重要な情報のひとつです。確認したところ、製造メーカー

のウェブ情報は塩化ベンザルコニウムですが、複数のインターネット通販サイトの製品情報を

みると、塩化ベンザルコニウムとしているものとイソプロピルメチルフェノールとしているも

のが混在していました。配合変更が行われた場合、暫くの間は市場に旧品と変更品が混在しま

すので、情報も混在したものと思われます。貴センターから相談者の気持ちを伝え、事実関係

を明らかにするとともに、早急に正しい情報に統一されるよう依頼されてはいかがでしょうか。 

29)  防蟻剤－1件 

1.  ◦꜡▪ꜞ ⌐  ₈ ﬞ ⌐ ⌐╟╢◦꜡▪ꜞ ╩ ∫√≤↓╤⁸
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⅜∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ⌐ ⇔ √≤↓╤ ⌐ ∆╢╟℮⌐ ╦╣√⁹ ╦╣√

╡⌐ ⇔ ╩ ↑≡™╢⅜⁸ │◦꜡▪ꜞ ⌐ ↕╣√ ⅜ ≢№╢⅛≥℮⅛│

╦⅛╠⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹ ╠⅛─ ╩ √™⅜⁸≥℮∆╣┌ ╩ ≢⅝╢⅛₉

≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⅜╦⅛╣┌ ─ ≤⌂∫√⅛≥℮⅛╦⅛╢⅛⁹<

> 

⇒使用されたシロアリ防除剤に使われている成分がわかれば、その成分の有害性情報をお調べす

ることはできます。しかし、使われた成分と相談者のお体の状態との因果関係は医師の診断と

なります。現在も体調不良が継続しているようであれば、公益社団法人日本しろあり対策協会

が地域ごとに相談窓口（https://www.hakutaikyo.or.jp/madoguchi ）を開設していますので、

対処法等を相談されてはいかがでしょうか。 
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（２） ｢一般相談等｣ 

1)  抗菌剤･除菌剤 

◆ ─ ≤ ⌐≈™≡  ₈ ⌐ ⅎ≡⁸ ╙≢⅝╢≤™℮ ╩

⇔√⁹⇔⅛⇔⁸ ⁸ ─ ╛ ╩ ∆╢ ╩ ⅝∆╢⁹ ─≤↓

╤│≥℮⌂─∞╤℮₉≤™℮ ╩ ↑≡™╢⁹ ↕╣√ │₃₃≢ ⱷכ◌כ│ỏỏ≤⌂∫

≡™╢⁹ ⅛▪♪Ᵽ▬☻│№╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。製品の安全性、効果などは製

造メーカーにお問い合わせください。一般に、次亜塩素酸水は塩化ナトリウムや塩酸の希釈水溶

液を電気分解することで製造されています。別の製造方法として、次亜塩素酸ナトリウムに塩酸

を加えてｐＨを中性～弱酸性に調整することでも次亜塩素酸水を得ることができます。当該製品

は後者の方法によって製造されたものと思われます。どちらの製法でも生成された次亜塩素酸

（ＨＣl Ｏ）は同じ物質です。次亜塩素酸は強い除菌力を持っていますが、有機物に触れると直

ぐに分解してしまいます。このため残留物による毒性はなく、眼や皮膚への刺激性も問題ないと

言われています（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0320 -7i.pdf ）。新型コロナウイ

ルスに対する次亜塩素酸水の効果については、経済産業省の要請で、独立行政法人製品評価技術

基盤機構（ＮＩＴＥ）が中心になって行われた「新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有

効性評価に関する検討委員会」の中で検討され、２０２０年６月２６日にＮＩＴＥ及び経済産業

省より最終報告がありました

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012.html ）、

（https://www.nite.go.jp/information/osirase20200626.html ）。それによりますと、次亜塩素

酸水は新型コロナウイルス対策として、物品の消毒に有効とされています。使用濃度は、拭き掃

除の場合、有効塩素濃度８０ppm以上です。また、手指の消毒は対象外であり、空間噴霧は推奨

されないとされています。詳しくは「新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法（一覧）」

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012 -1.pdf ）、「「次亜塩素酸

水」を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項」

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013 -4.pdf ）をご参照ください。 

◆ ╩ ⇔√ ─ ≤ ⌐≈™≡  ₈ ≢ ◖꜡♫►▬ꜟ☻─

─ꜟⱩכ♥⁸≡⇔≥ ⌐ ─ ⅜ ⇔≡№∫√⁹

╩ ⇔√ ─ ≤ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ∆╢ │≥℮⌂─⅛₉≤─ ™ ╦∑

╩ ↑≡™╢⁹≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒厚生労働省、経済産業省、消費者庁等は、新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法として、

手指の消毒にはアルコール消毒剤か石けん・ハンドソープによる手洗いが、物品の除菌には熱水、

塩素系漂白剤、次亜塩素酸水、新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を含有した家庭用洗剤等

を推奨しています（https://www.meti.go.jp/pr ess/2020/06/20200626012/20200626012-1.pdf ）。

ただし、空間除菌については「消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、これ

が人の眼に入ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある状況での空間噴霧をお

すすめしていません。（空気や環境の表面の除染方法として有効かつ安全な噴霧が科学的に証明
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された事実は確認されておりません）」としています

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/dengue_fever_qa_00001

.html#Q4-5）。参考になさってください。 

他に次亜塩素酸水に関連した一般相談２８件。 

◆ ◄♃ⱡכꜟ ─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≢ ─ ה ⌐₃₃ ─◄

♃ⱡכꜟ ỏỏ╩ ⇔√⁹◄♃ⱡכꜟ │ ↄ╠™≢⌂™≤ ⅜⌂™≤ ™

≡™╢⅜⁸ ⌐ ⅜⌂™⁹ ⌐│ ─ ≤№╢⅜ ∫≡╙╟™╙─∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒〇〇社のＨＰに掲載されている製品情報を見ると、△△はベンザルコニウム塩化物を有効成分と

して、他成分としてエタノールを含有する手指消毒剤のようです。エタノールを薬機法上の有効

成分としていないためエタノール濃度は表示されていません。ＨＰの製品情報には「製品にはエ

タノールが５５．５w/v％配合されており、これを体積パーセントで表すと６５vol ％に相当しま

す」との記載があり、エタノール濃度は６５vol ％であることがわかります。厚生労働省は、新

型コロナウイルスの流行に伴う消毒用エタノールの品不足に鑑み、エタノール濃度が原則７０～

８３vol ％であり（無い場合は６０vol ％台でも可）、メタノールを含有しないものであれば、医

薬品または医薬部外品としての認可を受けていないものであっても手指の消毒に使用できると

しています（https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000624086.pdf ）。これらの情報から、

新型コロナウイルス対策として手指の消毒用に使用できるものと思われます。○○社にご確認の

上でご使用になってはいかがでしょうか。 

◆ ◄♃ⱡכꜟ─ ┼─ ⇔ ⅎ⌐≈™≡  ₈ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ≤⇔

≡ ◄♃ⱡכꜟ╩ ⇔√⁹ ─√╘ ↑ ⇔√™⅜ ⅜ ≢⅝⌂™

≢№╢⁹ⱳfiⱪ♃▬ⱪ─Ⱳ♦▫♁כⱪ≢№╢₃₃─ ╩ ⇔√™⅜≥℮⅛₉≤─ ╩

↑≡™╢⁹ ⇔ ⅎ≡ ⇔≡╙ │⌂™⅛⁹< > 

⇒製品の容器は内容液の特性や用途に合わせて、使用時だけでなく保管時にも安全性が保たれるよ

うに設計されています。一般的には専用容器以外への移し替え使用はお勧めできるものではあり

ません。〇〇の容器材質は、ボトル本体はポリエチレンでポンプ部分はポリエチレンとポリプロ

ピレンです。どちらもアルコールに対しての耐性があり、材質としては問題ありません。ただし、

ボディソープとエタノールでは内容液の性状が異なるため、ポンプ容器としての機能が損なわれ

てしまう、また、保管時などに漏れて付着した物品に影響を与えるなどの問題が生じる可能性が

あります。 

他に消毒用エタノールに関連した一般相談２０件 

◆ ☻ⱪ꜠כ─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ≤⇔≡⁸►▬ꜟ

ה☻ ─ ≤ ↕╣≡™╢ ☻ⱪ꜠כ╩♪ꜝ♇◓☻♩▪≢ ⇔√⁹╕≤╘ ™╩⇔

√╙── ⌐►▬ꜟ☻⌐ ⅜№╢⅛ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi

╠⅛כ♃ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の性能・品質、安全性などに関する詳細情報は持ち合わせておりませ

ん。二酸化塩素の持つ殺菌効果はよく知られていますが、家庭用の二酸化塩素製品は医薬品とし
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ての認証を受けているものではなく、あくまでも雑貨品として売られているものです。製品の性

能や品質等については製造メーカーにお問い合わせください。なお、独立行政法人国民生活セン

ターが５月１５日に報道発表した「除菌や消毒をうたった商品について正しく知っていますか？

－新型コロナウイルスに関連して－」によると、「二酸化塩素は、新型コロナウイルス対策とし

て消毒に活用することの有効性については、現時点では確認されておりません」とされています。 

他に二酸化塩素系除菌剤に関連した一般相談８件 

◆ ♫♩ꜞ►ⱶ─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ≤⇔≡⁸ ⅜

♫♩ꜞ►ⱶ≢ ⅜ ▪ꜟ◌ꜞ ─ ╩ ⌐ ╣≡ ⇔≡™╢⁹ ⁸

≢≤⌂☻כꜙ♬≡™≈⌐ ╡ →╠╣≡™╢⅜⁸ ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ⌐ ⇔√ ─

╛ │≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒次亜塩素酸ナトリウムを噴霧することについては、厚生労働省の令和２年５月４日の事務連絡

「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」

（https://www.mhlw.go.jp/content/000627656.pdf ）において「次亜塩素酸ナトリウム液を含む

消毒薬の 噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと」

と噴霧による使用を禁止しています。直ちにおやめください。 

◆ ♫♩ꜞ►ⱶ☻ⱪ꜠כ╩ ⌐ ≢⅝╢⅛  ₈ ─ ⌐

♫♩ꜞ►ⱶ☻ⱪ꜠₃₃כ╩ ⇔√⅜ ─ ⌐ ┼─ │ ↕╣≡™⌂™⁹ │

♫♩ꜞ►ⱶ ⁸ │ ▪ꜟ◌ꜞ ≢№╢⁹ ⌐ ⇔≡╙╟™⅛₉

≤─ ╩ ↑≡™╢⁹≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒安定型次亜塩素酸ナトリウムというのは、学術的に定義された名称ではなく、特定の製品につい

て、製造メーカーが独自に命名した名称のようです。その内容や特性に関して、当センターは何

ら情報を持ち合わせておりません。詳細は製造メーカーに直接問い合わせるよう伝えられてはい

かがでしょうか。新型コロナウイルスの感染症の感染予防について、厚生労働省は手指について

は石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒を推奨しています

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001

.html ）。併せてご案内されるとよいでしょう。 

他に次亜塩素酸Ｎａに関連した一般相談４件 

◆ ⌐≈™≡  ₈▬fi♃כⱠ♇♩ ≢Ɫfi♦▫♃▬ⱪ─ ╩

⇔√⁹ ≥⅔╡⌐ ∫√⅜⁸ ⅛╠│ ─╟℮⌂ ™⅜∆╢⁹ ⌐

⅜≢⅝≡™╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ │⁸ ⌐ ─№╢ ⌐ ⇔ ≡

⌐ ∂≡ ∫≡⅔╡⁸ ⌐ ⅜ ↓∫≡™╢ ≢│⌂™⁹∕∟╠≢ ≢⅝╢⅛⁹<

> 

⇒インターネット販売サイトに掲載されている当該製品の情報をみたところ、当該製品は「電解次

亜水」の生成器です。「電解次亜水」は塩化ナトリウムの希釈水溶液を一室型電解層で電気分解

した際に生成するｐＨ７．５以上の電解水です。電気分解された際に陽極では次亜塩素酸が生成

しますが、液性がｐＨ７．５以上であるため、ほとんどは次亜塩素酸イオンとして存在していま
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す。このため、「電解次亜水」は次亜塩素酸ナトリウムの希釈液とほぼ同等のものと見なされて

います。販売サイトの情報では、電解次亜水と次亜塩素酸水が一部混同して表現されており分か

りにくくなっているようです。 

◆ ▪ꜟ◌ꜞ ─ ⌐≈™≡  ₈ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ⌐♥꜠ⱦ◦ꜛ♇Ⱨfi

◓≢ ה ⅜№╢ ─▪ꜟ◌ꜞ ₃₃╩ ⇔√⁹ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐

∆╢ │≥℮⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⅜ ☿fi♃⁹⅛╢⅛╦≢כ<

> 

⇒アルカリ電解水とは、塩化ナトリウムなどの電解質の水溶液を電気分解した際に、陰極側で得ら

れるｐＨ１０以上の電解水のことであり、電解質由来のナトリウムイオンと水が電気分解されて

生成した水酸化物イオンにより、約０．２％程度の水酸化ナトリウム水溶液となっています。油

脂等の有機物汚れに対して洗浄力があることから、掃除用の洗浄剤として使われています。また、

除菌剤成分は含まれていませんが、液性が強いアルカリ性のため、雑菌等に対して一定の除菌力

があると考えられます。ただし、当該製品は雑貨品であり、用途は物品の洗浄・除菌で手指の消

毒には適しません。雑貨品のため、特定のウイスルに対しての効果を謳うことは認められていま

せん。また、現在までに、公的機関等でアルカリ電解水の新型コロナウイルスに対する有効性を

検証した情報はありません。新型コロナウイルス対策ということでなく、一般的な除菌・洗浄に

お使いになるとよいでしょう。なお、新型コロナウイルスの感染予防対策として、厚生労働省・

経済産業省・消費者庁特設ページを開設し、「厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイ

ルスの消毒・除菌方法についてまとめました」に、新型コロナウイルスに有効性が認められてい

る物質とそれぞれの使用法を掲載しています。身近にある製品で予防対策が期待できることを情

報としてお伝えられてはいかがでしょうか

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html ） 

◆ ▪ꜟ◌ꜞ ─ ⌐≈™≡  ▪ꜟ◌ꜞ ≤│≥℮™℮╙─⅛⁹╕√⁸ │№

╢⅛⁹ ≢ ─ ⌂≥⅛╠ ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ⌐≈™≡ ↕╣╢↓≤

⅜№╢⁹ ─ │ ⇔≡™╢⅜⁸▪ꜟ◌ꜞ ─ ⅜⌂

™─≢ ⇔√™⁹< > 

⇒掃除用に販売されているアルカリ電解水は少量の食塩等（重曹やカリウム塩が用いられることも

ある）を含む水溶液を、二室型または三室型と呼ばれる電解装置で電気分解した際に陰極側に生

成するもので、約０．２％程度の水酸化ナトリウム水溶液になっているものが多いようです。ｐ

Ｈ１２～１３とアルカリ性であり、油脂等の有機物汚れに対して洗浄力があることから、掃除用

の洗浄剤として使われています。また、除菌剤成分は含まれていませんが、液性が強いアルカリ

性のため、雑菌等に対して一定の除菌力があると考えられます。ただし、雑貨品になりますので、

病原性のある特定のウイスル等に対しての効果を訴求することは認められていません。また、現

在までに、公的機関等でアルカリ電解水の新型コロナウイルスに対する有効性を検証した情報は

ありません。新型コロナウイルス対策ということでなく、一般的な除菌・洗浄にお使いになると

よいでしょう。ＮＩＴＥの情報はご存じとのことですが、家庭用洗剤に配合されている界面活性

剤の中に新型コロナウイスに有効なものが見出されており、その界面活性剤を含有する洗剤が

「新型コロナウイルスに有効な界面活性剤が含まれる製品リスト



☿fi♃כ            ─  

                                     ₈ ₉ 

 

- 77 - 

 

（https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html ）」としてウェブサイトに

掲載されています。特別な製品でなくとも、身近にある製品で予防対策が期待できることを伝え

られてはいかがでしょうか。 

◆ ○♂fi ─ ⌐≈™≡  Ⱳ♇◒☻⌐☻ⱴⱱ⌂≥╩ ╣≡⁸ ≤○♂fi≢ ∆╢

╩▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√⁹ ╩ ∆╢≤⁸○♂fi ⅜ ≤№╡

™⁹ ⌐ ∆╢╙─≢│⌂™⅜⁸ ─Ⱳ♇◒☻─ ⌐╟∫≡│○♂fi⅜ ╣ ∆↓≤

⅜⌂™⅛ ≢№╢⁹↓─╟℮⌂ ─ │≥℮⌂─⅛⁹™╤™╤⌂ ⌐ ⇔√⅜≥↓╙

⌂ ╩⇔≡ↄ╣⌂⅛∫√⁹ ☿fi♃⁸│כ ⇔√ ─ ≢ ↕╣√⁹<

> 

⇒当センターでは個別の製品の性能・品質、安全性などに関する詳細情報は持ち合わせておりませ

ん。製造メーカーにお問い合わせください。因みに、オゾンは酸素原子３つからなる、特有のニ

オイを持つ気体です。強い酸化力を持ち、水や空気の浄化・殺菌、脱色、有機物除去など広い分

野で使われています。吸入毒性が高く、高濃度のオゾンを吸い込むと危険であり、労働環境とし

て許容できる濃度は０．１ｐｐｍとされています。オゾンは非常に不安定な物質であり、空気中

でも数時間で分解し、酸素に変化してしまいます。しかしながら、７．０６ｐｐｍはかなりの高

濃度ですので、製造メーカーに安全対策等についての説明を求めて、納得の上でご使用になって

はいかがでしょうか。 

◆ ○♂fi ─ ⌐≈™≡  ₈ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸○♂fi ─ ╩

⇔≡™╢⁹ ╛ ┘ ─ⱳ▬fi♩⌐≈™≡ ⅎ≡╒⇔™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

☿fi♃כ╩ ⇔≡╙╟™⅛⁹< > 

⇒当センターをご紹介いただいて結構です。オゾンは強い酸化力を持つ気体で、高濃度では猛毒で

あることが知られています。日本産業衛生学会が勧告している作業環境の許容濃度は０．１ｐｐ

ｍ（０．２ｍｇ／ｍ３）です。新型コロナウイルスに関連して厚生労働省は、「新型コロナウイ

ルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）」において、

「人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付

着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません」としています

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html ）。当センターからは

これらの情報をお伝えいたします。 

◆ ○♂fi─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ≢

○♂fi ╩ ⇔√⁹↓╣╩ ⌐ ⇔√™≤ ⅎ≡™╢─∞⅜⁸○♂fi─ ⅜№

∫√╠ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒オゾンは強い酸化力を持つ気体で、高濃度では猛毒であることが知られています。日本産業衛生

学会が勧告している作業環境の許容濃度は０．１ｐｐｍ（０．２ｍｇ／ｍ３）です。新型コロナ

ウイルスに関連して厚生労働省は、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働

省・経済産業省・消費者庁特設ページ）」において、「人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商

品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあること

から推奨されていません」としています

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html ）。ご使用は控えられ



☿fi♃כ            ─  

                                     ₈ ₉ 

 

- 78 - 

 

た方がよいと思います。 

◆ ⌐ ∆╢◒ꜞ♇ⱪ♃▬ⱪ─ ─ ⌐≈™≡  ╛Ᵽ♇◒ ⌐ ╡ ↑

╢◒ꜞ♇ⱪ♃▬ⱪ─ ⌐╟╢ ₃₃╩ ⇔√⅜⁸ │≥℮⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の安全性の詳細情報は持ち合わせておりませんので、製造メーカーに

お問い合わせください。二酸化塩素系除菌製品で〇〇と同様なメカニズムと思われる製品に首か

らぶら下げるタイプがあります。このタイプについては、２０１３年に独立行政法人国民生活セ

ンターが「首から下げるタイプの除菌用品の安全性－皮膚への刺激性を中心に－」

（http://www.kokusen.go.jp/pdf/n -20130430_1.pdf）という報道発表をしています。その中で、

これらの製品の中には、使い方によっては化学やけど等を起こすおそれがあるものがあり、使用

に際し注意をするように呼び掛けています。参考になさってください。 

◆ ♅♃fi♥♇◒☻─ ⌐≈™≡ ─כ◦◒♃₈  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸ ╩╕╢

↔≤ ≢⅝╢≤™℮♅♃fi♥♇◒☻◖כ♥▫fi◓╩ ⇔≡™╢⁹ ⌐≈™≡│⁸

⅛╠ ╩⇔≡╙╠℮↓≤⌐⌂∫≡™╢⅜⁸ ⌐ ╠⅛─ ⅜№╣┌ ≡⅔⅝√™₉≤─

כ◦◒♃╩ ─ ⅛╠ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃⁹⅛╢⅛╦≢כ< > 

⇒センターでは、個別の製品に関する情報は持ち合わせておりません。施工業者または使用される

製品の製造メーカーに納得がいくまで問い合わせるとよいでしょう。尚、新型コロナウイルスに

有効な殺菌剤・除菌剤については、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働

省・経済産業省・消費者庁特設ページ）」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html ）にまとまった情

報が掲載されています。しかし、当該製品に使われていると思われる酸化チタンについての情報

はありません。 

◆ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─  ≢№╢⅜⁸Ⱬ♇♪○ⱨ▫☻⅛╠ ─

╩ ℮╟℮⌐ ╘╠╣≡™≡⁸ ⅛≈ ⌂ ╩ ⇔≡™╢⁹₃₃ ⅜ ⇔≡™╢⁸

≤⇔≡ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ╩ ∆╢ ỏỏ╩⁸ ─ ≢ ∆╢↓≤╩

⇔≡™╢─∞⅜⁸↓─ ─ ≤ │ ∞╤℮⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の効果・効能や安全性についての詳細情報は持ち合わせておらず、お

答えしかねます。界面活性剤の新型コロナウイルスに対する有効性については、経済産業省が情

報提供しており、塩化ベンザルコニウムは０．０５％以上の濃度で有効とされています

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012.html ）。しかし、厚生労働

省・経済産業省・消費者庁特設ページによると、室内などの空間のウイルス対策はこまめに換気

を行うこととされており、人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用する

ことは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されておりません

（https://www.mhlw.go .jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html ）。 

◆ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ⇔≡⁸ ≤⇔≡ ♫♩ꜞ

►ⱶ╩ ∆╢ ─ ╩ ↑≡™╢⁹ ≢│ ⅜⌂™─≢ ☿fi♃כ╩

⇔≡╙╟™⅛⁹< > 
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⇒当センターをご紹介いただいて結構です。ただし、当センターでお答えできるのは有効成分であ

る亜塩素酸ナトリウムに関する情報です。個別の製品の性能・品質や安全性に関しては、製造メ

ーカーに直接お問い合わせ頂くことになります。 

◆ ⌐╟╢ ─ ⌐≈™≡  ₈ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸ ╩

≤⇔√ ≢ ─ ╩⇔╟℮≤ ℮⅜ ─ │⌂™∞╤℮⅛₉≤─

╩ ↑≡™╢⁹≥℮⌂─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒空間除菌については「消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、これが人の眼

に入ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある状況での空間噴霧は推奨されて

おりません。（空気や環境の表面の除染方法として有効かつ安全な噴霧が科学的に証明された事

実は確認されておりません）」としています

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001

.html#Q4-5）。当センターとしてもいずれの除菌剤も空間除菌目的での使用はお勧めできません。 

◆ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ⌐≈™≡  ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ│ ─ ⅛⁹< > 

⇒塩化ベンザルコニウムは陽イオン界面活性剤の一種で合成界面活性剤です。水溶液は日本薬局方

収載医薬品で逆性石鹸として殺菌・消毒用に用いられています。 

◆ ⌐╟╢ ⌐≈™≡  ⌐⁸ ⌐ ⅛⇔≡ ℮ ♃▬ⱪ─ ─

╩ ⇔≡™╢⁹ │☺◒꜡꜡▬♁◦▪♯ꜟ ♫♩ꜞ►ⱶ≢⁸ ⌐ ⅛⇔√ │ ⅝⌐

⇔√╡⁸ ⌐ ╣≡ ⌐ ⇔√╡≢⅝╢≤─↓≤⁹ ⌂≥≤⇔≡ ╦╣

≡™╢ ♫♩ꜞ►ⱶ│ ⌐ ∆╢≤ ≢№╢≤ ╦╣≡™╢⅜⁸↓─ │

⌂─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の性能・品質や安全性などに関する詳細情報は持ち合わせておりません。

製品の安全性については製造メーカーに直接お問い合わせください。一般的に、次亜塩素酸ナト

リウムは不安定で分解しやすい性質があるため、液性をアルカリ性にして安定化して使用されて

います。このため、目や皮膚に対する腐食性が高く、空間除菌は危険です。一方、ジクロロイソ

シアヌル酸ナトリウムは水に溶かすと次亜塩素酸が生成し、液性は中性なので次亜塩素酸水とな

ります。次亜塩素酸水は有機物に触れると容易に分解してしまうので残留性がなく、目や皮膚に

対する刺激性が低く、安全性が高いと言われています。新型コロナウイルスに対する次亜塩素酸

水の効果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）が中心になって評価検討

が行われていますが、５月２９日の中間報告では有効性判断に至っておらず、引き続き検証試験

を実施するとされています（https://www.nite.go.jp/information/osirase20200529.html ）。ま

た、同日報告されたファクトシートで、次亜塩素酸水による空間除菌については有効性や安全性

を検証するにあたり、確立された評価方法がないことや、消毒剤による噴霧や燻蒸は推奨されな

いとする世界保健機構（ＷＨＯ）等の衛生当局の見解を紹介しています

（https://www.nite.go.jp/data/000109500.pdf ）。 

◆ ⌐╟╡ ╩ ∆╢ ─ ⌐≈™≡  │ ≢№╢⅜⁸ ─

≢ ╩ ↕∑╢ ╩ ∫≡™╢⁹ ≢↓─ ─ ╩ ∆╢ ⅜№╡⁸ ╠

⅛─ ╩∆╢ ⅜№╢⁹ ⅛╠ ∆╢≤™℮ ─ ╩ ═╣┌╟™─⅛⁹╕
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√⁸ │≥─╟℮⌐⇔≡ ∆╣┌╟™─⅛⁹< > 

⇒過酸化水素の安全性情報であれば、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に掲載されている安

全データシート（ＳＤＳ）が参考になるでしょう

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/7722 -84-1.html ）。ただし読み込むには専門的な

知識が必要です。また、ＳＤＳに掲載されている情報はハザードデータと言ってその化学物質が

潜在的に有している危険有害性情報であり、その化学物質を利用した製品の安全性は暴露量（実

際にヒトの体内に取り込まれる量）との関係で決まります。本件の場合、当該装置の用途や使用

方法、過酸化水素の発生量等が重要な要素となります。一般的に製品の安全性については製造メ

ーカーが責任を持つものであり、詳細な情報を持っていると思います。装置の製造メーカーにお

問い合わせになって詳しい説明を受けると同時に、安全性についての見解を確認されてはいかが

でしょうか。 

◆ ▬○fi─ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ∆╢ ⌐≈™≡  ₈ ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ─

√╘⌐ ─ ה ╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ◄♃ⱡכꜟ⅜ ≢⅝⌂™⁹ ▬○fi╩ ≤

⇔√ │ ⅜№╢⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ▬○fi─ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ∆╢

│≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒銀イオンは安全性が高く、抗菌効果があることも知られていますが、新型コロナウイルスの感染

予防に効果があると公的機関が出している情報はありません。新型コロナウイルスの感染予防対

策として、厚生労働省が推奨しているのは、消毒用エタノールと石けん等による手洗いです

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001

. html）。また、２０２０年４月１５日に経済産業省は、独立行政法人製品評価技術基盤機構（Ｎ

ＩＴＥ）の文献調査で、新型コロナウイルスに有効な可能性がある消毒方法として、界面活性剤

（台所用洗剤等）、次亜塩素酸水（電気分解法で生成したもの）、第4級アンモニウム塩を選定し、

これらの消毒方法について、ＮＩＴＥにおいて有効性の評価を実施すると公表しています

（https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200415002/20200415002.html ）。 

─◓fi▫♥כ◖ ◆ ≤ ⌐≈™≡  ─ ≢№╢⁹ ⅛╠⁸

♅♃fi─ ≢ ─►▬ꜟ☻⌂≥─ ⅜≢⅝╢ ╩∆∆╘╠╣⁸ ™╩

⇔≡™╢⁹ ♅♃fi ─►▬ꜟ☻⌐ ∆╢ ╛ │≥℮⌂─⅛⁹ ⅛╠│⁸

⇔≡™╢ⱷכ◌כ │ ⌐ │↕╣≡™⌂™⅜⁸ ⌐╙ ⇔≡™╢ ≢№

╢≤ ╩ ↑≡™╢⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の効果・効能・安全性などに関する詳細情報は持ち合わせておりませ

ん。取引業者を通じて、製造メーカーに効果・効能・安全性などのデータを求めてみてはいかが

でしょうか。一般に、酸化チタンは光触媒活性を持つことが知られており、紫外線が当たると水

と反応して強い酸化力を持つ活性酸素種を生成することが知られています。生成した活性酸素種

の酸化作用で殺菌効果を発現すると言われています。ただし、その効果を応用した製品がどのよ

うな効果・効能を有するかは、個々の製品の設計次第であると考えられます。 

◆ ☻ⱪ꜠כ─ ┼─ ⌐≈™≡  ₈ ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ≤⇔≡⁸ ◄♃ⱡ

⅜ꜟכ ≢⅝⌂™√╘⁸ ⌐╙ ≢⅝╢≤ ⌐№∫√▪Ⱶⱡ ╩ ≤∆╢ ☻

ⱪ꜠₃₃כ╩ ⇔√⁹ ™√ ─ ⌐│ ╛ │⌂ↄ⁸ ╛ ─ ╡∞↑≢№∫√⁹ ⌐
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⇔≡╙ ⅛₉≤ ╩ ↑≡™╢⅜≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒当センターでは、個別の製品の性能・安全性に関する詳細情報は持ち合わせておりません。製造

メーカーにお問い合わせください。〇〇は雑貨品であり、ウイルス対策に手や顔に使用できると

の表示であれば、医薬品等適正広告基準に抵触している可能性があります。ただし、ご覧になっ

た新聞社のウェブの情報を確認したところ、手に使用できるとの表現ではなく、手が触れる場所

に使用できると微妙な表現でした。製品に表示されている用途の範囲でお使いください。新型コ

ロナウイルス感染症については、厚生労働省がウエブサイトで「新型コロナウイルスに関するＱ

＆Ａ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001

.html ）」を掲載して予防法等を発信しています。ご参考になさってください。 

◆ ⌐╟╢ ⌐≈™≡  ╩ ≡≡╙╠∫√ ⅛╠⁸ ─ ╩

∫≡™╢ ╩ ↕╣√⁹ ≢ ╩ ∆╢↓≤≢⁸ ╛►▬ꜟ☻⌐ ⅜№╢≤─

↓≤⁹₃₃ ─ ╩ ℮≤─↓≤≢⁸ ↕╣√ │ủủ ─ ≤™℮↓≤≢№╢⁹

╕∞⁸ │⇔≡™⌂™⅜⁸ ⇔≡╙╟™╙─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ≢ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の性能・品質、安全性などに関する詳細情報は持ち合わせておりませ

ん。疑問に思われる事柄がある場合は、〇〇社にお問い合わせください。〇〇社がウェブ上に掲

載している製品情報では、抗菌処理に使われると思われる製品の品名は抗菌防臭液です。一般に

「抗菌」とは菌の増殖を抑制することと定義されており、菌を取り除いて減らす「除菌」や、菌

を死滅させる「殺菌」とは異なります。また、ウイルスは菌とは全く異なるものであり、人など

の細胞の中で増殖しますが、外的環境下で自己増殖することはありません。抗菌、除菌、殺菌は

細菌類に対する作用として定義されており、ウイルスは対象とされておりません。ウイルスに対

してどのような効果があるのかは直接お問い合わせになるとよいでしょう。また、当該製品は雑

貨品になりますので、感染症予防など保健衛生を目的とした製品ではありません。 

◆ ♅♃fi ⌐≈™≡  ╛ ─ ≤⇔≡⁸ ♅♃fi╩ ∆╢ ─ ╩

⇔≡™╢⁹ ╩ ∆╢ ⅜№╢⅜⁸ ≢№╢ ╛ ⌐ ∆╢ │≥℮⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。使用対象物の影響については、

製造メーカーにお問い合わせください。一般に、酸化チタンは光触媒活性を持つことが知られて

おり、紫外線が当たると水と反応して強い酸化力を持つ活性酸素種を生成することが知られてい

ます。生成した活性酸素種の酸化作用で殺菌効果や有機物の分解作用を発現すると言われていま

す。この酸化作用は特定の対象物に限定したものではありませんので、木や繊維に影響する可能

性はあるでしょう。ただし、酸化チタンを使用した製品がどのような効果・効能を有するかは、

個々の製品の設計次第であると考えられます。 

◆ ♅♃fi ─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ─√╘⁸ ─ ≢ ╛

►▫ꜟ☻⌐ ⅜№╢₃₃≤™℮ ╩ ⇔√⁹ ⌐ ↕╣≡™╢ │ ♅♃fi⁸◄♃

ⱡ⁸ꜟכ ≢№╡⁸ⱴ☻◒⌐☻ⱪ꜠⁸╡√⇔כ ╛ ⌐ ☻ⱪ꜠כ⇔≡ ⅎ╢≤─↓≤⁹ ⁸

⅜ ⇔√⁸ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ⇔√ ⌐ ∆╢
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https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/ ╩ ≡⁸ ⌐ ⅜№╢─⅛ ⌐⌂∫√⁹

≥℮⌂─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の効果・効能などに関する詳細情報は持ち合わせておりません。販売

元に直接お問い合わせください。一般に、酸化チタンは光触媒活性を持つことが知られており、

紫外線が当たると水と反応して強い酸化力を持つ活性酸素種を生成することが知られています。

生成した活性酸素種の酸化作用で殺菌効果を発現すると言われています。ただし、その効果を応

用した製品がどのような効果・効能を有するかは、個々の製品の設計次第であると考えられます。

また、この手の製品は一般に雑貨扱いですので、感染症予防を訴求することはできません。使用

する際は、用途と使用方法をよくご確認になって使われるとよいでしょう。 

─♩כ◦ꜟכ◖ꜟ▪ ◆ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ─√╘─ ◄♃ⱡ

⅜ꜟכ ≢⅝⌂™√╘⁸ ─ ⌐ ≢♩כ◦ꜟכ◖ꜟ▪ ╩ ⅝√™⁹►▬ꜟ☻⌐ ⇔

≡≥─ ─ ⅜№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒当センターでは、個別の製品の性能・品質に関する詳細情報は持ち合わせておりません。製造メ

ーカーにお問い合わせください。新型コロナウイルスの感染症の感染予防について厚生労働省は、

手指については石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒をすることとしており

ます。帰宅時の予防対策であれば石けんによる手洗いをされることをお勧めします。 

◆ ►◄♇♩♥▫◦ꜙ─ ⌐≈™≡  ₈ ─⅔╙≡ ꜟכ◖ꜟ▪⁸⌐ ≤

↕╣≡™╢ ►◄♇♩♥▫◦ꜙ₃₃╩ ⇔√⁹⇔⅛⇔⁸ ─ ╩ ╢≤⁸◄♃ⱡ⁸ꜟכ

ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ─ ⌐ ↕╣≡™╢⁹╕√⁸ủủ⅛╠│◄♃ⱡכꜟ─ ™⅜⇔⌂™⁹

│ ─ ™ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™│∏≢№╢⅜⁸ ⌐ №╢─≢│⌂™⅛₉≤

─ ╩ ↑≡™╢⁹ ►◄♇♩♥▫◦ꜙ⌐ │№╢─⅛⁹╕√⁸ ↕╣≡™╢◄

♃ⱡכꜟ ⅜ ⇔™⅛≥℮⅛╩ ═╢↓≤│≢⅝╢⅛⁹ ⁸ ⅜⁸ ─◄♃ⱡכꜟ

⅜ ↕╣≡™╢ ╩ ⌐ ∫≡™╢◄♃ⱡכꜟ ⌐≈™≡⁸ ⱷכ◌כ⌐

╩ ⇔≡™╢ https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200519_01.pdf.pdf

⅜№∫√─≢ ⌐⌂∫√⁹< > 

⇒除菌ウエットティシュは雑貨品であり、法的な表示規制はありません。一般社団法人日本衛生材

料工業連合会の自主基準

（http://www.jhpia.or.jp/standard/wet_wiper/img/wetwip er_standard04.pdf ）によると、成

分表示は配合量の多い順となっています。ただし、〇〇は当該協会の会員企業の製品ではありま

せん。当該製品のエタノール含有量を調べることができる外部機関はありますが、当センターか

ら特定の機関を紹介することはしていません。貴センターから消費者庁に、措置命令がどのよう

な経緯であったか問い合わせて、成分分析についても相談されてはいかがでしょうか。 

≡™≈⌐ꜟכ◖ꜟ▪─ꜙ◦♇▫♥♩♇▼► ◆  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ─ ►▼♇♩

♥▫♇◦ꜙ╩ ⇔√⁹ ╩ ≥ꜟכ◖ꜟ▪≥╢ ↕╣≡™╢⁹ ☿fi♃כ─

⌐╟╢≤⁸ ╛ ╩℮√∫√ ─ ─ꜟכ◖ꜟ▪⁸│⌐ ≢╙ ┼─ ⅜ ™

ⱷ♃ⱡכꜟ╩ ≤⇔≡ ∆╢ ╙╖╠╣√≤№╡

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n -20200515_2.html⁸ ⌐⌂∫√⁹ ⌐ ↕╣≡™
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╢ ⌐⅛↑≡ ⇔√≤↓╤⁸◄♃ⱡכꜟ≤─ ≢№∫√⅜ ≢⅝⌂™⁹ ⌐ ╕╣

╩⅛ꜟכⱡ♃◄⅛ꜟכ⁸ⱷ♃ⱡ⅜ꜟכ◖ꜟ▪╢™≡ ↑╢ │№╢⅛⁹ ☿fi

│כ♃ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒成分分析で調べることはできますが、個人の方が簡単に見分ける方法はありません。見分けるに

は専門機関に依頼して成分分析を行う必要があります。当センターは成分分析を行っておりませ

んので、成分分析をご希望の場合は、ご自身で専門機関に依頼して頂くことになります。 

─♩כ◦ꜟכ◖ꜟ▪ ◆ ⌐≈™≡ ─≤⌂♩♇Ɑכ◌  ╩ꜟכ◖ꜟ▪⌐ ∆╢

╩♩כ◦♩♇▼► ⇔√™⁹ ⇔√ ─ ⌐ ⱥⱴ◦ ≤№╢⁹ ⇔

≡═√≈⅛⌂™⅛⁹< > 

⇒ＰＥＧ－４０水添ヒマシ油は化粧品や医薬品にも使用されている非イオン界面活性剤です。一般

に乳化剤や可溶化剤として使用されており、当該物質によりベタつきが生じることは考え難いと

思われます。 

◆ ☻ⱪ꜠כ─◄♃ⱡכꜟ ⌐≈™≡  ╛◦fi◒⌂≥⌐ כ꜠ⱪ☻ꜟכ◖ꜟ▪╢⅝≢

╩ ⇔√⁹ │◄♃ⱡ⁸ꜟכ ⁸ⱥ▪꜡ꜟfi ⁸ ⁸ⱱ►◔▬ ─ ≢ ↕╣≡™

╢⁹◄♃ⱡכꜟ │╦⅛╠⌂™⅜⁸◄♃ⱡכꜟ─ ™⅜ ↄ⇔⌂™⁹↓─╟℮⌂↓≤│№╢⅛⁹

⌐│ ─ ≤ ─ │№╢⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛

╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般的に成分表示は含有量の多い順に表示されていますが、当該製品のエタノール濃度は分かり

かねます。販売元にお問い合わせください。 

◆ ☻ⱪ꜠כ─ ⌐≈™≡  ─ ≢ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ⅎ╢ ⌐₃₃╩

⇔≡™╢⁹₃₃─ │◌ꜟⱲfi ≤◒◄fi ♫♩ꜞ►ⱶ≤№╢⁹ ◖꜡♫►▬ꜟ☻

⌐ ⅜№╢⅛⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。製造メーカーにお尋ねください。

なお、新型コロナウイルスの感染予防対策として、厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ペー

ジを開設し、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」に、新型コロナウイルスに有効

性が認められている物質とそれぞれの使用法を掲載しています。ご参考になさってください

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html ）。 

◆ ─ ⌐≈™≡ ₈ ╒≥ ⁸♥꜠ⱦ─♬ꜙכ☻≢ ⱪכꜟ◓─ ₃

₃⅜▬fi♃ⱦꜙכ╩ ↑≡⁸₃₃ ⅜ ╡ ∫≡™╢ ỏỏ│ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ⅜

№╢≤ ⇔≡™√⁹∕─ ╩ ⅜ ⇔√™≤ ∫≡™╢⅜⁸ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ⅜№

╢≤─ │ ≢│⌂™⅛⁹ │ ≢№∫√≤ ⇔≡™╢₉≤─ ╩ ─

⅛╠ ↑≡™╢⁹ │ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ⅜№╢─⅛⁹< > 

⇒〇〇社のウェブサイトの製品情報では△△の主成分は次亜塩素酸水ではなく、二酸化塩素とあり

ました。２０２０年５月１５日付けの独立行政法人国民生活センターによる報道発表『除菌や消

毒をうたった商品について正しく知っていますか？ -新型コロナウイルスに関連して-』では、

「現時点においては、二酸化塩素を新型コロナウイルス対策として消毒に活用することの有効性

は確認されておりません」とされています（http://www.kokusen.go.jp/pdf/n -20200515_2.pdf）。
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なお、次亜塩素酸水の新型コロナウイルスに対する効果については、経済産業省の要請で、独立

行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）が中心になって行われた『新型コロナウイルスに対

する代替消毒方法の有効性評価に関する検討委員会』の中で検討され、６月２６日にＮＩＴＥ及

び経済産業省より最終報告があり、次亜塩素酸水は新型コロナウイルス対策として、物品の消毒

に有効とされています。

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012.html ）、

（https://www.nite.go.jp/information/osirase20200626.html ）。詳しくは「新型コロナウイル

スに有効な消毒・除菌方法（一覧）」

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/202006260 12/20200626012-1.pdf ）をご覧ください。 

◆ ≤ ♫♩ꜞ►ⱶ─ ™⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ⌐ ⇔≡⁸

⌐ ∆╢ ™ ╦∑⅜ ⅎ≡™╢⁹ ≤ ♫♩ꜞ►ⱶ│ ⅜ ℮─⅛⁹<

> 

⇒次亜塩素酸と次亜塩素酸ナトリウムは、共に水溶液として扱われますが、化学的には同類であり、

液性の違いにより、酸性側では次亜塩素酸として存在し、アルカリ性側では次亜塩素酸ナトリウ

ムとして存在します（正確には解離して次亜塩素酸イオン）。次亜塩素酸は次亜塩素酸イオンに

比べて約８０倍殺菌力が強いといわれていますが、その特性上、濃度を高くすることはできませ

ん。また、一般に使用濃度も１００ｐｐｍ以下と低く設定されています。このため汚れなどの有

機物が存在すると、反応して容易に活性が低下することが知られており、使用に際しては注意を

要します。厚生労働省の「次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料」

（http://www.solmind.com/hclo/tennkabutu/douruisei.pdf ）で詳しく解説されていますのでご

参考になさってください。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸ ⁸ ─ ⌐◄♃ⱡ

ꜟכ ≤ ▪fi⸗♬►ⱶ ╩ ≤⇔√ ☻ⱪ꜠כ╩ ⇔√⁹ⱴ☻◒╩ ⇔⁸

╙⇔≡ ⇔√⁹ ₁ ⅜№╡⁸ ⌐ │ ≢ ╩ ⇔≡╙╠∫≡™╢⅜⁸ ⅝

╢≤ ─ ─╟℮⌂ ⅜⇔√⁹ ☻ⱪ꜠כ─ ≤ ⅎ≡╟™∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは、お伺いした症状と除菌スプレーとの関係はわかりかねます。かかりつけの耳鼻

科医に、当該製品を持参のうえご相談ください。 

◆ ⱴ☻◒ ☻ⱪ꜠כ─ ⌐≈™≡  ╡ ⱴ☻◒─☿♇♩╩ ⇔≡™╢ ≢ⱴ

☻◒ ╩ ⇔√⁹ ─◄♩◐◦◦ꜝfi ≤│≥─╟℮⌂ ⅛⁸ │

⌐ⱴ☻◒─ ⌐╙ ∆╢⅜⁸ ─ ⅜№╢ ⅜ ∆╢─≢ ≢№╢⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒エトキシシラン系化合物とは、エトキシシランという化学構造を有する物質の総称です。そのた

め、これだけでは使われている化学物質を特定することはできず、安全性などについてはわかり

かねます。製品の品質や安全性に関しては製造メーカーに直接お問い合わせください。また、ウ

ェブに掲載されている製品情報を見ると、当該製品は雑貨品と思われます。人の健康衛生への効

果を保証するものではありませんので、予めご承知おきください。 
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◆ ╩ ≢ ⇔√ ─ ⌐≈™≡  ╩ ╣≡ ≢⅝╢

─ ╩ ⇔≡™╢⁹ ≤⇔≡│☺◒꜡꜡▬♁◦▪♯ꜟ ─ ╩ ∆╢─∞⅜⁸

≢ ⇔√ ─ ─ │≥℮⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇

♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。安全性や性能については製造メ

ーカーにお問い合わせください。ジクロロイソシアヌル酸塩は水溶性の固体で、水に溶けると加

水分解して次亜塩素酸を生成することが知られています。水溶液は次亜塩素酸に由来する強い除

菌力があり、学校などのプールの水の消毒にも使われています。しかし、空間に放散させた際の

効果や安全性については、信頼できる公的な機関からの情報はなく、当センターでは分かりかね

ます。（その後、厚生労働省から「消毒剤やその他ウイルス量を減少させる物質について、これ

が目に入ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある状況での空間噴霧」は推奨

できないとの見解がだされています） 

◆ ≤ ╩ ⇔√ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ↕╣√ ─ ╩ ≡ ⇔⁸

╩ ∫≡™╢⁹ ─ ⌐≥─╟℮⌂╙─⅛⁸ ─ ⁸►▬ꜟ☻┼─ ⌂≥╩

⇔√≤↓╤⁸ ≤ ╩ ⇔≡ ∫√╙─⌂─≢ ⌐ ↄ ≢№╡⁸ ⌐╙ ≢

⅝╢⁸►▬ꜟ☻╛ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ⇔≡ ─≥╢№⅜♃כ♦√⇔

≢№∫√⁹ ╛ ⌐≈™≡ ∂≡╙╟™∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿

fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。安全性や性能については製造メ

ーカーが責任を持って答えるべき事柄です。お伺いした話から、当該製品は次亜塩素酸水である

と思われます。一般に次亜塩素酸水は高い除菌力を有しながらも、人体への影響は少ないと言わ

れています。しかし液性が酸性に傾くと有害な塩素ガスを発生する可能性があり、その濃度によ

っては人体に影響が出ることがあります。また、当該製品は雑貨品ですので人の健康衛生への効

果を保証するものではありません。ご懸念の点があれば、製造メーカーに納得がいくまでお問い

合わせになるとよいでしょう。 

◆ ─ ⌐≈™≡  │☻ⱳכ♠ ─ ─ ╩⇔≡™╢⁹ ─ ⌐№√╡⁸

╛ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔≡ ⌐ ⇔╟℮≤ ∫≡™╢⁹ⱳꜞⱫ◐◘ⱷ♅

꜠fiⱧ◓▪♫▬♪╩ ≤⇔√ ⅜№╢⅜⁸ ╛ │≥℮⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。製品の品質や安全性などは製

造メーカーに直接お問い合わせください。なお、令和２年３月２日に文部科学省、厚生労働省か

ら出された文書「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後

児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について」の中に、教室等の清掃として「トイ

レなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れる箇所（ドアノブ、手す

り、スイッチなど）は、１日に１回以上消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）

を使用して清掃を行う」

（https://ww w.mext.go.jp/content/20200303 -mxt_kouhou01-000004520_01.pdf）とあります。

参考にされてはいかがでしょうか。 
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◆ ─ ⌐ ⌂ ─ ┘  ⇔≡™╢ ─⅔ ⅛╠₈ ─ ─ ╩ ↑

≡⅔╡⁸ ╩ ↕╣≡™╢ │ ⌐╟╢ ⅜№╢⁹ │◄♃ⱡכꜟ⅛

♫♩ꜞ►ⱶ╩ ⅎ≡™╢⅜⁸ ≤ ⇔≡ ≢№╢≤™℮↓≤│⌂™⅛⁹ │◖꜡♫

►▬ꜟ☻ ─ ≢ ╩ ⇔√√╘⁸╛╗⌂ↄ ╘√┌⅛╡≢ ⌂ ה ⅜

⌂ↄ ≢№╢⁹≥∟╠─ ╩ ═┌╟™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─ ⇔™ │

╦⅛╠⌂™⅜⁸ ╛ ┘ ⌐≈™≡≥─╟℮⌐▪♪Ᵽ▬☻╩∆╣┌™⅛⁹< > 

⇒お伺いした内容だけでは、当センターからいずれかの成分の消毒剤をお勧めすることはできませ

ん。次亜塩素酸ナトリウムは強い酸化作用があり、さまざまな物質と反応し、有害な生成物を生

じることがあります。このため、広い範囲の消毒などに用いる際は、予め汚れを落としてから使

用し、使用後は十分に水で流すことが必要です。また、エタノールは引火性が高く、火気その他

火源があると引火して火災の危険があります。詳しい状況がわからない中で、しかも知識や経験

のない方に的確なアドバイスを行うのは難しいと思われます。 

◆ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ≤⇔≡⁸ ╩

∆╢↓≤≢ ╩ ⌐ ≢⅝╢≤™℮⁸ ♃▬ⱪ─ ₃₃─ ╩

⇔≡™╢⁹↓─ ≢≢⅝╢─│ ♫♩ꜞ►ⱶ∞≤ ℮⅜⁸ ♫♩ꜞ►ⱶ│

⌐ ™√╡ ⌐ ∫√╡∆╢≤ ⌂™≤ ™√⁹ ╘≡ ℮↓≤≢ ⌐ ⅎ╢╟℮⌐⌂╠⌂

™⅛⁹< > 

⇒一般に、電解次亜水は０．２％以下の塩（塩化ナトリウム）水溶液を一室型電解槽で電気分解し

たときに生成される、ｐＨ７．５以上のアルカリ性電解水であり、次亜塩素酸ナトリウムの希釈

液と同等であるとされています（http://www.fwf.or.jp/kinousui.html ）。電解次亜水は液性が

弱酸性～酸性の次亜塩素酸水に比べて除菌活性が低いと言われており、除菌目的で使用する際は、

次亜塩素酸水より高濃度で使用されることが多いようです。所定の濃度で使用しないと充分な除

菌効果が得られないことがありますので、安易に薄めて使用するのは好ましくありません。詳し

くは、電解次亜水生成器〇〇の製造メーカーに直接お問い合わせください。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ₈ ⌐ ╡ ↑╢↓≤≢⁸ ╩ ⌐∆╢ ╩∆∆

╘╠╣⁸ ⇔≡™╢⁹∕─ ≢ ℮≤ ╙ ≢╟ↄ⌂╡⁸ ─◌ⱦ⅜ ⇔⌂ↄ⌂╢ ⁸

₁⌂ ⅜№╢≤™℮⅜⁸ ⌐ ⅜№╢⅛≥℮⅛╩ ⇔√™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹≥

℮⌂─⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の性能・品質、安全性などに関する詳細情報は持ち合わせておりませ

ん。また、電子水についての確かな情報も持ち合わせておりません。製造メーカーに問い合わせ

るようお伝えになってはいかがでしょうか。 

◆ ─ ─ ™⌐≈™≡  ₈ ⅛ ─ ⌐ ≢Ⱶꜟ◒╩ ╕∑≡™√

≤↓╤⁸♪꜡♇≤⇔√ ╩ ™≡ ≤⌂╡⁸ ≢ ╩⇔≡╙╠∫√⁹ ─

│ ⌐ ≢ ⇔≡™√╙─⁹ │ ─ ─ ≢ │☺◒꜡꜡▬♁

◦▪♯ꜟ ≢№╢⁹ ╘≡ ™╩ ∆╢≤◌ⱦ ╡ ─╟℮⌂ ⅜∆╢⅜ │≥℮⌂

─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╕∆⁹☺◒꜡꜡▬♁◦▪♯ꜟ ─ ™≤ │ №╢⅛⁹<

> 

⇒ジクロロイソシアヌル酸塩は水溶性の固体で、水に溶けると加水分解して次亜塩素酸を生成する
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ことが知られています。水溶液は次亜塩素酸に由来する強い除菌力があり、学校などのプールの

水の消毒にも使われている物質で塩素臭があります。製品の品質や安全性については、製造メー

カーである〇〇社に直接お問い合わせください。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ─ ⅜⁸ủủ ─ ỏỏ╩ ⇔≡⁸ⱴ☻◒─ ⌐

⇔≡™╢⁹↓℮™∫√ │ ⌐ ⅜№╢─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般的に、銀イオンには除菌・抗菌効果があることが知られていますが、新型コロナウイルスに

対する有効性を検証した情報はありません。新型コロナウイルスの消毒・除菌方法については、

経済産業省が情報を取りまとめてウェブで公表していますので参考になさってください

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html ）。 

2)   トイレタリー製品、化粧品等 

◆  ⌐ ┘ ∫√ ─  ≥╙⅜ ─ ⌐ ╩ ╣≡ ╪≢™≡⁸

─ ⅜ ─ ™ ⌐ ┘ ∫≡⇔╕∫√⁹ │ ⌐ ™│⇔≡™⌂⅛∫√─≢⁸

⅜ ∫≡™√≤ ╦╣╢⁹ ┘ ∫√ ≢ ⅜ ╢╟℮⌂↓≤│⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒お伺いした話の内容で、健康被害が出るようなことはないと思われます。飛び散ったと思われる

箇所を水拭きするようにしてください。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≢⁸ ─Ɑ♇♩Ⱳ♩ꜟ⌐

╩ ╘√ ╩ ∫√⁹∕─ ⌐⁸ ⅎ≡ ─◐ꜗ♇ⱪ╩⁸ ─ ╩ ╣√Ɑ♇♩Ⱳ

♩ꜟ⌐ ↑≡⇔╕∫√⁹ ⅛∏⌐⁸∕─ ╩ ⌐⇔√⅜⁸◐ꜗ♇ⱪ⌐│ ⅜ ⇔≡

™√⅛╙ ╣∏ ⌐⌂∫√⁹ ─ⱷכ◌כ─►▼Ⱪ◘▬♩╩ ⇔⁸ ╪≢⇔╕∫√

─ ⌐⇔√⅜∫≡ ╩ ╗ ╩⇔√⁹ ⌐ │⌂™⅜↓─╕╕≢ ⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒台所用洗剤は家庭用品品質表示法によって、必要な応急処置が製品に表示されています。ウェブ

サイトに掲載されていた応急処置も同様です。適切な処置をされていますので、過度に心配する

必要はありません。 

◆ ⌂≥─ ─ │  ⌂≥─ ⌐ │№╢─⅛⁹ ⁸

ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ≤ ╦╣√⅜≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒洗剤類などの雑貨品に使用期限の表示義務はなく、製品に表示されていないのが一般的です。た

だし、製造メーカーでは製品の特性を考慮した一定の基準は持っていますので、消費者からの問

い合わせには、個別に対応しているようです。未開封で３年以上品質に変化のないことと、開封

後はなるべく早く使うようにとしていることが多いように思います。 

◆ ─ ─ ╩ ∆╢↓≤⌐≈™≡  ⅔ ─ ⌂≥≤ ╢ ⅜⁸

≢ ─ ⌐⌂™ ™ ─ ╩ ⇔≡™╢─╩ ⅛↑╢⁹ ⅎ┌⁸ⱴ☻◒╩

™ ≢№╢ ≢ ℮ ≢№╢⁹ ─ ⌐│₈ ⌐ ⇔⌂™₉≤─
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⅜№╢⅜⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔√ ─ │≥℮⌂╢─⅛⁹

☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒情報を出しただけで何らかの法律に触れるということはないように思います。その情報を元に行

動したことで、第三者が何らかの損害を受けた時は、ケースバイケースであると思われますので、

法律の専門家にご相談ください。一般的に、様々なもののお手入れに、肌への刺激や対象物への

影響が少ないことから中性洗剤の使用が推奨されていますが、その中性洗剤として身近にある台

所洗剤が薄めて使われます。台所用洗剤をマスクに使用することについても特に問題はないでし

ょう。しかし、用途外使用であることから、使用者の自己責任は発生します。原則として、製品

の注意表示を守って使うようにしてください。 

◆ ♩▬꜠ ⅜ ⌐≈™√ ─  ♫♩ꜞ►ⱶ≤ ♫♩ꜞ►ⱶ╩

≤⇔√ ─♩▬꜠ ⅜ ⌐≈™≡⇔╕™⁸ ⅜♯ꜟ♯ꜟ⇔√ ∂⌐⌂∫√⁹ ≢ ™

⇔√⅜↓─ ≢ ⌂™⅛⁹< > 

⇒塩素系洗浄剤は強いアルカリ性のため、皮膚についた場合、皮膚のタンパク質を分解しぬるつき

が感じられます。塩素系洗浄剤は家庭用品品質表示法によって、必要な応急処置が製品に表示さ

れています。製品表示に従った処置をお勧めします。一般的には、皮膚についた場合はすぐに水

洗いをする。異常が残る場合は皮膚科に受診する旨の表示がされています。 

◆ ♩▬꜠ ─╕−╢⌂  ♩▬꜠─ ╩ⱱ► ≢ ⇔√⁹∕─ ⌐⁸

│ ─♩▬꜠ ≢ ⇔√⁹↓─ ≈│ −≡│™↑⌂™ ╖ ╦∑≢№╢⅜⁸

⅜ ∆╢⌂≥⇔≡ ⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹ ♩▬꜠ ╩ ⇔√ ⁸ ⌂≥│

⌂ↄ⁸ ⌐ │ ∂╠╣⌂⅛∫√⁹< > 

⇒塩素系トイレ用洗浄剤と酸性洗浄剤を混ぜると、有害な塩素ガスが発生することがあり大変危険

です。このため、両製品には家庭用品品質表示法で「まぜるな危険」の表示が義務付けられてい

ます。お伺いしたところ、２つを同時に使ったわけではなく、塩素系トイレ用洗浄剤を使用した

際には、ホウ酸はすでに洗い流されていると考えられること。また、塩素系トイレ用洗浄剤使用

時に異臭が無かったことから、特に問題はないと思われます。同じトイレ掃除用に酸性洗浄剤と

塩素系トイレ用洗浄剤を使用するのは、誤って混合するリスクがありますので避けるようにして

ください。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ─ ⅜ ♃▬ⱪ─♩▬꜠ ─ ⌐ ─♩▬꜠

╩ ╣≡™√⁹ ⌐ ⅜≈⅝⁸ ⌐ │ ↓∫≡™⌂™⅜ ╣ ⅎ√ ╩ ⇔√

™⁹≥─╟℮⌐ ∆╣┌╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒少量であれば、水道水を流しながら薄めるようにして排水に流してしまって問題ありません。し

かし、量が多いようですので、一度に半本以上は避け、何回かに分けて廃棄されるとよいでしょ

う。 

◆ ⅔ ╩⌂╘≡⇔╕∫√ ─ ⌐≈™≡  ─ ⅜⅔ ╩ ™√

™≤ ∫≡™╢⁹╙⇔╙⅔ ⅜ ─ ╡⌐ ⇔≡ ╘≡⇔╕∫√ ─ ⌐≈™≡

│≥℮⌂─⅛⁹ ─ ⌐│ ╖ ╪∞ ⁸ ╩ ╗⌂≥─ ╩∆╢≤№╢⅜⁸∕╣∞↑≢
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⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お風呂用洗剤は家庭用品品質表示法によって、必要な応急処置を製品に表示することが義務付け

られています。表示の具体的な内容は、洗剤の性質によって変わってきますが、一般的には「飲

み込んだ時は吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする」とされ、「異常が残る場合は医師

に相談する」といった内容になっています。舐めてしまった場合も同様の処置で問題ないでしょ

う。 

◆ ≤ ─ ⌐≈™≡  ─ ⌐◌ⱦ⅜ ⇔≡™√─≢⁸ ─

╩♥▫♇◦ꜙⱭכⱤכ⌐ ╕∑≡⁸◌ⱦ─ ⇔≡™√ ⌐ ╩⇔√⁹∕─

⌐⁸◌ⱦ╩ ⇔√™≤ ™⁸ ─◌ⱦ ╡ ╩ ⇔√⁹ ⇔≡™╢ ⌐ ─◌ⱦ

╡ ─ ™⅜⇔√⅜⁸ │ ⌐ ∂╠╣⌂⅛∫√⁹ ⌐∕╣∙╣─ ─ ╩╖╢≤⁸

⌐│╕−╢⌂ ≢ ♃▬ⱪ≤ −⌂™╟℮⌐⁸ ⌐│ ≤ ⌐ ⇔

⌂™╟℮⌐≤№╢⁹ ⌐ │⌂ↄ⁸ │ ™╙⇔≡™⌂™⅜⁸ ⁸ ⌂●☻⅜ ╢↓≤⅜

№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒塩素系洗浄剤と弱酸性の洗剤の併用で液性が酸性になれば、有害な塩素ガスが発生する可能性が

あります。塩素ガスは強い刺激臭があり、発生の有無を判断できます。お伺いした話から、使用

中に異臭の発生がない（塩素ガスは強い刺激臭のある黄緑色の気体）ことから、特に問題はなく、

過度に心配する必要はないと思われます。念のため、よく水拭きをして換気を心掛けてください。

一般にカビ取り剤は浴室などの水で洗い流せる所に使用するものです。木製品、クロス壁のよう

な水の染み込む素材への使用には適していません。製品の注意表示を守ってお使いください。 

◆ ─ ™ ╣╩ ∫√ ─ ⌐≈™≡  ↓─ ⁸ ╩ ∫≡™╢⅜⁸ ⌐ ™ ╣

⇔≡ↄ╢√╘⁸◒◄fi ╩ ╘√ ≢ ⌐ ⇔≡™╢⁹ ─ │ ╩

≢ ⇔√ ⁸ ⌐ ∟ ⇔≡ ≢∆∆←╟℮⌐⇔≡™╢⁹∆∆™∞ │∕─╕╕ ⌐ ╖ ╪

≢⇔╕℮⅜⁸ ⌂─≢⁸ ─ ─◖fi◒ꜞכ♩⌐ ⇔⌂™⅛ ≢№╢⁹╙℮ │∕─╟

℮⌐ ⇔≡⇔╕∫√⅜ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№

╢⁹< > 

⇒加湿器の白い汚れは、使用した水道水に含まれるカルシウムが炭酸カルシウムなどの不溶性成分

として付着したものでライムスケールと呼ばれています。ライムスケールは酸で溶解するので、

洗浄にはクエン酸などの酸性洗浄剤が用いられます。お伺いした話から、庭に撒かれているのは、

洗浄液を廃棄した後のすすぎ水であり、クエン酸は十分に薄められていると考えられます。ご心

配には及ばないでしょう。 

◆ ─◒◄fi ─ ╩ ⌐⇔√ ─  ⅔ ⌐ ╠╣≡™╢ ─◒◄fi ─

╩ ≢ ╠∑√╙─╩⁸ ═≡⇔╕∫√⅛╙ ╣⌂™⁹ ≢│⌂™─≢ ═

√⅛≥℮⅛ ⅛≢│⌂ↄ⁸ ╙ ⁹ ⌂─≢ ≢№╢⅜ ∞╤℮⅛⁹◒◄fi

│☻ⱪכfi ╩ ⌐ ⅛⇔√╙─⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒クエン酸は柑橘類などに含まれる有機化合物で、爽やかな酸味を持つことから食品添加物として

清涼飲料水などに使われています。過度に心配する必要はないでしょう。もし、誤食したと思わ

れる人に何らかの異常が認められる場合は、医療機関に受診してください。 
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◆ ◒◄fi ≢♩▬꜠─ ╩ ⇔≡  ◒◄fi ─ ╩ ⌐⇔≡⁸♩▬꜠─ ⌐

⇔√≤↓╤⁸ ─ ∫√╟℮⌂ ™⅜⇔√⁹ ⇔√ │♩▬꜠─ ─ ─ ─╖≢⁸

⌐│ ⇔≡™⌂™⁹ ™⅛╠ ⌂ ⅜ ⇔√─≢│⌂™⅛⁹ ☿

fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒糞尿には硫化水素を含むイオウ化合物が微量含まれていることが知られています。トイレの床な

らば尿汚れ等があり、そこに含まれるイオウ化合物がクエン酸で酸性となり、硫化水素を発生さ

せた可能性があるでしょう。しかし、お伺いした話からは発生量は軽微であると思われますので、

過度に心配する必要はありません。トイレの床であれば、中性タイプのトイレ用合成洗剤をお使

いになるとよいでしょう。 

◆ ☿☻◐ ╩כ꜠ⱪ☻─♄כ♁  ⅜☿☻◐ ⱪ▬♃כ꜠ⱪ☻─♄כ♁ ╩

⌐⁸☻ⱪ꜠כ⇔√ ╩ ⇔ ™ ╪≢⇔╕∫√⁹╗∑≡ ─ ⅜ ⇔ⱥꜞⱥꜞ⇔√⅜

∞╤℮⅛⁹< > 

⇒当該製品の注意表示や応急処置を見て対処してください。良く分からない時は製造メーカーのお

客様相談室にお問い合わせください。一般的に、セスキ炭酸ソーダの洗浄剤は液性が弱アルカリ

性であり、眼や皮膚に対して刺激性がありますので、皮膚に付いた時は水でよく洗い流す、口に

入った時は水で口をすすぎ、水を飲む等の処置が必要です。応急処置をしても異常が残るようで

したら医療機関に受診されるとよいでしょう。 

◆ ╕™─ ╩ ≥╙⌐ ╦∑≡╙╟™⅛  ─ ≥╙⅜ ─ ╩ ™√⅜╢⁹●ꜝ☻

⅝ ─ ╛▪ꜟ◌ꜞ ╩ ╦∑≡╙ ⌂™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒個別の製品の安全性は製造メーカーが答えるべきものかと思われますので、製造メーカーの消費

者相談窓口にお問い合わせください。一般的には、小学校就学前の乳幼児に洗剤などを触らせる

のは不適当とされており、それ以降は親の監督のもとに、炊事手袋などの適当な保護具を使えば

使用可能な場合もあります。製品の特性により扱いは異なると思われます。 

◆ ☿☻◐ ꜞ◌ꜟ▪╛♄כ♁ ─  ╕™─ ⌐⁸☿☻◐ ꜞ◌ꜟ▪╛♄כ♁

╩ ∫≡™╢⁹ ⌐│ ↕⌂ ≥╙⅜™╢⅜⁸ ⇔√ ╩ ≥╙⅜ ╘≡⇔╕∫√╡⁸ ⅜

╛ ⌐⅛⅛∫√╡⇔≡ ⌐ ╢≤⁸ ≥╙─ ⌐ ⅜ ╢╟℮⌂↓≤│⌂™⅛ ≢№

╢⁹≥℮⌂─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒セスキ炭酸ソーダやアルカリ電解水をお掃除用としてお使いになる限り、子どもの成長に悪影響

が出るようなことはありません。これらの製品の液性は弱アルカリ性～アルカリ性で、皮膚や眼

に対して刺激性がありますので、手肌や顔についたり、眼に入ったりした場合はよく洗い流すよ

うにしてください。 

◆ ☻♥▫♇◒♃▬ⱪ ─ ≤⇔  ⌐♃Ᵽ◖─ ™⅜≈™√√╘⁸▪ⱷꜞ◌ ─☻♥▫

♇◒♃▬ⱪ─ ╩ ™⅜ ™√ ⌐ ╘⌐ ╡ ↑√⁹∕─ ⁸™≈╙ ⇔≡™╢

≢ ╩⇔√≤↓╤⁸☻♥▫♇◒♃▬ⱪ─ ─ ⅜ ⌐ ∫√ ─ ╛Ᵽ☻♃○

ꜟ⌐╕≢ ⇔≡⇔╕∫√╟℮≢⁸꞉♇◒☻╩ ∫√╟℮⌂ ⌐⌂∫√⁹∕─ ╩ ⇔√≤

↓╤⁸ ⌐╙ ⇔≡ ∫≡╙ ╣⌂™╟℮⌐ ∂╢⁹ ⌐ ⇔√⅜⁸ │ ╘╠╣⌂™

≤─↓≤≢⁸ ╙⇔≡╙╠ⅎ⌂⅛∫√⁹ ⌐ ™ ╦∑√⅜⁸∕─╟℮⌂ │⌂™≤─↓≤
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≢⁸ ≤∆ │ ⅎ≡╙ⅎ⌂⅛∫√⁹ │ ∆╢⅜⁸ ⌐ ™√ │≥℮∆╣┌ ≤∑

╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒一般的には衣料用洗剤に使われている成分は水で簡単に洗い流せますので、衣類や肌に残留し続

けることはありません。皮膚科でも異常なしと診断されているようですので、特に何もする必要

はないと思われます。 

◆ ╡ ─ ⌐≈™≡  ╒≥ ⌐ⱬꜝfi♄⌐ ⇔√ ╩ ╢ ╩⇔√⁹ ⇔√

│₃₃ ─ỏỏ≢⁸ ꜟכ◖ꜞ◓○♅│ ▪fi⸗♬►ⱶ≢№╢⁹ ⅛╠ ⌂ ™⅜

⇔≡™√⅜⁸ ≢╙ ↄ ™⅜ ⅎ≡™⌂™⁹↓╪⌂⌐ ™⅜ ↄ⁸ ⌐∟⅜ ∫≡╙ ⅎ⌂™─

│ ⌂ ∞⅛╠≢│⌂™⅛⁹₃₃ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ™⅜ ∫≡™≡╙ │

⌂™≤─ ≢№∫√⁹ ⇔≡╙ ™∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ

⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒主成分のチオグリコール酸アンモニウムには還元作用があり、化学反応により錆を除去します。

チオグリコール酸アンモニウムは、錆取り剤以外の用途としてパーマ液にも使われています。チ

オグリコール酸アンモニウムには独特の臭いがあり、製品の臭いも当該物質に由来するものと思

われます。チオグリコール酸アンモニウムは皮膚や眼に対する刺激性があり、使用の際に注意が

必要ですが、作業後に残留した成分からの臭いは量的に微量であり、吸い込むことによる健康被

害の可能性は低いと考えられます。〇〇社の回答で問題ないでしょう。臭いの感じ方には個人差

があるため、不快ならば洗剤等で洗い流すとよいでしょう。 

◆ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ∞≤ ℮ ─ ⌐≈™≡  ─ ╩ ↑⁸ ◖꜡

♫►▬ꜟ☻⌐ ⌂ ⅜ ╕╣≡™╢≤─ ╩ ↑ ⇔√⁹ ⌐│ⱳꜞ○◐◦◄♅꜠

fi▪ꜟ◐ꜟ◄כ♥ꜟ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ⅜ ⇔

≡ ⇔≡™╢ ⌐╟╢≤⁸ⱳꜞ○◐◦◄♅꜠fi▪ꜟ◐ꜟ◄כ♥ꜟ│ ≢ ≢№╢

≤─↓≤≢№∫√⁹ ⌐ ™ ╩ ∆╢≤⁸ ⇔≡ ℮√╘⁸ⱳꜞ○◐◦◄♅꜠fi▪ꜟ◐

─ꜟ♥כ◄ꜟ │ ⌐⌂╢↓≤⅜╦⅛∫√⁹ ↕╣√ ─ ⌐≈™≡

─ ♃☻◒ⱨ◊כ☻⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ≢│ │⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹

↓─╟℮⌂ │ ≢│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ─ ≢ ↕╣√⁹<

> 

⇒当該製品の表示や広告等に、お申し出のような虚偽や誇大表現がある場合は、不当景品及び不当

表示防止法（景表法）の優良誤認に該当する可能性があります。景表法の管轄は消費者庁であり、

消費者庁のウェブサイトに「景品表示法の相談･被疑情報の受付窓口

（http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/ ）」が掲載されていますの

で、そちらにお申し出になってみてはいかがでしょうか。 

◆ ─◦fi◒─ ╣⌐╟™ │ ⅛  ─◦fi◒─ ─♯ꜟ♯ꜟ⇔√ ╣╩

≤⇔√™⁹™≈╙⁸ ≢ ∫≡™╢ │ ▪ꜟ◌ꜞ ─ ≤◒꜠fi◙⁸⅜╢№≢כ≥∟

╠⅜ ⇔≡™╢∞╤℮⅛⁹< > 

⇒排水口のヌルヌルした汚れは、食べ物などの残滓、油汚れ等に雑菌が繁殖したものです。どちら

を使っても構いませんが、弱アルカリ性の液体洗剤がより適しているでしょう。掃除後、ヌルヌ

ル汚れを発生させないようにするには、泡で出るスプレータイプの塩素系漂白剤や排水口用のヌ
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メリ取り剤があります。据え置きタイプのヌメリ取り剤は、常時、除菌することにより雑菌の繁

殖を抑え、ヌルヌル汚れを付きにくくします。 

◆ ⇔ ╣─◌ⱦ ╡⌐ ∫√ ─ ™─ ╡  ⁸ ⇔ ╣⌐ ◌ⱦ ╡

╩ ⇔√⅜⁸ ∟⌂⅛∫√─≢ ⅝╩⇔√ ⌐⁸☻ⱪ꜠כ♃▬ⱪ─ ─ ╩

⇔√≤↓╤⁸ ⅜ ↄ⁸ ╙⅝≈ↄ⌂∫√⁹ ⁸ ⌐ ⇔≡ ⌐ ⌂™↓≤

⇔√⁹ ™⌐≈™≡⁸ │ ⌐⌂╠⌂™≤™℮⅜⁸ │ ⇔√ ⌐ ╢≤⁸ ≢╙

™╩ ∂⁸⌂╪≤⌂ↄ ⅜ ↄ⌂╢⁹ ™─ ╡ ⌐≈™≡ ⅎ≡╒⇔™⁹ ◌ⱦ ╡ ─

│ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般的に、スプレータイプの台所用塩素系漂白剤は水洗いできない製品や場所への使用は適して

おらず、押し入れなどに使用した場合、使用量にもよりますが、使われている木質材料に染み込

んでしまい、塩素臭が抜けにくくなることがあります。このような場合、使用箇所をよく水拭き

し、風通しを良くして、換気を心がけてください。 

◆ ╕−╢⌂ ⌐≈™≡  ⁸ ⅜ ─ ╩⇔√ ⌐⁸ ─◌ⱦ ╡ ≤●ꜝ☻◒

╩כ♫כꜞ ⇔√⁹◌ⱦ ╡ ⌐│₈╕−╢⌂ ₉─ ⧵│⌐כ♫כꜞ◒☻ꜝ●⁸⅜╢№⅜

─ │⌂ↄ⁸ ⌐ ↕ↄ⁸₈ ─ │כ♫כꜞ◒☻ꜝ●⁹╢№≥₉™⌂−╕≥ ▪ꜟ◌ꜞ

≢№╢⅜⁸ ─ ≤ −╢≤ ●☻⅜ ╢≤™℮↓≤⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi

≢♩♇Ⱡכ♃ ∫√⁹< > 

⇒一般的に、カビ取り剤等の塩素系製品は酸性タイプの製品と混ざって液性が酸性になると、有害

な塩素ガスが発生することが知られています。このため、家庭用品品質表示法で、それぞれ製品

ラベルに「まぜるな危険」（塩素系）、「まぜるな危険」（酸性タイプ）の表示が義務付けられてい

ます。お伺いしたところ、ガラスクリーナーは弱アルカリ性とのことですので、使用されたカビ

取り剤と混ざったとしても塩素ガスは発生しません。ガラスクリーナーに「他の製品とまぜない」

と表示している理由については製造メーカーにお問い合わせください。 

◆ ╕−╢⌂ ⌐≈™≡  ─ ╩ ⁸ ≢ ™ ⇔√ ⌐ ─Ɽ▬ⱪ

╩ ⇔√⁹ ⌐ ╩ ∆╢≤₈╕−╢⌂ ₉≤№╡ ↄ⌂∫√⁹ ⌐ │ ∂≡

™⌂™⅜ ⌂●☻⅜ ⇔√─≢│⌂™⅛⁹< > 

⇒「まぜるな危険」とは、洗浄剤、漂白剤などの塩素系製品が酸性タイプの洗浄剤と混合すると、

有毒な塩素ガスが発生することから、注意喚起のために両製品に表示されている警告表示です。

家庭用品品質表示法で表示が義務付けられています。今回、使用された製品はどちらも塩素系製

品であるため、２つの製品を混ぜたとしても有害な塩素ガスは発生しません。ご心配には及ばな

いでしょう。 

◆ ╕−╢⌂ ⌐≈™≡  ™ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌐≈™≡▬fi♃כⱠ♇♩

╩⇔√╠⁸ ⌐ ╕∑≡ ∆╢ ⅜№╡⁸◐♇♅fiⱬכⱤכ⌐ ╕∑≡↔╖ ⌐ ╣√⁹

↔╖ ─ ⌐│ ◦ꜝⱩ꜠▬♩╛♩כ◦ ⅜ ∫≡™√⁹↔╖ ⌐ ╣≡⅛╠⁸ ⌐ ⌂≥

─ ╩ ∂√╡⁸ ⌐ │⌂™⅜ ⌂●☻│ ⇔≡⌂™⅛ ⌐⌂∫√⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒塩素系漂白剤は他の製品と混ざり液性が酸性になれば、有害な塩素ガスが発生する可能性があり
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ます。塩素ガス自体は強い刺激臭のある黄緑色の気体ですが相当希釈された体に影響の出ない濃

度(ばく露限界値以下)でも臭気により発生の有無を検知できます。伺ったところ異臭はないとの

ことなので、特に問題はなく、過度に心配する必要はないと思われます。ごみ袋の中のものによ

っては、混ざって危険なガスが出る可能性はありますので、廃棄をする場合は、少量であれば、

水道水を流しながら薄めるようにして排水に流してしまって問題ありません。量が多い場合は何

回かに分けて廃棄されるとよいでしょう。 

◆ ≤ ─ ≤─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ⌐

─ⱴ♇♩─ ╩⇔√™⁹ⱴ♇♩ ╩ ╩ ⌐ ╘√ ≢ ™√ ⁸

⅛⌂™℮∟⌐ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ╩ ≤⇔√ ╩ ⌐ ╘√╙─≢ ™≡╙

⌂™⅛⁹ ─ ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸₈ ∆╢↓≤│ ╘╠╣⌂™₉≤─

≢№∫√⁹ ☿fi♃⁸│כ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒台所用塩素系漂白剤は、酸性洗浄剤などと混合すると有害な塩素ガスが発生する恐れがあります。

このため、両製品には家庭用品品質表示法で「まぜるな危険」の表示が義務付けられています。

また有害ガスの発生はなくとも、他製品の成分と反応して漂白効果や除菌効果が失われてしまう

ことがあります。これらの理由で、他の製品との併用を禁止しています。製造メーカーの回答と

同じく、他品と剤が混ざる状況での併用はお薦めできません。 

◆ ╩ ꜟⱩכ♥≡⇔ ╩ ™≡⁸ ⅝⇔⌂⅛∫√ ─  ─

╩ ꜟⱩכ♥≡⇔ ╩ ™√ ⌐⁸ ⅛ │ ↓╢⅛⁹ ☿fi♃כ│

⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ペー

ジ）」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html ）では、モノ

に付着したウイルス対策として、「市販の家庭用漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が０．

０５％になるように薄めて拭きます。その後、水拭きしましょう」とあります。塩素系漂白剤は

アルカリ性のため、水拭きしなかった場合アルカリ性であることによる基材や皮膚等への影響が

でる可能性があります。希釈液のため、影響は少ないように思われますが、正しい使い方を守る

ようにしましょう。 

◆ ⌐╟╢ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─√╘⁸ ─ ╡─ ╛

─ ⌐⁸ ─ ╩ ⇔√⁹ ↄ╠™─☻ⱪ꜠כⱲ♩ꜟ⌐⁸◐ꜗ♇ⱪ

─ ╩ ╣≡ ≢ ╘√╙─≢⁸☻ⱴכ♩ⱨ◊fi╛Ɽ♁◖fi─◐כⱲכ♪⌂≥ ₁

⌂≤↓╤╩ ⅝ ⇔√⁹╕√⁸ ─ ⌐╙ ∫√⁹ ⌐⌂∫≡⁸ ≢ ™√ │

⅝⅜ ⌂↓≤⁸ ─ ⌐│ ⅎ⌂™↓≤╩ ∫√⁹╙℮ ∫≡⇔╕∫√⅜ ∞╤℮

⅛⁸╕√ ⅛╠≢╙ ∆═⅝↓≤⅜№╣┌ ⅎ≡╒⇔™⁹< > 

⇒厚生労働省は新型コロナウイルスの感染予防として、手指の消毒には石けんによる手洗いと消毒

用アルコールによる消毒を推奨しており、ドアの取っ手やノブ、ベッド柵などの物品の除菌には

塩素系漂白剤の希釈液での拭き掃除（拭き掃除の後は水拭きをすること）を推奨しています

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001

.html#Q3-2）。一般に、塩素系漂白剤は強いアルカリ性であり、手指につくと手荒れしたり、目

に入ると目を損傷することがあります。このため、物品の除菌に限定し、使用時には炊事手袋を
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着用し、使用後は水拭きをするようにしてください。また、スプレー容器での使用は細かい霧が

目に入ることがありますので好ましくありません（カビ取り剤などのスプレー容器入りの塩素系

製品は泡状にスプレーすることで微細な粒子の発生を防いでいます）。既に拭き掃除してしまっ

た場所は、今からでも出来るか限り水拭きしておくようにしてください。 

◆ ≢ ⇔√ ─ ╘ ⅝⌐≈™≡  ╩ ╘√ ≢⁸ ⌂

≥─ ─ ╡ ─ ╩⇔√⁹ ⇔√─│ ╩ ─ ≢ ╘√╙─⁹

│⁸↓─ ╘ ≢ ™√ ⌐ ≢ ╘ ⅝╩⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™≤↓╤⁸℮∫⅛╡≤ ╘

⅝╩∑∏⌐ ↔⇔≡⇔╕∫√⁹ ─≤↓╤ ⌐ │⌂™⅜⁸ ≢ ⅜ ┬╟℮⌂↓≤│⌂™∞

╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒塩素系漂白剤は強いアルカリ性であり、皮膚に付いたり、目に入ったりしたものをそのままにし

ておくと、皮膚や目を損傷してしまうことがあります。しかしながら、使用したのは希釈液であ

ること、今のところ皮膚等に異常がないことから、過度に心配する必要はないと思われます。今

からでも清め拭きを行い、異常が出た時は皮膚科医に受診するようにしてください。 

◆ ⌐ ⇔√►▬ꜟ☻─ ⌐≈™≡  ⇔≡™╢ ⌐╙►▬ꜟ☻⅜

⇔≡™╢─≢⁸ ╙►▬ꜟ☻ ↕╣≡™╢─≢│⌂™⅛≤ ℮⁹ ⌐ ⇔√►▬ꜟ

☻─ ⌐ ─ ⅜כ♫כꜞ◒ ⅎ╢─≢│⌂™⅛≤ ⅎ⁸ ⱷכ◌כ⌐ ─

♫♩ꜞ►ⱶ ╩ ™ ╦∑√⅜⁸ ≤™℮↓≤≢ ⅎ≡ ⅎ⌂⅛∫√⁹

☿fi♃כ≢ ⅛╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ≢ ↕╣√⁹<

> 

⇒当センターは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておらず、洗濯槽クリーナーの次亜塩素酸ナト

リウム濃度は分かりかねます。新型コロナウイルス対策として、次亜塩素酸ナトリウムで身の回

りのモノを消毒する場合、有効塩素濃度で０．０５％とする必要があり、この濃度に設定するに

は家庭用の塩素系漂白剤１０～２５ mℓを水１ℓに薄めることとされています

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf ）。製造メーカーの相談窓口に、新

型コロナウイルス対策として使用する際の使用方法を確認の上でご使用ください。 

◆ ≤ ─ ◗Ⱶ─ ⌐≈™≡  ─ ╩ ⇔≡ ╩

⇔√⁹ ⌐ ⇔√⅜⁸ ⌐꜠⸗fi─ ╡◌☻⅜ ∫≡™√⁹ ≤ ↨∫≡ ⌂●☻

⅜ ⇔≡™⌂™⅛ ⌐⌂∫√⁹ ⌐ ⇔√ ⌐ ⌐ ⌂≥─ │ ∂≡⅔╠∏⁸

⌐╙ │⌂™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お伺いしたところ、異臭はないとのことですので、問題になるような有毒ガスの発生はなく、過

度に心配する必要はないでしょう。レモンには酸性のクエン酸が含有されています。塩素系漂白

剤は他の製品と混ざり液性が酸性になれば、有害な塩素ガスが発生する可能性がありますのでご

注意ください。塩素ガス自体は強い刺激臭のある黄緑色の気体ですが、体に影響の出ない濃度(ば

く露限界値以下)でも臭気が感じられますので、臭気がないことで問題なしと考えて良いでしょ

う。 

◆ ◒◄fi ≤ ≤─ ⌐≈™≡  ⌐Ɑ♇♩⅜ ╩⇔≡⇔╕∫√√╘⁸◒◄fi ≢

™√≤↓╤⁸ ⌂ ™⅜⇔√⁹ ⌐ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ⅜◒◄fi ╩ ∆╢ ⌐
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♃▬ⱪ─ ╩ ⅛⇔≡ ╩ ™≡™√↓≤⅜╦⅛∫√⁹ ⌂●☻⅜ ⇔√─≢

│⌂™⅛≤ ⌐⌂╡⁸ │ ⌐ ⇔ ™⇔≡ ⇔≡™╢⁹™╕─≤↓╤ ⌐ │⌂™⅜

∞╤℮⅛⁹< > 

⇒酸素系漂白剤とクエン酸のような酸性の物質が混じっても有害なガスの発生はありません。ご心

配には及ばないでしょう。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする塩素系漂白剤の場合はクエン酸

などと混じって、液性が酸性になることで有害な塩素ガスが発生する可能性があります。しかし、

粉末タイプの酸素系漂白剤は過炭酸ナトリウムを主成分としており、酸と混合したとしても有害

なガスが発生することはありません。 

◆ ≤ ╩ −╢≤ ●☻⅜ ∆╢⅛ ╩♩♇Ɑכ◌  ≢

℮ ⌐◦Ⱶ ╣─ ⌐ ♃▬ⱪ─ ╩ ╖ ╕∑√⅜ ∟∕℮⌐⌂⅛∫√─≢⁸☻

ⱪ꜠כ♃▬ⱪ─ ╩ ☻ⱪ꜠כ⇔≡⅛╠ ⇔√⁹ ⌐⌂∫≡⁸ ≤

╩ −╢≤ ⌂●☻⅜ ╢─≢│≤ ⌐⌂∫√⁹ ⅛⁹ ☿fi♃כ│▬

fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒酸素系漂白剤と塩素系漂白剤を混ぜても、お互いの漂白成分が反応して酸素が発生するだけで、

有害なガスは発生しません。ただし、漂白効果を打ち消し合ってしまいますので併用しないよう

にしてください。一般的に、塩素系漂白剤は酸性洗浄剤と混ざって液性が酸性になると、有害な

塩素ガスが発生することが知られています。このため、家庭用品品質表示法で、それぞれの製品

ラベルに「まぜるな危険」（塩素系）、「まぜるな危険」（酸性タイプ）の表示が義務付けられてい

ます。「まぜるな危険」と書かれている製品で、塩素系と酸性タイプを併用しないように気を付

けてください。液体酸素系漂白剤の液性は酸性ですが、家庭用品品質表示法に規定されている塩

素ガス発生試験で、塩素ガスの発生が認められませんので「まぜるな危険」表示製品には該当し

ません。 

◆ ─ ⌐ ∫√ ⌐≈™≡  ─ ⌐⁸ ⌐ ╘√ ╩ ⇔≡™

╢⁹↓─ ≢ ─ ╡─ ₁⌂╙─╩ ™≡™╢─∞⅜⁸ ⌐ ∫√ ╩ ╣√ ─

╙┤™√⁹ ⅜ ⌐ ╖ ╪≢ ⌐≈⌂⅜╢╟℮⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹ ─

ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸↓─ │ ⌐ⱳꜞ◄♅꜠fiⱨ▫ꜟⱶ⅜ ╡ ╦∑≡№

╢─≢ ⅜ ╕≢ ╖ ╗↓≤│⌂™≤ ╦╣√⁹ ⱷכ◌כ─ ℮↓≤╩ ∂≡╙™™─∞╤

℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒分包紙にポリエチレンフィルムが貼り合わせてあるのならば、製造メーカーが言うように液が染

み込むことはないでしょう。 

◆ ♩▬꜠ ─ ⌐≈™≡  ₈ ╙≢⅝╢ ╩ ⇔≡™╢⁹ │ ≢

╩ ≢⅝╢⅜⁸ ⌐≈™≡│ ⌐ ⅜№╢⅛╦⅛╠⌂™⁹ ─ ⌐≈™≡│≥

─╟℮⌐⌂∫≡™╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ │ ≢ │⌂™≤

☿fi♃כ─ ⌐№╢─│ ⇔≡™╢⅜⁸ ⌐≈™≡╙ ≢╟™⅛⁹<

> 

⇒消臭剤は雑貨品であり、消臭や除菌などの効果についての法的規制はありません。ただし、表示

や広告に根拠なく効果を謳い、虚偽や誇大表現がある場合は、不当景品及び不当表示防止法（景

表法）の優良誤認に該当する可能性があります。このため、一般的に製造メーカーは、訴求する
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効果・効能の根拠となるバックデータを持ち、効果・効能を保証するための基準値を設けていま

す。詳細は製造メーカーにお問い合わせください。 

◆ ꜞⱠfi ☻ⱪ꜠כ─ ⌐≈™≡  ꜞⱠfi ☻ⱪ꜠כ─ ה ╩ ⇔≡™╢⁹

≤⇔≡ⱨ▼ⱡ◐◦◄♃ⱡכꜟ╩ ⇔≡™╢⅜ ─ ≤ ⇔√ ⁸ ─ ⌐

│⌂™─⅛⁹< > 

⇒フェノキシエタノールは防腐剤として化粧品などにも使用されている成分です。通常、製品には

他の成分と混合して使用されるものですが、各成分との混合による影響については当センターで

はわかりかねます。 

◆ ™ ≡ⱴ☻◒⌐ ☻ⱪ꜠כ╩ ∫≡╙╟™⅛  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√

™ ≡ⱴ☻◒⌐ ⌂ ™⅜№∫√─≢⁸ ∆═≡⌐ủủ ─ ☻ⱪ꜠כỏỏ╩☻ⱪ꜠כ

⇔≡ ⇔≡ ⅛⇔√⁹↓╣╩ ∫≡™√≤↓╤⁸ ⅛╠⁸ ☻ⱪ꜠כ⌐│ ⌂ ⅜

╕╣≡™╢─≢ⱴ☻◒⌐│ ⇔⌂™ ⅜╟™≤ ╦╣√⁹₃₃ ⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ≢

─ ─ ™ ─ ⅜ ╣╢∞↑≢⁸ ⌐ ╩ ↄ↓≤│≢⅝⌂⅛∫√⁹∕↓≢⁸

☿fi♃כ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒○○社のウェブサイトに掲載されている製品Ｑ＆Ａを見ると、△△が使用される状況を考慮した

安全性を検討しているとしていますが、使い捨てマスクへの使用については「お勧めできない」

とされています。また、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産

業省・消費者庁特設ページ）」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html ）によると、消毒

や除菌効果を謳う商品をマスクに噴霧し、薬剤を吸引してしまうような状態でマスクを使用する

ことは、健康被害のおそれがあることから推奨されていません。 

◆ ─ ⌐ ◄♃ⱡכꜟ╩ ╣≡  ⅛ ⁸ ◄♃ⱡכꜟ╩☻ⱪ꜠כ

♃▬ⱪ─ ─ ⌐ ╣≡ ─ ⌐ ⇔√⁹ ╩ ™ ∫√ ─

╩ ╦∏⌐∕─╕╕ ⇔√─≢⁸ ─ ╩∆╢≤ ⌐╟™ ╡⅜≈™≡™√⁹ ⅜

⇔ ∫≡™√⅛╙ ╣⌂™⁹◄♃ⱡכꜟ │ ⌐ ╩ ™ ∫≡⇔╕∫√─∞⅜⁸∕─╕

╕ ╩⇔≡™√─≢⁸ ─ ⅜ ⌐ ∫≡ ╩ ∆╢╟℮⌂↓≤⅜⌂™⅛ ⌐⌂∫

≡⅝√⁹ ─≤↓╤⁸ ⌐ │⌂™⅜ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙

⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の安全性等に関する詳細情報は持ち合わせておりません。安全性につ

いては衣類用消臭剤の製造メーカーにお問い合わせください。一般的に、お伺いした話から、混

入したと思われる消臭剤は微量であり、さらに体内に取り込まれたとしても極々微量と考えられ

ます。身体に異常を感じていないということですので、過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ⱨꜟⱲ ╩ ∆╢ ה ⌐≈™≡  ⅜▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ⱨꜟⱲ ╩ ∆╢

ה ₃₃╩ ⇔≡ ⇔≡⅔╡⁸ ─ ⌐╙ ⅎ≤ ∫≡ↄ╢⁹ │⁸ ╛

⅜ ⌐⌂∫√─≢ ─ỏỏ⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ≢⅝╢╟℮⌂ ⌂ │ ╠╣⌂⅛∫

√⁹↓─ ─ ─ ╛ │≥℮ ⅎ√╠™™─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ≢ ↕╣√⁹< > 
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⇒当センターでは個別の製品の効果や安全性に関する詳細情報は持ち合わせておりません。これら

の製品情報は販売元（あるいは製造メーカー）が所持しておくべきものです。明確な回答が得ら

れなかったとのことですが、効果や安全性について、どの様なエビデンスを持っているのか具体

的に提示して貰うようにされてはいかがでしょうか。一般にフルボ酸とは、植物などが微生物に

より分解された最終生成物である腐植質（フミン質とも言う）の成分で、疎水性有機酸を総称し

たものです。天然物由来で単一化合物ではないため、採取した場所や元の植物により異なる性質

を持つことも考えられます。販売元（あるいは製造メーカー）の提示する情報により判断される

とよいでしょう。 

◆ ⌐ ⇔√ ─♬○▬─ ╡  ₈ ⅜ ╩כ♫כ꜠♩≢ ∫≡™╢⅜⁸ ⅎ≡

─ ─ ╩ ∟ ⌐כ♫כ꜠♩─⧵⁹√∫╕⇔≡∫ ⇔≡™╢ ─♬○▬╩ ╡√™⅜

≥℮∆╣┌ ╣╢⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃⁹⅛╢⅛╦≢כ<

> 

⇒柔軟剤に配合されている香料は、通常の洗濯によって取れてしまいます。落ちにくい場合は繰り

返し洗濯するとよいでしょう。また、衣類の取り扱い方法を確認の上で、香料は自然に揮発しニ

オイはやがて弱くなっていきますが、温度が高いほど揮発しやすいので、タンブラー乾燥機で加

熱乾燥すると取れやすくなります。 

◆ ─♬○▬╩ ╢⌐│  ▪Ɽכ♩≢ ╠⇔╩⇔≡™╢ ⅜⁸ ╡─ ™ ╩ ∫

≡⅔╡⁸ ⌐♬○▬⅜ ╖≈™≡™╢⁹ │ ─ ⌐ ╢≤ ─ ⅜ ↕╣≡ⱧꜞⱧꜞ

⇔⁸ ╠⌂ↄ⌂╢⁹ │ ≤╙⌂™ ∞⅜ ⌐ ™─≢│≤ ™⁸Ɫ►☻◒ꜞ

◓fi♬כ ⌐ ╪≢○♂fi ╩⇔≡╙╠⅔℮≤ ∫≡™╢⁹ │№╢─∞╤℮⅛⁹╕√⁸○

♂fi│ ⅜ ™≤ ↄ⅜○♂fi ⇔≡╙ ∞╤℮⅛⁹< > 

⇒ニオイの感じ方は、強さや快不快の個人差が大きく、ある人が心地よいと感じるニオイでも、別

の人にとっては強くて嫌なニオイと感じることもあります。また、同じニオイを嗅ぎ続けると慣

れが起きてニオイを感じにくくなることもあります。部屋の脱臭の必要性については何とも言え

ないところです。また、検討されているオゾン脱臭については、詳細が不明なのでお答えしかね

ます。一般的に、オゾンは強い酸化力を持つため、高濃度では猛毒であり、吸い込むと有害であ

ると言われています。日本における作業環境基準は０．１ppmとされています。発注前に、ハウ

スクリーニング業者に効果や安全面の説明を受けるようにされてはいかがでしょうか。 

◆ Ɫfi♪♁כⱪ─⌠╢≈⅝⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─√╘Ɫfi♪♁כⱪ╩ ∫≡

™╢⁹ ⁸₃₃ ─Ɫfi♪♁כⱪỏỏ╩ ╘≡ ⇔√⁹ ∫≡╖╢≤⁸ ⌐™≈╕≢╙ ∫≡

™╢╟℮⌂ ⅜№╡⁸⌂⅛⌂⅛∆∆→⌂™ ∂⅜∆╢⁹ ⌐ ∫≡™√Ɫfi♪♁כⱪ≢│∕─

╟℮⌂↓≤│⌂⅛∫√⁹ ⅜ ⌐⌂╡ỏỏ ─ ⌐ ⇔√⅜⁸ ◖꜡♫►▬

ꜟ☻─ ≢ ╩ ↑ ↑≡⅔╠∏ ↄ↓≤⅜≢⅝⌂⅛∫√⁹∕∟╠≢ ⅜╦⅛╢⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒一般にハンドソープには石鹸がつかわれていますが、〇〇社のウェブサイトで製品情報を見ると、

△△には合成界面活性剤が使用されています。使用感やすすぎ性の違いは使われている成分の違

いによるものと思われます。ご心配には及ばないでしょう。 
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◆ ⌐ ╕╣╢◦ꜞ◌─ ⌐≈™≡  ≢ ╡√ ─ ⌐⁸ ─ ≢ ⇔≡™╢

⌐ ╕╣≡™╢◦ꜞ◌⅜ ≤─ ⅜№∫√⁹ ⁸ ⇔≡™╢ ⌐◦ꜞ◌⅜ ╕╣≡

™╢⅜⁸↓─ ╙ ≢№╢≤™℮↓≤⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐≈™≡─

™ ╦∑ ≤⇔≡⁸∕─ ≢ ↕╣≡™√⁹< > 

⇒お読みになった本を確認できておりませんので、有害であるとの根拠が不明であり、確かなこと

は申し上げられません。一般的に、シリカは二酸化ケイ素で構成される物質の総称で、個別には

性質の異なる様々なものが存在します。結晶性シリカと非結晶性シリカに大別されますが、結晶

性シリカの一種であり天然鉱物のクリストバライトに発がん性の指摘があります。ただし、微細

な粉じんを吸引した際のものであり、主に採掘従事者等の職業上リスクが問題にされています。

化粧品や洗顔料に使われているシリカは非結晶性シリカであり問題になることはないと思われ

ます。ご心配であれば、製造メーカーに直接お問い合わせください。 

◆ ⌐ ⅎ╢ ╩ ∆╢ ─  │◄☻♥ ─ ╩⇔≡™╢⅜⁸ ∞↑

≢⌂ↄ ™╛ ⌂≥ ⌐ ⅎ╢ ─ ╩ ⅎ≡™╢⁹ │ ╩ ≡

™╢ ⅜ ™⁸ ─ ╩ ↑≡ ─ ≢ ∆╢ ⁹↓℮™∫√ ╩

∆╢⌐№√∫≡⁸≥─ ⌂ ⅜№╡⁸≥─╟℮⌐ ⇔√╠╟™⅛▪♪Ᵽ▬☻⅜ ⇔™⁹

☿fi♃כ│ ≢ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは特定の企業・製品に関連したコンサルティング業務は行っておりません。洗顔や身

体洗浄を目的とする製品は薬機法の規制を受けます。一方、食器洗いや洗濯用洗剤は雑貨品であ

り、薬機法のように包括的な規制はなく、用途ごとに関連した法律があります。検討している製

品の用途に関連する法律を所轄している省庁にお問い合わせになってはいかがでしょうか。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ≢ ─ ≤ ↕╣⁸ꜜ ⁸♪כ ◄◐☻⁸ ◄◐☻

─ ╩ ⇔√ ╩ ⇔⌂™╟℮⌐≤ ╦╣≡™╢⁹ ⅜ ∫≡™╢ ⌐≈™≡⁸

↓╣╠─ ⅜ ╦╣≡™╢⅛≥℮⅛╩ ⅎ≡╙╠ⅎ╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כ

Ⱡ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の詳細データは持ち合わせておらずお答えしかねます。製造メーカーに

お問い合わせください。 

◆ ⌐ ↕╣╢♫ⱡ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ↕╣≡™╢♫ⱡ │

⅜╪ ⅜№╢≤ ™≡№╢ ╩ ╪≢ ⌐⌂∫√⁹∕─ ⌐╟╢≤⁸ ─ ⌐│ ≢│

↕╣≡™╢⅜⁸ ≢│ ⅜⌂ↄ⁸ ↕╣≡™╢╙─╙№╢≤─↓≤⁹ │≥℮⌂─⅛⁹

☿fi♃⁸│כ∕─ ─ ⌐ ™ ╦∑ ≤⇔≡ ↕╣≡™√⁹< > 

⇒化粧品のナノ原料（ナノマテリアル）については、日本化粧品工業連合会が国内外の動向をウェ

ブサイトで公表しています（https://www.jcia.org/user/approach/nanomaterial ）。それによる

と、現段階での結論として、「これまでに調査・研究してまいりました結果から、ナノマテリア

ルを配合しましても化粧品の安全性に問題はないものと考えております。ただし、最新の研究発

表や評価技術の進歩にあわせた検証が必要であるとの考えから、今後もナノマテリアルの安全性

に関する調査研究を進めてまいります。」とあります。参考になさってください。 

◆ ♫♩ꜞ►ⱶ≤ⱦ♃Ⱶfi ╩ ∆╢ ─  ⅜ ∫≡™╢ ⌐⁸
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♫♩ꜞ►ⱶ≤ⱦ♃Ⱶfi ⅜ ╕╣≡™╢⁹↓─ ⅜ ∆╢≤ ⌂ⱬfi♀fi⅜ ∆╢─

≢ ≢№╢≤─ ╩ √⅜ ™ ↑≡╙ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃

≢♩♇Ⱡכ ∫√⁹< > 

⇒安息香酸ナトリウムとビタミンＣの混合によるベンゼンの生成については、１９９０年代にＦＤ

Ａ（アメリカ食品医薬品局）が 「清涼飲料水に安息香酸塩とビタミンＣが共存し、そこに温度、

紫外線などの条件が重なるとベンゼンが生成する。ただし両者が共存しただけでは生成量は検出

限界以下である」 との報告を行なっています。日本では、厚生労働省は清涼飲料水で認められ

る発生量では、リスクの増大への寄与は少ないとの見解を出しています

（https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/dl/h0728 -4a.pdf ）。ご懸念の点について、食品であ

る清涼飲料水に比べ化粧品でのリスクはさらに低いと考えられ、また、化粧品でベンゼンが生成

したという情報はありません。過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ≢ ⇔≡™╢◦ꜗfiⱪהכ ─♬○▬⌐≈™≡ ⅛╠  ≡ ─ ⅛╠⁸

≢ ⇔≡™╢◦ꜗfiⱪכ─♬○▬─↓≤≢ ╩ ╦╣≡™╢⁹ ⁸ ─♬○▬≢

⅜№╡ ╩ ⅎ√ ⅜№╢⁹ │⁸ ⌐ ╩∆╢≤₈◦ꜗfiⱪכ─♬○▬⅜ ─ ⌐

╡ ╪≢ↄ╢√╘ ⌐⌂╢⁹ ⌐⌂∫√╠⁸⅔ ─∑™₉≤ ╦╣≡ ⌐ ∫

≡™╢⁹↓─╟℮⌂ │№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹

⁸ ╙ ∆╢ ≢№╢⁹< > 

⇒隣家や近隣の洗濯物のニオイで体調不良になったと相談は寄せられますが、因果関係が特定され

たものはありません。ニオイの感じ方は個人差が大きく、一般には問題にされない程度のニオイ

でも人によっては不快に感じることがあり、扱いが難しい面があります。お伺いした内容は、市

販されている製品を通常の使い方で使用しているだけであり違法性がある訳ではありません。度

重なる苦情で対応に苦慮しているようですので、法律の専門家にアドバイスを求められたほうが

よろしいかと思います。 

◆ Ⱬ▪◌ꜝכ─ ☺▪Ⱶfi─ ⅜╪ ⌐≈™≡  ™≈╙₃₃ ─ Ⱬ▪◌ꜝכ╩ ⇔≡

™╢⅜⁸ ─☺▪Ⱶfi⌐ ⅜╪ ⅜№╢≤─ ⅜▬fi♃כⱠ♇♩⌐№╡ ⌐⌂∫√⁹₃₃

⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ⌐≈™≡│ ─ ╩ ↑ ⇔≡™╢≤ ℮─╖≢⁸ ⅜╪

⌐≈™≡─ │⇔≡ↄ╣⌂⅛∫√⁹ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸₃₃ ⅛╠ ↕╣√

╩♃כ♦ ⌐ ╩ ⅎ≡™╢⅜⁸ ─ ⌐≈™≡ ╩ ∫≡™╢╦↑≢│⌂™

─≢ ⅎ╠╣⌂™≤ ╦╣⁸ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹Ⱬ▪◌ꜝכ⌐ ↕╣≡™

╢☺▪Ⱶfi│ ⅜╪ ⅜№╢─⅛⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の安全性等の詳細データは持ち合わせておらずお答えしかねます。製品

の安全性は製造メーカーが答えるべき案件です。一般的に、ジアミンは、ヘアカラーに使われて

いる酸化染料の俗称です。２０１５年の消費者安全調査委員会の報告「毛染めによる皮膚障害」

（https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_008/pdf/8_houkoku.pdf ）で

は、ヘアカラーに使われる代表的な酸化染料として、パラフェニレンジアミン、メタアミノフェ

ノール、パラアミノフェノール、トルエン-２，５-ジアミンが挙げられています。これら物質の

安全性情報を調べると、発がん性は判断するに足るデータがないため「分類できない」とされて

います。（https://anzenin fo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx）。 
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◆ ╩ ⌐ ↕╣╢ ™ ⌐≈™≡  ₈ ╩ ⇔ↄ ⇔√≤↓╤⁸ ⌐ ™

⅜ ∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ™ │ ─ ⌐╟╢╙─⌂─⅛⁹ ─ ⱷכ◌כ⌐ ™

╦∑√≤↓╤⁸₈ ⅜ ╢⌐│ ∆⅞⁸ ⌐≈™≡│╦⅛╠⌂™₉≤─↓≤≢№∫√⁹ ╩

⇔≡™╢⅜⁸ ↕╣≡™╢▬○►⌂≥≢│⌂ↄ ⌂╙─≢№╢⁹ ╩ ⇔√↓

≤⅜ ─ ⌐ ⇔√─∞╤℮⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ╩ ∆╢↓≤≢ ─

╩ ∆╢↓≤⅜ ⅎ╠╣╢⅛⁹< > 

⇒入浴剤によっては、給湯器に悪影響を与える場合がありますが、そのような場合には入浴剤の使

用上の注意に何らかの記載があると思われます。製品表示をご確認になるか、または入浴剤の製

造メーカーにお問い合わせください。また、給湯器製造メーカーで入浴剤の使用可否を把握して

いる場合もありますので、給湯器製造メーカーにもお問い合わせになるとよいでしょう。錆以外

の原因としては、給湯器を交換しても壁や床に埋め込まれている配管までは交換しないため、給

湯器の交換工事をしたことをきっかけに、配管の繋目に使用されているゴムパッキンのカスやこ

びりついていた汚れが剥がれて出てくる現象があるようです。 

◆ ─ ┼─ ⌐≈™≡  ₈ ♃▬ⱪ─ ╩ ∫≡™╢⅜⁸ ⌐ ∆

╢↓≤│⌂™⅛ ≢№╢⁹╕√⁸ ─ ╡ ╩ ⌐ ∫≡™╢⅜⁸ ♪ꜝⱶ ⌐

╩ ╓∆↓≤│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁸ ☿fi♃כ≢ ╩ ∫≡™

™⌂™⅛⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。お使いになっている入浴剤の製

造メーカーにお尋ねください。一般に、風呂釜や洗濯機への悪影響が懸念される場合には、製品

の注意表示に記載があると思われます。ご確認ください。また、風呂釜や洗濯機の製造メーカー

に問い合わせてみてもよいでしょう。 

3)  製造物責任（ＰＬ）法、法規制全般 

ꜟכ◖ꜟ▪ ◆ ☻ⱪ꜠כ─ ⌐≈™≡  ₈▬fi♃כⱠ♇♩ ≢♪▪ⱡⱩ╛♥כⱩꜟ ─

⌐ ꜟכ◖ꜟ▪─ ─ ☻ⱪ꜠כ╩ ⇔√⁹ ─ ⁸ꜟכ◖ꜟ▪│⌐ ≤№╢

∞↑≢№╢⁹ ─ │≥─╟℮⌐⌂∫≡™╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⅜≥℮⌂─⅛⁹<

> 

⇒手指の殺菌消毒用アルコールは医薬品または医薬部外品に該当し、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）の規制を受け、成分表示等が義務付けられて

います。一方、当該製品は雑貨品であり、薬機法の規制は受けません。雑貨品などの、消費者が

日常生活で使用する家庭用品については、家庭用品品質表示法によって対象品目が指定され、品

目ごとに成分、液性、使用方法、使用上の注意などを定めていますが、アルコール除菌剤は当該

法の対象品目外であり、表示規定はありません。エタノールを含有した、消毒・除菌剤について

は、当センターの月次報告であるアクティビティノートに掲載した、ちょっと注目「消毒用エタ

ノール（https://www.nikkakyo.org/system/files/chumoku281%20.pdf ）」をご参照ください。 

ꜟכ◖ꜟ▪ ◆ ☻ⱪ꜠כ─ ⌐≈™≡  ₈ỏỏ ꜟכ◖ꜟ▪─ ☻ⱪ꜠₃₃כ│ ⌐

ₐ ≢ꜟכ◖ꜟ▪ ₑ≤ ⅜№╢⅜⁸ỏỏ ꜟכ◖ꜟ▪⌐ ◄♃ⱡכꜟ ╩ ™

╦∑≡╙ ⅎ≡╙╠ⅎ⌂⅛∫√⁹ ╩ ⇔ↄ ═≡╖╢≤⁸ ⌐│ ⅎ⌂™⁸ ◖꜡♫
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►▬ꜟ☻⌐ ∆╢ │ ↕╣≡™⌂™≤№╢⁹↓╣│ ≢│⌂™⅛₉≤™

℮ ╩ ↑≡™╢⁹≥℮ ⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒手指消毒用エタノールは医薬品または医薬部外品として、薬機法の規制を受けており、エタノー

ル濃度は７６．９～８１．４ｖｕｌｏｌ％に規定されています。これに対し、当該製品は台所用

のアルコール除菌スプレーであり雑貨品になります。アルコール濃度に対する規定はなく、手指

などの殺菌や消毒といった効能を訴求することはできません。製造メーカーにアルコール（エタ

ノール）濃度を問い合わせても開示義務はありませんので教えられないとの回答になったものと

思われます。製品に誇大広告や優良誤認に該当すると思われる表示があるとのご意見ならば、景

品表示法（不当景品及び不当表示防止法）の所轄官庁である、消費者庁の「景品表示法の相談・

被疑情報の受付窓口」（https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/ ）に

申し出るようにお伝えしてはいかがでしょうか。 

◆ ◄♃ⱡכꜟ ☻ⱪ꜠כ─◄♃ⱡכꜟ ⌐≈™≡  ♪ꜝ♇◓☻♩▪≢₃₃ ─◄♃ⱡכꜟ

☻ⱪ꜠כỏỏ╩ ⇔√⁹ ≢◄♃ⱡכꜟ ≤™℮↓≤≢ ⇔√─∞⅜⁸ ≢Ɽ♇◔

ↄ╟╩☺כ ╢≤⁸ │ ≤⌂∫≡⅔╡⁸ ╙ ⁸◄♃ⱡכꜟ─ ⌐⌂∫≡™╢⁹

─ ™ ⅛╠ ↕╣≡™╢─≢№╣┌⁸ ◄♃ⱡכꜟ⅜ ⌐⌂╢═⅝≢│⌂™⅛⁹ ⌐◄♃ⱡ

╩ꜟכ ⇔≡™╢─⅛ ╦⇔™⁹↓─╟℮⌂ ⅜ ↕╣≡™≡╟™─∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当該製品は韓国のメーカーが製造し、日本企業である〇〇社が輸入販売しているもののようです。

手指消毒用のエタノール製品は薬機法の規制を受け、医薬品または医薬部外品としての承認を得

たうえで製造販売されており、エタノール含有量は７６．９～８１．４vol ％とすることとされ

ています。当該製品はこれに該当せず、雑貨品として販売されているものです。表示内容につい

ての疑義は、景品表示法の所轄官庁である消費者庁にご相談ください。 

ꜟכ◖ꜟ▪ ◆ ─ ⌐≈™≡  ₈▬fi♃כⱠ♇♩ ꜟכ◖ꜟ▪─ⱪ▬♃ꜟכ♂▪◄≢

☻ⱪ꜠כ╩ ⇔√⁹▬fi♃כⱠ♇♩⌐ ↕╣≡™√ ≢│⁸◄♃ⱡכꜟ ≤№∫

√⅜⁸ ⇔√ ─ ⌐│⁸ ≤ ⌐ ─ │№╢⅜ ⅜ ↄ⌂™⁹

⌐ ⇔√≤↓╤⁸₈ ⌂─≢ │⌂™₉≤─ ≢№∫√⁹ ⅜ ⌐№╢⅛

≢№╢⁹ ─ ⁸ ⅜ ℮╟℮⌐ ⇔⌂ↄ≡╙╟™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™

╢⁹ ─ │ ╩⇔⌂ↄ≡╙╟™╙─⅛⁹< > 

⇒消費者が日常生活で使用する家庭用品については、家庭用品品質表示法によって対象品目が指定

され、品目ごとに成分、液性、使用方法、使用上の注意などを定めていますが、アルコール除菌

剤は当該法の対象品目外であり、定められた規定はありません。「雑貨品なので表示義務はない」

との説明は、おそらく当該法の対象外であることを示していると考えられますが、エタノールを

７０～８０％含有しているのであれば、消防法の危険物に該当し、消防法で定められた表示項目

を容器に表示することが義務付けられています

（https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp -kouhouka/pdf/020417-2.pdf ）。ただし、容量が３０

０ｍｌ以下の場合は省略できる表示項目もありますので、詳しくは製造メーカーにお問い合わせ

ください。 

─♩כ◦♃כ♦ ◆ ⌐≈™≡  ≢ ♩כ◦♃כ♦ ≤⌂
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∫≡™╢ ╩ ∆╢ ꜟכ◖ꜟ▪ ☻ⱪ꜠כ ╩ ⌐ ∆╢⌐№√╡⁸ ⅛╠

─ ╩ ╘╠╣≡™╢⁹ │ Ⱪꜝfi♪ ≢ ╩ ↑≡™╢╙─≢

⌐│ ≤ ↄ ─ ─ ⅜ ∆╢⁹ ─ │ ╩ ⇔≡™╢

⅜⁸ ─ ≤⇔≡ ╩ ⅎ≡ ∆╢ ≢╙ √⌐ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™─

⅛⁹< > 

⇒ＳＤＳに記載する項目の会社情報は、「譲渡提供する者」の名称、住所、電話番号を記載します

ので、新たに作成する必要があります。また、海外に郵送する場合、国によっては税関告知書の

記載が必要となり、送付する内容物が化学製品の場合にＳＤＳの添付を求められることがありま

す。 

◆ ◄♃ⱡכꜟ─ ⌐≈™≡  ₈ ⌐▬fi♃כⱠ♇♩ ≢◄♃ⱡכꜟ

─Ɫfi♪☺▼ꜟ₃₃╩ ⇔√⁹▬fi♃כⱠ♇♩⌐ ↕╣≡™√ ≢│◄♃ⱡכꜟ ≤№

∫√⅜⁸ ─ │◄♃ⱡכꜟ─╖≢ ─ │⌂™⁹ ◄♃ⱡכꜟ─ │

≥℮⌂∫≡™╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ◄♃ⱡכꜟ─ ─ │№╢⅛⁹<

> 

⇒手指の殺菌消毒用として認可されているエタノール消毒剤は薬機法の規制を受けます。製品の容

器に「第３類医薬品」または「指定医薬部外品」の表示が、また成分としてエタノールを７６．

９～８１．４vol ％含有する旨の表示があります。上記に該当しない製品は手指の殺菌消毒用に

供することは出来ず、エタノール濃度の表示義務はありません。厚生労働省は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大に伴うエタノール消毒剤の供給不足を鑑みて、臨時的・特例的に６０vol ％以上

の「高濃度エタノール製品」を、薬機法の認可を受けていなくても手指消毒用に使用してもよい

との通達を出しています（https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000624086.pdf ）。この場

合、エタノール濃度の表示義務はありませんが、「高濃度エタノール製品」に該当することを示

すためにエタノール濃度が表示されていることが多いようです。 

ꜟכ◖ꜟ▪ ◆ ─ ⌐≈™≡ ꜟכ◖ꜟ▪⅜  ╩ ⇔≡™╢⁹ ◄♃ⱡכꜟ╩

⇔≡⁸ ≢ ⇔⁸▪꜡ⱴ○▬ꜟ╩ −╢⌂≥⇔≡ ≢ ⇔√╙─╩⁸ ─⅔ ≢ ∫≡™╢╟

℮∞⁹↓℮™∫√ │ ⌐│⌂╠⌂™─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ

⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒手指等の殺菌消毒に使用する製品は医薬品または医薬部外品に該当し、薬機法の規制を受けます。

しかし、物品の除菌を目的とした除菌剤は雑貨品であり、薬機法の対象外です。薬機法の対象外

とはいえ、製造に当たっては労働安全衛生法、化管法、毒劇法など、販売に当たっては消費者安

全法、景品表示法などの関連法規に準拠する必要があります。エタノールは消防法の危険物第４

類（アルコール類 危険等級II ）に該当しますので、取り扱いや製品表示上の規制を受ける場合

があります。また、製品の欠陥により消費者に健康被害や財産被害が発生した場合、製造物責任

法により製造物責任が問われることがあります。たとえ小規模な製造販売であっても、事業者は

自覚と責任を持って事業に取り組む必要があるでしょう。 

◆ ◄♃ⱡכꜟ ─ ⌐≈™≡  ─ ◄♃ⱡכꜟ─ ≤⇔≡

─◄♃ⱡכꜟ ╩ ⇔≡™╢⁹ ⌐│⁸ ⌐ ⅜ ⇔√

₈ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ⌐ ℮ ◄♃ⱡכꜟ ─ ⌐≈™≡ ∕─ ₉
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≢ ≤↕╣≡™╢⁸₈ │ ╛ ≢│№╡╕∑╪⅜⁸ ◄♃ⱡכꜟ─

≤⇔≡⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ≢∆₉⁸╩ ⇔≡™╢⅜ ─ ─

ⱪ꜡⸗כ◦ꜛfi⌐ ╦╣╢ ⌐ ╛ ⁸◐ꜗ♇♅◖Ⱨכ⌂≥╩ ™≡ ⌐ ↕

╣╢ │ ⅜ ↄ⌂╢√╘ ─ │ ⇔™⁹ ◄♃ⱡכꜟ≤ ⇔≡╙ ─ ⌐

│╦⅛╠⌂™≤ ℮⁹≥─ ≢⅝╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▪◒♥▫ⱦ♥▫ⱡכ♩

─₈∟╞∫≤ ₉≤⇔≡ ↕╣≡™╢₈ ◄♃ⱡ₉ꜟכ╩ ≡ ∫√⁹< > 

⇒２０２０年４月２２日に厚生労働省が出した事務連絡は「消毒用エタノール」の供給が逼迫した

ことによる特例措置として出されたものです。販売等については当センターでは判断できかねま

すので、厚生労働省にお問い合わせください。 

◆ ─ ≤  │ ─ ╩⇔≡™╢⁹ ⅜ ┼─

─ ╩ ╘√⅜⁸ ─≤↓╤≢ ↑⇔≡ ⌐ ╢ ╩ ∫≡™╢⁹╕√⁸ ⌐

⇔≡│⁸ ⅜ ⇔√ ─ ─◖Ⱨכ╩ ⌐ ⇔≡™╢⁹╙⇔╙⁸ ⇔√

≢ ╠⅛─♩ꜝⱩꜟ⅜ ⇔√ ⁸ ⅜ ╩ ╦╣╢ │№╢─⅛⁹

☿fi♃כ─ ⇔≡™╢▪◒♥▫ⱦ♥▫ⱡכ♩ ⌐ ↕╣≡™√₈ ⇔√

─ ⌐≈™≡₉╩ ≡ ⌐⌂∫√─≢ ⇔√⁹< > 

⇒製造物責任（ＰＬ）法とは、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に係る被害が生じた

場合における製造業者等の損害賠償責任について定めた法律です。ここで製造業者とは、「業と

して製造、加工又は輸入をした者」とされています。本件の場合、小分けが加工に該当するか否

か、また業としておこなったものか否かがポイントになります。ケースバイケースで判断される

事柄ですが、お伺いした内容であれば、製造物責任を問われることはないと思われます。 

◆ ⇔√ ─ ⌐≈™≡  ─ ≢№╢⅜⁸ ◖꜡♫►▬ꜟ☻─

≤⇔≡⁸ ≢ ⌐╟╡ ╩ ≢⅝╢ ╩ ⇔⁸ ⇔√

╩ ⌐ ∆╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁹ │ ₁⅜ ⇔√Ɑ♇♩Ⱳ♩ꜟ⌂≥⌐

╣≡ ∆╢⁹ ≢№∫≡╙ ⇔√ ≢ ⅜ ⇔√ ⌐ ⅜ ╦╣

╢⅛⁹< > 

⇒無料配布したものであっても製造物に該当しますので、その欠陥によって生じた損害については

製造物責任（ＰＬ）法が適用となり、貴自治体が製造事業者として製造物責任を問われる可能性

があります。 

◆ ─◄♃ⱡכꜟ ⌐≈™≡  ₈◄♃ⱡכꜟ╩ ⇔√ ─ ─ │№╢⅛⁹╕

√⁸ ↕╣√ ⅜ ⇔™⅛≥℮⅛╩ ═╢⌐│≥℮⇔√╠╟™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

⌐ │⁸₃₃ ─ ∆╢Ɫfi♪☺▼ꜟ─◄♃ⱡכꜟ ⅜⁸ ↕╣≡™╢ ╩ ⌐

∫≡⅔╡⁸ ⌐ ∆╢≤⇔≡⁸₃₃ ⌐ ╩ ⇔√

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200519_01.pdf.pdf ⁹↓╣╩ ↑≡

│ ⌐ ╠╣≡™╢╟℮∞⁹◄♃ⱡכꜟ ─ │№╢─⅛⁹╕√⁸◄♃ⱡכꜟ ╩ ═╢

│№╢⅛⁹< > 

⇒手指の殺菌消毒用として認可されているエタノール消毒剤は薬機法の規制を受けます。製品の容

器に「第３類医薬品」または「指定医薬部外品」の表示が、また成分としてエタノールを７６．

９～８１．４vol ％含有する旨の表示があります。上記に該当しない製品は手指の殺菌消毒用に
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供することは出来ず、エタノール濃度の表示義務はありません。厚生労働省は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大に伴うエタノール消毒剤の供給不足を鑑みて、臨時的・特例的に６０vol ％以上

の「高濃度エタノール製品」を、薬機法の認可を受けていなくても手指消毒用に使用してもよい

との通達を出しています（https://www.mhlw .go.jp/content/10800000/000624086.pdf ）。この場

合、エタノール濃度の表示義務はありませんが、「高濃度エタノール製品」に該当することを示

すためにエタノール濃度が表示されていることが多いようです。エタノール濃度を調べる場合に

は、独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイト

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html ）に検査機関のリストが掲載さ

れていますのでご参照ください。なお、検査に掛かる費用は自己負担となります。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ─ ╩ ∆╢ ⌐ ╩ ⇔√™⅜⁸

⅜№╢╙─≤⌂™╙─⅜№╢⁸ ─ ─ │№╢─⅛⁹< > 

⇒家庭用の台所用洗剤や住居用洗剤は家庭用品品質表示法によって、製品に表示すべき事柄が規定

されていますが、自動車用洗浄剤は対象外であり、法で定められた規定はありません。ただし、

製造メーカーによっては家庭用品品質表示法に準拠した表示をしていることもあるようです。お

知りになりたい事柄に関しては、直接、製造メーカーにお尋ねになってはいかがでしょうか。 

◆ ◌ⱦ ╡☻ⱪ꜠כ─ ⌐≈™≡  ◌ⱦ ╡☻ⱪ꜠כ╩ ⇔⁸ ⌐ ╩

⇔√≤↓╤⁸₈ ─♃▬ꜟ╛ꜚ♬♇♩Ᵽ☻│ ∆╢↓≤⅜№╢─≢ ∏ √⌂™≤↓╤≢

⇔≡ↄ∞↕™₉≤№╢⁹ ⇔≡ ⇔√ │ ─ ≤⌂╢─≢│⌂™⅛⁹ │ כⱤכ☻

⅜ ≤ ⌐№╡⁸ ─⅔ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸∕℮™℮ ─ │ ╣⌂

™≤─ ≢ ≢⅝⌂™⁹ ≢ ∆═⅝≢│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│

─ ─ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般的には、製品に表示されている使い方や注意表示に従って正しく使用したにもかかわらず、

拡大被害が発生した場合は、製造物責任（ＰＬ）法における「欠陥」に該当し、企業側に損害賠

償責任があるとみなされる可能性が高いです。ただし、ご指摘の表示は対象物への拡大被害を防

止するための表示です。変色の可能性があることを伝えたうえ、目立たない場所を指定している

こと、また、カビ取り剤等の塩素系製品の製造業者の集まりである洗浄剤・漂白剤等安全対策協

議会の自主基準に同じ注意表示が例示されており（http://www.senj ozai.jp/05_shiryo.html ）、

業界内で一般的な注意表示であることなどからＰＬ法での賠償の対象とはならないと考えられ

ます。 

◆ ₈ ⌐⅔↑╢ ●▬♪ꜝ▬fi₉  ⁸ ♩כ◦♃כ♦ ─ ⌐

⇔≡⁸ ⅜ ⇔√₈ ⌐⅔↑╢ ●▬♪ꜝ▬fi₉╩ ⌐⇔√™≤

ⅎ≡™╢⁹ ⇔√™⅜≥℮⇔√╠╟™⅛⁹< > 

⇒ご希望の冊子は、日本で製造物責任（ＰＬ）法が施行された１９９５年に刊行され、２０１３年

に改定第１版が刊行されています。どちらも、日本化学工業協会の会員企業に配布されましたが、

現在は絶版となっており、ご希望に沿うことは出来かねます。 

◆ ─ ≤  │ ≢│⌂™ ╩ ∫≡™╢⁹ ⁸

№╢ ╩ ≢№╢⅜⁸ ⌐ ⇔≡─ ╩≥─╟℮⌐ ⇔√╠╟™⅛ ⇔≡™╢⁹
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⌐│ ⌐ ∆╢ │⌂™─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ

♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒製造物責任（ＰＬ）法には表示に関する規定はありません。ＰＬ法は製造物の欠陥により使用者

が被害を被った場合の製造業者等の損害賠償責任を定めた法律ですが、注意表示等に不備があっ

た場合には、「注意・警告上の欠陥」と見なされる場合があります。一般消費者向けではない化

学製品とのことですので、化管法・安衛法・毒劇法に規定されたＧＨＳ（化学品の分類および表

示に関する世界調和システム）に基づく表示が必要となります

（https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/files/GHSpamphlet2017.pdf ）。また、

製品のリスクアセスメントを行い、製品特有のより細かい使用上の注意等をご検討になるとよい

でしょう。 

ꜟכ♂▪◄ ◆ ─ ꜟכ♂▪◄  ─ Ⱳ♃fi─ ╩ ≤ ╘≡™≡⁸

≢ ╣√ ⅛ │ ↓╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹

< > 

⇒製造物責任（ＰＬ）法では、製造物の欠陥により身体被害や財産被害が生じた際の損害賠償請求

権は当該製造物を引き渡した時から１０年を経過した場合に消滅するとされています。ただし、

製造物本体の破損のみで拡大被害がない場合、製造物責任は発生しませんのでこの限りではあり

ません。 

─☻ꜝ◓ⱶכ♩☻ ◆ ⌐≈™≡ ─☻ꜝ◓ⱶכ♩☻  ╩ ⇔≡™╢ ⅛╠⁸₈☻

─☻ꜝ◓ⱶכ♩ │≥─╟℮⌂↓≤╩ ™√╠╟™─⅛⁸ │№╢─⅛₉≤─ ╩

↑≡™╢⁹≥℮ ⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒ストームグラスとは、複数の化学薬品をアルコールと水に溶かしてガラス管に詰めたもので、溶

液や析出した結晶の状態によって天気予報ができ、インテリア雑貨として販売されています。一

般的に、化学薬品としては、樟脳、硝酸カリウム、塩化アンモニウムが使われます。当該製品の

表示についての法規制は見当たりません。事業者が独自にリスクアセスメントを行い、製品の危

険・有害性に応じた適正な表示を行う必要があるでしょう。 

◆ ⁸ ─ ─⌂™ⱴ☻◒⌐≈™≡  ♪ꜝ♇◓☻♩▪ ≢ ⁸ ─ ⅜⌂

™ⱴ☻◒⅜ ∫≡™╢⁹ ≢ ─ ⅜ ∫≡™╢╟℮≢№╢⁹↓─╟℮⌂ ⌐

│⌂™─⅛⁹╕√⁸ ╠⅛─♩ꜝⱩꜟ⅜ ∂√ │≥℮⌂╢─⅛⁹< > 

⇒一般に、家庭用マスクとして流通しているものは雑貨品であり、表示等に関する法規制はありま

せん。日本衛生材料工業連合会では「マスクの表示・広告自主基準」

（http://www.jhpia.or.jp/standard/mask/img/jhpia_mask_standard.pdf ）を設けて、製造者、

販売者の名称、住所、電話番号を表示するよう定めていますが、当該工業連合会の会員企業でな

ければ、この限りではありません。消費者が製品欠陥由来の被害にあった場合、製造物責任（Ｐ

Ｌ）法では「製造業者等」に損害賠償責任が及びます。「製造業者等」には輸入業者も該当しま

すので、製品を扱うに当たっては輸入業者を特定しておくとよいでしょう。 

◆ ☺ꜛ▬fi♩ⱴ♇♩⅛╠─ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪ ⌐≈™≡  ₈ ─ ⌐ ↄ☺ꜛ▬fi♩ⱴ♇♩─

╩ ⇔≡™╢⁹ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─ ⅜ ™↓≤╩ ╡⌐⇔≡™╢ ⅜№╢⅜⁸ ⅜
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╘╠╣≡™√╡⁸ ⅜ ↑╠╣≡™√╡∆╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─☺ꜛ▬fi♩

ⱴ♇♩─ │ⱳꜞ◄♅꜠fi≤─↓≤⁹ ⌂≥│№╢─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒ジョイントマットには、ポリエチレンかＥＶＡ（エチレン酢酸ビニル共重合体）が使われること

が多いようです。一般的に、これらのプラスチックからはホルムアルデヒドの放散はないと考え

られます。ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因物質のうちの一つであり、濃度によっ

ては人体に悪影響を及ぼすことが知られています。このため、建築材料には建築基準法で、ホル

ムアルデヒドの放散量に基づく使用制限が設けられています。ジョイントマットは建築材料に該

当しませんので規制の対象外であり、基準値や検査義務はありません。製造メーカーが自主的に

検査を行っているのではないでしょうか。 

◆ ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ⱴכ◒⌐≈™≡ ╛ꜟכ◖ꜟ▪  ╩ ↑⇔≡ ∆╢√

╘─☻ⱪ꜠כ ╩ ⇔√⁹ ─ │ ⱳꜞ◄♅꜠fi≢▪ꜟ◖כꜟ⌐╙ ≢⅝╢

≢№╢⁹ ⅜ ⱳꜞ◄♅꜠fi─ │ ⱴכ◒⌐Γ Δ⅜ ↕╣╢⅜⁸ ⌐

≤№╢∞↑≢ │⌂™⁹ ⱳꜞ◄♅꜠fi⌐ ™⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒お問い合わせの識別マークは米国プラスチック産業協会が制定した原料樹脂の材質を区分する

ためのコード（ＳＰＩコード）です

（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq /answer_14.htmlのＱ

４４）。三角に囲んだ矢印の中に材質別に１～７までの番号が入っており、その下にプラスチッ

クの略号が表示されています。高密度ポリエチレン数字は“２” で略号は“ＨＤＰＥ”です。

日本においては、「資源有効利用促進法」により、プラスチック製容器包装にはプラマークを使

用するよう定められています。プラマークは四角に囲んだ矢印の中に“プラ”の文字が入ったも

ので、その下にプラスチックの略号が表示されています。ＳＰＩコードのような数字の表記はあ

りません。ただし、飲料・酒類、特定調味料用のペットボトルについては、ＳＰＩコードに準じ

た識別マークが採用されており、“１”の表示が入っています

（http://www.petbottle - rec.gr.jp/basic/mark.html ）。以前はＳＰＩマークの表示が使われる

こともありましたが、識別マークとＳＰＩマークを併記することによって消費者が混乱する可能

性がありますので、望ましくないとされております。 

◆ ꜞfiⱤⱴ♇◘כ☺ ⌐ ─ⱶכꜞ◒╢∆ ⌐≈™≡  ꜞfiⱤⱴ♇◘כ☺─ ⌐ ℮

⅛╠⁸₈ ≢ꜞfiⱤⱴ♇◘כ☺─ ╩ⱶכꜞ◒ ↕╣√⅜⁸ ⌐│ ╛ ⌂≥─

⅜ ↄ⌂ↄ ≢№╢⁹ │ ⌐ ™√╙─╩ ↕╣≡™╢⅜ꜞfiⱤⱴ♇◘כ☺⌐ ∆╢◒

─ⱶכꜞ │≥℮⌂∫≡™╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⌐ ⅛╣≡™√ ─ │⇔

≡™⌂™⅜⁸↓─╟℮⌂ ─ │№╢⅛⁹< > 

⇒お伺いした情報だけでは明確なことは申し上げられません。皮膚に使用する製品であることから、

化粧品として薬機法の規制を受ける可能性があります。授業で使用するために学校から提供され

たとのことですので、プロ仕様の製品を学校側が購入して、生徒に小分けしていることが考えら

れます。その場合、学校側にきちんと説明する責任がありますので、配布された先生にお尋ねに

なるよう伝えられてはいかがでしょうか。 

◆ ≤│ ⅛  ─ ⌐ ─ ╩ ╢⌐№√╡⁸ ⅛╠ ─
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╩ ╩ ╘╠╣≡™╢⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔√⅜ ⅛╠─ ≢№╣┌ ∆╢↓≤│№

╢⅜⁸ ⌐│ ∑⌂™≤ ╠╣√⁹ ≤│≥─╟℮⌂╙─⅛⁹ ☿fi♃כ

│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒運送会社が提出を求めてきたＳＤＳは安全データシート（Safety Data Sheet ）の略語です。Ｓ

ＤＳにはその製品を取り扱うために必要な様々な情報が記載されています。化学物質排出把握管

理促進法（化管法）、労働安全衛生法（安衛法）、毒物及び劇物取締法（毒劇法）の各法律ごとに

ＳＤＳ制度の対象物質が定められており、これら特定指定物質を一定割合以上含有する製品を、

事業者間で取引する際にＳＤＳの提供が義務付けられているもので、これらを含まない場合は努

力義務とされています（ただし行政は、顧客から要望された時は提供するように指導しています）。

また、一般消費者の生活用に供する製品については適用除外となり、提出義務はありません。本

件の場合、製品を海外に航空輸送する際に、その製品が航空法上の危険物に該当するかどうかが

問題になります。化粧品の場合、エタノールを２４％以上含有すると引火性液体に該当し航空輸

送できないことがあります。航空輸送には申告が必要で、その際に引火性液体に該当しない旨の

証明が必要となります。運送会社は、それを確かめるためにＳＤＳの添付を求めたものと思われ

ます。製品によっては、パッケージに、航空法上に定める危険物に該当する又は該当しない、と

の表示があり、その場合はそれに従って申告すればよいでしょう。記載がない場合は、製造メー

カーの消費者相談窓口に相談して、何らかの証明を貰うようにするとよいでしょう。 

◆ ▬fi♃כⱠ♇♩ ⌐⅔↑╢ ⌐≈™≡  ₈ │ ⁸ ─ ⁸

┘ ─ ⌐ ∆╢ ≢ ↕╣≡™╢ ─ ⅜ ≈↑╠╣≡™╢⅜⁸▬

fi♃כⱠ♇♩ ─ ⁸ ◘▬♩─ ⌐╙ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ╩ ≢

⅝╢╟℮⌐⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™─≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹▬fi♃כⱠ♇♩ ⌐⅔↑╢

─ │≥℮⌂∫≡™╢─⅛⁹< > 

⇒化粧品は容器又は外装に原則として配合するすべての成分の名称を表示することが義務づけら

れています。ウェブサイト上でも、全成分表示により消費者の選択をより容易にすべきとの意見

もありますが、現状では全成分表示は義務付けられていません。 

─ꜟכ◖ꜟ▪ ◆ ⌐ ⇔≡─  │ ≢№╢⅜⁸ ─ ⱷכ◌

⁸╠⅛כ ─ꜟכ◖ꜟ▪ ─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⱷכ◌כ⅛╠─ ╩ ⇔≡™╢

⅜⁸╙⇔ ⅜ꜟⱩꜝ♩≢ꜟכ◖ꜟ▪√⇔ ⇔√ ⁸ ≢№╢ ⌐ ⅜ ┬↓≤│№╢

─⅛⁹< > 

⇒製造物責任（ＰＬ）法は、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場

合における製造業者等の損害賠償責任」について定められた法律です。製造業者等には輸入業者

も含まれますので、輸入した化粧品用アルコールの欠陥が原因でトラブルが発生した場合には、

製造物責任が及ぶ可能性があります。 

◆ ⌐⅔↑╢ ⌐≈™≡  │ ─ ╩⇔≡™╢⁹№╢ ╩ ─

⅛╠ ╣≡™╢⅜⁸ ╡ ⅝ ⌐╟∫≡⁸ ⌐⅔↑╢₈ ₉─ ⅜ ⌂

∫≡™╢⁹№╢ │ ≤⌂╢ ╩ ⇔≡ ↑⇔≡™╢∞↑⌂─≢⁸₈ ₉⌐│

⇔⌂™√╘⁸ ⅜ ↕╣╢ ⅜ ⇔√ ⁸ │ ╦⌂™≤ ∫≡™╢⁹

≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 



☿fi♃כ            ─  

                                     ₈ ₉ 

 

- 108 - 

 

⇒製造物責任法における「製造業者等」は「当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者」と

定義づけられており、小分け作業は加工とみなされ、製造物責任を負う可能性があります。判断

はケースバイケースになると思われますので、法律の専門家にご相談ください。また、当センタ

ーのウェブサイトに「製造物責任（ＰＬ）法に関連したよくある問い合わせ～製造業者等とは～

（https://www.nikkakyo.org/system/files/column284%20.pdf ）」を掲載しておりますので、ご

参考になさってください。 

◆ ⌐ ╦╢ ⌐≈™≡  ⱬfi♅ꜗכ≢ ─ ⌐ ⇔√ ╩

⇔⁸ ╩ ⇔≡™╢⁹ ─ ⌐≈™≡⁸ ─ ⅛╠▪♪Ᵽ▬☻╩⇔≡

╙╠ⅎ⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは特定の事業者へのコンサルタント業務は行っておりません。製品の品質や安全性に

ついては事業者が責任を持つ必要があります。製造物責任法では具体的な表示の定めはありませ

んが、製品化に当たっては製品のリスクを評価し、回避するための製品設計、表示を行う必要が

あります。経済産業省がウェブ上で公開している「リスクアセスメント・ハンドブック（実務編）」

（https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment_practice.p df）等を参考

にされてみてはいかがでしょうか。 

─♪כ◌כ꜡◄▬ ◆ ⌐≈™≡  │ ≢№╢⁹♪ꜝ▬Ᵽכ⌐ ⌐♪כ◌כ꜡◄▬╢∑↕

™≡⁸ ⇔⌂⅛∫√ ⌐ ─♪כ◌כ꜡◄▬⁸√╕⁸⅛╢№ ╩ ≢│⌂ↄ⁸ ⅜

∆╢↓≤⅜№╢⅛⌂≥╩ ⇔√™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒イエローカードとは、危険物を陸上輸送する際に携行することになっている「緊急連絡先カード」

のことです。輸送する物質によって、規制される法律が異なり、係る法律により罰則や罰金があ

ります。詳細については、一般社団法人日本化学工業協会が発行している「物流安全管理指針 平

成２３年度改訂版」の付属書に掲載されています。当該指針の入手については、当該協会のウェ

ブサイトをご確認ください（https://www.nikkakyo.org/publication - list/5266 ）。 

◆ ⅜ ╩ ℮ ⌐ ∆═⅝↓≤  №╢ ⅛╠⁸ ╩ ℮ ⌐ ∆

═⅝↓≤│ ⅛╩ ╦╣≡™╢⁹≥℮ ⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹╕√⁸ ☿fi♃כ

╩ ⇔≡╙╟™⅛⁹< > 

⇒購入元から取り扱おうとしている化学物質の安全データシート（ＳＤＳ）の提供を受けてくださ

い。ＳＤＳには、その化学物質についての物理的および化学的性質、危険有害性情報、取扱いに

関連した情報、適用法令等の情報が掲載されています。一定の危険・有害性を有する化学物質に

ついては労働安全衛生法によりＳＤＳの交付が義務付けられていますが、これに該当しない化学

物質の場合は努力義務とされており提供されない場合もあります。そのような場合は、厚生労働

省が提供しているウェブ情報である“職場のあんぜんサイト”の中で掲載されているＳＤＳ情報

（職場のあんぜんサイト：化学物質：ＧＨＳモデル ＳＤＳ情報 (mhlw.go.jp) から入手すること

ができます。また、購入元に使用目的に応じた取扱い上の注意や適用法令についてお問い合わせ

になってみてもよいでしょう。取り扱う化学物質と知りたい事柄が明確ならば、当センターをご

紹介頂いても結構です。 
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◆ ─ ⌐≈™≡  │ ≢ ─ ╩ ∫≡™╢⁹ ◘▬♪╟╡⁸

∞↑≢⌂ↄ⁸ ┼─ ╙№╢─≢⁸ ⌂≥─ ╩ ⌐ ≢⅝⌂™⅛≤ ╦╣

≡™╢⁹ ≢╙ ⌂™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒ＧＨＳは世界的に統一されたものであり、図記号や危険有害区分などは言語によらないものです。

しかし、危険有害性や取扱い上の注意は、事業者、労働者が読めるようすることが重要です。日

本の場合、日本語による表記が求められています

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html#HID12 ）。 

◆ ╩ ≤⇔≡ ∆╢ ─ ⌐≈™≡  ─ ╩ ≤⇔≡™╢⁹ ⁸ ─

ⱷכ◌כ⅛╠ ╛ ─√╘─ ≤⇔≡ ─ ╩ ╘╠╣≡™╢⁹ ⱷ

⁸╠⅛כ◌כ ∆╢ ⌐≈™≡─ ⅛⌂ ⅜↕╣≡™╢⅜⁸ ↕╣√ ⌐│⁸

⌐ ⅜ ∂√ ⌐ ⌐╙ ⅜ ┬╟℮⌂ ╙ ↕╣≡™╢⁹ ╕≢⁸↓─╟℮⌂

─ ⅜⌂ↄ⁸╦⅛╠⌂™⁹↓─╟℮⌂ ⌐ ⱷכ◌כ≤⇔≡ ⅜ ┬↓≤⅜№╢─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お伺いした話だけでは判断できませんが、製造物責任（ＰＬ）法の観点から、一般論としてのポ

イントをお知らせします。ＰＬ法でいう「製造物」とは、製造又は加工された動産と定義されて

います。未加工の農畜産物は製造物と見なされませんが、何らかの加工が行われて新たな付加価

値が発生している場合は製造物と見なされます。提供される食肉の加工の程度によって製造物と

見なされる可能性があります。また、製造業者等とは「業として製造、加工又は輸入した者」（そ

の他に表示製造業者、実質的製造業者が定義されている）であり、一般的に流通・販売事業者は

該当しません。貴社は卸売業とのことですが、製造業者等に該当するかどうかを検討してみてく

ださい。提供する食肉が「製造物」に該当し、貴社が「製造業者等」に該当する場合は、原材料

として提供した場合でも、その原材料の欠陥により拡大被害が生じた場合には製造物責任を問わ

れることになります。ただし、その欠陥が完成品の製造メーカーが行った設計、指示に従ったこ

とにより生じたことが証明された場合には原材料メーカーの製造物責任は免責されることがあ

ります（部品・原材料製造業者の抗弁）。初めての取り引きケースとのことですので、具体的な

契約内容については法律の専門家に相談することをお勧めします。また、当センターのウェブサ

イトに「製造物責任（ＰＬ）法に関連したよくある問い合わせ～完成品と部品、原材料～

（https://www.nikkakyo.org/system/files/column285.pdf ）」を掲載しておりますので、ご参考

になさってください。 

◆ ≢ ∆╢ ─ ⌐≈™≡  ⅜ ה ⇔√ ╩ ≢ ⇔

≡™╢⁹ ⌐│ ─ ─╖≢ ─ │⌂™⁹ ≤⇔≡│⁸ │ ╩

∫√ ⌐ ⇔≡ ⇔≡╒⇔™≤ ⅎ≡™╢⅜⁸ │▬fi♃כⱠ♇♩ ≢

╙ ⅎ╢╟℮⌐⇔≡™╢⁹↓─╟℮⌂◔כ☻≢ ⅜ ⇔√ ⁸ ⌐⅔™≡ ⱷ

─≡⇔≥כ◌כ ╩ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™─⅛⁹< > 

⇒製造物責任法において製造業者等は、２条の３項に定義されています。それによると、①当該製

造物を業として製造、加工又は輸入した者、②自ら当該製造物の製造業者として、当該製造物に

その氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような

氏名等の表示をした者（これを「表示製造業者」と言います）、③当該製造物の製造、加工、輸
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入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めること

ができる氏名等の表示をした者（これを「実質的表示業者」といいます）、とあります。ＯＥＭ

契約であっても、製造物責任法の製造業者としての責任を負います。また、委託事業者も表示製

造業者と見なされ、どちらも「製造業者等」に該当します。このため、両社に連帯した損害賠償

責任が発生します。製造物責任が関連した事案の対応については、ＯＥＭ契約の中で取り決めを

しておくとよいでしょう。具体的な契約内容については法律の専門家にご相談ください。 

◆ ─ⱳ☺♥▫Ⱪꜞ☻♩⌐≈™≡  ⌐ ╢ ꜝⱬꜟ─ ⱷ⁹╢№≢כ◌כ

⌐ ↕╣≡™╢ ⅜ ─ⱳ☺♥▫Ⱪꜞ☻♩⌐ ↕╣≡™╢ ⅛≥℮⅛╩

⇔√™⁹ ☿fi♃⁹⅛╢⅛╦≢כ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹

< > 

⇒２０１８年６月１３日に公布された改正・食品衛生法に食品用器具・食品用包装のポジティブリ

スト制度導入が盛り込まれ、２０２０年６月１日に施行されました。ポジティブリストは厚生労

働省のウェブサイトに掲載されていますのでご確認ください

（https://www.mhlw.go.jp/stf /newpage_05148.html）。 

◆ ♩▬꜠ ─ ⌐≈™≡  ⇔≡™╢♩▬꜠─ ⅜ №╢⁹ ─

╩ ═≡╖╢≤⁸₃₃ ─ ♃▬ⱪ─╙─│⁸ ⌐ ∫√ ⌐⁸ ╩ ∫≡⁸ ╩ ⇔

≡ ⌐ ↄ╟℮⌐№╢⅜⁸ỏỏ ─♩▬꜠ ⌐│ ╩ ℮≤∞↑≢№╢⁹ỏỏ ─ │

≢│⌂™⅛≤ ℮⅜⁸ ─ │≥℮⌂∫≡™╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒家庭用の洗剤、洗浄剤は家庭用品品質表示法の規制を受けており、応急処置については、使用上

の注意の表示項目のひとつとなっています。ただし、製品の品質に応じて適切に表示することと

しており、表示するどうか、また、具体的な表現は製造メーカーが判断し、製品毎に適正な表現

を決めています。お伺いした２つの製品を調べて見ると、〇〇社の製品は酸性タイプの洗浄剤、

△△社の製品は中性タイプの合成洗剤と液性や成分が大きく異なります。このため、目に入った

際の影響が異なり、それを反映した表示になっていると思われます。詳しくはそれぞれの製造メ

ーカーにご確認ください。 

◆ ▪ꜟ◌ꜞ ─ ⌐≈™≡  ╛ ╩ ≤⇔√ ▪ꜟ◌ꜞ ─ ╩

⇔≡™╢⁹ │ ⱷכ◌כ⅛╠ ╩ ↑⁸ ⅜ ∆╢⁹ ⌐№√╡⁸

⌐≈™≡─ ─ ╩ ╡√™⁹ ─ ╩ ∆╢⅜⁸ ≤⇔≡ ╩ ∆

╢ ⅜№╢⅛≥℮⅛╩ ╡√™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒販売を検討している製品が、酸、アルカリ又は酸化剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、

その主たる洗浄作用が酸、アルカリ又は酸化剤の化学作用によるものである場合、住宅用又は家

具用の洗浄剤として家庭用品品質表示法の規制を受けます、当該法の雑貨工業品品質表示規程に

より「表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること」

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/law/law_07/ite

m_027.html#003）が定められています。従って、対象となる場合は、連絡先として、住所または

電話番号のいずれかを表示する必要があります。なお、当該製品が該当するか否かについては、
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消費者庁にご確認ください。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ─№╢ ─ ╩ ⇔≡™╢⁹ ⌐≈™≡

│ ≢ ≢№╢⅜⁸ ⌐≥─ ─ ⅜≢⅝╢⅛⌐≈™≡ ⇔√™⁹ ≢⅝╢

│№╢⅛⁹< > 

⇒除菌効果を表示で謳った場合、不当景品及び不当表示防止法（景表法）の優良誤認に該当するか

どうかがあります。景表法の管轄は消費者庁であり、消費者庁のウェブサイトに「景品表示法の

相談･被疑情報の受付窓口

（http://www.caa.go.jp/policies/policy/repre sentation/contact/ ）」が掲載されおり、その

中に、事業者がこれから行う企画の相談の連絡先が掲載されています。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ╛ ⌐ ⌐ ≢⅝╢

╩ ⇔√⁹ ─ ⌐≈™≡ ⇔√™─∞⅜⁸ ≢│ ─

─ ™ ⌐ ∆╢↓≤⌐⌂∫≡™╢─⅛⁹ │ ─ ⌐ ▬○fi⅜

↕╣≡™╢⁹ ▬○fi⅜ ─ ╟╡ ™≤ ⇔≡╟™⅛⁹< > 

⇒家庭用品品質表示法において合成洗剤は、含有される界面活性剤のうちその含有率が３％以上の

ものについてはその種類の名称を付記、３％未満の場合には、含有率が最も高いものの一つの種

類の名称を表示することとなっています。しかし、成分の表示順についての規定はありません。

Ａｇイオンの含有量については製造メーカーにお尋ねください。 

◆ Ⱬ▪◌ꜝכ ╩ ⌐ ╡√™  ₃₃ ─Ⱬ▪◌ꜝכ ╩ ⌐ ⇔╟℮≤⇔√╠⁸

⅛╠ ⌐ ↕╣≡™╢ ╩ ⇔√ ╩ ∆╢╟℮⌐ ╦╣√⁹≥℮⇔√╠™™∞

╤℮⅛⁹< > 

⇒ヘアカラー製品は、パッケージに使用されている全成分が表示されていますのでご確認ください。

また、輸送業者が求めているのは航空輸送する際の危険物に該当するか否かの確認と思われます。

〇〇社のホームページに掲載されている製品カタログの該当製品の欄には、「航空法で定められ

た危険物に該当しない」旨の記載がありますので、これを輸送業者に確認して貰ってもよいかと

思います。 

◆ ⌐ ╦╢ ⌐≈™≡  ─ ╩⇔≡™╢ ≢№╢⁹ ⅛╠

⌐ ⇔√ ─ ⌐ ╦╢ ⌐≈™≡ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi

≢כ♃ ─ ⅛╠▪♪Ᵽ▬☻╩⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< > 

⇒当センターは特定の事業者へのコンサルタント業務は行なっておりません。製品の品質や安全性

については事業者が責任を持つ必要があります。製造物責任法では具体的な表示の定めはありま

せんが、製品化に当たっては製品のリスクを評価し、回避するための製品設計、表示を行う必要

があります。経済産業省がウェブ上で公開している「リスクアセスメント・ハンドブック（実務

編）」（https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/ri sk_assessment_practice.pdf ）等を

参考にされるよう紹介されてはいかがでしょうか。 

◆ ⌐≈™≡  ≢ √⌐ ≤⌂∫√ ╩ ∆

╢ ≢№╢⁹ │ ⅛╠ ≤─↓≤≢№╢⅜⁸ ╕≢⌐ ⅝╩ ╕∑≡
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⅔↑┌ ╩ ↑⌂ↄ≡╟™─⅛⁸™≈─ ≢ ≤⌂╢─⅛╩ ╡√™⁹ ☿

fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒ＴＳＣＡは輸出相手国の規制であり、当センターではお問い合わせの内容についてはわかりかね

ます。 

◆ ◄♇☿fi◦ꜗꜟ○▬ꜟ─ ↑ ⌐≈™≡  ╕≢⁸꞉ ╩ⱪ♇ꜛ◦◒כ ⇔⁸∕─ ≢◄♇

☿fi◦ꜗꜟ○▬ꜟ╩ ⇔≡™√⁹◖꜡♫ ≢ ─꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ⅜ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√√╘⁸

○fiꜝ▬fi≢ ⇔⁸ ↑⇔√◄♇☿fi◦ꜗꜟ○▬ꜟ╩ ∆╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁹ ↑⇔

√◄♇☿fi◦ꜗꜟ○▬ꜟ⌐≥─╟℮⌂ ⅜ ⅛ ∆╢ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ≢№

╡ │⌂ↄ⁸ ╙⌂™≤ ╦╣√⁹ ↑⇔≡ ∆╢⌐№√╡⁸ ⌐≥─╟℮⌂

⅜ ⅛⁹< > 

⇒エッセンシャルオイル（精油）は植物の花や葉、木部、果皮、樹皮､根、種子などから抽出され

た揮発性の油の総称で、様々な成分から成っています。日本では薬効が認められている一部のエ

ッセンシャルオイルが日本薬局方

（https://www.pmda.go.jp/rs -std - jp/standards -development/jp/0013.html ）に収載されてお

り医薬品扱いとなる場合がありますが、それ以外は雑品扱いとなり、表示等の法規制はありませ

ん。しかし、一般に販売する場合には、製品の欠陥に由来する事故により、人の健康や財産に関

わる損害が生じた場合には製造物責任を問われます。表示に不備があった場合も注意・警告上の

欠陥と見なされます。販売しようとしているエッセンシャルオイルの安全性情報を基に、用途、

使い方、使用上の注意、応急処置等の一般的な製品表示を行い、特に安全性上注意が必要な事柄

は、適切な警告表示を行う必要があるでしょう。 

◆ ─ β⌐≈™≡  ╩ ℮ ≢№╢⁹ ─ ╛ ⌐ ≢⅝╢

≤™℮ ─ ─ ╡ ╖╩ ↑≡™╢⁹ │╕∞ ≢⅝≡™⌂™⅜⁸

⌐ ─ ╕≢│ ↕╣≡™⌂™╟℮≢№╢⁹ ⌐│ ≢ ╩▪Ⱨכ

ꜟ⇔╟℮≤ ∫≡™╢⅜⁸↓─╟℮⌂ ⌐ ╩ ≢ ⇔≡╙╟™╙─⅛⁹<

> 

⇒性能・品質や安全性については製造メーカーが補償すべきものであり、根拠なく効果を謳い、虚

偽や誇大表現がある場合は、不当景品及び不当表示防止法（景表法）の優良誤認に該当する可能

性があります。製造メーカーが保証し訴求している以上のことを販売店がＰＯＰ広告で謳うこと

はできませんので、当該製品の有する効果やその根拠となる情報について、製造メーカーに確認

されてはいかがでしょうか。※紙を広告媒体としてその上に商品名と価格、またはキャッチコピ

ーや説明文、イラストだけを手描きしたもの。 

4)  生活用品（雑貨品等） 

◆ ◒꜠ꜜfi─ ⌐≈™≡  ₈ ─ ≥╙⅜◒꜠ꜜfi╩ ↄ╠™ ═≡⇔╕∫√⁹ ⌐

╦╡│⌂™⅜ ∞╤℮⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹↓─╕╕ ↄ ╩ ≡╙╠℮≤™℮↓≤

≢ ∞╤℮⅛⁹< > 

⇒一般的にクレヨンの成分は安全性の高いものですが、当センターでは個別の製品の詳細情報は持

ち合わせておりません。製造メーカーにお問い合わせください。なお、化学物質による中毒につ
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いては、公益財団法人 日本中毒情報センターが一般相談を受け付けています

（https://www.j -poison- ic.jp/110serviece/ ）。 

◆ ≥╙⅜◦ꜗⱲfi ╩ ╖ ╪∞  ╒≥ ⌐⁸ ≥╙⅜◦ꜗⱲfi ┘╩⇔≡™≡⁸◦

ꜗⱲfi ╩ ╖ ╪≢⇔╕∫√⁹ ╩ ╕∑≡ ↄ ╩ √⅜⁸ ⌐ │⌂⅛∫√─≢

∕─╕╕⌐⇔≡™╢⅜↓℮™∫√ ≢╟™─∞╤℮⅛⁹ ₁⁸ ⌐ ⅜ ╢╟℮⌂↓≤│⌂™

∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒お伺いした対応で、特に問題はないと思います。また、少量の誤飲で後々健康被害につながるよ

うなことはありません。 

◆ ▪ꜟⱴ▬♩ ─╛⅛╪─ ∏╖  ≢▪ꜟⱴ▬♩ ─╛⅛╪╩ ∫≡™╢⁹↓─╛⅛╪─

⅜ ∏╪≢⅝≡⅔╡⁸ ⅜ ≢ ╩⇔≡™√⁹╛⅛╪─ ∏╖│

≢ ╢─⅛⁹╕√⁸ ∏╖─ ≤∕─ ⌐≈™≡ ╡√™⁹< > 

⇒アルマイトとはアルミニウムを陽極で電解処理して人工的に酸化被膜を生成させる表面加工の

ことで、アルミニウムの表面の耐食性を向上させ、錆びにくくする効果があります。しかし、薄

い皮膜なので、繰り返し使用によりキズ等が入ると徐々に腐食して黒くなります。これは腐食に

より生じた水酸化アルミニウムが、水道水に含まれるミネラル成分と複雑に作用して鍋の表面に

固着したものです。塩素系漂白剤で漂白することはできません。塩素系漂白剤はアルカリ性なの

で、むしろ腐食を進めてしまうおそれがあります。水酸化アルミニウムは水に不溶な物質であり、

使用しても差し支えはありません。 

◆ ⇔╩ ↑╢ ⌐ ⇔√▪ꜟⱵ ─ ─ ⌐≈™≡  ⁸ ─↓≤≢│∫⅝╡ ⅎ

≡™⌂™⅜⁸ ⇔╩ ↑╢ ⌐⁸ ─ ⌐▪ꜟⱵ ─ ╩ ⇔√⅛╙⇔╣⌂™⁹▪ꜟⱵ ─

╩ ⇔≡™√ ⁸▪ꜟⱵ⅜ ↑≡ ⇔⌐ ╖ ╖⁸∕─ ⇔╩ ═≡ ⌐ ╩ ╓∆

↓≤│⌂™⅛⁹ ⇔│ ═⅝∫≡⇔╕∫√⅜⁸ ─≤↓╤ ⌐ │⌂™⁹⇔⅛⇔⁸ ⁸

⅜≢⌂™⅛ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒既に７、８年経過して異常はないとのことですので、過度に心配される必要はないでしょう。 

◆ ⱲכꜟⱭfi ▬fi◐ ⇔─  ⌐ ⇔≡╒≤╪≥ ⇔≡™⌂™ⱲכꜟⱭfi

─▬fi◐ ⇔ỏỏ╩ ⇔√™⁹▬fi◐ ⇔ỏỏ│ ─ ♫♩ꜞ►ⱶ≤ ─ ⌐

⅛╣≡⅔╡⁸ │∕╣∙╣ ≢№╢⁹ ↕╣≡™╢ ⱷכ◌כ─ ╩ ═√⅜

╦⅛╠∏⁸ ⌐ ⇔√╠ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒当該製品は別の会社〇〇に引き継がれて、現在も販売されています。〇〇にお問い合わせになる

とよいでしょう。一般的には、次亜塩素酸ナトリウムも塩酸も少量ですので水で薄めてから廃棄

すれば問題ないでしょう。ただし、１液と２液が混ざると危険なガスが出る可能性はありますの

で、混ざることがないように注意が必要です。 

◆ ⱲכꜟⱭfi≢ ⅝ ╖╩ ╣√ ⌐≈™≡  ⱲכꜟⱭfi≢ ⅝ ╖╩ ╣√ ╩ ∫≡™╢⅜

⅜ ⌐⌂╢╟℮⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹↓─ │™≈╙⁸ ≢ ™⇔√ ⁸

─ ╩ ∫≡ ⅛⇔≡™╢⁹ ╙ ∫√─≢⁸ⱲכꜟⱭfi─ ⅝ ╖│ ↄ⌂∫

≡™╢⅜ ∫≡⅔╡⁸ ⌐│ ⌐ ⌐⌂╢⅜⁸≤↑∞⇔√╡⇔√ │⌂™⁹< > 
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⇒ボールペンのインクは口にすることを考慮して作られてはいませんので、箸や食器類に書き込み

を入れるのは好ましくない使い方です。ただし、お伺いした話から判断する限り、特に問題とな

る状況にはなく、過度に心配する必要はないと思われます。 

◆ ⱳꜞⱪ꜡ⱪ꜠fi ⱴ☻◒─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ≤⇔≡⁸ ⁸ⱳꜞⱪ

꜡Ⱨ꜠fi ─ⱴ☻◒╩ ⇔≡™╢⁹▬fi♃כⱠ♇♩≢ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi⌐│ ⅛ↄ ⅜

↕╣≡™╢≤─ ╩ ≡ ⌐⌂∫√⁹ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi ─ⱴ☻◒╩ ∆╢≤ ⌐

╩ ╓∆─⅛⁹╕√⁸ⱴ☻◒─ ה ─ │≥℮⌂∫≡™╢─⅛⁹ⱴ☻◒╩ ∆╢

⌐│⁸ ⱴ☻◒ ⱴכ◒─№╢ ╩ ╪≢™╢⁹ ☿fi♃כ│▬fi

≢♩♇Ⱡכ♃ ∫√⁹< > 

⇒マスクの規制については、産業用防じんマスクは労働安全衛生法によって規定されている「防じ

ん用マスクの規格」がありますが、家庭用のマスクについての法規制はありません。このため、

一般社団法人日本衛生材料工業連合会が『全国マスク工業会』を組織して、「衛生マスクの安全・

衛生自主基準（http://www.jhpia.or.jp/standard/mask/mask3.html ）」を策定しています。全国

マスク工業会会員マークの製品は、その基準に遵守しているものです。また、内分泌かく乱物質

は、一般に環境ホルモンと呼ばれており、１９９０年代後半に世界的に問題となりました。日本

では当時の環境庁が１９９８年に「環境ホルモン戦略計画 ＳＰＥＥＤ‘９８」で、内分泌かく

乱作用を有すると疑われる６７物質を調査・研究の対象物質としてリストアップし調査を行いま

した。このリストの中に一部のプラスチックの原料、添加剤、副生成物が入っていたため、それ

らを含むプラスチックの安全性が懸念されました。しかし、２００５年に環境省より、化学物質

の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の方針として「ＥｘＴＥＮＤ２００５」が公表され、

そこにおいて「現時点では内分泌かく乱作用の観点から、規制的にリスク管理を行うことが必要

な化学物質として該当するものはないと考えられる」との結論が出されています

（http://www.env.go.jp/chemi/end/extend2005.html ）。ご相談の件について過度に心配する必

要はないでしょう。 

◆ ─ⱴ☻◒≤│> ─ ≢ ∆╢ⱴ☻◒⌐≈™≡⁸ ─ⱴ☻◒╩ ∆╢╟

℮⌐≤ ╦╣≡™╢⁹ ⌐№╢ⱴ☻◒│ ⅜♫▬꜡fi≤ⱳꜞ►꜠♃fi≤№╢⁹↓╣│

≤ ⅎ╢─⅛⁹< > 

⇒お伺いした話から、防塵マスクのことではないでしょうか。防塵マスクは作業者が空気中に浮遊

する微粒子を吸引しないために用いる産業用のマスクのことで、労働安全衛生法に基づく「防じ

んマスクの規格」があり、用途により最適な性能を有するモノを選んで使用する必要があります。

指示をされた方に、所持しているマスクでよいのか、それとも適切な防塵マスクを選んで使用す

るということなのか確認されるとよいでしょう。 

◆ ⱴ☻◒─ ⌐ ∫≡ ≡™≈⌐♩כ◦℮  ⱴ☻◒─ ⌐ ∫≡ ℮ ╡ ⅎ ╩♩כ◦─

⇔≡™╢⁹ ⌐⌂∫≡™≡⁸ ⌐ √╢ │ⱳꜞ◄♅꜠fi ⁸ⱴ☻◒⌐ √╢ │

fiꜜכ꜠ ≢ ≡™╢⁹↓╣╩ ∫≡ ⌐ fiꜜכ꜠⁸™╕⇔≡↑ ╩ ⌐ ≡≡

∫≡⇔╕∫√⁹ fiꜜכ꜠⁸ ─ ╩ ╢≤ ⇔ ∫≡™╢╟℮⌐ ⅎ╢⁹ ╣

√ ╩ ™ ╗↓≤≢ ≤™℮↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹ ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸

™ ╪≢╙ ╕≢ ∆╢↓≤│⌂ↄ │™╠⌂™≤ ╦╣√⅜ ⌐ ⅛⁹
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☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒製造メーカーの説明にあったように、不織布に使われている繊維の大きさであれば、通常は肺の

奥まで達することはないと思われます。過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ⇔≡™╢ⱴ♇♅─ ⌐≈™≡  ⌐ ⅛╠ ⁸▪ⱷꜞ◌ ⌐╙╠

∫√ⱴ♇♅╩ ⇔≡™╢⁹▬fi♃כⱠ♇♩ ≢│⁸ⱴ♇♅─ │ ╛

≤№╡⁸ │ ⇔⌂™↓≤│╦⅛∫≡™╢⅜⁸ ↕╣≡™╢ ⌐╟∫≡│ ─

╩ ↑≡ ™ ≢╙ ∆╢╟℮⌂ ╙№╢⁹↓─╕╕ ⇔≡™≡╙ │⌂™⅛⁹╕√⁸

⇔≡™╢ⱴ♇♅│ⱳꜞ ⌐ ╣≡ ≢ ⇔≡™╢⅜↓╣⌐≈™≡╙ │⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般社団法人日本燐寸工業会の情報によれば、現在、流通しているマッチは安全マッチと呼ばれ

るもので、軸の先端の頭薬と呼ばれる部分に酸化剤として塩素酸カリ、燃焼剤として硫黄(いお

う)・松脂・膠(にかわ)等が使われており、これを側薬に擦り付けることで発火します。側薬に

は発火剤として赤りん・硫化アンチモン等が使われています。マッチの自然発火温度は２０７℃

であり通常の状態で自然発火することはありません

（https://match.or.jp/assets/pdf/matchnohanashi.pdf ）。また、マッチは消防法の危険物に該

当しませんので、保管上の制限もありません。一部の地域の条例で指定可燃物とされているケー

スがありますが、指定数量が大きいため製造業者以外で問題になる事はありません。また、ご懸

念の湿度の影響についても、水との接触で発火するようなことはありません。 

◆ ╡Ɽ♇♪⌐ ╦╣≡™╢ ⌐≈™≡  ╡Ɽ♇♪─ ╩ ╘╢ⱳ

ꜞⱴכ⌐ ⅜ ╦╣≡™╢⁹ │ ≢─╢№⅜כ◑ꜟ꜠▪ ⌐⌂╡⁸ ⱷכ◌כ

⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ⌂╙─⅜ ╦╣≡™╢≤─↓≤∞∫√⁹ ⌐ ∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒一般的に、銀系抗菌剤とは銀イオンをゼオライト等に担持させたもので、銀イオンに由来する除

菌・抗菌効果を有ししています。銀は安全性が高く、金属アレルギーを起こしにくいと言われて

います。金属アレルギーはニッケル、コバルト、クロムなどの金属が原因であることが多いよう

です。ただし、当センターでは個別の製品の安全性についての詳細情報は持ち合わせておりませ

んので、製品としての安全性について納得がいなかいのならば、再度、製造メーカーにお問い合

わせください。 

◆ ▪☻ⱬ☻♩╩ ∆╢ ─Ᵽ☻ⱴ♇♩⌐≈™≡  ₈▪☻ⱬ☻♩╩ ∆╢ ─Ᵽ☻ⱴ♇

♩⅜ ⌐⌂∫≡™╢⅜⁸▪☻ⱬ☻♩≤│ ⅛⁹╕√⁸ ⅜ ⌂─⅛⁹ ⁸ ≢╙╠∫

√ ─Ᵽ☻ⱴ♇♩╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ⌂─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹≥─╟℮⌐

∆╣┌╟™⅛⁹< > 

⇒アスベストは石綿とも言い、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。耐久性、耐熱性、耐薬品性、

電気絶縁性に優れ安価なことから、かつては建築材料、電気製品、自動車等、様々な用途に使わ

れていました。アスベストはそこにあること自体が直ちに問題になることはありませんが、繊維

１本が直径０．０２～０．３５μｍと非常に細、空間に飛び散った微細な繊維を吸入すると肺線

維症（じん肺）、悪性中皮腫や肺がんを引き起こす可能性があることが知られています（ＷＨＯ

報告）。このため、今では使用が厳しく制限されています。アスベストについて、厚生労働省ウ
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ェブサイトに「アスベスト（石綿）に関するＱ＆Ａ

(htt ps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/to

pics/tp050729 -1.html ）」で詳細な情報がありますので、参考になさってください。また、最近、

問題となっている、アスベストを含有したバスマットやコースターについて、自主回収となって

いる製品、また、現在、調査中の製品のリストが公開されています

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15629.html ）。バスマットを配布した住宅展示場のハウ

スメーカーに、該当品であるかどうかを問い合わせるようアドバイスをされてはいかがでしょう

か。 

◆ ꜞⱶכⱣכ─ ⌐≈™≡ ╩כꜞ◘☿◒▪₈  ╡⇔≡™╢⁹ ╩ ╢

≢ ╩ ∆╢⅜⁸ ⁸ ⌐ ⇔√ ⅜ ╕╠⌂™╟℮⌐ ꜞⱶכⱣכ╩ ∫≡™╢⁹

ꜞⱶכⱣכ─ ⌐│ ◄☻♥ꜟ≤№╢⅜⁸ ⌐≈™≡╙ ⅛₉≤─ ╩

↑≡™╢⁹ │≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品に関する詳細情報は持ち合わせておりません。また、二塩基酸エステ

ルはある種の化合物の総称であり、具体的な化学名ではありませんので、安全性情報を調べるこ

とができません。製品の使用時の注意や安全性については製造メーカーにお問い合わせください。 

◆ ⅜ ╣≡ ⇔√ ─  ⁸ ⅜ ╣≡⁸ ⅜ ⌐↓╓╣≡

⇔╕∫√⁹ ⌐ ⅎ╢ │⁸●ⱶ♥כⱪ≢ ╡ ⅝⁸ ╩⇔≡™╢⁹ ⅜

⇔≡™√ ⁸ ⌐ ╩ ╓∆↓≤│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢

∫√⁹< > 

⇒公益財団法人日本中毒情報センターの水銀体温計に関する情報

(https://www.j -poison- ic.jp/general -public/response - to -a-poisoning -accident/chemical -

products/#i -35)によれば、「体温計に使用されている水銀は、金属水銀です。もし、体温計を壊

した場合、こぼれた水銀を放っておくと蒸気になり、吸入すると毒性がありますが、部屋の通気

性をよくしていればほとんど心配ありません」とあります。目に見える水銀は取り除かれており、

残留したとしてもごくわずかと思われます。しばらく換気をすることを心掛けられるとよいでし

ょう。 

◆ ─ ╦╡⌐ ⌐ ╣≡ ℮ⱴ◓Ⱡ◦►ⱶ ─  ─ ╦╡⌐ ⌐ ╣

╢≤⁸ ⌂⇔≢ ╣⅜ ∟╢≤™℮ⱴ◓Ⱡ◦►ⱶ ╩ ∫≡™╢⁹╙℮ ↄ╠™ ∫≡™≡⁸

╣ ∟⌐╙ ⇔≡™╢⁹⇔⅛⇔⁸ ⌐⌂∫≡ ⅜ ⌐⌂╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ─≤↓╤⁸

⌐ │ ∂≡™⌂™⅜ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒センターでは個別の製品の安全性の詳細情報は持ち合わせておりませんので、製造メーカーにお

問い合わせください。お問い合わせの製品は、高純度の金属マグネシウムを化学繊維の袋に封入

して、洗濯機の洗濯槽へ投入することで、洗濯水を弱いアルカリ性にして、皮脂などの油汚れを

落とすというものと思われます。洗濯時に生成するのはマグネシウムイオンと水酸基イオンです。

マグネシウムイオンは水道水にも含まれる硬度成分ですし、水酸基イオンでアルカリ性になった

としても、その程度は通常の洗濯用洗剤と同じです。過度に心配する必要はないと思われます。 
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◆ ─ ⌐ ⌐ ╣≡ ℮ⱴ◓Ⱡ◦►ⱶ ─  ─ ╦╡⌐ ⌐ ╣╢≤⁸

⌂⇔≢ ╣⅜ ∟╢≤™℮ⱴ◓Ⱡ◦►ⱶ ╩ ⇔√⁹ ↑╪ ─ ≤ ⌐

╘≡ ∫√⅜⁸ ─ ™⅜™≈╙≤ ℮╟℮≢ ⌐⌂∫√⁹ ⇔√─│ ≥╙─☻▬ⱶ♃

○ꜟ≢⁸▬♁♅▪♂ꜞfi ─ ⅜ ╦╣≡™╢⁹↓℮™∫√╙─≤ ⇔√╡∆╢↓≤│⌂™

─⅛⁹ ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ⅛╠⌂™≤─↓≤⁹ ☿fi♃כ─ ⇔√≤↓╤⁸

☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒お問い合わせの製品は、高純度の金属マグネシウムを化学繊維の袋に封入して、洗濯機の洗濯槽

へ投入することで、洗濯水を弱いアルカリ性にして、皮脂などの油汚れを落とすというものと思

われます。洗濯時に生成するのはマグネシウムイオンと水酸基イオンです。マグネシウムイオン

は水道水にも含まれる硬度成分ですし、水酸基イオンでアルカリ性になったとしても、その程度

は通常の洗濯用洗剤と同じです。過度に心配する必要はないと思われます。イソチアゾリン系抗

菌剤への影響については当センターでは分りかねます。上記の事柄を念頭において、スイムタオ

ルの製造メーカーにお尋ねください。 

◆ ⱴ◓Ⱡ◦►ⱶ ─ ⌐≈™≡  ╛ ≤⇔≡ ≢⅝╢ⱴ◓Ⱡ◦►ⱶ ╩

╩ ⇔⁸Ᵽ◔♠⌐ ╣≡╖√≤↓╤⁸⇔┌╠ↄ⇔≡Ⱪ◒Ⱪ◒≤ ⅜ ≡⅝√⁹↓─ │ ⅛⁹

↓─ ─ ╩ ™ ╪≢╙ ⌐ │⌂™⅛⁹╕√⁸ │ ─ⱴ◓Ⱡ◦►

ⱶ≤№╢⅜⁸ ⅜ ╕╣≡™╢↓≤│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒マグネシウムを水の中に入れると、水と反応して水酸化マグネシウムと水素ガス（Ｈ２）が生成

します。ブクブクと出る泡は水素であると思われます。水素は大気にも含まれる成分であり、多

少吸入したとしても健康への影響は問題ないでしょう。水酸化マグネシウムは水に溶けて洗濯水

を弱いアルカリ性にするので、ある程度、皮脂などの汚れを落とす効果があるものと思われます。

純度等の品質上の問題は、当センターでは分りかねますので、製造メーカーに直接お問い合わせ

ください。 

◆ ◘ⱳכ♃כ─ ⌐≈™≡  ♥꜠ⱦ◦ꜛ♇Ⱨfi◓≢ ⅜ ⅛ↄ⌂╢◘ⱳכ♃כ╩ ⇔

√⅜⁸ ⅛╠↓─╟℮⌂ ⌐│▪☻ⱬ☻♩⅜ ╕╣≡™╢─≢│≤ ╦╣√⁹≥℮⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の性能・品質、安全性などに関する詳細情報は持ち合わせておりませ

ん。製造メーカーにお問い合わせください。アスベストは石綿とも言い、微細な繊維状の粉塵の

吸入により健康被害を引き起こす危険性があるため、労働安全衛生法により、製造・輸入・譲渡・

提供・使用が禁止されています。一般的に、お問い合わせの用途で使用されることはないと思わ

れます。 

◆ ●ꜝ☻ ─Ɽ♇◐fi⅜  ●ꜝ☻ ─ ⌐ ╩ ╣≡ ꜠fi☺

≢ ╘√⁹⇔⅛⇔⁸ ⅜ ╦⇔ↄ⌂⅛∫√─≢⁸ ╕∏⌐ ⌐ ⇔≡⅔™√⁹∕─╕╕

╣∫┐⌂⇔⌐⇔≡™√╠ │ ╪≢⇔╕™⁸◌ⱦ⅜ ⅎ≡ ╘⌂ↄ⌂∫≡⇔╕∫√⁹ ╩ ≡

≡ ╩ ∫√⅜⁸ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ─Ɽ♇◐fi─ ⅜ ∏╪≢ ∫≡╙ ╣⌂ↄ⌂∫≡

⇔╕∫√⁹ ↕∑╢ │⌂™∞╤℮⅛⁹Ɽ♇◐fi│◦ꜞ◖fi◗ⱶ ≢№╢⁹

☿fi♃כ│ ⌐ √ ≢ ↕╣≡™√⁹< > 
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⇒牛乳にカビが生えていたことから、パッキン周りにもカビが繁殖し、カビの色素がパッキンのシ

リコンゴムに入り込んだものと思われます。汚れの程度によりますが、塩素系漂白剤で浸漬洗浄

することで落とせることもありますのでお試しになってはいかがでしょうか。また、落ちない場

合は密封容器の製造メーカーに蓋だけを購入できるかお問い合わせなってみてはいかがでしょ

うか。 

◆ ⅜  ₈ ◦ꜛ♇ⱪ≢ ⇔√⁸ ™ ─ ∫√ ─ ╩ ∫

≡ ꜠fi☺⌐⅛↑≡ ↕∑≡⇔╕∫√⁹ ⌐⁸ ⌐│ ⅜ ╦╣≡™≡ ∞≤

℮⅜⁸ ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ │ ⇔≡™⌂™≤─ ⁹ ≢⅝⌂™─≢

─ ╩ ⇔√™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ╩ ⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹╕√⁸ ─

⅜╦⅛╣┌ ⅎ≡╒⇔™⁹< > 

⇒当センターから特定の分析機関を紹介することはしておりません。独立行政法人国民生活センタ

ーのウェブサイト（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html ）、または独立行政法人製

品評価技術基盤機構のウェブサイト

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html ）等に検査機関のリストを参考

にしていただくようご案内しています。温度計の赤い液体の成分は、一般的には有機化学物質の

液体（多くは石油系のもの）を赤色に着色したもので、水銀ではありません。 

◆ ⌐ ↕╣≡™╢ ─ ⌐≈™≡  ⇔≡™╢₃₃ ─ ─ ⌐

™◦Ⱶ⅜ ╣√⁹ ⱤⱠꜟ⌐ ╣│ ╠╣∏⁸ ┼ ╣≡│™⌂™⅜⁸ ⅜ ≢№╢⁹

≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の情報を持ち合わせておりません。安全性については製造メーカーであ

る〇〇社に直接お問い合わせください。参考情報として、〇〇社が会員となっている一般社団法

人日本電子情報技術協会の「液晶材料の生体に対する影響」

（https://home.jeita.or.jp/device/ddesc/lcd/effect.htm ）に、液晶ディスプレイに使用され

ている液晶材料は、通常１０～２０種の有機化合物を混合させているもので、液晶材料メーカー

において、安全性が確認されたものだけが市場に出されているとあります。 

◆ ─ ⅛╠ ∆╢ ⌐≈™≡  ─ ⌐│ ⅜ ╦╣≡™╢↓≤⅜№╡⁸

↑∞⇔≡ↄ╢↓≤⅜№╡ ∞≤™℮ ╩ ™√⁹ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸™╕│ ↕╣

≡™╢⅜⁸ ⅜⅛⅛╢ ─ ⌐│ ⅜ ∆╢╙─╙№╢≤─↓≤≢№∫√⁹ ─ │

™╙─╙ ™─≢ ≢№╢⁹ ∞╤℮⅛⁹< > 

⇒陶磁器製の食器には金属を含む釉薬や顔料が使用されることがあり、微量の金属イオンが溶出す

る可能性があります。このため、有害性の大きな鉛とカドミウムについては食品衛生法で溶出量

についての規格基準が決められています。現行の規格基準は２００８年の改正で定められたもの

ですので、それ以前に製造された陶磁器製の食器には現行の規格基準を上回るものがある可能性

があります。製造販売に対する規制ですので、個人の使用までは制限されていませんが、気にな

るようでしたらなるべく新しい食器を使うようにしてはいかがでしょうか。 

─ⱪכ♥ ◆ ⌐≈™≡  ◦ꜛ♇ⱪ≢ ⇔√⁸ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fiⱨ▫ꜟⱶ─♥כⱪ

× ╩ ⌐ ™≡ ⇔≡™╢⁹ │ ⅛ ⌐⅛↑≡⅔╡⁸↓╣╠─
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⅜≤↑ ≡⁸ ⌐⇔≡™╢─≢│⌂™⅛≤ │⌐ⱪכ♥─↓⁸⅔⌂⁹√∫⌂⌐ ≤⇔≡▪

◒ꜞꜟ ⅜ ╦╣≡™╢⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒食品に用いられる器具・容器包装は、食品衛生法に基づき材質試験及び溶出試験の規格基準が定

められ、その安全性が担保されています。食品衛生法の規制を受けない雑貨品を箸に使用するこ

とはお薦めできません。ただし一般的に、アクリル系粘着剤（成分はアクリル樹脂）やポリプロ

ピレンなどの樹脂（プラスチック）類は口から取り込まれたとしても消化吸収されずにそのまま

排出されますので、問題になることはないでしょう。 

◆ ≢ ⌐ ⇔√  ◦ꜛ♇ⱪ─ ≢⁸♦◖Ɽכ☺ꜙ ─ ⅛╣√ ╩ ╡

™≡ ⌂≥─ ⌐ ╡ ↑≡ ⅛╠♬☻╩ ∫≡ →╢ ─ ╩ ⌐ ∫√

⌐⁸ ─╟℮⌂ ™╩ ∂√⁹ ←⌐⅔ ─♩▬꜠≢ ╩ ∫√⅜ ™│ ╣⌂⅛∫√⁹

⌐ ∫≡⅛╠╙ ™⅜⇔≡⅔╡⁸ ↑╪≢ ╩ ™╛∫≤ ╣√⁹♦◖Ɽכ☺ꜙ

│ ↕╣≡⅔╡ ⅜ ╣≡™╢ │⌂⅛∫√⁹╕√⁸ ⌐ ⅛⅜ ⇔≡™╢ │⌂ↄ⁸

™∞↑⅜ ⇔≡™√⁹™╕─≤↓╤ ⌐ │⌂™─∞⅜⁸ ≢ ⌐ ╢↓≤⅜≢⅝∏⁸

╩ ╢↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ ⅜ ⅛╦⅛╢∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿

fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒お伺いした話からは原因を推定することはできません。幸い、お身体に異常はないとのことです

ので、もう少し様子をみてはいかがでしょうか。もし、何らかの異常が出た時は医療機関にご相

談ください。 

◆ ╡ⱴ☻◒─ ⌐ ╦╣≡™╢ ⌐≈™≡  ₈ ⅜ ∫≡™╢ ≢ ╡ⱴ

☻◒─ ╡ ╩ ⅎ≡™╢⁹ⱴ☻◒─ ≤⇔≡ ╩ ℮─∞⅜⁸ ⌐│ ⅜ ╠╣

≡⅔╡⁸∕↓⅛╠ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪⅜ ↕╣╢─≢ ≢№╢≤─ ╩ ™√⁹ ⌂─∞╤

℮⅛₉≤™℮ ╩ ↑≡™╢⁹ ⅛▪♪Ᵽ▬☻│№╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の安全性や使用成分などの詳細情報は持ち合わせておりません。接着

芯の製造メーカーにお問い合わせください。ご参考までに、下着等の繊維製品については、有害

物質を含有する家庭用品の規制に関する法律で、ホルムアルデヒドの試料からの溶出量を７５ｐ

ｐｍ以下にすることが定められています。衛生マスクについての法規制はありませんが、日本衛

生材料工業連合会が、これに準ずる自主基準を設けています

（http://www.jhpia.or.jp/standard/mask /img/jhpia_mask.pdf ）。 

◆ ≢ ↕╣√ ─ ⌐≈™≡  ╒≥ ⌐⁸ ⌐╟╢ ─ ↑

ⅎ ⅜ ⇔ ⅜ ↕╣√⁹ ⅛╠ ⅛ ⁸ ⅜ ⇔⁸ ⱷכ♃כ ─ⱨ▫

⅜כ♃ꜟ ─ ╕╡≢ ╕╡⇔≡™╢↓≤⅜ ⅛∫√⁹ ⌐ ◔ ⌐╙ ∂ ╕╡╩

↓⇔√⁹ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ─ ╡ ⅎ ⌐ ╦╣√ │⁸₃₃ ─ỏỏ

≢№╢≤─↓≤≢№∫√⁹ ─ ╕╡≢ ╕╡⇔√ ╩ ∫√ ╩ ╪≢™√↓≤⌐⌂╢

⅜⁸ ⁸ │⌂™╙─∞╤℮⅛⁹ ⁸ ⌐ ⌐ ⅜ ⌂™⅛⁸╕√ ⌐

⅜ ≡™╢─≢│⌂™⅛≤ ⇔≡™╢⁹< > 

⇒当センターは、個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。安全性については、接着剤の

製造メーカーである〇〇社にお問い合わせください。なお、使われた接着剤△△を調べたところ
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塩化ビニル・酢酸ビニル共重合樹脂系接着剤でした。一般情報として、このタイプの接着剤は硬

質塩ビ管の接着によく使われる接着剤であり、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合樹脂を溶剤に溶解

した液状タイプの接着剤です。接合部に塗布後、溶剤が揮発し乾燥することで接着します。乾燥

後は塩化ビニル・酢酸ビニル共重合樹脂が固化して残りますが、樹脂そのものは水には不溶で、

剥がれ落ちた固まりが口に入ったとしても、代謝されずにそのまま排出されるので大きな問題は

ないと思われます。ただし、あくまでも使われた接着剤の一般的な性質としての情報であり、お

伺いした話だけからは、健康被害の有無は判断しかねます。接着剤の固まりによる目詰まりがい

まだに続いているのであれば、日常生活に支障が出るおそれがありますので、自治体を通して工

事を行った業者に調べて貰ってはいかがでしょうか。目詰まりが既に解消しているのであれば、

過度に心配する必要はないと思われます。 

◆ ∫≡ ╩  ╩ ∫≡⁸ ╩ ≢ ⇔≡⇔╕∫√⁹ ⌐ ⇔

√ │ ∆╢⌂≥⇔≡ √ │ ≤╙⌂™⅜ ∞╤℮⅛⁹ ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦

∑√≤↓╤⁸ ⌐ │ ⅜ ≢⁸ ╡ ⌐ ⱳꜞⱴכ ⅜ ╦╣≡™╢⁹

╣ ⇔√≤⇔≡╙ │ ⌂™≤─↓≤⁹ ≤ ↨∫√ ⌐ ⌂™⅛╩ ⱷכ◌כ⌐

™ ╦∑√≤↓╤⁸∕─ ╖ ╦∑≢ ⇔√↓≤⅜⌂™─≢ ⅛╠⌂™≤─ ∞∫√⁹

∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般的に、洗濯用洗剤と保冷剤の成分が反応して有害な物質を生じるようなことは考えにくいと

思います。過度に心配する必要はないでしょう。 

5)  その他の化学製品、化学物質等 

◆ ─ ⌐≈≡  ⱴ◓Ⱡ◦►ⱶ╩ ⌐ ⅛⇔⁸ ╩ ╦╠∑≡ ╠∆↓≤≢≢⅝╢

♩כ▪─ ╩ ⇔≡™╢⁹≢⅝√ ⅜ ╠⅛™√╘ ╩ √∑√™⅜≥℮∆╣┌╟™

⅛⁹< > 

⇒当センターでは、お問い合わせの件に関する知見を持ち合わせておらず、お答えしかねます。 

◆ ⱱꜟⱴꜞfi ↑↕╣√ ⌐≈™≡  ⌐ ⇔√ⱱꜟⱴꜞfi ↑─

⅜№╢⁹ ╩ⱱꜟⱴꜞfi ⅛╠ ╡ ⇔≡⁸ ╡ ⇔√ ╩ ⌂ ≢ ╘≡○Ⱪ☺▼⌐∆

╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁹ ⌐ ╖ ╪∞ⱱꜟⱴꜞfi╩ ∆╢⌐│≥℮⇔√╠╟™⅛⁹╕√⁸ⱱ

ꜟⱴꜞfi╩ ⇔√ ⁸ │≥℮⌂╢─⅛⁹ ≢ ╘╢↓≤≢ ⇔⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│ ⱷכ◌כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは、お問い合わせの件に関する知見を持ち合わせておらず、確かなことはお答えし

かねます。 

◆ ─ ⅞≢ ↕╣√ ⌐≈™≡  ─ ⁸

─ ╛ ≢ ─ ⅞⅜№╡⁸ ≤⇔≡▬♁Ɑfi♃fi╛Ɑfi♃fi⅜

↕╣≡™╢⁹↓╣╠─ ⅜⁸◄♅꜠fi─ ≢ ∆╢╙─⌂─⅛≥℮⅛╩ ╡√™⁹◄♅

꜠fi─ ╩ ∫≡™╢ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹<

> 

⇒当センターではエチレンの製造に関連した詳細情報は持ち合わせておりません。お問い合わせの
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異臭騒動については、神奈川県が原因究明を行っていますので、調査結果報告をお待ちになって

はいかがでしょうか。 

◆ ◦fi♫כ ⅜ ∫√◘♠ⱴ▬⸗  ◘♠ⱴ▬⸗╩ ꜟכ꜡♅☻ ─ ⌐ ╣≡⁸ ⅛╠

≢ ∫≡ ⇔≡⅔™√≤↓╤⁸ ⅜ ≢ ∫√►◄☻╩∕─ ⌐ ™≡⇔╕∫√⁹►◄☻⌐│

◦fi♫כ⅜ ╖ ╪≢⅔╡⁸◘♠ⱴ▬⸗─ ⌐ ™⅜ ∫≡⇔╕∫√⁹ ↄ ⇔≡⅔™√≤↓

╤ ™│⇔⌂ↄ⌂∫√⅜◘♠ⱴ▬⸗╩ ═≡╙ ∞╤℮⅛⁹ │►◄☻⌐ ╖ ╪≢™√─│

◦fi♫כ∞≤ ℮─∞⅜⁸ ⅛╠ ⌐№╢╙─≢⁸ ╛ │╦⅛╠⌂™⁹< > 

⇒シンナーは塗料等を薄めて粘度を下げるために用いられる有機溶剤で、一般的にはトルエン、酢

酸エステル、アルコールなどが使用されています。これらは揮発性の溶剤であり残留性は低いと

考えられます。また、量的にも少なくものと推察されます。しかし、お伺いした話からは成分が

特定できませんので、安全性について判断することは出来ません。 

◆ ⌐ ≢ ⇔√ ─  ⁸ ⌐ ≢ ◄♅☺►ⱶ╩ ⇔

√⁹ ◄♅☺►ⱶ╩ ╗ ╩ ꜠fi☺≢ ∆╢ ⅜№╡⁸ ─ ⁸ ⌐

╩ ∫≡™√⁹ │ ⌐ ∆╢ ⅜ ⅛∫√─≢⁸ ∂ ꜠fi☺≢ ╩ ╘≡

═≡™√⁹ ╠⌂™ ⌐⁸ ≢ ∫≡™√ ⅜ ⅛╠ ∫≡™√⅛╙ ╣∏⁸ ⌐⌂∫≡

⌐⌂∫≡⅝√⁹ ⌐⁸ ◄♅☺►ⱶ╩▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═╢≤⁸ ™ ⅜№╢≤─

⅜№╡⁸ ≢№╢⁹ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒臭化エチジウムは、分子生物学の分野で核酸染色剤としてよく使われる薬剤です。安全性情報を

調べると、生殖細胞の遺伝子に遺伝性の突然変異を生じさせる作用である生殖細胞変異原性がＧ

ＨＳ区分２（遺伝性疾患のおそれの疑い）となっていました。これは、健康被害への影響の懸念

はあるが、十分には調べられていない状況ということです。当該物質に関連した事故報告を、当

センターに寄せられた過去の相談、厚生労働省ＨＰの職場のあんぜんサイトの「労働災害事例」

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/sai/saigai_index.html ）で調べてみましたが、該当す

る報告はありませんでした。また、お伺いした話からは、過去にばく露（経口等から身体に摂取）

の可能性があるとのことですが、明確ではありません。現状は、問題ないとも問題であるとも判

断できない状況かと思います。ご心配される気持ちはわかりますが、これだけを取り立てて過度

に心配する必要もないように思われます。 

◆ ⅛╠ ╣ ╗ ™─ ⌐≈™≡  ⅜ⱨ▫ꜟⱶ◌ⱷꜝ≢ ∫√ ─ ╩ ∫

≡⅔╡⁸∕─ ≢ ∆╢ ─╙─≤ ╦╣╢ ─╟℮⌂ ™⅜ ─ ⌐ ╣ ╪≢ↄ╢⁹

↓─ ™╩ ⌐ ∆╢ │⌂™⅛⁹< > 

⇒臭い成分を化学的に処理する消臭方法を化学的消臭と言いますが、当センターは消臭についての

詳しい知見は持っておらず、特定の消臭剤や消臭製品をご紹介することは出来かねます。一般的

に臭いの除去は、発生源を除去するか、換気をすることが効果的です。常に臭いが流入してくる

ようならば、隣人と交渉して臭いの発生を抑えてもらうようにするとよいでしょう。一時的なも

のであれば、効率よく換気をして室内の空気を入れ替えるようにしてはいかがでしょうか。 

♄כ♁ ◆ ♫♩ꜞ►ⱶ ⅜ ⌐≈™√ ─ ⌐≈™≡  │ ╩♄כ♁
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╡ ℮ ⌐ ⇔≡™╢⁹ ⁸ ⅜♄כ♁ ⌐ ™√↓≤≢ ╩ ℮ ⅜ ⇔√⁹

∕─√╘⁸ ⁸ ⌐ ™√ ─ ⌐≈™≡ ⌐ ∆╢╟℮ ⇔√™⁹ ⇔™

╩ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒苛性ソーダは皮膚や眼に対する腐食性が高く、労働安全衛生法ではラベル表示と安全データシー

ト（ＳＤＳ）交付の通知義務対象物質となっています。取り扱い事業者はリスクアセスメントが

義務づけられており、その結果を労働者へ周知することが規定されています。職場の管理者に製

造メーカーから提供されているＳＤＳに記載されている正しい応急処置を確認させることをお

勧めします。一般的にＳＤＳでは、応急措置として「皮膚についた際は、直ちに皮膚を流水、シ

ャワーで洗うこと、その際に汚染された衣類をすべて取り除くこと、汚染された衣類を再使用す

る場合には洗濯すること、眼に入った場合は、直ちに水で数分間注意深く洗うこと、コンタクト

レンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けることとされています。い

ずれの場合も、直ちに医師に連絡すること」とされています。 

◆ Ᵽꜞ►ⱶ⌐≈™≡  ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ─√╘⁸ ≤⇔≡ Ᵽꜞ►ⱶ╩ ⌐

─ ⌐ ⇔ ╪≢™╢⁹ Ᵽꜞ►ⱶ⅜ ⌐ ∆╢↓≤│⌂™⅛⁹< > 

⇒一般的に、硫酸バリウムは、酸、アルカリに不溶で通常の取扱い条件下では化学的に安定な物質

です。用途の一つとして、プラスチックの充填剤として使用されています。実際の使用条件下で

の金型への影響や注意事項については硫酸バリウムを購入されている製造メーカーにお問い合

わせください。 

◆ ◄♇♅fi◓ ─ ⌐≈™≡  ≢ ─◄♇♅fi◓╩ ∫√⅜⁸∕─ ⌐◄♇♅fi◓

─ ⅜ ╒≥ √⁸↓╣╩ ∆╢⌐│≥℮⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒エッチング廃液には重金属である銅が含まれますので、適切に処理してから廃棄する必要があり

ます。エッチング液によって処理方法が異なると思いますので、お使いになったエッチング液の

注意表示または使用説明書をご参照ください。銅エッチングによく使われている塩化第二鉄溶液

の場合、鉄粉と水酸化カルシウム（消石灰）で処理した後、少量のセメントで固めて不燃ゴミに

出すのが一般的なようです。 

◆ Ɫ▬○◒●♁ꜞfi─ ⌐≈™≡  ₈₃₃ ≢Ɫ▬○◒●♁ꜞfi─ ⅜ ╡ →╠

╣≡™√ ╩ ╪∞⁹↓─ ⌐≈™≡ ⇔ↄ ⇔≡╒⇔™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

☿fi♃כ≢ ⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< > 

⇒当センターではハイオクガソリンの混合問題についての情報は持ち合わせておりません。紹介さ

れても対応しかねます。 

◆ ⅜ ⇔√⅛╙⇔╣⌂™ ─ ™⌐≈™≡  ↕╣≡™╢ ─ ╩

╣≡™√♄fiⱲכꜟ─ ⌐ ⅜ ╖ ╪≢™√⁹ ─ ⅜ ╩ ⇔≡™⌂™⅛ ≢№

╢⁹ │ ─ ™╙ ⅎ⁸ ↕╣√ ╙ ↄ ─ ™│ ∂⌂™⅜⁸ ⇔≡╙╟™⅛⁹<

> 

⇒当センターでは、販売する製品の品質の判断はできかねます。灯油は皮膚に接触すると皮膚障害

を生じることがあります。また、独特な臭いがあり、臭いの感じ方には個人差があるため、わず

かな臭いであっても不快に感じる方もいらっしゃいます。複数の方で確認し、慎重に判断される
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ことをお勧めします。 

◆ ●♁ꜞfi⅜ ╖ ╪∞⅛╙⇔╣⌂™ ─  ⌐ ╩ ™≡ ╩ ™≡™

√⁹ ╩ ═≡⇔╕∫√ ≢⁸ ™≡™√ ╩ ≡╟℮≤⇔≡⁸ ∂ ⌐ ●♁ꜞfi╩

╣√ ╩ ™≡™√↓≤╩ ™ ⇔√⁹●♁ꜞfi⅜ ↓╓╣≡™√⅛╙⇔╣∏⁸ ⌐

╖ ╪≢™√╠ ◗Ⱶ≤⇔≡ ∆≤ ≢│⌂™⅛≤ ⌐⌂∫√⁹ ⌐◦Ⱶ│⌂ↄ⁸●

♁ꜞfi ╙⇔≡™⌂™⅜ ∞╤℮⅛⁹ ⌂─≢ ⌐⌂∫≡ ⅜⌂™⁹< > 

⇒お伺いした話から、ガソリンが新聞紙に染み込んだことは確認できず、また染み込んでいたとし

てもごく少量と思われます。過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ─ ™─ ⌐≈™≡  ₈ ↄ╠™ ⌐ ⅜ ⱪ▬♃ꜟכ♂▪◄√™≡⇔

─ ╩ ∆╢√╘⁸ ─ ≢ ⌐ ╩№↑√⁹ ⅜ ∫≡™√╟℮≢⁸

⌐№↑√ ⅛╠Ⱪ◒Ⱪ◒≤ ⅜≢≡⅝√⅜⁸ ™│ ⌐⌂╠⌂⅛∫√⁹ №↑ │ ⌐ ∫√

⅜⁸∕─ ─ ⅛╠ ─ ⌐◦fi♫כ─╟℮⌂ ™⅜∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ꜟכ♂▪◄√↑№╩

│ ⌐ꜟכꜟ─ ∫≡⁸ ⌂ ⌐ ╣≡ ⌐ ⇔≡™╢⅜⁸ ≢╙ ─ ⅜ ∫≡™╢⁹

⌐ │⌂™⅜⁸≥℮∆╣┌ ™⅜ ⅎ╢⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ™╩ ∆ │№╢

⅛⁹< > 

⇒一般的に、臭いは、換気することによって弱まり、やがて消えていきます。臭いがする間はでき

るだけ換気を心掛けてください。また。スプレー缶に中身が残っている状態で穴あけをすること

は非常に危険です。今後は必ず中身を使い切ってから自治体のルールに従って廃棄するようにと

の注意も付け加えてお伝えください。 

◆ ⅜ ↕╣√ ≢ ⇔√ ╩ ═√ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ─

╩⇔√ ⌐⁸ ⅜ ∫√ ╩ ⌐ ⇔√⁹∕─ ⁸∕─ ≢ ╩ ⇔ ⇔≡⅝

√⁹ ⁸ ⅜ ↄ⌂╡ ╩⇔√≤↓╤⁸ ≤ ↕╣√⁹ ⌐│ ╩ ≢ ↄ⇔≡

⅔╡⁸ ≢ ⇔√ ╩ ═√↓≤≢ ⌐ ╕╣╢ ⅜ ⇔√─≢│≤ ⇔

≡™╢⁹ ↕╣√ ─ │╦⅛╠⌂™⅜⁸ ⌐│♩ꜟ◄fi╛◐◦꜠fi⌂≥─ ⌂ ⅜

↕╣≡™╢≤─ ╙№╢⁹ ─ ╛ ─ ⌐ ╩ ⅎ√─⅛≥℮⅛╩ ╡√™⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒お問い合わせのトルエンやキシレンは塗料の有機溶剤として使用されることがある物質です。工

場などの作業環境で長期に曝露する場合などは健康上の問題があり、事業者が取り扱う際には、

厳しい規制がありますが、人に対する発がん性は認められておりません。何れも揮発性であり大

気中に揮散しやすく、土壌中に残ったとしても微生物により分解されます。屋外に廃棄したので

あれば、長期の影響は考えられません。断定はできませんが、一般的には、限定された量が庭に

撒かれた程度では、健康上問題になることはないと思われます。あまり深刻にならずに、まずは

ご自身のご病気の治療に専念されてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ─ ⌐≈™≡  ↄ╠™ ⅛╠ ≢▬ꜝ☻♩╩ ™≡⅔╡⁸ ™√╙─╩

⌐ ∫√╡⇔≡™√⁹ ╘≡⁸ ⇔≡™╢ ─ ─ ╩ ╢≤₈ −√╠ ⇔⌂™₉≤

№∫√⁹ ─₈╕∑╢⌂ ₉─╟℮⌐ ⅜ ∆╢─≢│⌂™⅛⁹ ◖꜡♫►▬ꜟ☻

⅜ ╩ ⇔≡ ⇔≡™ↄ↓≤⅛╠⁸ ⅜ ∫√▬ꜝ☻♩─ ─ ─ ⌐ ⌂ ⅜№∫√
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⌐ ⌐ ⅜ ┌⌂™⅛ ⌐⌂∫≡⅝√⁹ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ −√╠

⇔⌂™≤™℮─│⁸ ─ ─ ≢№╡⁸ ⅜ ∆╢╦↑≢│⌂™⁸√∞⇔⁸◌

♪Ⱶ►ⱶ ─ ⅜ ™ ⅜ ↕╣≡™╢ ─ │ ∆╢≤─↓≤≢№∫√⁹≥℮⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒絵の具の成分として使用される顔料の中には、カドミウム化合物、鉛化合物等、また、顔料を溶

かすための有機溶剤等の比較的有害性の高い物質が含まれている場合があります。含有される物

質やその含有量によっては「毒物劇物取締法」、「消防法」等の法定表示が義務付けられています。

同じブランドの絵の具であっても色によって成分が変わるため有害性は異なりますので、使用の

際には、注意表示を確認してください。描いた後に手に触って成分が移行するかどうかについて

は、一般的には、乾燥した後は移行しないと言われていますが、詳しくは絵の具の製造メーカー

にお問い合わせください。 

◆ ◄♅ꜟⱬfi♀fi─  ﬞ ⌐ ⌐◖fi♥♫Ɫ►☻╩ ⇔√⁹ ─ ⌐♪▪╩

⇔√⅜⁸ ╩ ∂√⁹ ⌐ ⌐ │⌂™⅜⁸ ⅜ ™≡™∫√ ⌐◄♅ꜟⱬfi♀fi─

⅜№∫√⁹▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═╢≤ ⅜╪ ⅜№╢≤─ ⅜№∫√⁹◖fi♥♫ ≢

↔∆↓≤╙№╡◦♇◒Ɫ►☻ ╙ ≢№╢⁹↓─╟℮⌂ ⌂ ╩ ∆╢↓≤│ ≢

│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒エチルベンゼンの発がん性はＧＨＳ（化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）分類の

区分２で、「ヒトに対する発がん性が疑われる」レベルに相当します。労働安全衛生法の特別化

学物質障害予防規則（特化則）の第２類物質に該当し、事業者が扱う場合には、事故防止のため

の具体的な措置が義務付けられていますが、使用が禁止されている化学物質ではありません。ま

た、厚生労働省はシックハウス症候群の原因となりうる１３物質について、室内濃度指針値（ヒ

トがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと

判断される室内濃度）を公表しており、エチルベンゼンも該当しますが、法的な規制値ではあり

ません。お伺いした話から、エチルベンゼンは塗料を薄める際に使用するシンナーの成分として

使用されたものと思われます。エチルベンゼンは、徐々に揮散し、塗料の乾燥に伴い塗装面から

無くなります。臭いがする間はできるだけ換気を心掛けてください。 

◆ ─ ─ ⌐≈™≡  ₈ ≢ ⅜№╡⁸∕─ ⁸ ─ ─♃▬ꜟ⌐ ™

⅜ ⇔≡™√⁹ ╩ ∫√ ⌐ ≡╙╠∫√≤↓╤⁸ ™ │ ≢ √╙─≢│⌂ↄ⁸

♃▬ꜟ⅛╠ √╙─∞╤℮≤─↓≤≢№∫√⁹⇔⅛⇔⁸↓╣╕≢⌐∕─╟℮⌂↓≤│⌂ↄ⁸

⇔√╙─≢№╡ ≢⅝⌂™⁹ ⌂─≢⁸ ╩⇔≡ ⌐╟╢╙─≢№╢↓

≤╩ ⅛╘√™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢ ⇔≡ ⅎ⌂™⅛⁹╕√⁸

⅛▪♪Ᵽ▬☻⅜№╣┌ ⅎ≡╒⇔™⁹< > 

⇒当センターでは、原因究明のための成分分析等は行っておりません。また、特定の分析機関を紹

介することもできません。成分分析等を希望する相談者には、独立行政法人製品評価技術基盤機

構がウェブに掲載している原因究明機関ネットワーク総覧

（https://www.nite.go.jp/jiko/ chuikanki/network/index.html ）を紹介しています。 

◆ ─Ɑfi◐╩ ─ ⌐  ⅜⁸ ─Ɑfi◐╩ ─ ─ ⌐ ∫≡

⇔╕∫√⁹Ɑfi◐│ ─ ≢ ⁸ │ ∞Ɑfi◐─ ™⅜⇔≡™╢⁹↓─╕╕ ╩
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⇔≡╙ ∞╤℮⅛⁹< > 

⇒油性ペンキには有機溶剤が使われており、乾燥するまでの間は有機溶剤に由来する臭いがすると

思われます。完全に乾燥してしまえば臭いはなくなりますので、換気を心がけ、臭いが無くなっ

てからに浴室を使用するようにしてはいかがでしょうか。ただし、外壁用の場合、一般的にお湯

に対する耐久性は考慮されていませんので、使っているうちに剥がれてしまう可能性があります。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ⌂≥─ ⌐ ∫≡™√ ╩ ∆╢√╘⌐ ╘≡™╢⁹

─ │ ꜠fi☺⌐⅛↑≡ ╩≤┌⇔⁸ ╛ ⌂≥─ ≤⇔≡ ⇔√™≤ ∫≡

™╢⁹↓─╟℮⌂ ≢ ⇔≡╙ ⌂™⅛⁹ ≢⅝⌂™ │ ⇔√™⅜⁸↔╖─

│≥℮⌂╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒乾燥剤には色々な種類がありますが、食品用途で使われているのは主に生石灰かシリカゲルです。

生石灰乾燥剤は吸湿により化学反応を起こし、別の物質（水酸化カルシウム）に変化してしまい

ます。このため乾燥剤としての再利用はできません。シリカゲルは物理的作用で水を抱え込んで

いるに過ぎず、物質として変化はしないため、熱を加えて水分を飛ばすことで能力を復活させる

ことができます。ただし、食品に同包されているシリカゲル乾燥剤は再利用を想定しているもの

ではありませんので、シリカゲルを梱包している袋が電子レンジの過熱により溶けるなど想定外

のトラブルが起きたり、期待する乾燥能力が得られるとは限らないなど、あまり再利用はお勧め

できません。廃棄については、地域のごみの分別ルールに従ってお出しください。量が多いよう

であれば、お住いの自治体の担当部署に相談されるとよいでしょう。 

◆ ◦ꜞ◌◕ꜟ─ ⌐≈™≡  ⅜ ─◦ꜞ◌◕ꜟ─ ╩ ∫≡⇔╕∫√╟℮≢⁸↓╓╣

√◦ꜞ◌◕ꜟ⅜≈™√ ╩ ⇔≡⇔╕∫√⁹◦ꜞ◌◕ꜟ─ ⅜ ↑∞⇔≡ ⌐ ⇔≡

™⌂™∞╤℮⅛⁹ ─ ⌐◐♇♅fi ♃○ꜟ╙№╡ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│

▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒シリカゲルは化学的に安定な物質で、多孔質構造を持ち、空気中の水分を物理的に吸着させる性

質があることから、乾燥剤として食品用途を含め広く使われています。水には不溶ですので、洗

たく液中に溶け出すことはありません。また、公益財団法人日本中毒情報センターの情報による

と、シリカゲルは化学的には不活性であり吸収されないため、全身毒性はほとんどみられず、無

毒物質としてリストされています。 

6)  プラスチック製品 

◆ ◗ⱶ ─ ™ ≡ ─  ╣⅜└≥™─≢⁸ ⌐ ◗ⱶ ─ ™ ≡

╩ ⇔≡™╢⁹╙∫√™⌂™─≢⁸ ╡ ⇔ ∫≡™╢─∞⅜⁸ ∫≡™╢℮∟⌐ ⅜═√≈

™≡ↄ∫≈™≡⇔╕℮⁹ ⅛╠ ⅜ ⇔≡™╢╟℮⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹ ─

ⱷכ◌כ⌐ ⌐≥─╟℮⌂ ⅜ ╦╣≡™╢─⅛╩ ™ ╦∑√⅜ ⅎ≡ ⅎ⌂⅛∫√⁹

☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒ゴム手袋には通気性がありませんので、使用中に皮膚から蒸散した汗等の水分やハンドクリーム

の影響でべたついているのではないでしょうか。使い捨て製品は繰り返し使用することを想定し

ておりませんので、製品表示に従って正しくお使いください。 



☿fi♃כ            ─  

                                     ₈ ₉ 

 

- 126 - 

 

◆ ─ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ≢ ⇔√ ─  ⁸ ™ ≡─ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ

╩ ≢ ⇔√⅜⁸ ⌐₈ ⌐│ ⇔⌂™₉≤─ ⌐ ⅜≈⅝ ≢№╢↓≤⅜╦

⅛∫√⁹ ⌐ ⌐ ≢⅝⌂™ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ⌐ ⇔≡™╢

⅜ ⌐╟∫≡ ↑ ∆↓≤⅜№╢≤ ╩ ↑√⁹ ⇔√∞↑≢№╢⅜⁸ ╩ ∆╢

╟℮⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒食品用プラスチック製品は食品衛生法の規制を受けていますが、可塑剤として使われるフタル酸

エステル類について、平成１４年厚生労働省告示第２６７号

（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/2.pdf ）で、油性食品に触れる調理

用手袋などの塩ビ製器具・容器包装へのフタル酸ビス（２-エチルヘキシル）（ＤＥＨＰ）の使用

が禁止されています。調理用には食品衛生法に適合した調理手袋をお使いください。ご懸念の点

については、使用が限定的であることから、過度に心配する必要はないと思われます。 

◆ ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ─ ⌐≈™≡  ™─ ⌐ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ─ ╩ ⇔≡

™╢⁹ ⌐│ ⇔≡™⌂™─≢ ⌐ ╣╢↓≤│⌂™⅜⁸ ─ ╩ ≡⁸ ⱨ♃ꜟ

◄☻♥ꜟ ⅜ ╕╣≡™╢↓≤⌐ ⅝ ⅜ ⌐⌂∫√⁹ ⇔≡™╢ ─

ⱷכ◌כ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ │ ⇔≡™╢℮∟⌐ ╣ ╢↓≤⅜№╢≤ ╦╣√

─≢⁸ ╣ √ ⅜ ╩ ⇔≡ ⌐ ⌐ ∫√ ─ ⌐≈™≡ ╩⇔√≤

↓╤⁸ ≤│ ™ ╣⌂™≤ ╦╣√⁹≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒可塑剤はポリ塩化ビニルなどの樹脂を柔らかくする目的で使用されている添加剤です。樹脂に練

り込まれていますが、時間の経過により表面に少しづつ滲み出してくる性質があり、この現象は

ブリードアウトと言われています。食品用プラスチック製品は食品衛生法の規制を受けており可

塑剤として使われるフタル酸エステル類について、平成１４年厚生労働省告示第２６７号

（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/2.pdf ）で、油性食品に触れる調理

用手袋などの塩ビ製器具・容器包装へのフタル酸ビス（２-エチルヘキシル）（ＤＥＨＰ）の使用

が禁止されています。お使いになった使い捨て手袋にどのような可塑剤が使用されていたかはわ

かりませんが、調理用には食品衛生法に適合した調理手袋を使う必要があます。ご懸念の点につ

いては、食器洗いでの使用であり、食品に直接触れていないこと、また使用が限定的であること

から、過度に心配する必要はないと思われます。 

◆ ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ─ ™ ≡ ╩ ⌐  ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ─ ™ ≡ ╩

⌐ ⇔≡™√⅜⁸ ⌐⌂∫≡ ─Ɽ♇◔כ☺⌐ ⌐│ ⇔⌂™╟℮⌐≤─ ⅜№╢

↓≤╩ ∫√⁹▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═≡╖╢≤⁸ ⅛╠ ⅜ ↑ ╢≤™∫√ ⅜

№╡ ⌐⌂∫√⁹ ⌐ ⁸ │ ∫≡⇔╕∫≡⅔╡⁸ ⇔√╙─│ ≥╙⌐╙ ═↕∑≡™

╢⁹ ⌐ ℮╟℮⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒食品用プラスチック製品は食品衛生法の規制を受けていますが、可塑剤として使われるフタル酸

エステル類について、平成１４年厚生労働省告示第２６７号

（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/2.pdf ）で、油性食品に触れる調理

用手袋などの塩ビ製器具・容器包装へのフタル酸ビス（２-エチルヘキシル）（ＤＥＨＰ）の使用

が禁止されています。お使いになった使い捨て手袋にどのような可塑剤が使用されていたかはわ

かりませんが、調理用には食品衛生法に適合した調理手袋をお使いください。ご懸念の点につい
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ては、使用が限定的であることから、過度に心配する必要はないと思われます。 

◆ ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ─ ⌐≈™≡  ─ ⌐ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ─ⱨ▫

◑ꜙ▪╛ ╣╩ ™≡™╢⁹ ⁸ ⌐ ⌐ ⌂ⱨ♃ꜟ ◄☻♥ꜟ⅜ ↕╣≡™╢

⅜№╢↓≤╩ ∫√⁹ ⅜№√╡⁸ ∑√╡│⇔≡™╢⅜ ⌂ ⅜ ⇔≡™╢

─≢│⌂™⅛ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒ＰＶＣを柔らかくするため、可塑剤として主にフタル酸エステル類が使用されています。安全に

使用するための規制が整備されています。最も代表的なフタル酸エステル系可塑剤であるフタル

酸ビス（２-エチルヘキシル）（ＤＥＨＰ）の安全性については、「ＤＥＨＰはその有害性がこれ

まで世界で最もよく調査されてきた物質であり、医療用途を含め広く使用されてきましたが、ヒ

トに健康問題を引き起こした事例はありません。各国の公的なリスク評価書（ＥＵ、米国、日本）

では現行使用でのリスクは認められず、現行を超える規制は必要ない、と結論付けられています」

とされています（http://www.kasozai.gr.jp/faq/ ）。お問い合わせの内容で、過度に心配する必

要はないと思われます。 

◆ Ɑ♇♩Ⱳ♩ꜟ─ ⅝↕⌐≈™≡  ₈₃₃ ─ ─ ─Ɑ♇♩Ⱳ♩ꜟ╩ ⌐ ™

≡™√⁹ ─ ─ ≤ ═≡╖√≤↓╤⁸ ≤ ↕ↄ ─ ⌐ ⅜

№╢─≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑⁸₃₃ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ≤─ ≢№∫√⁹

∆╢╙─⅛⁹< > 

⇒ペットボトルの種類によっては、６０℃くらいのお湯を入れるだけで縮んだり、変形してしまう

ことがあります。一般社団法人全国清涼飲料連合会のウエブサイトにも「ペットボトルに熱いも

のを入れると変形して危険です」（http://www.j -sda.or.jp/learning/sd -handbook/hb02.php）

とあります。相談者がお湯を入れられたかどうかわかりませんが、情報としてお伝えになっては

いかがでしょうか。 

◆ ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ⅜ ⅎ√ ─ ●☻⌐≈™≡ ≡⇔♩כꜛ◦⅜כꜘ▬ꜝ♪  ⅜ ≡◖

⅜♪כ ⅎ√⁹◖כ♪─ │ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ≢⁸ ⅎ√ ⌐ ⅜⇔√─≢ ←⌐ ─

⌐ ∫√⅜ ↄ╠™│ ™ ╪∞ ⅜№╢⁹▬fi♃כⱠ♇♩ ⌐ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ⅜

ⅎ╢≤♄▬○◐◦fi ─ ⌂ ⅜ ∆╢≤№╡ ⌐⌂∫√⁹ │ ⌐ │⌂™⅜ ⁸

⌐ ╩ ╓∆↓≤│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒ポリ塩化ビニルなどの有機物が不完全燃焼した際の燃焼ガスには様々な物質が含まれています

が、お伺いしたように、短時間に少量を吸い込んだだけで、何の症状もなく身体に異常がない場

合は、過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ⌐ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ─ ⅜  ⅜ ╩ ═≡™≡⁸ ─ ↄ≡ ™ⱨ▫ꜟⱶ ─

⅜ ≡⅝√⁹↓─ │ ⅜ ⇔√╙─≢⁸ ⌐≈⅛∫√ ⌐⅛⅛∫≡™√ꜝ♇ⱪⱨ

▫ꜟⱶ─ ⅜ ⇔√─≢│⌂™⅛≤ ⅎ≡™╢⁹ ╩ ∫√⅔ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ꜝ

♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ─ │ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ≢№╢≤─↓≤≢№╢⅜⁸ ⌐ ℮╟℮⌂↓≤│⌂™

∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒お伺いした話からはラップフィルムと断定はできませんが、性状からプラスチック類（ラップフ
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ィルムもプラスチックの一種です）と思われます。仮にプラスチック類であったとして、食べて

も吸収されずに体外に排出され、量的にも少ないため過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ⌐ ⇔√  ╒≥ ⌐⁸ ╡↔ ╩ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ⌐ ╪≢ ⌐

⇔╟℮≤⇔≡⁸ ╪∞ ⌐⁸ ─◓♬ꜗ◓♬ꜗ⇔√ ⅜ ⇔≡™╢↓≤⌐ ™√⁹∕

─ │⁸ ╙ ⅎ∏⌐⁸ ╩ ╡ ∫≡ ≡≡⇔╕™⁸↔ ╙ ═≡⇔╕∫√⁹ ⌐⌂∫≡⁸№

─ ─ │ ∞∫√─⅛ ⌐⌂∫≡⅝√⁹ ─ ╡⌐ ∆╢╙─⅜ ™⅛ ⇔√≤↓╤⁸⅔

─ ⅜ ∂╟℮⌂ ╩⇔≡™╢↓≤⌐ ™ √∫√⁹ ─ │ ⅛╠ⱳꜞ◄♅꜠fi⁸♫▬꜡fi⁸

Ɽꜟⱪ╩ ╡ ╦∑√ⱨ▫ꜟⱶ≢⁸Ɽꜟⱪ ─ ⌐ ─ ⅜№╢⁹ ⌐↓╣∞∫√≤⇔≡⁸

⌐ ⅜ ┬╟℮⌂↓≤│⌂™⅛⁹ ─≤↓╤⁸ ⌐ │ ∂≡™⌂™⁹

☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒ポリエチレン、ナイロン、パルプを貼り合わせたフィルムの破片が炊飯器に混入したとしても、

特に問題はありません。お身体にも異常はないようですし、過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ⌐ ⇔√Ⱨ◙⌐ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi ⅜ⱪכ♥  ╩ ⇔≡™╢⁹ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi

─ ⅜ⱪכ♥─ ⇔√Ⱨ◙╩⅔ ⌐ ◙ⱪ│Ⱨכ♥⁹√∫╕⇔≡⇔ ⌐ ∆╢ ╩ ⌡

╢√╘─╙─≢⁸Ⱨ◙ ─ ≢ ↑≡ ⇔√⁹⅔ ⌐ⱪכ♥⁸╠⅛ ─ⱨ♃ꜟ ◄☻♥ꜟ

⅜ ↕╣≡™╢─≢│⌂™⅛⁸ ↕╣≡™√ ─ │≥℮⅛≤ ⅛╣≡™╢⁹ⱨ♃ꜟ

◄☻♥ꜟ─ ⌐≈™≡│≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ∆╢ ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒一般的に、ポリプロピレンには可塑剤は使われておりません。まずは、テープの製造メーカーに、

添加剤としてフタル酸エステルを使用しているかどうかを確認してはいかがでしょうか。 

◆ ⱨ꜡▪ⱴ♇♩─ ⌐≈™≡  ₈ ─ⱨ꜡▪ⱴ♇♩⌐│ ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ ╛

♬♩ꜞꜟ◗ⱶ ⅜ ╦╣≡™╢⁹↓╣╠─ │ ⅜╪ ⌂≥ ⌐ ⅜№╡ ⌐

≈⌂⅜╢ ╣⅜№╢≤─ ╩≥↓⅛≢╖√ ⅎ⅜№╢⁹ ╛ ─ⱨ꜡▪ⱴ♇♩╩

⇔≡╙ ∞╤℮⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⅜≥─╟℮⌂ ╩ √─⅛│ ⅛≢│⌂

™⅜≥℮ ⇔√╠╟™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒ＰＶＣやＮＢＲはどちらも高分子化合物であり、そのものの有害性が問題になる事はありません。

ただし、どちらも製品化の際に必要に応じて可塑剤が添加されています。最も汎用に使用されて

いる可塑剤であるフタル酸ビス２-エチルヘキシル（ＤＥＨＰ）は過去に安全性が懸念された経

緯があり、相談者はその情報をみた可能性があります。ＤＥＨＰの安全性については、経済産業

省が行った「ＤＥＨＰの詳細リスク評価書」が独立行政法人産業総合研究所より出版されており、

総合的なリスク評価の結果として「原状のリスク管理を継続する必要はあるが、更なるリスク管

理の強化や法規制等の追加は必要ない」とされています。車用のフロアマットの使用について過

度に心配する必要はないでしょう。なお、ＤＥＨＰの安全性情報については可塑剤工業会のホー

ムページに詳しく掲載されていますので参考にされるとよいでしょう

（http://www.kasozai.gr.jp/faq/ ）。 

◆ ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ─  ≢ ∫≡™╢ ─ⱪꜝ☻♅♇◒ ⌐ ™

◦Ⱶ⅜№╢≤─◒꜠כⱶ⅜ ⇔≡™╢⁹↓─◦Ⱶ╩ ∆╢√╘─ ╩ ⇔≡╒⇔™⁹
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☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは、特定の検査機関の紹介は行っておりません。独立行政法人製品評価技術基盤機

構のウェブサイトの「原因究明機関ネットワーク総覧」に、全国の検査機関の一覧表が掲載され

ています（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/inde x.html ）。該当する分野に登

録されている検査機関に、ご自身でお問い合わせください。 

◆ ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ─ ⌐≈™≡  ⅔⌐⅞╡╩ ╢ ⌐⁸ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ⌐↔ ╩ ∑≡ ╡⁸

∕─╕╕ ⇔≡⁸ ═╢ ⌐ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ⌐ ╪∞╕╕ ꜠fi☺≢ ╘≡™╢⁹↓─ ∞

≤⁸ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ⅜ ⌐ ╣≡™╢⅜ ─ │⌂™∞╤℮⅛⁹ ∫≡™╢ꜝ♇ⱪ

ⱨ▫ꜟⱶ─ │ⱳꜞ ⱦ♬ꜞ♦fi≢№╢⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒食品用のラップフィルムは食品衛生法の規制を受けており、「食品、添加物の規格基準」に適合

したものが製造され販売されています。また、ポリ塩化ビニリデンの耐熱温度は１４０℃であり、

電子レンジでの通常の使用に耐えうるものです。ご相談の使い方を過度に心配する必要はありま

せん。 

◆ ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ─ ⌐≈™≡  ╩ ╪≢™√ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ─ ╩

─ ♫♩ꜞ►ⱶ ≢ ™√⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ⅜ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ╩ ⇔≡

∞≤™℮↓≤│⌂™⅛⁹ꜝ♇ⱪⱨ▫ꜟⱶ│ⱳꜞ ⱦ♬ꜟ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│

⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒食品用ラップフィルムは厚さ十数μm程度の耐熱性・耐水性に富み、透明軽量で柔軟な膜状素材

でできています。水分や臭いなどの分子を通しませんので、過度に心配する必要はありません。 

◆ ↑√ⱪꜝ☻♅♇◒─ ⌐≈™≡  ₈ ⇔╩ ↑╢ ⌐⁸ ╩ ↔╖ ─ ╡Ⱡ♇

♩─ ⌐ ╣≡ ⌐ ↑√≤↓╤Ⱡ♇♩⅜ ↑≡⇔╕∫√⁹Ⱡ♇♩─ │⁸ⱳꜞ◄☻♥ꜟ≤ⱳ

ꜞ►꜠♃fi≢№╢⅜⁸ ⇔╩ ═≡╙ ⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⅜ ↑ ╪∞

⇔╩ ═≡╙ ⅛⁹< > 

⇒生ごみ用の水切りネットの素材はポリエステル繊維に少量のポリウレタンを混紡して伸縮性を

持たせたネット素材と思われます。ポリウレタンは経時的に劣化しやすく、劣化すると伸縮性を

失い、繊維は切れやすくなります。お伺いした現象は、生ごみ用の水切りネットが溶けたのでは

なく、部分的に切れてしまったものと思われます。ポリエステルやポリウレタンなどのプラスチ

ックは高分子化合物であるため、体内に入ったとしても吸収されず、そのまま排出されます。お

伺いした話から、梅干を食べたとしても健康上の問題を過度に心配する必要はないと思われます。

ただし、食品用のプラスチック製容器などは、食品衛生法によって厳しく規制されていますが、

使用された製品は、雑貨品であるため食品衛生法の規制は受けません。使用用途が明らかに誤使

用であり、好ましい使い方ではありません。 

◆ ⱪꜝ☻♅♇◒◔כ☻⌐ ╣≡™√Ɫfi◌♅─ ™⌐≈™≡  ⇔ↄ ⇔√ ⅝─ⱪꜝ☻♅

╩♅◌Ɫfi⌐☻כ◔─◒♇ ╣≡ ™√≤↓╤⁸Ɫfi◌♅⌐ⱪꜝ☻♅♇◒─ ™⅜ ∫≡⇔╕∫√⁹

↓─ ™ │ ⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒一般に、プラスチック類のような高分子化合物には臭いはありません。異臭は製造工程で使用さ
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れる添加剤に由来するものである可能性があります。臭い物質が特定できませんので確かなこと

は言えませんが、臭いがあるからといってすぐに健康被害に結びつくものではなく、お伺いした

話からは過度に心配する必要はないと思われます。ハンカチを陰干しや洗濯をすることで臭いは

徐々に消えていきます。 

◆ ≤│≥℮™℮ ⅛  ≤│≥─╟℮⌂╙─⅛⁹ ─ ≤│≥℮ ℮─⅛⁹

ⱪꜝ☻♅♇◒⌂≥⅜ ⌐⌂╢⅜≥℮™∫√╙─⌂─⅛⅜ ⅛╠∏ ⌐⌂∫≡™╢⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒生分解性とは、物質が微生物によって分解される性質のことで生物分解性ともいいます。一般的

には，プラスチックなどの有機化合物が環境中に排出された際に、土壌や水中の微生物により分

解される性質のことをいいます。化学の分野で分解というと化学分解を指し、化合物が2種以上

の簡単な物質に変化する化学反応のことです。化学反応の仕方によって熱分解、光分解など様々

な種類があり、生分解はそのうちの一つと考えられます。従来のプラスチックは生分解性が極め

て低いとされていましたが、環境問題意識の高まりから容易に生分解性を有するプラスチック類

が開発利用されてきています。 

7)  家電製品 

◆ ⌐ ╩ ∆╢ ה ─ ₈ ╩ ⇔≡ ⇔√

╩ ⌐ ⇔≡ ה ╩ ℮≤™℮ ה ╩ ⌐ ⇔≡ ⇔≡™

╢⁹ ⁸ ╩ ⌐ ∆╢↓≤─ ⌐≈™≡ ₁⌂ ⅜№╡ ⌐⌂∫√⁹

ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑╩⇔√≤↓╤⁸ ─ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ⇔≡─ │ ⇔

≡™⌂™⅜⁸ ⌐ ⇔≡│ ─ ≢ ⇔≡⅔╡⁸ⱱכⱶⱭכ☺≢╙ ⇔≡™╢≤─↓

≤≢№∫√⅜ ⇔≡╙╟™╙─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─ ⌐≈™≡─

│≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒個別の製品の効果、安全性等については製造メーカーが責任を持つべきものです。一般的には、

次亜塩素酸水を含む殺菌剤による空間除菌については、有効性や安全性を検証するにあたり確立

された評価方法がないとされています（https://www.nite.go.jp/data/000109500.pdf ）。また、

「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ペー

ジ）」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html ）では、空気

中のウイルス対策としては換気が有効であるとしています。人がいる環境に、消毒や除菌効果を

謳う商品を空間噴霧して使用することは、有効性や安全性が確認されておらず、眼、皮膚への付

着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されないとされています。 

◆ ╩ ⇔√ ─ ⌐≈™≡  ◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ≤⇔

≡⁸ ╩ ⇔≡ ⇔√ ╩ ⌐ ⇔≡ ה ╩ ℮≤™℮ ה

╩ ⇔√⁹⇔⅛⇔⁸ ╩ ⌐ ∆╢↓≤│ ⌐ ⅜№╢≤─ ╩

≡⁸ ⌐⌂∫√⁹ ⇔≡╙ ⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒一般情報として、新型コロナウイルスに関連して厚生労働省は、「人がいる環境に、消毒や除菌

効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそ
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れがあることから推奨されていません

（http s://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html ）」としています。当

センターとしても使用はお勧めできません。 

◆ ╩ ∫√ ─ ⌐≈™≡  ⅜ ∫≡™╢ ⅜◖꜡♫►▬ꜟ☻

≤⇔≡⁸ ⌐ ╩ ⇔≡►▬ꜟ☻╩ ∆╢ ╩ ⇔√⁹

─ ≢│ ─ │ ╘╠╣⌂™≤─ ⅜№╡⁸ ⱷכ◌כ⌐

™ ╦∑√≤↓╤⁸ ─╟℮⌂ⱨ▫ꜟ♃כ ♃▬ⱪ─ │⁸ ⅛╠ ⌐

│№√╠⌂™≤─ ⅜ ↕╣≡™╢≤ ↕╣√⁹ ⌐ ⌐№√╠⌂™─⅛⁹

─ │≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒お問い合わせの空間噴霧については、経済産業省、消費者庁、厚生労働省の連名で、「次亜塩素

酸水」の使い方・販売方法等について（製造・販売事業者の皆さまへ）

（https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013 -5.pdf ）の文書が出されて

おりその中に「電気メーカーなどが製造する次亜塩素酸を含む溶液を一種のフィルターとして用

いる空気清浄装置は（いわゆる「通風」型の機器）は、「空間噴霧」とは異なるものです」とあ

ります。製造メーカーが言う厚生労働省の見解とは当該文書を示しているものと思われます。し

かし、空間噴霧に該当しない次亜塩素酸水を利用した空気清浄機の安全性に関する公的機関の情

報はありません。また、当センターは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。安全性

については、製造メーカーにお問い合わせください。 

◆ ⇔√ꜞ♅►ⱶ▬○fiⱣ♇♥ꜞכ─ ⌐≈™≡ ⱶכ◕√⇔  ─Ⱳ♃fi⅜ ╣

√√╘ ⱷכ◌כ⌐ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ꜞ♅►ⱶ▬○fiⱣ♇♥ꜞכ⅜ ⇔≡™√─≢⁸Ᵽ♇

╩כꜞ♥ ╡ ⅎ╢≤─ ⅜№∫√⁹ │ ⌐╟╢╙─≢⁸ ╛ ╣│⌂⅛∫

√≤─↓≤≢№╢⅜⁸ ⇔√ ─Ᵽ♇♥ꜞכ╩ ≢╙ ⇔≡™√↓≤─ │≥℮⌂

─⅛ ⌐⌂∫√⁹ ⱷכ◌כ│ ⌂™≤™℮⅜⁸ ∂≡╙╟™╙─⅛⁹ ☿

fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒リチウムイオンバッテリーは消耗品であり、取扱いや経年によって変形や膨張等の異常が起こる

ことがあります。そのまま使い続けると発火することがあり、火災につながる可能性もあり危険

ですが、膨張したものを短期間使用していたことで、後々危険になることはないでしょう。製造

メーカーは調査を行い、外的損傷や液漏れがないことを確認していますので、メーカーの説明を

信頼されてもよろしいのではないでしょうか。また、リチウムイオン電池の取り扱いについては、

２０１７年に「知っておきたいリチウムイオン電池の危険性」

（https://www.nikkakyo.org/system/files/chumoku248.pdf ）という情報を出していますのでご

参考になさってください。 

◆ ⇔√ꜞ♅►ⱶ▬○fiⱣ♇♥ꜞכ─ ⌐≈™≡  ⱦ♦○◌ⱷꜝ⌐ ╣√╕╕

⌐⇔≡™╢ꜞ♅►ⱶ▬○fiⱣ♇♥ꜞ⁹╢№⅜כꜞ♅►ⱶ▬○fiⱣ♇♥ꜞכ│ ↄ⌂╢≤ ⇔≡

∆╢≤ ™√⅜⁸ ⇔√ │ ∏ ⌂ ⅜ ∆╢─⅛⁹ ⱷכ◌כ⌂≥⌐ ⌡≡╙

│∫⅝╡≤│ ⅎ≡ↄ╣⌂™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒リチウムイオンバッテリーは消耗品であり、取扱いや経年劣化によって変形や膨張等の異常が起

こることがあります。そして、そのまま使い続けると、発火することがあり、火災等の事故に繋
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がる恐れがあります。通常は保護回路により内部ショート、過充電、過放電などの異常から守ら

れていますが、何らかの理由で保護回路が破損すると発火などの事故に繋がることがあります。

充電できない、充電中に熱くなる、異臭がする、外装やバッテリーパックが膨張し変形している、

落とす・ぶつけるなどして一部が変形している、不意に電源が落ちる等、異常を感じた時は使用

を中止し、購入店または製造･輸入業者の窓口に相談するようにしてください。当センターでも、

リチウムイオン電池の取り扱いについては、２０１７年に「知っておきたいリチウムイオン電池

の危険性」（https://www.nikkakyo.org/system/files/chumoku248.pdf ）という情報を出してい

ますのでご参考になさってください。 

◆ ─ ╣⌐≈™≡  ⇔≡™√Ɽ♁◖fi─ⱴ►☻⅛╠ ⅜ ╣≡™√─≢⁸ ∆╢

≤ ⅜ ╣⇔≡™√⁹Ɽ♁◖fi ⌐│ ╩│╘≡™√─≢⁸ ╣√ ⅜ ⌐≈™≡╙

⅛∏⁸™╤™╤⌂ ╩ ∫≡⇔╕∫√⅛╙ ╣⌂™⁹ ─ ╣⌐≈™≡ ═≡╖╢≤⁸ ╣

√ │ ◌ꜞ►ⱶ≢№╡⁸▪ꜟ◌ꜞ ─√╘ ⌐ ∫√ ⌐ ⁸ ⌐≈™√ │

╛↑≥╩ ↓∆ ╣⅜№╢≤№╡ ↄ⌂∫√⁹≥↓╩ ∫√⅛╦⅛╠⌂ↄ⌂∫≡™╢⅜⁸ ◌

ꜞ►ⱶ⅜ ≢╙ ⇔≡™╢≤⁸ ╛ ─♩ꜝⱩꜟ⅜ ↓╢⅛⁹ ☿fi♃כ│

─ ─ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒水酸化カリウムは強い腐食性があり、皮膚に触れると化学やけどを起こす、目に入れると眼を損

傷し失明してしまう危険性があることは知られており、乾電池製品の注意表示にも記載されてい

ます。物質として危険性を有しており、少量なら大丈夫とは言えません。触った可能性がある箇

所をできるだけ水拭きされるとよいでしょう。 

◆ ╣⇔√ ─ ⅜ ™ ∫√  ﬞ ╒≥ ⁸ ⌐ ∫≡™√▪ꜟ◌ꜞ ⅜ ╣

⇔≡⁸ ™ ╩ ™≡™√⁹ ⅜⁸ ╩ ╡ ⇔≡ ⇔™╙─⌐ ╣ ⅎ√⅜⁸ ⌐ ╩

∫≡⅔╡⁸∕─ ⌐ ™ ⅜ ™ ∫√⅛╙ ╣⌂™⁹ ←⌐ ╩⇔√⅜⁸ ╩ ™ ╪∞

⅛╙⇔╣⌂™⁹ │ ╩ ∫≡⅔╡⁸ ⁸ ─ ∂∫√ ⅜ ╢↓≤⅜№╡⁸ ╩ ™

╪∞↓≤⅜ ≢│⌂™⅛≤ ≢№╢⁹ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙

⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒当センターは医療機関ではありませんので、医学的な見地からの見解を出すことはできません。

気になる症状がおありならば、医療機関に受診されることをお勧めします。一般的に、アルカリ

乾電池の液漏れは、電解液として使われている水酸化カリウム水溶液です。水酸化カリウムは、

液漏れ後、長時間を経過すると空気中の二酸化炭素と反応して炭酸カリウムに変化します。白い

粉状になったものは、この炭酸カリウムであると思われます。肺の奥まで達すると言われている

のは４μｍ以下の微細な粒子であり、液漏れによって生じた白い粉がそこまでの微粒子になると

は考えにくく、また量的にもわずかですので、過度に心配する必要はないと思われます。 

◆ ─ Ᵽ♇♥ꜞכ─ ™⌐≈™≡  ⌐⁸ ⅜ כ◔ꜝ●╢™≡∫ ☻ⱴכ♩ⱨ◊fi

≢│⌂™ ─ ─ Ᵽ♇♥ꜞ⁹╢№⅜כⱳꜞ ≢ ↕╣ ⌐ ∫√

≢№╢⁹ ⇔≡™╢ ⌐│⁸ ─ ⅜ ⌐ ™≡№╢⅜⁸ ⅛ ⌐ ⅜╢╟℮⌂

↓≤│ ⅎ╠╣╢⅛⁹ Ᵽ♇♥ꜞכ│ꜞ♅►ⱶ▬○fi ∞≤ ℮⅜⁸ ⁸ ─ ╩╟ↄ

ↄ─≢ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒ビニール袋で包装され紙箱に入っているということで、外部と絶縁されていますので、そのまま
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の保管で特に問題ないように思われます。リチウムイオン電池の取り扱いについては、２０１７

年に「知っておきたいリチウムイオン電池の危険性」

（https://www.nikkakyo.org/system/files/chumoku248.pdf ）という情報を出していますのでご

参考になさってください。 

◆ ◔♩ꜟ─ⱨ▫ꜟ♃כ─  ₈₃₃ ─ ◔♩ꜟ─ⱨ▫ꜟ♃כ⅜ ⇔≡™╢─⌐ ⅜

⅛∏⁸⅔ ╩ ⅛⇔≡ ╪≢™√⁹ⱨ▫ꜟ♃כ─ │ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi≤♫▬꜡fi≤№╢⅜ ⇔

√ ╩ ╪≢⇔╕∫√⅛╙⇔╣⌂™⁹ ⅜ ≢№╢₉≤─ ╩ ↑≡™╢⅜≥℮⌂─⅛⁹

< > 

⇒○○社のウェブサイトの電気ケトルのＱ＆Ａに、フィルターが劣化して飲んでしまった場合の情

報が掲載されており、「消化吸収されることはなく、お身体に害はありません」とあります。ま

た、一般論として、プラスチック類はもし口に入っても、消化吸収されずにそのまま排出されま

すので、健康上問題になるようなことはありません。過度にご心配になる必要はないでしょう。 

8)  殺虫剤・防虫剤・防蟻剤・農薬・除草剤等 

◆ ─ ⌐≈™≡  ₈ ﬞ ⌐ ⌐♄fi◗ ⅜ ╢─≢ ─ ╩ ™√≤↓╤⁸

ﬞ ↄ╠™⇔≡⁸ ™√ ⌐ ⅎ≡™√ ─ ⅜ ↑√╟℮⌐ ↑≡⅝√⁹ ─

⌐│⁸ⱨ▼fiⱪ꜡Ɽ♩ꜞfi⁸◌ꜟⱣꜞꜟ≤№╢⁹ ⌐ ⅜ ⇔⁸ ≢ ─ ⌐ ╣

╪≢ ╩⅛↑⌂™⅛ ⅜ ≢№╢⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ╩╖╢√╘

╩⇔≡ↄ╣╢↓≤⌐⌂∫≡™╢⁹ ⌐ ─ ⌐≈™≡ ⇔≡⅔⅝√™₉≤─ ╩ ↑

≡™╢⅜⁸↓─ ─ │≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の安全性等に関する詳細情報は持ち合わせておりません。製造メーカ

ーが来訪してくれるとのことですので、直接、製造メーカーにお問い合わせされるとよいでしょ

う。農林水産消費安全技術センターのデータベースを調べたところ、フェンプロパトリンとカル

バリルが混合された製品の農薬登録はありませんでしたので、当該製品は農薬取締法上の「農薬」

ではなく家庭用（不快害虫用）の殺虫剤かと思われます。一般に農薬に使用されている成分は、

農薬取締法により定められた試験方法で安全性が確認できた薬剤が使用されています。製品の表

示成分であるフェンプロパトリン、カルバリルは、農薬取締法第３条第１項の規定に基づく薬剤

として、食品安全委員会において評価が終了し農薬登録された薬剤です。ただし、製品の使用法

を誤れば危険有害性は有しています。また、農薬は土壌表面では太陽光などにより分解され、土

壌中では微生物の作用により分解されて消失していきます。農薬登録にあたっては、土壌におけ

る半減期を確認する必要があるとされています。一般的に、長期に渡り土壌中に残留するような

ことはないと思われます。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ╩ ⇔≡⅔╡⁸ ─ ⌐₃₃ ─

╩ỏỏ╩ ⇔√⁹ ⇔√ ╩ ═≡╖╢≤⁸ ⌐ ╩ ∂╢⁹ỏỏ─ ⌐│

≢ ≢⅝╢≤№╢⅜⁸ ⌐ ╩ ∂╢─│ỏỏ─ ⅜ ⇔≡™╢─≢│⌂™⅛≤ ⌐

⌂∫√⁹₃₃ ⌐ ™ ╦∑≡╖√≤↓╤⁸ ╩ ∫√ ⅜№╢─≢⁸ │ ∆╢

╟℮⌐≤ ╦╣√∞↑≢⁸ ─ │⇔≡╙╠ⅎ⌂⅛∫√⁹ ╩ ═≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 
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⇒当センターでは、原因究明のための調査や分析は行っておりません。製品の安全性については製

造メーカーが責任を持つべき問題です。製造メーカーの指示に従うようにしてください。農業用

殺虫剤は農薬取締法の規制を受け、安全性や使用方法など厳しい基準が設けられています。正し

く使用されている限りは安全性と効果は補償されています。今後は使い方や注意表示を守ってご

使用ください。 

◆ ◗◐Ⱪꜞ ─ ⌐≈™≡  ╒≥ ⌐ ⅜ ⱴfi◦ꜛfi⌐ ⇔√⁹ꜞ ⱨ◊

ⱶכ ⌐ ⇔≡™╢─∞⅜⁸◗◐Ⱪꜞ⅜ ╢╟℮≢⁸◗◐Ⱪꜞ ─ ╩ ⇔≡™╢⁹

≈│⁸ ≤⇔≡ⱨ▼ⱡ♩ꜞfi╩ ⇔≡™╢ ⁹╙℮ ≈│ ╠∑≡ ∆╢◄▪♂

ꜟכ ─╙─≢⁸ ≤⇔≡Ɫ♇◌ ⅜ ╦╣≡™╢⁹↓╣╠─ │≥℮⌂─∞╤℮⅛⁹

ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√⅜ ≢№╢≤⇔⅛ ╦⌂™─≢⁸≥↓╕≢ ∂≡ ™─⅛ ⅛╠⌂

™⁹ ⌐│ ⅜™≡⁸ ─ ⅜№╡⁸ ╙ ™─≢ ⇔≡™╢⁹< > 

⇒ゴキブリなどの衛生害虫用の殺虫剤は薬機法の規制を受けており、医薬品や防除用医薬部外品の

承認を得たうえで製造販売されています。その際に安全性に関しても、様々な安全性試験結果か

ら、厚生労働省が審査を行い、一般の人が使用しても安全であることが確認されています。用法

を守って正しく使えば通常、問題になるようなことはないでしょう。個別の製品の安全性等につ

いては製造メーカーが回答すべき事柄ですので、当センターとしては成分についての一般情報を

お答えします。お問い合わせのフェノトリンはピレスロイド系殺虫成分です。ピレスロイド系殺

虫成分は昆虫類の神経系に作用して殺虫しますが、ヒトなどの哺乳類に対する毒性は低いと言わ

れています。また、ハッカ油はハッカソウから抽出された植物精油です。原液は目や粘膜に対す

る刺激があるため、通常水やアルコールで薄めたハッカ水として様々な用途に使われています。

防虫効果があり虫よけスプレーなどとして使用されています。 

◆ ─ ⌐ ⇔√ ─  ─ ─ ⌐ ⅜ ⇔√─≢⁸ ⅜₃₃ ─ỏỏ

≤™℮Ɫfi♪☻ⱪ꜠כ ─ ╩ ⇔√⁹ ┼─ ⅜ ⌐⌂∫≡₃₃ ⌐ ™ ╦∑√≤↓

╤⁸ │ ⇔≡ ≢ ⇔≡ ─ ⌐ ╢⅜⁸ ⌂≥≢ ₁⌐ ⇔⁸ ─ ≢╙

∟≡™ↄ≤ ╦╣√⁹ ↄ⌐ ╩ ╘≡™╢─≢⁸ ⌐ ⅜ ╢≤ ∞≤ ™⁸ ╩ ⅝

⇔√™⅜ ⅝≢ ╣╢∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹<

> 

⇒お使いになった△△に使われている有効成分は水にほとんど溶けない固体状のものです。△△は

これを水和剤にしたものです。水和剤とは水に溶けにくい有効成分を、鉱物などに混ぜて微粉状

にし、水に馴染みやすくしたものです。水拭きで問題ないでしょう。 

◆ ╡ ─ ⌐≈™≡  ⅜ⱱכⱶ☿fi♃₃₃≢כ≤™℮ ─ ╡ ╩

⇔√⁹ ─ ≢ │ỏỏ⁸ │ ⁹ ⌐│₈ ⁸

♫♩ꜞ►ⱶ⌂≥₉≤№╢⁹ ⅔℮≤ ℮─∞⅜⁸ ─ ↄ─ ╡ ⌂─≢⁸ ⌐

⅜ ↕╣╢⌂≥─ ⅜⌂™⅛ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒当センターは個別の製品の詳細な成分情報や安全性情報は持ち合わせておりません。輸入代理店

である△△にお問い合わせください。なお、一般的に切り株除去剤には硝酸カリウムが使われる

ことが多いようです。使い方は、切り株に多数の穴を穿ち、そこに硝酸カリウム水溶液を浸透さ
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せ十分な時間をかけて乾燥させた後、灯油等をかけて焼却します。この際、硝酸カリウムが酸化

剤として働き、酸素を供給するため、酸素の少ない土中の部分まで燃焼させる働きがあります。

当該製品の場合、硝酸ナトリウムが同じ働きをするものと思われます。硝酸ナトリウムは可燃物

と一緒に燃焼すると、熱分解により有害なガス（窒素酸化物）を発生させることが知られており、

燃焼処理をする際には注意が必要と思われます。また、燃焼処理後の灰には硝酸ナトリウムが熱

分解した際に生じる亜硝酸ナトリウムが含まれている可能性がありますので、残灰の処理方法に

ついてもお問い合わせになるとよいでしょう。 

◆ ─ ™─ ⌐≈™≡  ₈ ⅛╠ ⅛∫√ ╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ─ ™⅜

ↄ⁸ ⌐ ╩ ∂╢⁹ ↄ╠™ ╩⇔≡™√⅜⁸ ⅎ⌂™√╘⁸ ⌐♩♇♀כ꜡◒│

⇔≡⁸ ⌐ ™⅜ ╣⌂™╟℮⌐⇔≡™╢⁹ │ ™ ⌐ ∫≡⅔╡⁸ ╙ ╙╦⅛╠

⌂™⅜≥℮∆╣┌ ™╩ ≢⅝╢⅛⁹₉≤─ ╩ ™ ⅛╠ ↑≡™╢⁹ ™─ │№

╢⅛⁹ ─ │№╢⅛⁹< > 

⇒日本繊維製品防虫剤工業会のウェブサイトに（https:/ /www.bouchuko.org/index.html ）「衣類に

ついた防虫剤のニオイをとるには、どうしたらいいの？」とのＱ＆Ａが掲載されています。回答

は「衣類に付いた防虫剤のニオイは、風通しのよい所に吊るしておけば自然にとんでいきますが、

お部屋では換気を行うようにしてください」とあります。また、同サイトに防虫剤は無臭タイプ

と有臭タイプがあるとの情報も掲載されています。参考になさってください。 

◆ <Ⱨ꜠☻꜡▬♪ ─ ⌐≈™≡  ₈ ⁸ ≢ ╛ⱬꜝfi♄⌐ ╡ →♃▬ⱪ─

╩ ⇔≡™╢ ⅜ ↄ⌂∫≡⅝≡™╢⁹ ⁸ ─ ↑ ⅜ ⇔⁸ ─ ⅜ ╕╠⌂™

⌐⌂╡⁸ ⌐ ⇔⁸ ⁸ ∟≢№╢⁹ ≤⇔≡│⁸ ─Ⱨ꜠☻꜡▬♪ ─

⅜ ≢│⌂™⅛≤ ⅎ╢⅜≥℮⅛₉≤ ╩ ↑≡™╢⁹Ⱨ꜠☻꜡▬♪ ─ ≢↓─╟℮

⌂ ⅜ ↓╢↓≤⅜№╢⅛⁹< > 

⇒一般にピレスロイド系殺虫成分は昆虫類の神経系に作用しますが、人などの哺乳類への急性毒性

は低く、安全性は高いと言われており、大量に摂取しなければ中毒症状が出ることもありません。

ご相談の症状との因果関係については分かりかねますが、原因を薬剤と限定せず、まずは検査結

果を待たれてはいかがでしょうか。 

9)  住宅全般（住宅設備、建材等） 

◆ ○꜠ⱨ▫fi ◓fiꜞכ꜡ⱨ─♩כ◦ ⌐≈™≡  ⅛╠ ⅜○꜠ⱨ▫fi ♩כ◦

─ⱨ꜡כꜞfi◓ ⌐≈™≡─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢ ⇔≡ ⅎ╢⅛⁹<

> 

⇒素材の性質や使われている成分の安全性等についてのご相談であれば対応できますが、検査、成

分分析等はお受けしておりません。また、施工不良等の苦情には対応しかねます。相談者にお伝

えの上、相談内容が合致するようでしたらお回しください。 

◆ ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─ ⌐≈™≡  ─ ≡ ─ ╩ ⇔≡™╢⁹ ⁸⸗♦ꜟ

Ɫ►☻─ ⌐ ∫√ ⌐⁸ ⌐ ∫≡∆←⌐⁸ ™≢ ≤ ⌐ ╩ ∂√⁹Ɫ►☻ⱷכ◌כ

─ ⌐ ⅎ≡ ╩ ⇔≡╙╠∫√≤↓╤∆←⌐ ∂⌂ↄ⌂∫√⁹Ɫ►☻ⱷכ◌כ─
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⅛╠⁸₈ │ ≢ ↕╣≡™╢√╘⁸ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪─ ╙ │⌂™₉≤─ ╩ ↑⁸

╩ ↕∑╣┌ ╩ ∂⌂ↄ⌂╢↓≤╙ ≢⅝√⁹ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪│ ⌐ ∫≡

⇔ ↑╢╙─⌂─⅛⁹ ⌐ ⌐ ≢│⌂ↄ⁸ ╛◦fi♫כ ─ ™│ ↄ ⌐⌂╠

⌂™ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒ホルムアルデヒドは刺激臭のある無色の気体で、室内への放散量によってはシックハウス症候群

の原因となりうると言われています。２００３年７月の建築基準法改正でシックハウス対策のた

めの規制が導入され、ホルムアルデヒドの放散量の多い建材は使用できなくなっています。また、

同時に換気設備設置を原則として全ての建築物に義務付けているため、住宅内にこもらないよう

になっています。ただし、規制のないホルムアルデヒド以外の揮発性有機化合物がシックハウス

症候群の原因となることもありますので、ホルムアルデヒドに限定せずに、シックハウス対策の

取り組みについて確認されてみてはいかがでしょうか。厚生労働省が公開している「生活環境に

おけるシックハウス対策」

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu -eisei/sick_house.html ）などを参考にされ

るとよいでしょう。 

◆ ☿ⱷfi♩⅜ ⇔√ ─ ⌐≈™≡  ─☿ⱷfi♩╩ ⇔ ⇔√≤↓╤⁸ ≡™

√ ⌐☿ⱷfi♩⅜ ⇔≡⇔╕∫√⁹ ⇔√≤↓╤⁸ √ ⌐│ ∟≡™╢╟℮⌐ ⅎ╢⁹⇔⅛

⇔⁸▬fi♃כⱠ♇♩⌐⁸☿ⱷfi♩─ ─ ≈≢№╢ ◌ꜟ◦►ⱶ│ ▪ꜟ◌ꜞ≢⁸ ⌐

∆╢≤ ─╟℮⌂ ╩ ⅝ ↓∆↓≤⅜№╢≤─ ⅜№╡ ⌐⌂∫√⁹ ⇔√ ⁸

⌐ ⅎ⌂ↄ≡╙▪ꜟ◌ꜞ─ ⅜ ⇔≡™╢≤™℮↓≤│⌂™⅛⁹ ⇔√ ─ │ ⇔

≡⇔╕∫√√╘⁸ ╛ ⱷ⁹™⌂╠⅛╦│כ◌כ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇

♩≢ ∫√⁹< > 

⇒セメントに含まれる水酸化カルシウムは強いアルカリ性で、皮膚腐食性・刺激性、目に対する重

篤な損傷・眼刺激性があり、取り扱う際には注意が必要です。水で練ったセメントを長時間皮膚

に付いたままにしたりすると火傷のような皮膚障害を生じることがあります。ただし、ご相談の

内容は、作業後に少量のセメントが付着した衣服の洗濯後の危険性についてであり、量的な観点

から特に問題となるようなことはないと思われます。厚生労働省が公開している「職場のあんぜ

んサイト」の水酸化カルシウムの製品安全データシート

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/0811. html）にも、衣類についた場合について、

「汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること」あります。過度に心配する必要はないでしょ

う。 

◆ ◖fi◒ꜞכ♩⌐ ╕╣╢ꜝ♪fi─  ─ ↄ≢⁸ⱴfi◦ꜛfi ⅜↕╣≡⅔╡⁸ ─

◖fi⅜ ╦╣≡™╢⁹ ⁸◖fi◒ꜞכ♩ ⌐ ╕╣╢ꜝ♪fi─ ╩ ⇔√ ╩ √⁹

⌐ ⅜ ┬╟℮⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√

↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒ラドンは岩石や土壌から放出される放射性の気体で、世界保健機関（ＷＨＯ）の下部組織である

国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）より発がん性が勧告されており、住宅内でラドンが高濃度になる

ような室内環境での被ばくが問題視されています。ラドンの室内濃度は地域、住居構造、換気な

どの生活習慣により異なり、コンクリートや石材などの建築資材からも放出され、濃度上昇の要
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因となることがあるようです。日本の室内ラドン濃度は欧米に比べて低いとされています。一般

的に、屋外濃度が問題視されることはありませんので、お問い合わせの状況で健康被害を懸念す

る必要はないと思われます。ＷＨＯが「ＷＨＯ屋内ラドンハンドブック公衆衛生的大局観」で情

報提供していますので、参考になさってください

（https://www.niph.go.jp/soshiki/seikatsu/radon/WHO_radon_handbook.pdf ）。 

◆ ─ ⌐ ─ꜟכ◦√╣↕ ⅜⇔ ⌐≈™≡  ₈ ⇔√ ─ ─ ╪ ─

─ ⌐ ╩ ⅜ꜟכ◦√⇔ ∫≡№╢⁹ ⅜∕℮≤⇔√⅜ ⌐ ╣⌂™√╘⁸

ⱷכ◌כ⌐ ⅜⇔ ╩ ™ │⌐ꜟכ◦⁸⅜√∑╦ ™ ─ ⅜ ↕╣≡™╢─≢ ⅜

↕⌂™╟℮⌐≤ ╦╣⁸ ⅎ≡╙╠ⅎ⌂⅛∫√⁹ ⌐ ⇔≡ ⅜⇔≡╙╠∫√≤↓╤⁸

─ ╡ ≢╕◓fi▫♥כ◖─╘ ╣≡⇔╕∫√⁹∕─√╘⁸ ─ ≢ ⇔™ ⌐

╩ꜟכ◦╙≡⇔℮≤⁸⇔⅛⇔⁹╢™≡∫⌂⌐≥↓╢∆ ⅜⇔√™⁹ ╡ ⌐◓fi▫♥כ◖╘

⇔⌂™ ⅜⇔ │ ⌐ꜟכ◦⁹⅛╢⅛ ╦╣≡™╢─│⁸▪ꜟꜞꜟ ≢№╢₉≤─

╩ ↑≡™╢⁹▪◒ꜞꜟ ─ ⅜⇔ │ ⅛╢⅛⁹< > 

⇒製造メーカーが表面に表示して剥がさないで使用するようにとしているのは、重要な注意表示だ

からです。製造メーカーの指示通り、剥がさずにお使いになるのがよいでしょう。剥がし方につ

いては接着剤の特性だけでなく、曇り止めコーティング剤の特性も考慮する必要があり当センタ

ーでは判りかねます。 

◆ ─ ⌐ ─ ™⅜ ⅜∫≡ↄ╢  ─ ⌐ ╛ ⅜∆╢⁹♩▬꜠╛⅔ ─

─ ™⅜ ⅜∫≡⅝≡™╢─≢│⌂™⅛≤ ∫≡™╢⁹ ⌐│ ↄ╠™⇔⅛ ⇔≡™⌂

™⅜⁸ ╩ ╕╠∑╢╟℮⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒一般的に、家庭用洗剤の使用が原因で排水系に詰まりが生じることは考えにくいことです。また、

水洗トイレやお風呂の排水系には排水トラップが設けられており、排水系の臭気が上がってこな

いように設計されています。しかし、排水トラップに汚れが蓄積したり、機能的な不具合が生じ

たりすると臭いが発生する可能性があります。一度、排水トラップを掃除して見るとよいでしょ

う。それでも改善しない場合は、施工業者や掃除業者に相談されてはいかがでしょうか。 

10)  その他 

◆ ⌐ ⇔≡™╢ ─ ⌐≈™≡  ╒≥ ⁸ ─ ⅜ ╩ ℮

≢№∫√⁹ │ ⁸ ⌂≥ ─ ⌐ ⇔≡™╢⅜⁸ ─ ⅜ ⌐

⇔≡™╢∑™≢│⌂™⅛≤ ∫≡™╢⁹ ⌐ ⇔≡™╢ ╩ ═√™⅜⁸≥↓≢ ═╠

╣╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは、体内に蓄積した物質を調べる機関についての情報は持ち合わせておりません。

掛かりつけ医にご相談なさってはいかがでしょうか。 

◆ ꜠fi♩◕fi ─ ┼─  ╒≥ ⌐⁸ ꜠fi♩◕fi ╩ ↑√⁹ ⅛

╠│ ┼─ │ ⌂™≤ ↕╣√⅜⁸№╢ ⌐ ⌐╟ↄ⌂™≤ ™≡№╡ ⌐⌂∫√⁹

─≤↓╤⁸ ⌐ │⌂™⅜ ∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√

↓≤⅜№╢⁹< > 
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⇒レントゲン撮影は放射線の一種であるＸ線を人体に照射し、各組織を通過してきたＸ線の量の違

いを画像として表示するものです。一回の検査に使われる放射線量では健康リスクは問題になら

ないとされています（https://www.qst.go.jp/site/qms/1889.html ）。放射医療行為の一環で行

われたことであり、医師からも説明があったことですので、過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ▬fi◒☺▼♇♩ ⌐≈™≡  ─꞉כⱪ꜡ ─▬fi◒☺▼♇♩

⅜ №╢⁹ │ ↄ ╙ ⌐≢⅝╢⅜⁸ ⅜ⱬ⁹╢№≢ꜙ☺כ ─

⌐ ⇔√™─≢⁸ ₁─ ⌂─⅛ ⇔√─⅛╩ ╡√™⁹ ⌐ ↕╣≡™╢ ⱷכ◌כ

│ ≢⌂ↄ⌂╡⁸ ─ ⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ™╙─⌂─≢ ⌂↓≤│╦⅛╠∏⁸

☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品についての情報は持ち合わせておりません。一般情報として、インク

ジェット用紙を取り扱っている他の製造メーカーに、インクジェット用紙の変色について問い合

わせてみましたが、やはり製造元でないとわからないとのことでした。 

≢כⱤכ☻ ◆ ⇔√ Ɽ♇◒─◦כꜟ ≢כⱤכ☻  ⇔√ Ɽ♇◒╩ ⇔≡™√

⅜⁸ ⇔√ ⌐ ⅜ ╣≡⁸ ∫≡№∫√₈⅔ ╙ꜟכ◦₉ ╣≡⇔╕∫√⁹ ⇔╟℮≤

─ꜟכ◦⁸╤↓≥√⇔ ≢№╢ ⅜ⱣꜝⱣꜝ⌐⌂∫≡⅔╡⁸ ─ ╛▬fi◒⅜ ⌐ ∆╢↓

≤⌐ ™√⁹ ╠∏⌐ ⌐ ╣≡ ⅜№╢╟℮⌂↓≤│⌂™∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃

│כ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒当センターの過去の相談で、食品に貼ってあるシールで健康被害に遭ったというものはありませ

ん。濡れたことで簡単にバラバラになるのはシールの役割を果たさない可能性があり、品質的に

問題かも知れませんが、安全性については一過性で且つか量も少ないことから、過度に心配する

必要はないと思われます。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ﬞ ⅛╠ ─ ─ ⅛╠ ⁸ ⅜ ↄ⌂╢╟℮⌐⌂╡⁸

─⅛⅛╡≈↑─ ≢ ╩⇔√⅜ │ √╠⌂⅛∫√⁹ │⁸ ─ ≢ ╠⅛

─ ─ ╩ ↑≡™╢─≢│⌂™⅛≤ ⅎ≡™╢⁹ ─ ╩ ∆╢⌐│≥℮⇔

√╠╟™∞╤℮⅛⁹< > 

⇒お伺いした話からは、化学物質の影響を受けているとする根拠や、原因と考える化学物質に関す

る情報が無いため当センターでは回答しかねます。体調不良は続いているとのことですので、原

因を化学物質に特定せず、再度、かかりつけの医師に相談してみてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ≢ ﬞ ⇔√⁹ ╙ │ ⇔≡⅔╡⁸ ╩

↑≡™╢⁹™╤™╤⌂ ╩ ⇔≡™╢⅜ ₁ ⇔⌂™⁹ ╩ ╡√™⅜⁸ ⅛╠│⁸ ─

│ ⇔™≤ ╦╣≡⅔╡⁸ ≢ ═╢⇔⅛⌂™⁹ ≤⇔≡⁸ ⅜ ↕╣≡™╢ ╛

⅜ ╦╣≡™╢ ╩ ═╢≤ ⅜ ╣√╡⁸ ⇔ↄ⌂╢↓≤⅜№╢⁹╕√⁸ ₁

─ ≢ ⌂ ™╩ ∂╢↓≤⅜№╢⁹◦♇◒Ɫ►☻ ─ ╙ ═╟℮≤ ⌐ ⇔√

⅜⁸ │≢⅝⌂™≤ ╦╣√⁹ ⌐ כ◑ꜟ꜠▪≡⇔ ╩∆╢↓≤⌐⌂∫≡™╢⅜

◖꜡♫►▬ꜟ☻─ ≢ ⅜≢⅝⌂™ ≢№╢⁹ ⅛╠ ─ │⌂™⅛

≤ ∫≡™╢⅜ ☿fi♃כ≢ ⅛╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi

╠⅛כ♃ ↕╣√⁹< > 
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⇒当センターは医療機関ではありませんので、化学物質過敏症かどうかの判断はできません。現在、

喘息の治療中とのことですので、担当医師に化学物質過敏症の可能性も相談してみてはいかがで

しょうか。化学物質過敏症はその発生機序が未だ明らかにされておらず、治療法も確立されてお

りません。また、様々な化学物質で症状が現れ、一般的には問題にされないような微量でも症状

が現れるため、原因物質の特定や因果関係の証明も困難な場合があります。 

11)  食品関連 

◆ ⌐ ╕╣≡™╢Ᵽ♫☺►ⱶ─ ⌐≈™≡  ⇔√Ɑ♇♩Ⱳ♩ꜟ─ ─ ⌐Ᵽ

♫☺►ⱶ≤№╢⁹ ⌂♩כ◔ꜞ♦⅜ ─√╘ ⌐ ╩ ╓∆↓≤⅜⌂™⅛ ≢№╢⁹Ᵽ♫☺

►ⱶ⅜ ╕╣≡™╢ ≢♩ꜝⱩꜟ≤⌂∫√ │№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙

⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒当センターに寄せられた事例には、バナジウムが含まれる飲料水で健康に影響を及ぼしたという

相談はありません。バナジウムは天然ミネラル成分のひとつで、バナジウムが含まれている飲料

水も販売されております。通常、飲料に含まれている程度の量を飲用して問題になることはない

と思われますので、過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ⅔ Ɽ♇◒─ ─  ⌐ ╣≡⅔ ╩ ™≢⅔ ╩ ∆⅔ Ɽ♇◒╩ ∫≡™╢⁹ ─

│ⱳꜞ◄♅꜠fi≤ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi≤№╢⅜⁸⅔ ╩ ™≢╙ ⌐ │⌂™─∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒一般的に、食品容器等で使われる高密度ポリエチレンの耐熱温度は９０～１１０℃、ポリポリプ

ロピレンは１００～１４０℃ですので、耐熱性としては問題ありません。また、プラスチックか

らの成分の溶出を心配されることがありますが、これらの食品用プラスチックに使われる添加剤

については食品衛生法の規制を受けており、２０１８年に公布された改正食品衛生法で、安全性

を評価して安全が担保された物質をリストアップし、そのリスト（ポジティブリストと言います）

に掲載された物質でないと使用できないことになっています。安全性について過度に心配する必

要はないでしょう。 

◆ ─ ⌐≈™≡  Ɽכⱶ ⌂≥─ ⌐ ↕╣≡™╢ │ ⅜╪

⅜№╢≤ ™≡№╢ ╩ ╪≢ ⌐⌂∫√⁹ │ ↄ╠™ ⌐ ↕╣√╙─≢№╢⅜⁸∕─

│≥℮⌂∫≡™╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ─ ⌐≈™≡™╤™╤≤

™≡№∫√ ⌐ ™ ╦∑ ≤⇔≡ ↕╣≡™√⁹< > 

⇒ＢＨＡは化学名をブチルヒドロキシアニソールと言い、酸化防止剤として油脂、バターなどの食

品添加物として、また、医薬品、化粧品など幅広く使用されています。世界保健機関（ＷＨＯ）

の外部組織である国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）は、げっ歯類であるラットで発がんが認められ

たデータがあることから、ＢＨＡをグループ２Ｂに分類しています。日本では、２０１７年１２

月に食品安全委員会肥料・飼料等専門調査会が「飼料添加物評価書 ブチルヒドロキシアニソー

ル」において「発がん性については、ＢＨＡを投与したげっ歯類の前胃に認められた発がん性は

げっ歯類に特異的なものであり、ヒトとの関連性はないと判断した」と報告しています

（https://www.fsc.go.jp/iken -bosyu/iken -kekka/kekka.data/pc_hisiryou_bha_291206.pdf ）。 
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12)  繊維製品 

◆ ⇔√ ─♬○▬─ ╡  ⇔ↄ ⇔√ ⌐ ─ ™⅜ ™≡™╢↓≤⅜№╢⁹

│∕─ ™≢ ∟⅜ ↄ⌂∫≡⇔╕℮⁹ ⇔√ ╙⁸ ≢ ℮≤⅝⌐│ ⅛⌂⅛

∫√⅜ ≢ ╟℮≤⇔√╠ ⅛∫√⁹ │⁸ ⌐ ⇔≡™╢ ⌐ ↄ─ ⅜ ⌐ ╢─≢⁸

╛ ─╟℮⌂ ≢ ↕╣≡™╢⅛╠≢│⌂™⅛≤ ℮⁹ ╩ ╘╢╟℮⌐⁸

⌐ ⅝⅛↑≡™╢⅜ ∆╢╟℮⌐│ ™≡ ⅎ≡™⌂™⁹∑╘≡ ⌐№╢ ─ ™╩

╡√™≤ ℮⅜≥℮⇔√╠ ╣╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ≢ ↕╣

√⁹< > 

⇒一般的に、衣類に付いた臭いを取る方法としては、①陰干しをして外気に当てる、②洗濯をする、

③衣類用消臭剤を使用する、の３つの方法があります。お伺いしたお話から、臭いの元となる物

質を取り去りたいのならば洗濯がよいと思われます。お試しになってみてください。 

◆ ▪♂ ⅜ ↕╣≡™╢♃○ꜟ─  ▪♂ │ ─ ╣⅜№╢↓≤⅜╦⅛╡⁸

│ ↕╣ ╦╣⌂ↄ⌂∫√≤♃○ꜟ─ ╩⇔≡™╢ ⅛╠ ™√⁹⇔⅛⇔⁸

↕╣╢ ─ ⌐≈™≡│ ≢│⌂™√╘⁸▪♂ ⅜ ↕╣≡™╢⅛≥℮⅛│╦⅛╠⌂

™≤─↓≤≢№∫√⁹ ∟─ ™♃○ꜟ⌐▪♂ ⅜ ↕╣≡™√ ⁸∕─♃○ꜟ╩ ⇔

≡╙ ⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒アゾ染料とは化学構造の中にアゾ基をもつ染料の総称で、広く使われているものです。このアゾ

染料の一部に、分解により有害物質である特定芳香族アミンを生じるものがあり、これらが、２

０１６年４月から「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」の規制対象となりました

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114934.html ）。これらのアゾ染料

は、皮膚表面の細菌、腸内細菌、肝臓などで還元分解された場合に有害な特定芳香族アミンを生

成すると考えられています。タオルは政省令で指定された規制対象の繊維製品のひとつですが、

過去に因果関係が明確な被害の報告はなく、予防的見地からの処置と思われます。規制前の「特

定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」が使用されていた場合の製品の回収指示などもあり

ませんので、過度に心配する必要はないように思われます。 
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３．２ 相談受付件数の推移等 

（１） 相談者別受付件数の推移 

 
 

 

 

 

 

 

ⱷ♦▫▪  

∕─  
  

1995  
( 205 )  50 121 681 66 918 

1996  
( 244 )  116 160 748 56 1080 

1997  
( 239 )  307 222 504 47 1080 

1998  
( 245 )  270 211 476 45 1002 

1999  
( 242 )  276 204 332 45 857 

2000  
( 249 )  350 190 274 50 864 

2001  
( 243 )  333 110 210 41 694 

2002  
( 245 )  242 89 126 28 485 

2003  
( 246 )  275 69 132 32 508 

2004  
( 243 )  219 81 101 25 426 

2005  
( 243 )  224 94 113 20 451 

2006  
( 245 )  178 85 97 19 379 

2007  
( 244 )  164 114 79 9 366 

2008  
( 244 )  134 139 55 11 339 

2009  
( 243 )  108 95 67 14 284 

2010  
( 243 )  69 94 42 17 222 

2011  
( 240 )  85 68 26 6 185 

2012  
( 243 )  86 80 27 4 197 

2013  
( 241 )  119 77 22 3 221 

2014  
( 244 )  89 70 22 0 181 

2015  
244  103 69 23 2 197 

2016  
( 240 )  129 79 23 0 231 

2017  
244  127 59 25 1 212 

2018  
244  146 53 30 4 233 

2019  
242  184 52 35 2 273 
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2020  
243  276 108 48 0 432 

  4659 2793 4318 547 12317 

 

（２）相談内容別受付件数の推移 

 
 ⱶכ꜠◒

 
 ⱶכ꜠◒

 
ⱶכ꜠◒  

 
   

1995  
( 205 )  71 13 0 826 8 918 

1996  
( 244 )  98 8 1 938 35 1080 

1997  
( 239 )  98 21 1 920 40 1080 

1998  
( 245 )  135 13 4 819 31 1002 

1999  
( 242 )  156 23 9 654 15 857 

2000  
( 249 )  194 23 9 628 10 864 

2001  
( 243 )  142 13 10 523 6 694 

2002  
( 245 )  116 6 8 349 6 485 

2003  
( 246 )  149 11 5 339 4 508 

2004  
( 243 )  122 24 5 273 2 426 

2005  
( 243 )  101 35 0 311 4 451 

2006  
( 245 )  99 35 0 244 1 379 

2007  
( 244 )  125 46 0 193 2 366 

2008  
( 244 )  118 50 0 169 2 339 

2009  
( 243 )  90 31 3 160 0 284 

2010  
( 243 )  70 25 1 125 1 222 

2011  
( 240 )  71 22 0 92 0 185 

2012  
( 243 )  90 26 0 81 0 197 

2013  
( 241 )  96 16 0 109 0 221 

2014  
( 244 )  57 16 8 99 1 181 

2015  
( 244 )  91 7 8 89 2 197 

2016  
240  75 25 9 121 1 231 

2017  
244  93 24 3 90 2 212 
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2018  
244  80 26 3 123 1 233 

2019  
242  83 31 6 150 3 273 

2020  
243  105 27 8 289 3 432 

 2725 597 101 8714 180 12317 
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（３） ２０２０年度 月別相談受付件数（相談者別） 

 
 

 
 

 
 

 
ⱷ♦▫▪  
∕─  

  

4  
( 20 )  

28 22 7 0 57 

5  
( 18 )  

33 13 3 0 49 

6  
( 22 )  

40 11 7 0 58 

7  
( 21 )  

16 12 2 0 30 

8  
( 21 )  

22 7 3 0 32 

9  
( 20 )  

26 4 3 0 33 

10  
( 22 )  

19 6 0 0 25 

11  
( 19 )  

17 7 2 0 26 

12  
( 20 )  

18 5 8 0 31 

1  
( 19 )  

20 6 3 0 29 

2  
( 18 )  

25 4 5 0 34 

3  
( 23 )  

12 11 5 0 28 

  276 108 48 0 432 
 

（４） ２０２０年度 月別相談受付件数（相談内容別） 

 
 ⱶכ꜠◒

 
 ⱶכ꜠◒

 
ⱶכ꜠◒  

 
   

4  
( 20 )  

7 1 0 48 1 57 

5  
( 18 )  

12 2 1 34 0 49 

6  
( 22 )  

12 2 2 41 1 58 

7  
( 21 )  

7 4 1 18 0 30 

8  
( 21 )  

8 6 0 18 0 32 

9  
( 20 )  

13 0 0 20 0 33 

10  
( 22 )  

10 2 1 12 0 25 

11  
( 19 )  

8 0 0 18 0 26 

12  
( 20 )  

6 3 0 21 1 31 

1  
( 19 )  

6 1 1 21 0 29 

2  
( 18 )  

9 3 1 21 0 34 

3  
( 23 )  

7 3 1 17 0 28 

 105 27 8 289 3 432 



☿fi♃כ 

                    ─ ⌂  

- 145 - 

 

３．３ ２０２０年度の主な対外活動  

（１） 活動報告会 

   例年6 月に東京、7 月に大阪で実施していたが新型コロナ禍のため中止 

（２） 関連機関との交流 

    例年6 月及び11 月の年2 回ＰＬセンター交流会を実施していたが新型コロナ禍のため中止 

（３） 関係省庁、消費生活センター、消費者行政担当部門等との交流 

     新型コロナ禍のため中止 

（４） 講師として参加した講演会等 

7 月 28 日 兵庫県消費生活総合センター研修（28 名参加 ｵﾝﾗｲﾝ参加4 名含む） 

10 月 

11 月 

12 月 

1 日 

24 日 

16 日 

東京都港区消費生活センター研修（約20 名参加） 

東京都目黒区消費生活センター研修（18 名参加） 

栃木県都消費生活センター研修（約10 名参加） 

（５） 情報収集のため参加･聴講した説明会･講演会･イベント等 

    新型コロナ禍のため中止 

（６） 東京都商品等安全対策協議会（特別委員として参加） 

10 月 

1 月 

3 月 

13 日 

19 日 

2 日 

第 1 回 協議会 

第 2 回 協議会 

第 3 回 協議会 
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３． ４ 名簿 

（１） 運営協議会（2020 年 5 月 29 日は中止、10 月 27 日は開催） 

  当センターの運営について指導･助言を下さる第三者機関です。(敬称略、2020 年 3 月末現在) 

中村 昌允      東京工業大学大学院 特任教授 

有田 芳子     主婦連合会 会長 環境部 部長 

工藤 操       一般財団法人 消費科学センター 

鈴木 春代     公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

加藤英仁      日本プラスチック工業連盟 専務理事 

渡辺 宏       一般社団法人 日本化学工業協会 専務理事 

以上  6 名 

（２） サポーティングスタッフ 

  日化協職員および日化協団体会員からなる 14 名の｢サポーティングスタッフ｣の助言のもとに相談対応

にあたっています。 

 原則として隔月（偶数月）にサポーティングスタッフ会議を開催し、受付相談事案の対応内容につい

て具体的に検討しました。(敬称略、2020 年 3 月末現在) 

内田 陽一      塩ビ工業･環境協会 環境･広報部 部長 

上村 達也      化成品工業協会 技術部 部長 

河面 徹      一般社団法人 日本オートケミカル工業会 テクニカルアドバイザー 

堀川 裕司      一般社団法人 日本食品添加物協会 常務理事 

福田 守伸     日本石鹸洗剤工業会 総務部長 

三重野 謙三    日本接着剤工業会 専務理事 

安達 順之     一般社団法人 日本塗料工業会 製品安全部 部長 

服部  薫      日本ビニル工業会 専務理事 

角田 秀俊      日本プラスチック工業連盟 総務･環境部長 

松淵 定之      農薬工業会 安全広報部長 

渋谷 昌夫      一般社団法人 日本化学工業協会  常務理事 

中野 直志                  同              広報部 部長 

高田 正紀               同               広報部 部長 

梅田 真一                 同              化学品管理部 部長 

以上 14 名 

（３） ＰＬネットワーク 

 一般社団法人 日本化学工業協会(http://www.nikkakyo.org/)の会員事業者･事業者団体およびそ

の構成事業者･事業者団体により構成しています。 

 

（４） 事務局 

登坂 正樹      化学製品ＰＬ相談センター 部長 

日原 薫           同          相談員(非常勤)  
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３．５ 「ちょっと注目」 

ợ 『アクティビティノート』第２７９号（２０２０年５月発行）掲載 

                                             

                                             

                                             

                                             

インターネットの普及に伴い、私たちは知らず知らずのうちに、インター

ネットに依存した生活行動を取るようになってきています。インターネット

上では様々な製品が販売されており、消費者は容易に比較検討することがで

きます。ユーザーの使用評価もブログ等に掲載されており、消費者は、製品

を実際に手に取ることなくインターネット情報を頼りに購入することに、何

の抵抗も感じなくなってきています。 

この様な状況下では、企業は消費者がウェブ情報を頼りに商品を選択し購

入、使用することを考慮し、製品特性を踏まえた注意･警告情報をキチンと

ウェブ上にも掲載しておく必要があります。また、消費者は、製品の魅力を伝えるマーケティング情報

だけでなく、その製品の持つリスクについても目を向けることが必要となります。 

上記の事例ですが、○○社は、予め水で練り込み済みの漆喰をチューブ入りにした製品を、一般消費

者向けにインターネット販売している企業です。製品特長として、①完全自然素材 100％、②練り済み

だから届いたらすぐ塗れる、③ほとんどすべての下地に塗れる、④国産素材で作った本物の漆喰・珪藻

土、⑤専門店だからできるDIY サポート体制等を謳っており、自然素材と簡便さを売りにしています。 

漆喰は消石灰（水酸化カルシウム）を主成分とする壁材で、強いアルカリ性を有し、皮膚に対する刺

激性や眼に対する重篤な損傷性があります。本事例の場合、皮膚に付いてそのまま置かれたことで、化

学火傷を起こした可能性があります。また、ゴム手袋等は着用していたとのことですが、9 歳の子ども

に、ゴム手袋を付けないでつい触れてしまうなど、扱いを誤ると危険であるという認識があったかどう

かは疑問です。 

インターネット販売では、消費者はウェブ情報を頼りに、購入を検討しますが、企業がウェブ上に安

全性等の情報を載せていないことが多いのが実情です。本事例の場合も、ホームページ等のウェブ情報

を見ると、マーケティング情報が多く、用途･液性･成分･使用量･使用上の注意などの、いわゆる製品情

報を掲載したページは見当たりませんでした。 

相談者には、漆喰という自然素材を使った製品であること、また練り済みのチューブ入り製品で、作

業が簡便であること等から、「安全で子どもに使わせても大丈夫な製品」という思い込みが生じてしまっ

たのではないでしょうか。そして、この思い込みが、注意表示を見落とすことに繋がったと思われます。 

インターネット通販を利用する理由としては、①お店に行かなくても買い物が出来る。②24 時間いつ

でも利用できる。③安く買える。④品揃えが豊富。⑤簡単に探せる。といった事項が挙げられます。こ

れを踏まえてインターネット通販の購入パターンを考えてみると、一つは、日用品などのコモデティ製

品、いつも使っている製品をより安く購入するというパターンがあります。店に行かなくてすむ、自宅
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まで配送してくれるということも利用の理由になります。この場合、商品は大手メーカーのもので一般

店でも容易に買え、内容が分かっているものが中心になり製品安全に関連したトラブルは起き難いと思

われます。 

一方、もう一つの利用パターンとして、ニッチな製品、嗜好品・こだわりのある製品をあちこち探し

た結果、インターネット通販で購入するというパターンがあります。購入する製品は中小メーカーのも

の、輸入品、ユーズド、個人の製品などで、一般店では中々扱っていないものが中心になります。この

ような場合、購入者は、製品の内容について十分な知識を持っていないことが多く、販売サイトの商品

情報が不十分であった場合に事故に繋がりやすいように思われます。また、購入後、分からないことが

あった場合に適当な相談窓口が見つからないことも多いように思われます。 

インターネットは、もはや私たちの生活に欠かせないものになっています。それだけに、インターネ

ット販売を利用する際には、購入を検討している製品の安全性情報や使用上の注意についても留意する

必要があります。思い込みは厳禁、ウェブ上に記載がなく、購入前に確認できなかった場合でも、製品

に記載されている注意表示には、十分に注意を払うよう心掛けましょう。 
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ợ 『アクティビティノート』第２８０号（２０２０年６月発行）掲載  

 

 

 

 

 

人は、ある製品を初めて使う時に、使い方が分からず、間違えると大きなトラブルを招きそうと思え

ば、自ずと慎重に行動します。逆に、使い方が容易に予想でき、たいしたトラブルはなさそうと思えば、

行動に注意を払わなくなります。今回は、そんな不注意が思わぬ事故に繋がった事例を紹介します。 

シートタイプ除湿剤○○は、吸湿剤として塩化カルシウムを使

用した除湿剤です。塩化カルシウムには潮解性といって、空気中

の水（水蒸気）を取り込んで自発的に水溶液となる性質があり、

除湿剤中にたまった水分は純粋な水ではなく、高濃度の塩化カル

シウム水溶液です。このため、一旦衣服に付いてしまうと、塩化

カルシウムが除去されるまで、衣服上で水分を吸湿し、シミとし

て残ってしまいます。 

この製品の仕様は、ポリ袋状の外装で、中に個別シートが複数

枚封入されています。使用方法などの表示は外装の裏面にあり、

「外装から本品を取り出し、白色の吸着面を必ず上に向けて、そのまま衣類の一番上に置いてご使用く

ださい」との記載がありました。注意表示があることから、製品欠陥とは言えず、消費者の誤使用に起

因する事故ということになります。しかし、消費者心理を考えたときに、シートタイプ除湿剤を衣服の

間に挟みこむという行為はありがちな行動です。衣服を湿気から守りたい、という強い気持ちが働いた

場合、衣服の間に除湿剤を挟み込むと効果が高いと考えたとしても不思議はありません。事業者もその

ようなトラブルを予見していたからこそ、注意表示に記載をしたと考えられます。相談者は使用前に注

意表示に気づいておらず、注意表示を見た上でも、製品欠陥ではないかと主張しています。これは「衣

類を湿気から守る除湿剤が、使い方によってシミの原因になる」という事実が、相談者にとって思いも

よらぬことだったからに他なりません。事業者にとって当たり前のことが、消費者にとっても当たり前

とは言えません。むしろ、教えられて初めて「えっ、そうなの」ということも多いのです。 

本事例の場合、外装の裏表示だけでなく、タンスの引き出しに置くときの目に付くように、個装にも

記載してあれば、また、「外装から本品を取り出し、白色の吸着面を必ず上に向けて、そのまま衣類の一

番上に置いてご使用ください。吸湿した液が染み出し衣服にシミが付くことがある」と、注意表示を守

らないとどんなトラブルが起こるかまで記載してあれば、強い注意喚起となり、事故を未然に防ぐこと

ができたかも知れません。 

製品の持つリスクを伝える注意・警告表示は、記載されていれば良いというものではなく、消費者に

伝わってこその表示です。事業者は目立ちやすさ・読みやすさを含めた注意喚起力、そして記載場所に

も注意を払う必要がり、一方、消費者も事業者のメッセージを見落とさぬよう心構えが必要でしょう。 
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ợ 『アクティビティノート』第２８１号（２０２０年７月発行）掲載 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の予防対策として、厚生労働省は「３つの

密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用エタノー

ルによる消毒の励行を挙げています１）。 

ここで言う、消毒用エタノールとは医薬品または医薬部外品としての

認可を受けたものを指しますが、急速な需要の増大に供給が追い付かず、

品薄な状況が続いています。そのような中で、ドラッグストア等の店頭

やインターネット通販等では、医薬品または医薬部外品としての認可を

受けていない様々なエタノール製品が販売されており、どれを選んだら

よいのか分かり難い状況です。当センターにも消毒用エタノールに関連したお問い合わせが多く寄せられ

ていることもあり、最新の情報を整理してお伝えしたいと思います。 

 

 

消毒用エタノール 

消毒とは物体や生体に、付着又は含まれている病原性微生物やウイルスを、感染を生じない程度に数

を減らすことと定義されています。病原性微生物やウイルスには様々な種類がありますので、消毒剤は

出来るだけ多くの種類に効果があることが求められます。このため、医薬品、医療機器等の品質、有効
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性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）に基づき制定された、日本薬局方に品質等の基準が定め

られており、この基準に準拠して製造され、厚労省の認可を受けたものが「消毒用エタノール」となり、

第３類医薬品または指定医薬部外品として販売されています。 

「消毒用エタノール」のエタノール濃度は76.9～81.4vol％とされています。濃度が高いほど効果が大

きいように思われがちですが、エタノールの場合、この濃度範囲の時に最も殺菌力が強いことが知られ

ています。 

「消毒用エタノール」は、第３類医薬品または指定医薬部外品の表示がある、エタノールを 76.9～

81.4vol％含有する旨の表示があることで見分けることができます。また、「消毒」や「殺菌」は薬機法の

認可を受けた第３類医薬品及び指定医薬部外品でのみ使用される表現です。 

「消毒用エタノール」には、エタノール76.9～81.4vol％のほかに、イソプロパノールを少量含有する

製品もあります。エタノールには酒税が掛かりますが、イソプロパノールを配合することで変性（苦み

や匂いをつけて飲用できないようにすること）して酒税が掛からないようにしたものです。そのため、

価格が低く設定されていますが手指消毒用に使用可能です。 

 

手指消毒用に代用できる高濃度エタノール製品 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、「消毒用エタノール」の供給が逼迫したことから、厚生労働

省は代用できる高濃度エタノール製品についての事務連絡を出しました２）。そこでは、エタノール濃度

60～83vol%のものが使用可能、代替として用いられる高濃度エタノール製品は薬機法に規定する医薬品

又は医薬部外品に該当せず、その製造、販売等については同法による規制を受けない、「本製品は医薬品

や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能で

す」といった内容を製品の表示や広告等に記載して差し支えないとしています。ただし、臨時的・特例

的な対応であり、使用者の責任において使用することになります。 

これを受けて、様々な高濃度エタノール製品が市場に出回りました。これらの製品は基本的に雑貨品

であり、エタノール濃度 60～83vol%等の要件を満たしたものが、特例的に手指消毒用に使用できるとさ

れていることを認識しておく必要があります。エタノール濃度 60vol％未満でも除菌用として販売されて

いる製品も数多くあります。また、雑貨品には使用成分の濃度まで表示する義務はなく、エタノール濃

度表示のない製品も見受けられます。 

見分けるポイントは下記の３点です。①製品にエタノールの濃度表示があり60～83vol%であることが

確認できる。②「本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、

手指消毒に使用することが可能です」との表示がある。この場合上記の事務連絡を受けて製造された製

品と見なすことができます。③「火気厳禁」の表示がある。エタノール濃度67.7vol％以上の場合、消防

法の危険物第４類・アルコール類に該当し、その旨の表示と「火気厳禁」の警告表示が義務付けられて

います３）（消防法では重量wt％が採用されており、規制基準値は60wt％ですが、これを容量 vol％に換

算すると 67.7vol％となります）。ただし、エタノール濃度 60vol％以上で 67.7vol％未満の場合、消防法

の危険物には該当せず、「火気厳禁」の表示はありません。 

①～③で確認できない場合には、直接製造元または販売元に問い合わせるようにしてください。 

 

その他のエタノール製品 

主に、物品の除菌や洗浄、消臭を目的とした製品です。「除菌」とは物品などの対象物に含まれる微

生物の数を減らし清浄度を高めることをいいます。先の医薬品や医薬部外品の消毒用エタノールが「殺

菌」して「消毒」するのに対し、これらの製品は「除菌」して「洗浄」、「消臭」する製品です。この
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ため、消毒剤と同レベルの効果を求めている訳ではなく、一般にエタノール濃度も低く設定されていま

す。また、界面活性剤などの成分と組み合わせて、洗浄、消臭等に相乗的効果を図った製品もあります。

これらは、新型コロナウイルスに対する効果が確認されておりません。 

 

新型コロナウイルスに関連した手指の消毒用エタノールについて書いてきましたが、感染予防のため

に大事なことがもう一つあります。それは適切に使用することです。適量を手に取り、手指にまんべん

なく擦り込んで乾燥させることが大事です。製品に記載されている用量・用法を守って正しくお使いく

ださい。 

 

【参考にした情報】 

1)  新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）、厚生労働省ホームページ 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html# 

Q3-1) 

2) 「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について（改訂その２）」、 

2020 年 4 月22 日、厚生労働省 

（https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000624086.pdf） 

3) 「消毒用アルコールの取扱いにご注意ください！！」、2020 年 4 月17 日、東京消防庁 

（https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/020417-2.pdf） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
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ợ 『アクティビティノート』第２８２号（２０２０年８月発行）掲載 

 

 

 

 

製品の注意表示を見ているにも関わらず、読み間違

いや勘違いで間違った使い方をしてしまうことがあり

ます。多くは、書かれている文章を全部読んでおらず、

目に入った目立つ部分だけを見て勝手に（自分の都合

の良いように）解釈してしまうことから起こっている

ようです。今月は、そのような、表示内容の誤認によ

り起こってしまった事故を取り上げます。 

電子レンジは食品にマイクロ波を当て、食品中の水分子を振動させて加熱します。マイクロ波を吸収

する物質であれば、水だけでなく何でも加熱されますが、食品には多くの水分が含まれるため、通常、

食品の温度は 100℃を超えることはありません。しかし加熱しすぎて水分が失われると 100℃以上に上

昇し、発火点を超えると自然に燃えだしてしまう危険性があります。 

東京消防庁によると、電子レンジで食品を加熱し過ぎたことによる火災事故は、ここ数年増加傾向に

あるとのことです１)。 

もちろん、電子レンジの取扱い説明書には、食品を加熱し過ぎると発火の危険がある旨が記載されて

います。しかし、すべての消費者が取扱い説明書を読んで内容を把握しているとは限りません。この様

な状況下で、電子レンジ加熱を

前提にした食品は加熱時間を

正確に伝え、消費者に守っても

らうことが大切であると考え

られます。 

本事例では、消費者が表示内

容を見誤って事故に至ってい

ますが、実際の製品表示に誤認

につながる要素があるか否か

を考察してみました。左図はい

くつかの製品の表示をパター

ン化したものです。製品 A は

当該製品の表示パターンです。

パッケージの左下に斜めに表示があり、電子レンジ調理は約 2 分、熱湯調理は約15 分と記載されていま

す。記載内容としては必要な項目が正しく記載されています。しかし誤認し難さという観点から見ると、

電子レンジ調理、熱湯調理の表示と加熱時間の表示の間に若干距離があり、加熱時間の表示がより目立
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っています。また電子レンジ加熱の場合、パッケージのフィルムの左下の部分を剥がして加熱しますが、

熱湯加熱の場合はフィルムを剥がしません。このため、電子レンジで加熱するつもりで加熱時間の表示

を見ると、フィルムを剥がす動作の目線の先に表示がある形になります。そこに並列に加熱時間が表示

されていることから、誤認を誘導してしまうおそれがあると思われます。 

一方、製品 B はパッケージの中ほどに表示があり、電子レンジ調理の場合、「レンジで約 2 分」の部

分が強調されています。これに対し熱湯調理は調理の仕方の説明の最後に「約15 分加熱してください」

と記載されており、文章全体を読まないと分からないようになっています。 

本事例にように、必ず守って欲しい使用方法や注意事項については、分かりやすさだけでなく誤認し

難さという視点も重要です。事業者には、表示の仕方を工夫し、製品から誤使用につながる要素を徹底

的に排除することが求められます。一方、消費者にも「誤認」しないよう、注意深く表示を見る態度が

必要と言えるでしょう。 

 

【参考にした情報】 

1) 東京消防庁：火災に注意！電子レンジを安全に使用しましょう！ 

(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/201703/) 
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ợ 『アクティビティノート』第２８３号（２０２０年９月発行）掲載 

 

 

 

 

 

誤使用には、使い方を間違える、使用量を

間違えるなど様々なケースがありますが、用途

を間違えたことで思わぬ事故に遭遇することが

あります。今月は、そのような事例を取り上げ

ます。 

 

油凝固剤とは、天ぷら油などを廃棄するときに、油が熱いうちに溶かしておき、冷えると油が固まる

ので、そのままゴミにだせるという商品です。相談者はこれをエンジンオイルの処理に使用して発火事

故を起こしています。幸い、ボヤで済んでいますが、一つ間違えれば大火事になってもおかしくないと

いう事例です。 

当該製品の品名は「廃油（植物油）処理剤」となっており、確かにエンジンオイルに使用できないと

は記載されていません。しかし、使用方法等を見ると天ぷら油などの食用油の処理方法が写真付きで記

載されており、エンジンオイルへの使用が用途外使用であることは明らかです。 

では、相談者は何故、これをエンジンオイルに使おうと思ったのでしょうか？ 理由を聞き取れてい

る訳ではありませんが、使用の背景から探ってみました。 

エンジンオイルを処理する場合、通常、ガソリンスタンドやカーショップ、車の整備店などにやって

もらう人が多いと思います。この場合は交換したオイルは委託先が処理するので問題はありません。自

分でオイル交換した場合、抜き取ったオイルはガソリンスタンドやカーショップに持ち込んで処分して

もらうことができますが、自分で処分する場合は「廃油処理箱」と呼ばれている専用の製品が市販され

ており、中の吸収材に油を吸わせて処分することができます。「廃油処理箱」はホームセンターやカーシ

ョップで購入することができますが、基本的に車用品の売り場なので、食用油の処理剤と間違えること

はありません。 

しかし、お店まで出向くのは面倒なので、インターネット通販サイトで購入しようと考え、「廃油処理

剤」で検索すると、色々な製品が出てきます。そして、エンジンオイル用の廃油処理箱と食用油用の処

理剤が同一画面に現れてきます。どちらも廃油処理用には違いはありませんが用途は異なります。検索

à ᶱᶽḻḀḻᶿᶹḳᶍ ᶊ ᵶᶅḤḬ á 

ᶍ ᶱᶽḻḀḻᶿᶹḳᶍ ᶊ ᵶᵾᴳ 

ᶱ ᶪᶇᴲᵆּנ ᵴᶫᶅ ᵣ ᶍ ᶊ ᵪᵸᵇᶧᵥᶊᶇᵡᶂᵾᶍᶆᴲ ᶍּד ᶱ ᵱ

ᶪᵾᶠᴲ ᶊᶅ ᶠᶅדᶆᶿᶹḳᶱּאל ᶱ ᵶᵾᴳᵸᶪᶇᴲ ᵫ ᵶᴲ

ᵬᵲᶛᶫᵾ ᵫ ᵶᵾᴳᵸᵯᶊᶽᶷḆᴻḳאל╥ᶆאל ⌐ אל ᶆ ᵶᴲᵲᶇᶉᵬᶱ ᵾᴳ

ᶊ ᵶᴲḤḬᶇᵶᶅ ᵴᶫᵾ  G

ᶍ ḩᴻ᷀ᴻᶊ ᵶ ᵾᶇᵲᶬᴲᶽḻḀḻᶿᶹḳᶗᶍ ᶎ ᶆᵡᶩᴲ ᵶᵾ

ᶊᶃᵣᶅᶎ ᵶᶅᵣᶉᵣᶇᵣᵥᴳ ᶍ ᶊᶎ ᶇᵡᶩᴲᶽḻḀḻᶿᶹḳᶆ

ᵲᶍᶧᵥᶉ ᶊᶉᶪᵲᶇᶎ ᵴᶫᶅᵣᶉᵣᴳ ḩᴻ᷀ᴻᶊ ᶎᶉᵣᶇ ᵧᶪᶍᵪᴳ 
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結果を見て、消費者が食用油用の処理剤がエンジンオイルの処理にも使えると思い込んでしまったとし

ても不思議はありません。インターネット通販が生活の中に広く入り込んできている現状において、こ

ういったことが誤使用の一因となるケースも充分にあり得ます。 

事業者は、考え得る様々な購入形態の中で、誤使用につながるような場面がないか、リスクアセスメ

ントの過程でよく検討しておく必要があります。一方、消費者は、その製品が、自分が使いたい用途に

適したものかどうか、製品情報をよくみて判断する態度が必要です。よくわからない、判断がつかない

ときはメーカーに問い合わせるなどして確認するとよいでしょう。 

 



☿fi♃₈                                                 כ∟╞∫≤ ₉                  

                                       ─ ╖ 

- 157 - 

 

ợ 『アクティビティノート』第２８４号（２０２０年１０月発行）掲載 

 

 

 

 

私たちが食用に供している油は、動植物から採取した

もので、常温で固体の脂肪（牛脂やラードなど）と常温

で液体の油（コーン油や大豆油など）があり、これらを

あわせて油脂といいます。油脂の主成分はトリグリセリ

ドといって、一つのグリセリンに三つの脂肪酸が結合し

たものです。さらにこの脂肪酸は、飽和脂肪酸、一価不

飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸に分類されます。近年、

この脂肪酸の種類によって、体に対する影響が異なるこ

とが知られるようになり、健康面から注目を浴びるよう

になりました。 

例えば、ドコサヘキサエン酸（DHA）は多価不飽和脂

肪酸の一種でサンマ、イワシ、マグロ、ブリ、サバなどの青魚に多く含まれますが、血中のいわゆる悪

玉コレステロールや中性脂肪を減らす働きあり、生活習慣病の予防・改善や，精神障害の緩和に有効で

あると言われています。 

ついつい、食用油の機能面に目が行きがちですが、食用油、特に最近注目されている、多価不飽和脂

肪酸を多く含む油は傷みやすいということにも注目しておく必要があります。 

今月度は食用油の傷みについて化学の目で解説したいと思います。 

 

重 合 

油脂の傷みの一つは重合と言われる現象によるものです。油脂に熱が加わったりしますと、構成する

分子と分子がお互いに結合しあって、元の分子よりずっと長い分子に変わって行きます。短時間の加熱

ではそう目立ちませんが、長時間加熱すると必ずと言ってよいほど重合が起きます。重合した油脂は、

元の新鮮な時に較べると、どろっとして粘っこくなった感じになり、消化も悪くなり、ひどい場合には

吐いたり、時には下痢したりします。同じ天ぷら油を何回も繰り返し使うと、食べた後で胸が焼けてゲ

ップがでたりすることがありますが、その原因の一つです。 

 

酸 化 

油脂が傷むということのもう一つは酸化です。油脂には不飽和脂肪酸が含まれています。一般に、液

体油脂には不飽和脂肪酸がたくさん含まれており、固型油脂には少ししか含まれていませんが、多かれ

少なかれ含まれていることは事実です。 

この不飽和脂肪酸というのは、分子中の炭素と炭素が二本の手で結合した部分（不飽和結合という）

を持っています。これは別の見方をすると、分子の中で水素原子が一つか二つ、ときにはもっと多く抜

けているということです。この状態を分かりやすく表現すると、分子構造の中に空き席があると考えれ

ばよいでしょう。空き席にはほかの分子が入りやすいもの、水素原子が入ってくれば、不飽和脂肪酸が

飽和脂肪酸に変わるだけですが、酸素原子が入り込むと酸化といって、食用油脂としての品質劣化を来
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たします。 

揚げ菓子など、長時間空気に晒されると、空気中の酸素がこの空き席へ入ってしまって、酸化を起こ

します。酸化した油脂は、異臭を発し、風味も悪くなります。そしてそれが進みますと、下痢、嘔吐か

ら、極端な場合には死に至ることすらあります。 

 

分 解 

もう一つの油脂の傷みは分解です。油脂の主成分はトリグリセリドで脂肪酸とグリセリンの結合物で

すが、これが熱や水分などの影響で切れてしまうことがあります。脂肪酸はその名のとおり酸の一種で

すから、グリセリンとの結合が壊れて単独で遊離した状態になると、その風味はたいへん損なわれてし

まいます。なめてみて何か刺激するような味が感じられるときは、遊離の脂肪酸が増えていると考えて

よいでしょう。 

一般に酸化の進んだ油脂は遊離脂肪酸も増えています。遊離脂肪酸は、先に挙げた重合や酸化のよう

な顕著な人体有害作用はあまりありませんが、それでも風味を損ねることは確かです。 

 

以上、簡単に油脂の傷みについて説明いたしました。これらの重合、酸化、分解は互いに絡み合って

います。要するに、油脂はほかの野菜、果実や鮮魚と同様に、新しいうちに摂取するのがよく、古くな

ったものや、長時間加熱したもの、何回も使ったもの、あるいは店頭で直接日光にさらされ続けたもの

は、あまりよくないということになります。 

油脂は元来、大切な栄養源であり、風味を引き上げる食品であるのに、このような変敗を起こした結

果は、風味を著しく損ねるばかりか、食あたりの原因にもなります。気を付けたいものです。 
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ợ 『アクティビティノート』第２８５号（２０２０年１１月発行）掲載 

あなたはどういうタイミングで家具を購入されます

か。進学、就職、結婚、出産等々、人生の節目となる

時に生活の変化に合わせて購入を検討されることが多

いのではないでしょうか。また、転勤や自宅の購入な

どの際に、新しい住環境に合わせて購入を検討される

こともあるでしょう。 

ひと昔前は、街の商店街には必ず、個人で経営する

家具店がありました。家具を購入する際には、店頭に

足を運び、実物の大きさ、色、臭い、質感など自分の

目や鼻などの五感で確認して購入していました。 

しかし、昨今、街の家具店はほとんど見かけなくなってしまいました。また、家具類は物理的にスペ

ースを必要とするため、製品の現物展示は限りがあり、街の家具店で多様化するニーズに応えるのには

限界があります。そのような状況の中で、最近はインターネット通販を利用して家具を購入する人が増

えています。確かに、自宅に居ながら多くの製品を比較して購入できるのは大変便利ですが、一方で、

消費者トラブルも増加しています。 

一般に新しい家具は、使われている木質材料、接着剤、塗料などの素材に起因する臭い（ホルムアル

デヒドや溶剤類など）がすることがあります１）。対策としては換気が一番ですが、臭いが消えるまでの

期間は家具が置かれている環境や使用されている素材によって異なり、気にならなくなるまでには時間

がかかることもあります。臭いが抜けるのを気長に待てる状況であればよいのですが、使えないので返

品したいということも多く、そのような際に、販売業者との間でトラブルになることが多いようです。 

 

インターネット通販にクーリング・オフ制度はない 

訪問販売や電話勧誘販売などの場合は、特定商取引法でクーリング・オフが認められており、理由の

如何にかかわらず、無条件で契約を解除することができます。しかし、インターネット通販などの通信

販売の場合、クーリング・オフは認められておりません。これは、訪問販売や電話勧誘販売などは、不

意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられてしまうことがあるためで、契約をした後一

定期間頭を冷やして考え直す期間を設けるとの趣旨でクーリング・オフ制度が設けられています。一方、

通信販売の場合、不意打ち的に勧誘されることはなく、じっくり選んで購入することができるからクー

リング・オフは必要ないという訳です。 

 

返品特約を確認する２） 

通信販売の場合、基本的に、返品特約（事業者による返品に関する規定）があれば、それに従った返

品が可能です。それ以外は商品に瑕疵がない限り返品は難しいと考えてよいでしょう。 

特定商取引法では、商品の購入に際して、返品特約（返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担

の有無）を広告に表示し、加えて最終申し込み画面にも表示することが義務付けられています※。ここ
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で、気を付けていただきたいのは、返品特約に「返品には応じられない」と記載があった場合は、返品

できないということです。 

※返品特約の表示がない、または表示に不備があった場合は、商品が届いてから 8 日以内であれば、送

料購入者負担で返品可能とされています。 

 

通信販売で購入する際のポイントとして、返品特約を確認することは重要なポイントのひとつですが、

返品可能な期間や理由であっても送料の負担、返品できず使用を継続できない場合の処分などの費用が

発生するなどの問題があります。製造メーカーや販売店によっては、ホルムアルデヒドの放散量の少な

い材料を使用するなど臭いに対する対策を講じている情報をウエブで掲載しています。購入前に返品特

約を確認するとともに掲載されている情報をしっかりと確認し、気持ちよく新生活をスタートさせたい

ものですね。 

 

【参考にした情報】 

1)「新しい家具から放散されるホルムアルデヒドに注意！」、化学製品ＰＬ相談センター アクティビ

ティノート第２７４号、2019 年12 月 

（https://www.nikkakyo.org/system/files/chumoku274.pdf） 

2)「通信販売のルールが変わります」、経済産業省 

（https://www.chubu.meti.go.jp/koho/pamphlet/tuuhanjigyousya.pdf） 
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ợ 『アクティビティノート』第２８６号（２０２０年１２月発行）掲載 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症は未だ衰えを見せず、世界中で猛威を奮っています（2020 年 12 月現在）。

日本の状況は欧米諸国などに較べると軽度ですが、新規感染者は全国で発生しており、２度目の冬を迎

えて感染拡大が懸念されています。 

新型コロナウイルス感染症については、世界中で研究が進められており、また臨床事例が集約されて

きたことで、様々な特性が明らかにされています。それらを踏まえた日常生活における感染予防対策は

「新しい生活様式」としてまとめられ、全国民に対し実践が呼びかけられています１）。 

ここでは、「新しい生活様式」の背景となる新型コロナウイルス感染症の特性をまとめ、何故そのよう

な行動が必要とされているのかを整理したいと思います。 

 

新型コロナウイルス感染症の経過と他者への感染 

新型コロナウイルス感染症の発症初期の症状はインフルエンザや風邪に似ており、この時期にこれら

と新型コロナウイルス感染症を区別するのは困難です。感染者の８割は発症から 1 週間程度で軽症のま

ま治癒すると言われており、肺炎症状が増悪し入院に至るのは２割程度です。また、5％程度の方は集中

治療室での治療が必要とされ、2～3％の方は致命的な状況に陥るとされています２）。 

一般的に、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合は、症状が最も強く現れる時期に、他者へウイル

スを感染させる可能性が最も高くなりますが３）、新型コロナウイルスでは発症前も含めて、発症前後の

時期に最も感染力が高いとの報告があり、他者に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の 2 日前

から発症後7～10 日程度とされています４）。 
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また、新型コロナウイルス感染者のうち、他者に感染させているのは２割以下で、多くは他者に感染さ

せていないと考えられています４）。 

  

新型コロナウイルスの感染経路と感染予防 

新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 

 

飛沫感染 

感染者のくしゃみ、咳、つばなどの飛沫と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻な

どから吸い込んで感染することを飛沫感染といいます。 

話す時や咳をした時に放出される飛沫の大きさは、0.01μm～数 mm 程度であり、個数として多いのは

2μm 前後と120～150μm くらいの大きさであると言われています５）。 

60μm 以上の大きな飛沫の飛距離は、通常の呼吸で0.5m 以内、話す場合で1m 以内、咳をする場合 2m

以内、くしゃみをする場合3～6m 以内であり、放出されると短時間で床に落下します。 

これに対し、～2μm 以下の小さな飛沫はマイクロ飛沫（またはエアロゾル飛沫）と呼ばれており、換気

の悪い密室等において空気中を漂い、少し離れた距離や長い時間において感染原因となり、新型コロナウ

イルス感染症において重要な感染経路と認識されています６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛沫感染を防ぐには、まずソーシャルディスタンス（他者との距離を最低1m、できるだけ 2m とる）

の確保やマスクの着用が挙げられます。また、マイクロ飛沫は 3 時間程度室内空間で感染力を保持しま

すが、排除するには定期的な換気が有効です。加湿器等に入れて空間噴霧することで室内空間の殺菌・

消毒ができるとうたっている製品がありますが、厚生労働省は「諸外国の知見も踏まえ、消毒剤や、そ

の他ウイルスの量を減少させる物質について、これが人の眼に入ったり、皮膚に付着したり、吸入され

たりするおそれのある状況での空間噴霧を推奨していません。（空気や環境の表面の除染方法として有

効かつ安全な噴霧が科学的に証明された事実は確認されておりません）」としています７）。 

新型コロナウイルス感染者は発症 2 日前から他者に感染させる可能性があり、一見健康に見える人か

らも感染する可能性があります。また、感染者の８割は発症後も軽症のまま治癒してしまうことから、

軽症者が隔離されずに日常生活を送っている可能性もあります。不要不急の外出を控え、密集、密接、

密閉の「3 密」を回避することが大事です。 
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接触感染 

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方

がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻、目を触ることにより粘膜から感染することを

接触感染と言います。ウイルスは細菌や真菌と違い、自力で増えることはなくやがて感染力を失ってし

まいます。しかし、一定期間は感染力を維持しており、新型コロナウイルスの場合、銅の表面では 4 時

間、段ボール表面で 24 時間、ステンレス鋼表面で 48 時間、プラスチック表面で 72 時間感染力を維持

していたとの報告があります８）。 

接触感染を防ぐには手洗いと身の回りの物品の除菌が大事です。接触感染は主に手を介して感染しま

すが、手指にウイルスが付着してもそれだけで感染することはありません。ウイルスが付着した手で口

や鼻、目を触ることにより粘膜から感染します。従って、外出から帰った後などに、こまめに石けんや

ハンドソープで手洗いすることが重要です。 

身のまわりの物品、特に家の中の共有部分や家族が頻繁に触れる場所の除菌が大事です。家族に感染

者が出て自宅での静養が必要な時などには特に注意したいものです。 

新型コロナウイルスに有効な除菌剤、殺菌剤と除菌・殺菌方法については、経済産業省がまとめたパ

ンフレットがありますので参考にしてください９）。 

 

感染症が成立するには三つの要素があります。一つ目は病原体を排出する「感染源」があること、二

つ目は病原体が人に伝わり広まるための「感染経路」があること、三つめが病原体に対する「感受性」

が存在する宿主がいることです。これら3 つの要素が揃うと感染症は成立します。 

逆に感染症予防には、これら 3 つの要素を排除する対策をとることが有効とされています。新型コロ

ナイルス感染症予防対策もこの原則に則ったものです。何故、その対策が必要かを理解し、皆で取り組

むことで難局を乗り切りましょう。 
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【参考にした情報】 

1) 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例を公表しました／厚生労働省 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html#newlifestyle) 

2) 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-１９）診療の手引き 第 3 版／厚生労働省 

(https://www.mhlw.go.jp/content/000668291.pdf) 

3) 新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）／厚生労働省 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2

-2) 

4) 新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10 の知識（2020 年 10 月時点）／厚生労働省 

(https://www.mhlw.go.jp/content/000689773.pdf) 

5) 新型コロナウイルスの感染対策に有用な室内環境に関連する研究事例の紹介（第一版）／室内環境学会 

学術委員会 篠原 直秀 （国立研究開発法人産業技術総合研究所 

(http://www.siej.org/sub/sarscov2v1.html) 

6) 新型コロナウイルス感染症対策分科会（第４回）／内閣官房 

(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona4.pdf) 

7) 新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）／厚生労働省 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q4

-4) 

8) Myndi G. Holbrokk, et al., "Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with 

SARS-CoV-1." The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE, 2020 

(https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973) 

9) 新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法（一覧）／経済産業省 

(https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012-1.pdf) 
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ợ 『アクティビティノート』第２８７号（２０２１年１月発行）掲載 

新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は飛沫感染と接触感染

であると考えられています。 

接触感染とは、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で

周りの物に触れることで物品にウイルスがつき、他の方がそれを触る

ことでウイルスが手に付着し、その手を介して新たな感染を生じるこ

とを言います。手から直接ウイルスが体内に入ることはありませんが、

汚染された手で口や鼻、目を触ることにより粘膜から感染します。 

接触感染を防ぐには、「手指の殺菌・消毒」と「身の回りの物品の

除菌」が有効です。殺菌・消毒には、新型コロナウイルスに有効であ

ることが分かっている製品を正しく使う必要があります（石けん等に

よる手洗いの場合、洗浄という物理的な作用によりウイルスを除去す

るため、必ずしも製品の殺菌・消毒効果の有無は問われません）。 

新型コロナウイルスに有効な殺菌・消毒方法については、現在までに分かっていることを経済産業省

がパンフレットにまとめています１）。それを見ると、「手指の殺菌・消毒」に対しては①石けん・ハンド

ソープによる手洗い、②エタノール（60～95％）が有効とされています。「身の回りの物品の除菌」に対

しては①エタノール（60～95％）、②熱水、③塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム 0.05％以上）、④家

庭用洗剤等(新型コロナウイルスに対する有効性が判明している9種類の界面活性剤を有効濃度含有する

もの)、⑤次亜塩素酸水（拭き掃除のとき＝有効塩素濃度 80ppm 以上。流水で掛け流すとき＝有効塩素

濃度35ppm 以上のもの）とされています。 

ここでは「身の回りの物品の除菌」のうち、一般にはあまり知られていませんが、実は使いやすい家

庭用洗剤による除菌について解説します。 

 

新型コロナウイルスに有効な界面活性剤 

ウイルスには､エンベロープと呼ばれる脂溶性の外膜を持つものと持たないものがあり、新型コロナウ

イルスはエンベロープを持つタイプのウイルスです。エンベロープはその大部分が脂質から成るため、

エタノールや有機溶媒、石けんなどの界面活性剤で破壊されやすく、エンベロープを持たないウイルス

に比べて、これらの薬剤で不活化されやすいことが知られています。 

 新型コロナウイルス感染症流行の当初は、エタノールの有効性は公表されていましたが、界面活性

剤は種類が多く、どの界面活性剤がどの程度の濃度で有効かの知見が無く、除菌目的での利用は提唱さ

れていませんでした。昨年（2020 年）の4～6 月に独立行政法人 製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）が

中心になって検討が行われた結果、下記の9 種が有効であることが報告されています２）。  

※（ ）内の数字は新型コロナウイルス除菌に有効とされている濃度を示します。 

ṉ直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（0.1％以上） 

ṉアルキルグリコシド（0.1％以上） 

ṉアルキルアミンオキシド（0.05％以上） 
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ṉ塩化ベンザルコニウム（0.05％以上） 

ṉ塩化ベンゼトニウム（0.05％以上） 

ṉ塩化ジアルキルジメチルアンモニウム（0.01％以上） 

ṉポリオキシエチレンアルキルエーテル（0.2％以上） 

ṉ純石けん分（脂肪酸カリウム（0.24％以上）） 

ṉ純石けん分（脂肪酸ナトリウム（0.22％以上）） 

これらの界面活性剤はどれも汎用品であり、家庭用に販売されている多くの洗剤類に使用されています。 

 

新型コロナウイルスに有効な洗剤の選び方と使い方 

上記の 9 種の界面活性剤のいずれかを含有し、使用濃度において新型コロナウイルス除菌に有効な住

宅・家具用洗剤、台所用洗剤のリストがＮＩＴＥのウェブサイトで公表されています３）。 

このリストに記載されている製品を、「住宅・家具用洗剤」の場合、製品に記載された使用方法に従っ

てそのまま使用する。台所用洗剤は100 分の1 に薄めて（水500ｍℓに小さじ1 杯）、きれいな布などに

浸して拭き取る。このような方法で身の回りの物品の除菌ができます。より詳細な使用方法は、経済産

業省とＮＩＴＥが作成した資料をご参照ください４）。 

「住宅・家具用洗剤」は使用場所によりお風呂用、トイレ用、床用、ガラス用、リビング用などに分

かれています。それぞれの掃除場所で日常的に使用している洗剤として、新型コロナウイルスに有効な

ものを選ぶだけで日常的なお掃除で除菌ができるようになります。 

感染予防を考えた時に、多くの人が高い頻度で使用する場所を除菌したいものです。例えば、ドアノ

ブ、テーブル、イス、テレビ等のリモコン、階段の手すり等です。このような場所はお掃除の回数も多

くしたいものです。こういった場所に使いやすいのは、リビング用またはガラス用の洗剤です。これら

は、きれいな布にスプレーして対象物を拭くだけでよく、水での清め拭きが不要ですので、家に１本備

えておくと何かと便利でしょう。 

 

【参考にした情報】 

1) 新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法（一覧）／経済産業省 

 (https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012-1.pdf) 

2) 新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価について最終報告をとりまとめました～物品

への消毒に活用できます～／独立行政法人 製品評価技術基盤機構 消毒手法タスクフォース 

 (https://www.nite.go.jp/information/osirase20200626.html) 

3) 新型コロナウイルスに有効な界面活性剤が含まれている製品リスト／独立行政法人 製品評価技術

基盤機構 

 (https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html) 

4) ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう 

 (https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522009/20200522009-1.pdf) 
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ợ 『アクティビティノート』第２８８号（２０２１年２月発行）掲載 

新型コロナウイルスに有効な殺菌・消毒方法については、現在までに分

かっていることを経済産業省がパンフレットにまとめています１）。それ

を見ると、「手指の殺菌・消毒」に対しては①石けん・ハンドソープによ

る手洗い、②エタノール（60～95％）が有効とされています。今月度は

手指の殺菌消毒について、当センターによく寄せられるお問い合わせを元

に解説していきたいと思います。 

 

手指に使う製品と物品用の製品の見分け方 

よく、手指に使う製品と物品用の製品をどのように見分ければよいかという質問を受けます。身体用

洗浄剤やスキンケア製品、手指用の消毒剤など、身体に使う製品は薬機法（医薬品、医療機器等の品質

有効性及び安全性の確保等に関する法律）の規制を受け、医薬品、医薬部外品、化粧品のいずれかに分

類されます。医薬品とは、病気の治療を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成

分の効果が認められたものになります。医薬部外品とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成

分が、一定の濃度で配合されています。治療というよりは、防止・衛生を目的に作られています。化粧

品とは、医薬部外品と比較してもさらに効能・効果が緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健

やかに保つなどの目的で使用される製品となります。 

「殺菌・消毒」といった薬効を謳う場合には、医薬品または医薬部外品扱いとなり、使用する成分の

種類や使用量、製品の表示、販売方法などが規制されており、薬事当局へ製造販売申請して承認を受け

る必要があります。このため、製品に①「医薬品」、「医薬部外品」（「薬用」と表示されていることもあ

ります）の表示がある、②効果・効能として「殺菌」、「消毒」の表示がある、③「有効成分」とその含

有量の表示があることで見分けることができます。 
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物品用の製品には、薬機法のように包括的に規制する法律はありません。「殺菌・消毒」という表示は、

薬機法でいう身体に対する効果・効能として使われていることから、物品用の製品では使うことができ

ず、一般的には「除菌」という表示が使われています。 

 

石けん・ハンドソープによる手洗い 

まず、石けんによる手洗いは万能

です。通常、特定のウイルスや細菌

などの殺菌・消毒をする際は、使わ

れる殺菌・消毒剤の有効性が問題に

なり、有効でないこともあり得ます。

しかし、手洗いは菌やウイルスを物

理的に洗い流す行為なのでどのよ

うな場合にも有効です。新型コロナ

に限らず、感染予防対策で一番先に

出てくるのは手洗いです。 

また、石けん自体や、ハンドソー

プによく配合されている除菌成分

が新型コロナに有効なことが検証

されたりしていますので２）、より効果的と言えるでしょう。 

手洗いの効果については、丁寧な手洗い（石けんやハンドソープで 10 秒もみ洗いした後、流水で 15

秒すすぐ）で手洗いなしの手に残存するウイルスを 1 万分の 1 まで減少させる効果があると言われてい

ます３）。 

一般に、手洗いなどに使われる化粧石けんには殺菌・消毒成分は含まれておらず、薬機法上は「化粧

品」に分類されます。これに対し、ハンドソープは洗浄成分の他に殺菌・消毒成分を含有し、「医薬部外

品」扱いとなっているものが多いようです。 

新型コロナウイルス感染予防の手洗い剤としては、どちらを使用してもかまいません。何を使うかよ

りも、指先、指の股、手のひら、手の甲、親指回り、手首と手全体を丁寧に洗い流すことが重要であり、

洗い方に留意するようにしましょう。また、手洗いの後で、更にアルコール除菌剤を使用する必要はあ

りません。 

 

消毒用エタノール 

新型コロナウイルス感染予防で手指の殺菌・消毒に使うにはエタノール濃度が大事であり、60～

95vol％の範囲が有効とされています。医薬品や医薬部外品の製品であればエタノール濃度は 76.9～

81.4vol％に規定されており、用途も手指の殺菌消毒用ですので最適です。 

医薬品や医薬部外品でない雑貨品扱いの製品でも使えるものがあります。新型コロナウイルス感染症

の流行に伴い、「消毒用エタノール」の供給が逼迫したことから、厚生労働省は代用できる高濃度エタノ

ール製品についての事務連絡を出しました４）。そこでは、エタノール濃度60～83vol%のものが使用可能

で、代替として用いられる高濃度エタノール製品は薬機法に規定する医薬品又は医薬部外品に該当せず、

その製造、販売等については同法による規制を受けない、「本製品は医薬品や医薬部外品ではありません

が、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です」といった内容を製品の表

示や広告等に記載して差し支えないとしています。ただし、臨時的・特例的な対応であり、使用者の責
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任において使用することになります。この雑貨品扱いの製品の場合、エタノール濃度の表示義務はなく、

濃度表示があるものもあればないものもあります。表示がない場合は、製造メーカーに直接問い合わせ

て確認するようにしてください。また、製品に「火気厳禁」の表示がある場合は、消防法の危険物に該

当するものであり、エタノール 60wt%（＝67.7vol％）以上含有することになりますので、「火気厳禁」

表示の有無を目安にしてもよいでしょう。 

「医薬品」、「医薬部外品」の表示がある場合も注意すべき点があります。例えば、先日、こんな質問

を受けました。 

 

「医薬部外品の表示のある、手指に擦り込んで使う手指消毒用のハンドジェル製品を購入した。 

表示を見ると成分表示にエタノールの記載はあるが、有効成分は塩化ベンザルコニウム 0.05％と 

なっている。これは新型コロナウイルスに有効と考えていいのか？」 

 

医薬部外品の殺菌・消毒剤としては、エタノールの他に塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、

グルコン酸クロルヘキシジン、ポピドンヨードの使用（それぞれの使用量も決められている）が認めら

れています。当該製品は有効成分として塩化ベンザルコニウムを含有し、その他の成分としてエタノー

ルを含有しているものと思われます。この場合、エタノール濃度は薬機法上 76.9～81.4vol％である必要

はありません。またエタノール濃度の表示義務もありません。新型コロナウイルス対策の手指の殺菌・

消毒ではエタノール以外は推奨されていませんので、表示だけからは効果の有無は判断できないという

ことになります。このような場合、有効性については製造メーカーに直接お尋ねになるとよいでしょう。 

 

【参考にした情報】 

1) 新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法（一覧）／経済産業省 

 (https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012-1.pdf) 

2) 新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価について最終報告をとりまとめました～物品

への消毒に活用できます～ ／独立行政法人製品評価技術基盤機構 消毒手法タスクフォース 

 (https://www.nite.go.jp/information/osirase20200626.html) 

3) 「Noroviruuの代替指標としてFeline Calicivirusを用いた手洗いによるウイルス除去効果の検討」、

森功次ら、感染症学会誌、第 80 巻、第 5 号 

4) 「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について（改訂その２）」、 

2020 年 4 月22 日、厚生労働省 

(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000624086.pdf) 
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ợ 『アクティビティノート』第２８９号（２０２１年３月発行）掲載 

新型コロナウイルスに有効な殺菌・消毒方法については、現在

までに分かっていることを経済産業省がパンフレットにまとめて

います１）。それを見ると、「手指の殺菌・消毒」に対しては①石け

ん・ハンドソープによる手洗い、②エタノール（60～95％）が有

効とされています。「身の回りの物品の除菌」に対しては①エタノ

ール（60～95％）、②熱水、③塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウ

ム 0.05％以上）、④家庭用洗剤等(新型コロナウイルスに対する有

効性が判明している 9 種類の界面活性剤を有効濃度含有するもの)、

⑤次亜塩素酸水（拭き掃除のとき＝有効塩素濃度 80ppm 以上。流

水で掛け流すとき＝有効塩素濃度35ppm 以上のもの）とされています。 

今回は、「身の回りの物品の除菌」のうち、塩素系漂白剤と次亜塩素酸水について解説します。 

 

塩素系漂白剤の主成分は「次亜塩素酸ナトリウム」、次亜塩素酸水の主成分は「次亜塩素酸」 

塩素系漂白剤、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸など同じような名前が出てきて分

かり難いという声がありますので、これらを整理したいと思います。 

「塩素系漂白剤」と「次亜塩素酸水」はある種の同じ特徴をもつ製品群の総称、製品カテゴリー名称

です。これら2 つは主成分が異なり、塩素系漂白剤の主成分は「次亜塩素酸ナトリウム」、一方、次亜塩

素酸水の主成分は「次亜塩素酸」です。つまり、製品を問題にする場合は「塩素系漂白剤」、「次亜塩素

酸水」を使い、成分を問題にする場合は「次亜塩素酸ナトリウム」、「次亜塩素酸」を使うことになりま

す。 
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次亜塩素酸と次亜塩素酸ナトリウムは異なる物質ですが、「酸」と「塩」の関係です。次亜塩素酸を水

酸化ナトリウムというアルカリで中和すると次亜塩素酸ナトリウムという塩になります。これらは水溶

液中では pH によって存在状態が変化します。基本的には酸性側では次亜塩素酸、アルカリ性側では次

亜塩素酸ナトリウムとして存在します(正確には次亜塩素酸ナトリウムは解離して次亜塩素酸イオンと

なっています)。 

次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸は、水溶液中では pH 次第でどちらにもなり得ますが、物質とし

ては全く異なるものです。塩素系漂白剤は次亜塩素酸ナトリウムを製品化したものであり、次亜塩素酸

水は次亜塩素酸を製品化したもので両者は異なる性質を有しています。 

 

塩素系漂白剤２） 

塩素系漂白剤は次亜塩素酸ナトリウムを主成分として 6％程度含有する製品ですが、その他に少量の

水酸化ナトリウムを含有しており、液性は pH13 以上の強いアルカリ性です。次亜塩素酸ナトリウムに

は強い酸化作用があり、この酸化作用により漂白、除菌などの効果が発現します。 

新型コロナウイルスに有効とされているのは有効塩素濃度 0.05％以上ですので、製品を 100 倍に希釈

して使用します。使い方は、液につけおきした布を絞り、対象物を拭きます。その後、必ず十分に水拭

きをして成分が残らないようにします。 

次亜塩素酸ナトリウムは経時的にゆっくりと分解し、製品の濃度は時間と共に低下します。このため、

購入して時間の経った古い塩素系漂白剤は濃度低下に注意する必要があります。製造メーカーによって

は購入後の経過時間に応じて使用量を加減することを推奨しています３）。 

購入後の経過時間 0.05％希釈液調整の目安 

購入から 3 ヶ月以内 水１L にキャップ 0.4 杯（10mL） 

購入から 1 年以内 水１L にキャップ 0.6 杯（15mL） 

購入から 3 年以内 水１L にキャップ 1 杯（25mL） 

塩素系漂白剤を安全に使用するための主な注意事項は、次の２つです。①製品の液性が高アルカリ性

で目や皮膚への腐食性があるため、皮膚に付けたり目に入れたりしないよう注意すること。特に製品原

液は濃度が濃いので注意が必要です。②「まぜるな危険」酸と混ぜると有害な塩素ガスが発生するので

酸性洗浄剤やお酢などの酸性物質を混ぜないように注意する。 

 塩素系漂白剤は基材への影響から、対象物として使えるものと使えないものがあります。例えば、

金属製品は腐食（錆）の恐れがあり使用できません。より、詳細には製品の注意表示をご参照ください。 

 

次亜塩素酸水４） 

次亜塩素酸水の液性は酸性で、次亜塩素酸に由来する強い酸化作用を持っており、強い除菌作用を有し

ます。出荷される野菜の洗浄等に用いられていますが、一定濃度以上の有効塩素濃度を有する次亜

塩素酸水が新型コロナウイルスの量を減少させることが独立行政法人 製品評価技術基盤機構（ＮＩ

ＴＥ）にて確認されました。 

次亜塩素酸水は製造方法として、塩化ナトリウムや塩酸を電気分解して製造する電解法と、次亜

塩素酸ナトリウムを酸で pH 調整して製造する混和法がありますが、どちらも新型コロナウイルス

に有効とされています。製品形態としては生成装置を購入し生成装置から次亜塩素酸水を直接供給

するものとスプレー容器などに次亜塩素酸水が充填された形のものがあり、新型コロナウイルスに

対して、前者は流水で掛け流して使用して 35ppm 以上で有効、後者は拭き掃除で使用して 80ppm

以上で有効とされています。 

使い方は、目に見える汚れをあらかじめ落とした上で、①拭き掃除には、有効塩素濃度 80ppm

以上の次亜塩素酸水を使い、十分な量の次亜塩素酸水で濡らすことで、②次亜塩素酸水の流水で掛

け流す場合は、有効塩素濃度 35ppm 以上のもので 20 秒以上掛け流すことでウイルスの量が減らせ
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るとされています。いずれの場合も、次亜塩素酸水が残らないよう、きれいな布やペーパーで拭き

取ります。 

汚れをあらかじめ落とすのは、次亜塩素酸の反応性が高く、対象面に汚れがあると、除菌効果を

発揮する前に次亜塩素酸が分解してしまうからです。また分解の影響を小さくするために、対象物

に対して十分な量を使用する必要があり、ヒタヒタに濡れる状態で拭き掃除したり、掛け流しなが

ら除菌したりする必要があります。 

次亜塩素酸水も酸と混ぜたり塩素系漂白剤と混ぜたりすると有害な塩素ガスが発生する恐れが

あり注意を要します（次亜塩素酸水は除菌剤であり洗浄剤ではないため「まぜるな危険」の表示は

ありませんが、液性が酸性になると塩素ガスが発生します）。また、次亜塩素酸水は手指の殺菌・

消毒には使用できません。次亜塩素酸水は新型コロナウイルス対策として、物品の除菌についての

有効性が認められていますが、手指の殺菌・消毒には推奨されていません。 

 

【参考にした情報】 

1) 新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法（一覧）／経済産業省 

 (https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012-1.pdf) 

2) 新型コロナウイルス対策「身のまわりを清潔にしましょう」／経済産業省、厚生労働省、消費者   

 庁 

(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf) 

3) 製品 Q＆A／花王株式会社 

(https://www.kao.com/jp/qa/detail/18916.html) 

4) 新型コロナウイルス対策｢次亜塩素酸水を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項｣／

経済産業省、厚生労働省、消費者庁 

(https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-4.pdf) 
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ợ 『アクティビティノート』第２９０号（２０２１年４月発行）掲載 

 

 

 

アスベストとは石綿とも言い、天然に産出する繊維状

の鉱物の集合体の総称で、鉱物学上はクリソタイル、ア

モサイト、クロシドライトなどの６種類ほどに分類され

ています。どれも、非常に細い繊維状結晶で、耐久性、

耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ安価なことから、

かつては建築材料、電気製品、自動車等、様々な用途に

使われていました。アスベストの粉塵は、目に見えない

ほど微細な繊維状（髪の毛の 5,000 分の 1 の太さ）で、

吸い込むとじん肺、悪性中皮腫、肺がんなどの健康被害

の原因となることが知られています。 

このため、1970 年代半ばから使用が規制されるよう

になり、これが段階的に強化され、2006 年 9 月には労

働安全衛生法の改正により、アスベストの含有量が重量の 0.1％を超える製品の製造・輸入・使用が禁止

されました。これにより、新たに使われることはなくなりました。 

今では使われていないアスベストですが、問題が全くない訳ではありません。ここでは、アスベストの

現状と今後の課題について解説します。 

 

アスベストは「静かな時限爆弾」 

アスベストによる疾病はどれもばく露から発症までの潜伏期間が長く、「静かな時限爆弾」と呼ばれる

ことがあります。 

肺が線維化してしまうじん肺の一つである石綿（アスベスト）肺の場合、職業上、アスベスト粉塵を 10

年以上吸入した労働者に起こるとされており、潜伏期間は 15～20 年です。アスベストによる肺がんは、

そのメカニズムは未だ十分に解明されていませんが、肺胞に取り込まれたアスベスト繊維の物理的刺激に

より発生すると考えられており、潜伏期間は 15～40 年です。臓器を取り囲む胸膜、腹膜、心膜等にでき

る悪性の腫瘍である悪性中皮腫は、潜伏期間 20～50 年です。アスベストを吸い込んだ量とこれらの疾病

の間には相関関係が認められており、健康被害は一般に、長期的に吸い込むような環境に身をおいた場合、

つまり仕事で扱っていた労働者で多く報告されています。どのくらいアスベストを吸い込んだら健康被害

が発生するのか気になる所ですが、短期間の低濃度ばく露の危険性については不明な点が多く、明らかに

されていません。 

 

古い建物にはアスベストが使用されている！ 

1970 年～1990 年にかけて年間約 30 万トンのアスベストが輸入されており、そのうち８割超が建材に

使用されたと言われています。使われ方としては、アスベスト含有吹き付け材、アスベスト保温材、アス

ベスト成型板等があります。アスベストは微細な粉塵を吸入することで健康被害を生じるものなので、使

われているだけで危険ということではありません。しかし、アスベスト含有吹き付け材は経時的な劣化で

粉塵を生じる可能性が指摘されています。アスベスト保温材、アスベスト成型板は経年劣化による飛散は

ありませんが、建物の改装・解体時に破壊されることで粉塵を生じる恐れがあります。今後は、アスベス

トが大量に輸入使用された 1970 年～1990 年頃に建てられた建築物が老朽化に伴う建て替えの時期に来

ていることから注意が必要です。 

建築物の解体や増改築時のアスベスト含有製品の扱いについては、建築基準法、大気汚染防止法、建設

リサイクル法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、石綿障害予防規則等で、飛散しやすさのレベルに応

じて規制があり、それぞれ適切な処理を行なうことが求められています。また事前に届出が必要な場合も
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あります。一般家庭では、築年数や工事の規模・内容にもよりますが、アスベスト飛散レベルは比較的低

いと思われますが、それでも思わぬ事故を起こさぬよう、充分な注意が必要です。 

 

ベビーパウダーへのアスベストの混入について 

当センターへの問い合わせで、ベビーパウダーへのアスベストの混入について聞かれることがあります。

「ベビーパウダーにはアスベストが含有されていると聞いたのだが、使用により健康被害に遭うようなこ

とはないか？」といったものです。 

ベビーパウダーへのアスベストの混入については、1985 年から1986 年頃にベビーパウダーの原料に使

用されていたタルクの不純物として、アスベストが混入した製品があることが指摘されました。タルクは

天然の鉱物である滑石を粉砕したものですが、鉱脈にアスベストが混入することがあり、意図的に配合し

ていなくても、管理をしっかりとしないとアスベストが検出されることがあるのです。これを受けて厚生

労働省はベビーパウダーに使われるタルクの品質に関する通達を出して、アスベストの含有について規制

値を設けました。1987 年の通達では 1％以下とされていましたが、2006 年の労働安全衛生法の改正に伴

い 0.1％以下に強化されています。 

（http://www.tokyo-eiken.go.jp/files/k_yakuji/i-sinsa/cosmetics/tsuuchi/200610161016002.pdf） 

これにより、その後の製品には実質的にアスベストの使用はなくなりました。  

 

珪藻土バスマットからアスベストが検出！ 

2020 年末に珪藻土バスマットからアスベストが検出され、製造メーカーが自主回収するという騒ぎに

なりました。タルクの場合と違い、アスベストは火成岩、珪藻土は堆積岩と生成するメカニズムが違いま

すので、珪藻土そのものへのアスベストの混入は考えにくく、どこでどのように混入したかは調査中で未

だ明らかになっていません。 

今のところ、これらの製品による健康被害の報告はなく、自主回収となったのは、アスベストの含有量

が 0.1％を超える製品の製造・輸入が禁止されていることに対する対応と考えられます。厚生労働省も「固

形のバスマットについては、通常の使い方で使用している限りは石綿（アスベスト）が飛散するおそれは

なく、健康上の問題を生じさせるおそれはありません。しかしながら、削ったり割ったりした場合など破

損したときには飛散するおそれがありますので、破損しないようにお願いします」とのコメントを出して

います（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15817.html）。 

もし手元にある場合、過度に心配する必要はありませんが、取扱いに注意し、回収の指示に従って対応

するようにしてください。 

 

化学物質は製造、使用、廃棄のプロセスで適切な管理が必要ですが、アスベストは有害性が高く、取扱

いを間違うと重篤な健康被害に繋がります。このため、かつては大量に使われていましたが、現在は使わ

れなくなっています。しかし、未だに身の回りにはアスベストが使われている製品は存在します。アスベ

ストの性質を理解して適切に対処するようにしましょう。

http://www.tokyo-eiken.go.jp/files/k_yakuji/i-sinsa/cosmetics/tsuuchi/200610161016002.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15817.html
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４． ６ 「コラム」 

◇『アクティビティノート』第２７９号（２０２０年５月発行）掲載 

同じ様な用途で使う製品でも品名表示が異なる場合があります。同じメ

ーカーが品名表示の違う複数の製品を出している場合もあり、どのような

基準か気になります。品名表示には、「名は体を表す」で、その製品の持つ

特徴が表現されています。製品を上手に選び使いこなすうえで、知ってい

て損はありませんので、ここでレビューしてみましょう。 

 

洗剤と洗浄剤 

洗剤と洗浄剤の違いは家庭用品品質表示法で規定されています。家庭用

品品質表示法では、洗浄の主な作用が界面活性剤によるものを「洗剤」と

呼び、それ以外の酸やアルカリ、酸化剤等の化学作用によるものを「洗浄

剤」としています。また、この時「洗剤」は衣料用、食器台所用、住居用の用途の洗浄に供されるものを

指し、化粧石けん、シャンプー等は「身体洗浄料」として別に区別されています。 

ポイントは、洗浄作用が主に何に由来するかによる分類であるということです。洗浄剤は酸やアルカリ、

次亜塩素酸ナトリウムなどの酸化剤が主体ですので、一般に洗浄力は高いが、皮膚や眼に対する刺激性・

損傷性があったり、洗う対象物の素材によっては基材損傷性があったりしますので注意を要します。洗剤

は界面活性剤が主体ですが、さらに洗浄力を高めるために、補助的に酸やアルカリ剤などが使われること

があります。つまりアルカリ性の洗剤や酸性の洗剤もあり得るということです。 

 

芳香剤と消臭剤 

これはもう読んで字のごとくで、芳香剤は空間に芳香を付与するもの、消臭剤は臭気を除去または緩和

するものと定義されています。しかし、ややこしいのは、消臭剤にも香りが付いた製品があることです。 

一般に、消臭には化学的消臭、物理的消臭、生物的消臭、そして感覚的消臭の４つの方法が知られてい

ます。消臭剤は用途や対象とする臭気物質によって、これらの消臭方法を組み合わせて製品設計が行われ

ています。感覚的消臭は香料や精油などの芳香作用を利用した方法ですので、感覚的消臭を組み込んだ消

臭剤には香りがあるということになります。 

 

リンス、コンディショナー、トリートメント 

これらに明確な定義はありません。しかし一般的には、リンスとコンディショナーはどちらも、主に髪

の表面をなめらかにするものです。髪のすべりをよくすることで、キューティクルの傷みを防ぎ、パサつ

きにくくします。リンスとコンディショナーには内容的に違いはなく、言い方だけが違うものと考えてよ

さそうです。 

一方、トリートメントは髪の内部に成分を浸透させて、髪の状態を整える、髪の傷みをケア・補修した

り、髪の質感をコントロールしたりするなどの機能があります。リンス･コンディショナーの機能を併せ

持つタイプがほとんどなので、シャンプーの後はトリートメントだけでも十分な仕上がりが得られます。 

これらのヘアケア製品は、メーカーによって様々な特徴を持つ製品が開発されていますので、製品情報

をよく確認してからお使いになるとよいでしょう。 

 

洗口剤と液体歯磨き 

洗口液と液体歯磨きに内容（成分）的な違いはありません。ともに液体剤型の製品で、使用方法が歯ブ

ラシによるブラッシングを行うかどうかの点が異なります。洗口液は歯ブラシを使わずに、適量、口に含

んですすぐことにより、主に口臭の防止や口中の浄化をするものです。液体歯磨きは適量を口に含み、ブ
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ラッシングをする、あるいは適量を口に含み吐き出した後、ブラッシングをすることにより、口臭、むし

歯の予防に加え、歯周病などの口腔疾患の予防をするものです。また、液体歯磨きはチューブ入りの練り

ハミガキと違い、細かい粒子状の清掃剤（研磨剤）を含んでいません。どちらも、使用後に水ですすぐ必

要はありません。むしろ、水ですすがない方がより効果的です。ただし、洗口液や液体歯磨き剤を吐き出

した後、違和感や刺激感などが気になる場合は、水で軽くすすぐとよいでしょう。 

 

いずれの場合も品名表示で確認できます。さらに詳細な製品情報を知りたい場合は、製造メーカーのウ

ェブページやお客様相談室等へ問い合わせるとよいでしょう。 
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◇『アクティビティノート』第２８０号（２０２０年６月発行）掲載 

 

「シャボン玉飛んだ 屋根まで飛んだ 屋根まで飛んで  

 こわれて消えた････」 

 誰もが知っている、童謡『シャボン玉』の歌詞。子

どもの頃に、シャボン玉遊びに夢中になった経験のある

人も多いのではないでしょうか。 

シャボン玉は、石けんや洗剤を溶かしただけで簡単に

作ることができます。上手に作れば、長い時間空中をさ

まよい、虹のような彩光を見せてくれます。でも、どう

してシャボン玉は出来るのでしょうか、また虹のような

彩光が現れるのは何故でしょうか。 

 

シャボン玉が出来る訳 

洗剤の主成分は“界面活性剤”です。石けんも界面活性剤の一種です。空気と水、水と油など、異なる

相が接触している境界面を“界面”と言いますが、界面活性剤には界面に集まって界面の性質を変える働

きがあります。界面を活性化するから界面活性剤という訳です。なぜ、そのような性質があるかというと、

その秘密は界面活性剤の分子の形にあります。界面活性剤はマッチ棒の様な形をしており（下図参照）、

丸い部分は親水基といって水に馴染みやすい性質を持っています。一方、棒状の部分は親油基といって水

に馴染みにくく、油に馴染みやすい性質があります。一つの分子の中に正反対の性質のパーツを持ってい

ることがポイントです。 
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このため、界面活性剤分子は、例えば気／液界面では親水基を水側に、親油基を空気側に向けてきれ

いに並びます。並んだ結果何が起こるかというと、一つは水の表面張力を小さくします。 

液体には、その表面をできるだけ小さくしようとする力が働いており、これを表面張力と言います。

水の表面張力はとても大きく、水だけだと、水の分子と分子とが強く引っ張り合って水滴になってしま

います。石けんなどの界面活性剤は水の表面張力を抑える働きがあるので、少しの力で水の表面積を広

げることができ、薄い膜になって空気を抱き込むことができるようになるのです。 

もう一つは、シャボン玉の膜に強度を与えていることです。前頁のシャボン玉のモデル図に示したよ

うに、シャボン玉の膜は、巻き込まれた空気と水の界面、外の空気と水の界面それぞれに界面活性剤分

子が膜状に並び、間に水を挟み込んだ形をしています。隣り合う界面活性剤の分子と分子は、互いに適

度な強さで引っ張り合っています。また、石けんなどはアニオン界面活性剤といって、親水基に－電荷

を持っています。そのため、内側の膜と外側の膜の間には反発力が働いています。このように界面活性

剤分子は隣同士で引っ張り合い、向かい合わせでは反発しあうことで、シャボン玉の構造を保ち壊れる

のを防いでいるのです。 

 

シャボン玉の彩光 

シャボン玉のこの薄い膜をもう少し細かく観察してみましょう。

その厚さは、できたての時は比較的厚く、色が見えるようになった

時には、約 2,000nm、約 1/500mm という超薄膜。しかもそれは、

時間とともにどんどん薄くなって、最後には 5nm、約1/200,000mm

という薄さになってしまいます。このようにシャボン玉の膜はたい

へんに薄く、しかも、それが刻々さらに薄くなっていくので、光が

当たると、各波長によって異なった屈折率の反射を示し、美しい虹

模様をつくるのです。 

シャボン玉をつくって、ある一点だけをジッと見ていると、初め

は無色だったのが、やがて赤色が現れ、次に青、さらに、赤、青、

赤、青と変化したのち、赤、緑、赤、黄、緑、青、紫と多彩になっ

てきます。どの箇所もみな、このような色の変化をしています。た

だ、こうした変化は、上の方から始まってだんだん下の方に及んで

行きますので、シャボン玉全体としては、虹の色がつぎつぎと動き

ながら変化しているように見えます。 

壊さないように、そっと保持していると、やがて虹の変化も終わって、頂点のところにポツンと黒い点

がみられるようになります。これは、膜が光の波長よりもずっと薄くなってしまって反射光の強度が弱く

なるからです。可視光線の波長は380nm から 810nm ですが、シャボン玉は、極端な場合、5nm まで薄

くなるのですから･････。 

この黒点は、一見、シャボン玉に穴があいたのかと見間違えますが、やがて、黒点は次第に下方にも広

がり、もし上手に壊さないようで保持しつづければ、全体が真っ黒い玉になってしまいます。 

 

美しくも儚いシャボン玉。その秘密を知れば、大人になっても、シャボン玉遊びを楽しめるかもしれま

せんね。 
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◇『アクティビティノート』第２８１号（２０２０年７月発行）掲載 

 

 

 

 

６月は「水無月」とも言います。由来は諸説あるようですが、『水無月の「無」という文字は、名詞と

名詞を繋ぐための助詞「連体助詞」であり、「無」は「の」という意味になることから、水無月は本来「水

の月」という意味である』という説が有力のようです。 

元々は旧暦の６月を表す言葉でしたので、６月下旬～８月上旬に当たり、丁度今頃になります。そこで、

今月は化学の目で見た「水の七不思議」を採り上げてみたいと思います。 

 

その１；蒸気にも氷にもなり易い 

私たちは、普段、あまりに水に馴染みすぎているために、その不

思議さにほとんど気付かずにいます。例えば、摂氏0 度になれば氷

になり、摂氏100 度になれば沸騰するということにしても、日常の

生活ではごく当たり前ですが、よく考えてみると、たいへん不思議

です。 

日常生活の中で体験する温度変化だけで、このように固体、液体、

気体の三相に変化する物質はほかにはほとんどありません。むろん、

ほとんどの物質は、固体、液体、気体の三つの状態に変えられます

が、それには、例えば鉄を液体にするには摂氏 1,500 度という高温

が必要であるように、また、酸素を液体にするには零下 180 度とい

う低温が必要であるように、極端な温度や圧力を要します。 

水は、このように比較的簡単に、固体、液体、気体に変化するおかげで、雨や雪が降る、霧が出るなど

の自然現象が容易に営まれますし、また、そうした天然現象のおかげですべての生命も維持されていると

いうことになります。もし水がなかなか気化せず、また反対に凍らなかったら、多分、地球の様子はいま

と全く違ったものになっているでしょう。 

 

その２；氷になると体積が増える 

氷が水に浮くのも不思議な現象です。水に浮くのは、水より比重が小さいからですが、では、なぜそう

なるのでしょう？ 

普通、ほとんどの物質は、熱を加えると膨張し、冷やすと収縮します。水もまた摂氏 4 度以上に関する

限りその通りです。ところが、4 度以下になると、全く逆の様相を呈します。4 度以下に水温を下げるに

したがって、少しずつ膨張し、零度になって氷になったとたんに、一挙に一割も体積が増えます。これは、

氷になったとき、分子と分子の間に隙間ができるからですが、何故、そうした隙間ができるのかは、水の

不思議の一つとされています。 

そのために、冬、水道管が破裂したりしますが、そうした小事に較べると、もっと大きな恩恵を受けて

います。とうのは、もし氷が水より重かったら、海や湖でできた氷は底に沈んでしまっていつまでも融け

ず、地球全体が底冷えして多くの生命が絶たれてしまうからです。 

 

その３；零下30 度で凍らない水 

摂氏零度になっても凍らない水があります。例えば、寒天は 98％が水で、摂氏零度になると固まりま

すが、よく調べてみると凍ってない水があることがわかります。このように零度以下になっても凍らない

水を結合水といいます。 

結合水に対して、零度になると氷になる水を自由水といいます。つまり、自由に動き回っている水は零
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度になると凍るけれども、なにかほかの物にくっついていて自由には動き回れない水は零度以下になって

も凍らないということになります。 

生命体も蛋白質のまわりに結合水を持っています。この結合水は、生命を守るうえでたいへん重要な役

割を果たしています。その証拠に、脱水状態になっても自由水だけ取られているあいだはかなり耐えられ

ますが、結合水を取られるといっぺんに参ってしまいます。 

寒さに強い植物は概して結合水の割合が多いようです。 

 

その４；なぜ植物は水を吸えるか 

水は低きに流れるといいます。しかし、よくみると、その反対の現象もあります。例えば植物。明らか

に水は下から上へと昇って行きます。なぜでしょう？ 

根や茎の隙間が毛管現象を起こしやすくしているのではないかという解釈がありました。しかし、それ

にしては植物体の中の導管は太すぎますし、だいいち導管の先端が開いてないと毛管現象は起きませんか

ら、これだけでは充分説明がつきません。そこで、根圧によるのではないかという解釈もなされるように

なりました。根のところにある圧力がポンプの役割をして水を押し上げているという考え方です。しかし、

根圧の強さから考えると、何十メートルもの高さまで水を押し上げることはできません。やはり、これだ

けでも説明しつくさない何かがあります。蒸散説というものもがあります。葉が水分を蒸散するにつれて、

水が引っ張り上げられるという考えです。また、細胞間の浸透圧の差によるのではないかという説もあり

ます。 

このようにいろいろな解釈はされていますが、実際には、これら種々の要因が一緒に働いて水が高い木

に上っていくと考えられています。 

 

その５；水ほど溶かす液体はない 

植物が生きているのは、こうした水を吸い上げるという不思議な現象のおかげです。しかも、この水は

土の中にあるいろいろな栄養素を抱きかかえて植物の中へ入って行きます。何でもないことのようにみえ

ますが、この「物を溶かす」という性質は、たいへん大事です。 

水ほど多くの物をよく溶かす液体はほかにありません。水はほとんどの物を溶かします。確かに油は水

になじみにくく、コップの中などでは水の層と分かれますが、分量さえ多くなれば油でも溶かしてしまい

ます。のみならず、鉄やアルミなどの金属まで溶かしてしまいます 

そのおかげで、雨粒が雨雲を離れて地上に落ちてくるあいだに空気中のいろいろな物質を溶かして空気

をきれいにしてくれます。また、川の水は地表のいろいろな物質を溶かして流します。そのおかげで、生

物は水の中から栄養が採りやすくなっています。そして、雨水と川水が溶かしてきた種々の物質を海に運

んでくれます。海にはあらゆる物質が溶けこんでおり、事実、海水の化学組成を調べてみますと、天然に

存在するすべての元素が検出されます。 

海は栄養の宝庫といわれ、太古に生命が海の中で誕生したのは、水がこのようにほとんどのものを溶か

す性質を持っているからです。なぜ、これほど溶かす性質があるのかも不思議です。 

 

その６；熱容量が大きいおかげで 

水はまた、体温調整のうえで重要な働きをしています。動物の体の６～７割は水分ですが、もし、水以

外の液体であったとすると、気温の変化によって体温が著しく変動するということになってしまいます。

なぜ、水だとそうならないのでしょう？ それは、水は熱を蓄える力（熱容量）がほかの液体に較べてた

いへん大きいからです。熱容量が大きいと、加熱したときゆっくりと温度が上昇し、冷えるときもゆっく

り下降するということになります。 

例えば、1 カロリーの熱で、水 1g は 1 度しか上昇しませんが、油ですと 2 度、ほかの液体だと 5 度も

上昇するものもあります。その限りでは、燃料費を食う液体ということになりますが、その代わり冷めに

くいという利点があります。 

そして、もっと大きな利点が、気温の変化に動かされにくいということです。どんな寒いときでも体温

を一定に保てるのは、水の熱容量が大きいということも一因です。また、暑いとき汗が気化することによ
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って皮膚表面から熱を奪ってくれます。水は水蒸気が水になる時と水が氷になる時には熱を放出し、その

反対に、氷が水になる時と水が水蒸気になる時には熱を奪います。汗が蒸発する時もその原理で熱を奪い

ます。このように、水は熱容量が大きいおかげで、日本列島は砂漠の多い地域や水の少ない大陸と違って、

昼と夜の温度差が小さく、暮らしやすくなっています。 

 

その７；沢山あるのに不足する 

私たちの体は約 60％が水であり、水は生きていくうえで欠かせません。

一方、地球は『水の惑星』と呼ばれており、地球上にある水の総量は約14

億 km3に及ぶと言われています。「地球が、水が豊富な惑星でよかったぁ」

と思うと大違いです。 

地球上にある水の約 97.5％は海水などで、淡水は約 2.5％しかありませ

ん。しかも、この淡水の大部分は、南極、北極などの氷や氷河として存在

しており、さらに、残りの淡水のほとんども深いところにある利用しにく

い地下水です。私たちが容易に利用できる水の量は、地球上にある水の量

のわずか0.01〜0.02％程度にすぎないといわれています。 

地球の人口は産業革命以降、爆発的に増えています。その結果、一人あたりが使える川や湖の水の量は

相対的に少なくなってきています。また生活の変化により、一人一人が使用する水の量は、逆に増えてき

ているのです。  

更に、水質の問題があります。水質汚染が進むと、水処理に手間とコストがかかり容易に利用できる水

はさらに減少してしまいます。 

 

日本では、モノが無尽蔵にあるかの如くどんどん消費する様を“湯水のごとく”と表現しますが、もう、

そんなことは言っていられない時代に来ています。私たちは正に、水の恩恵を受けて“生かされている”

存在なのです。 
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◇『アクティビティノート』第２８２号（２０２０年８月発行）掲載 

 

 

 

水の中で魚はどのようにして呼吸をしているので

しょうか。魚は、吸った水をそのまま体内に取り込ん

でいるのではなく、溶けている酸素だけを取り入れて

いるのです。つまり、水中で呼吸をしているのであっ

て、その仕組みは、陸上の動物と同じです。エラのと

ころで水を吐き出すと同時に、体内で発生した炭酸ガ

スを酸素と入れ替えて体外に放出しています。 

見ただけではまったくわかりませんが、水はその中

に様々な気体を溶かしこんでいます。一般に、砂糖な

どの水に溶ける固体物質は、水の温度が高いほどよく

溶けます。しかし、気体はこれとは逆で、低温ほどよ

く溶け高温では溶けにくくなります。 

鍋に水を入れて火にかけると、やがて鍋の側面に細かい気泡がたくさん付着してきます。これは、水温

が上昇することで、溶け切らなくなった気体が気泡となって出てきたものです。このような現象から、水

に気体が溶けていることを実感できます。 

水に溶けた酸素は、魚などの水中で生育する生物には欠かせないものです。もし、水が酸素などの気体

を全く溶かさなかったら、魚は生きていくことができず、私たちは二度と魚を食べることができなくなり

ます。お寿司も、鰻の蒲焼も、さんまの塩焼きも食べられないなんて寂しすぎます･･･。というか、生物

の起源が海にあることを考えると、そもそも私たちは存在していませんよね。 

 

では、どのような気体が水に溶けやすいのか見てみましょう。20℃における酸素の溶解度は 0.031cm３

/ cm３であるのに対し、二酸化炭素（炭酸ガス）は0.88 cm３/ cm３。体積比でみると、酸素は水の体積に対

し 1/30 程度しか溶けないのに対し、炭酸ガスはほぼ同体積が溶けてしまいます。炭酸ガスは圧倒的に溶

けやすいと言えるでしょう。 

では水に溶けた炭酸ガスの恩恵としては何があるでしょうか。個人的に、まず思い浮かぶのはビールで

す。ビールには、発酵時に出る炭酸ガスがたくさん含まれています。ビールののど越しの爽快感は、何と

いっても炭酸ガスに由来するところが大きいように思われます。また、ビールの白い泡は、ビールの蛋白

質、炭水化物、ホップ樹脂などが炭酸ガスの気泡を取り込んだものですが、泡が蓋になり空気中に逃げ出

すのを防いでいます。苦味成分を吸着させるという働きもあるようです。ほどよくクリーミーな泡は、な

めらかな口当たりにつながります。ビールと泡の最適比率は、ビール：泡＝7：3 と言われていますが、

炭酸ガスはその魅力に寄与していると言えそうです。 

 

日本人がこよなく愛するものの一つに温泉があります。温泉には様々な泉がありますが、その中に二酸

化炭素泉と言って炭酸ガスを多く含む温泉があります。効用としては、きりきず、末梢循環障害、冷え性、

自律神経不安定症等に効果があるとされており、入浴すると全身に炭酸の泡が付着して爽快感があるのが

特徴です。火山活動が活発で泉温が高い日本では、高濃度に炭酸ガスを含む泉質は珍しい部類に入ります

が、泉温の低いドイツなどには、高濃度の炭酸泉が多く湧き出しており、伝統的医療として古くから人々

に広く親しまれてきました。ドイツの「バーデンバーデン」は特に有名で、温泉治療を目的に世界中から

多くの人々が訪れます。 

 

温泉にまで出向かなくても、家庭で二酸化炭素泉が楽しめるという薬用入浴剤が売られています。湯に
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溶けた炭酸ガスの働きで、全身の血行が促進され体が温まり、冷え性や肩こりによく、疲労回復効果が期

待できる優れものです。 

「水は様々な気体を溶かす」このことにより、知らず知らずのうちに私たちは大きな恩恵を受けている

ようです。さあ、早く家に帰って入浴剤を入れたお風呂にゆっくりと浸かって、ふろ上がりに刺身を肴に

冷えたビールをキューっと一杯。さっそく恩恵にあずかりたいと思います。 
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◇『アクティビティノート』第２８３号（２０２０年９月発行）掲載 

化学製品ＰＬ相談センターは製造物責任（ＰＬ）法の施行に合わせて、1995 年に、主に製造物責任が

関連した製品事故の相談窓口として開設されました。“ＰＬ相談センター”と名乗っていますので、製品

事故に関連した相談だけでなく、ＰＬ法の解釈に関連した問い合わせを受けることがあります。主に事

業者からのもので、内容は多岐にわたります。 

ＰＬ法は、民法上の不法行為の特別法として制定されたもので、６ヶ条から成っています。法律とい

うと事細かく物事が決められているイメージがありますが、初めて目にすると「えっ、これだけ」と思

ってしまうかも知れません。それだけに、条文を構成している言葉や文章を正しく理解しないとうまく

対応することができません。問い合わせも理解が不十分であったり、思い込みから誤解されているもの

が散見されます。本コラムでは、ＰＬ法を正しく理解して頂くために、シリーズでよくある質問を取り

上げ、その答えと若干の解説を加えていきたいと思います。 

  

右図に 2015 年 4 月～2020 年 7 月

に寄せられたＰＬ法に関連した相談

の内訳を示しました。5 年4 ヶ月で計

34 件ほど寄せられており、平均する

と 6～7 件／年となります。 

最も相談数の多い、「製造業者等

（定義）」は自社が製造物責任を問わ

れる対象に該当するか否かの問い合

わせで、ＰＬ法における“製造業者等”

がどう定義されているかに関連しま

す。２番目に多いのは「表示」に関連

したもので、ＰＬ法対策として、製品

表示についての問い合わせです。３番

目に多いのは「製造物責任」に関連し

たもので、自社の事業内容や顧客とのトラブルに関連して、製造物責任があるかどうかの判断を求めて

きているものです。 

以上で計 82.4％となり、多くはこの３つに集中していることが分かります。次号以降に、それぞれ具

体的な問い合わせ事例を挙げて、詳細に説明して行きたいと思います。 

尚、消費者庁がウェブ上で「製造物責任(ＰＬ)法の逐条解説」を公開していますので、併せてご参照く

ださい。 

(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/
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◇『アクティビティノート』第２８４号（２０２０年１０月発行）掲載 

当センターに寄せられる製造物責任（ＰＬ）法関連の問い合わせで最も相談数が多いのは、自社が製

造物責任を問われる対象に該当するか否かの問い合わせです。 

ＰＬ法で”製造業者等“がどのように定義されているか見てみましょう。第２条は「定義」になって

いて、その第３項に、“製造物等”とは何ぞや、が記載されています。 

一に「当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者」とあります。製造、加工はわかりますが、

輸入した者も製造業者に含まれるとは意外です。当センターにも商社等の輸入業者から、 

 

「ある製品（または原材料）を海外のメーカーから輸入して国内の製造業者に販売しているのだが、 

扱っている製品（または原材料）に欠陥があって、販売先で事故が発生した場合、弊社は製造物 

責任を問われることがあるのか？」 

 

といった問い合わせが多く寄せられます。 

そう決められているとは言え、輸入業者は製造、加工には関与しておらず、扱っている製造物は海外

の事業者が製造、加工したものです。なぜなのか釈然としませんよね。実はちゃんと理由があるのです。 

 

①輸入業者は、製品欠陥の創出に直接関与するものではありませんが、欠陥による製品事故で損害が発

生した場合、その製品を国内の市場に供給することにより国内に当該危険物を持ち込んだとみなすこ

とができる。 

②輸入業者に製造物責任を認めないと、損害を被った消費者が直接、海外の製造業者に責任追及するこ

とになるが、海外の製造業者を相手に交渉をしたり、裁判を起こしたりすることは現実的に困難であ

り消費者保護が図れなくなる。 

③輸入業者に製造物責任を認めても、輸入の際の契約で海外の製造業者や販売業者に対する求償権を確

保しておけば、輸入業者自身が最終的な損害賠償の負担者にはならない。 

 

理由を知れば「なるほど」と納得できますよね。 

③はＰＬ対策としても重要になってきます。求償権が確保されていれば、海外の製造業者に 100％責

任がある場合は全額求償できます。しかし、輸入業者の保管上の不備が関与した場合などは、欠陥を生
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じさせた責任割合に応じた分しか求償できません。そこで、きちんとした製品管理体制を整備すること

が必要です。また、そもそも欠陥製品を国内で販売することがないように十分な検査体制を確立してお

くことも大事になってきます。さらに、海外の製造業者の支払い能力を確保するために、海外の事業者

にＰＬ保険に加入させておくことも必要でしょう。 

 

二は「表示製造業者」と呼ばれているものです。条文を読んでもピンとこないと思いますので、具体

的な例で説明したいと思います。 

ＯＥＭ（Original Equipment Manufacturing）と呼ばれる製造形態があります。日本語では「相手先

ブランド製造」と訳されています。ＯＥＭで実際に製造を行う事業者は発注元企業から製品の製造を受

託し、指定の仕様や数量で生産、納品します。製造委託した事業者は製品の供給を受け、自社のブラン

ドや製品名、型番などで販売する、というものです。実際に製造を行う製造業者をＯＥＭ元、ＯＥＭ元

に製造委託し製品の供給を受ける事業者をＯＥＭ先といいます。このＯＥＭ先に当たる事業者が正に「表

示製造業者」に該当します。 

発注元が大手スーパーなどの小売業などの場合は「プライベートブランド」（ＰＢ）とも呼ばれますが、

この場合も、実際の製造業者名を出さずに大手スーパー名または大手スーパーのブランドとして販売さ

れており、大手スーパーが「表示製造業者」に該当します。 

１００円ショップで売られている製品の中にも、１００円ショップの名前またはブランドで売られて

いる製品があり、これらは企画から発注を１００円ショップが行い、中小の事業者に製造を委託して供

給を受けています。このような場合も１００円ショップは「表示製造業者」に該当します。 

大手スーパーや１００円ショップなどの販売業者は一般的には製造物責任を負うことはありませんが、

「表示製造業者」に該当する場合には製造物責任が生じますので注意を要します。 

また、これらのケースでは、実際の製造業者と表示製造業者の両者に製造物責任が発生します。 

消費者は、その表示されている会社名やブランド名を見て、製品の品質や安全性を信頼し、これを購

入します。このため、表示製造業者は実際の製造業者と同様の責任を負うとされているのです。 

 

三は「実質的製造業者」と呼ばれているものです。 

具体的な製造、販売の形態等により個別的に判断されるもので分かり難いのですが、製品に「総販売

元」、「販売者」として氏名を表示した場合に、諸般の事情から判断して、製品の設計・製造に係わって

いると認められる表示であれば「実質的製造業者」に該当するとされています。 

また、医薬品で「製造元Ａ製薬、販売元Ｂ製薬」とう表示をした場合、Ｂ製薬は製造を行っておらず

販売元ですが、同じ製薬会社であることから消費者が製造元と誤認する危険があり、この様な場合Ｂ製

薬は「実質的製造業者」に該当するとされます。 

 

事業者から見れば、自社に製造物責任が及ぶ可能性があるか否かを知っておくことは大事なことです。

“転ばぬ先の杖”として、製品事故防止に努めると共に、ＰＬ対策を講じておく必要があるでしょう。 
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◇『アクティビティノート』第２８５号（２０２０年１１月発行）掲載 

部品メーカーや原材料メーカー（以後、部品メーカー等と略す）

から製造物責任（ＰＬ）法の解釈に関する問い合わせを受けるこ

とがあります。多くは次のようなものです。 

 

弊社は最終製品に組み込まれる部品を製造するメーカーである。 

弊社の部品が使用されている最終製品に欠陥が生じ、その欠陥 

が原因で製品事故が生じ、最終製品のユーザーが被害を被った 

場合、弊社も製造物責任法（ＰＬ法）に基づき、製造物責任が 

問われるのか。 

 

消費者向け製品などの場合、そこに使われている部品や原材料を作っている事業者にしてみれば、最

終製品の設計や製造には直接タッチしておらず、最終製品のユーザーである一般消費者の元で生じた製

品事故の責任まで負う必要があるのかという思いがあるようです。 

ＰＬ法で言う“製造物”とは、製造又は加工された動産と定義されており、部品メーカー等が扱って

いる製品もほとんどの場合、“製造物”に該当します。従って製品たる部品や原材料に欠陥があれば、そ

れが最終製品でなくともＰＬ責任が発生します。 

納入先の完成品メーカーに損害が発生した場合は、当然のことながら、完成品メーカーに対するＰＬ

責任が生じます。ここで気を付けていただきたいのは損害の内容です。製造物責任は、人の生命、身体

又は財産の損害、いわゆる拡大被害に対するものであり、製造物自体の損害は含まれません。部品メー

カー等と完成品メーカーの間でよく問題になる品質問題は、拡大被害がなければＰＬ法の対象外という

ことです。 

では、上記の問い合わせのように、完成品である最終製品のユーザーに損害が発生した場合はどうで

しょうか。この場合、その原因が最終製品に使われた部品や原材料の欠陥に由来する場合は、部品メー

カー等にも製造物責任が生じます。 

この様な場合、完成品メーカーにＰＬ責任はないのかというと、そうではありません。完成品メーカ

ーは、たとえ、他のメーカーが製造した原材料や部品の欠陥が原因であっても、このような欠陥のある

原材料や部品によって製品が製造された以上、それは完成品そのものの欠陥ですので、製造物責任を免

れることはできません。 

 

部品メーカー等と完成品メーカーの責任の関係は不真正連帯債務 

部品メーカー等と完成品メーカーの責任の関係は不真正連帯債務と呼ばれています。不真正連帯債務

では、被害者に対して、各自が全額の損害賠償義務を発生します。被害者は、加害者のうち誰に対して

も損害賠償を請求することができますので、資力があり支払能力のある業者に全額請求することもでき

ますし、損害額の一部をある業者に、残りを別の業者に請求することもできます。そして請求された業

者は、被害者に対しては全額の支払いをしなくてはなりません。被害者に対して完成品メーカーまたは
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部品メーカー等のいずれかが損害賠償を行った場合、自己の責任の割合を超えて負担した部分について

は他社に対して求償することができます。これにより、最終的には、完成品メーカーと部品メーカー等

の責任の割合に応じて損害賠償が行われることになります。 

 

部品製造業者の抗弁 

原材料メーカー等の立場で言うと、最終製品のユーザーである一般消費者の元で生じた製品事故の原

因が原材料や部品の欠陥にあると言われても、そもそも、最終製品の設計や製造には直接タッチしてお

らず、欠陥とは認識していなかったということもあるでしょう。 

ＰＬ法では免責事由として、下記の「部品製造業者の抗弁」が認められています。 

「当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他

の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたこと

につき過失がないこと」を証明した場合はＰＬ責任を問われないとするものです。 

部品メーカー等は、その多くが完成品メーカーの下請の中小企業で、完成品メーカーの設計上の指示

に従って製造せざるを得ず、また、当該部品や原材料が組み込まれる完成品全体についての知識をもっ

ていないことなどから、完成品メーカーと同様の責任を負わせることは必ずしも公平とはいえません。

そこで、「部品製造業者の抗弁」が認められているということです。 

 

製品事故が起こった際は、被害者への対応、製品事故の原因究明と迅速に動かないといけないことは

言うまでもありません。部品や原材料に原因があった場合は、完成品メーカーと部品メーカー等が共同

して製造物責任を負うことになります。両者の責任の割合に応じて損害賠償を行うといっても、事故が

起こってから話し合いの場を持つのでは、互いに責任をなすりあい協議が整わないこともあります。そ

のような場合、最終的には裁判によって決着するしかありませんが、裁判で争うことが好ましいかとい

うと必ずしもそうではありません。両者の責任の割合を証拠によって判断することは困難を伴いますし、

手間と時間もかかります。このよう紛争を回避する対策としては、完成品メーカーと部品メーカー等と

の契約の際に、製品事故があった場合の対応について、例えば内部の責任割合など、取り決めをしてお

くと良いでしょう。 
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◇『アクティビティノート』第２８６号（２０２０年１２月発行）掲載 

 

製造物責任（ＰＬ）法は、製造物の欠陥により被害が生じた

際の製造業者等の損害賠償責任について定めた法律ですが、自

分が扱っている製品が“製造物”にあたるのかどうかという質

問を受けることがあります。 

 

弊社は化学プラント建設業であるが、依頼を受けて納入した 

化学プラントで爆発等の事故があり、工場や周辺住民に被害 

が出た場合、製造物責任を問われることはあるのか。 

 

ＰＬ法では、「製造物とは、製造又は加工された動産をいう」と定義されており、不動産は製造物と見

なしません。化学プラントは全体で見れば建物と一体となった不動産です。しかし、化学プラントを構

成する個々の機械や設備は動産と見なすこともでき、その集合体が化学プラントであるともいえます。

個々の機械や設備に、それらが引き渡された時点で欠陥があり、それが原因で事故が起こった場合は製

造物責任を問われる可能性は十分に考えられます。製造物責任は、欠陥ある動産を製造又は加工し、か

つ、引き渡した製造業者の責任を問うものであり、引き渡された後で他の物（例えば化学プラント）の

一部になっていたか否かは問題にならないのです。 

 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、様々な感染防止対策が必要とされますが、地方自治体で、

住民向けに除菌剤の無料配布を検討することもあるようで、次のような問い合わせがありました。 

 

自分は自治体の職員であるが、新型コロナウイルスの感染予防対策として、自治体で電気分解により 

次亜塩素酸水を生成できる機器を購入し、生成した次亜塩素酸水を市民に無料配布することを検討し 

ている。容器は各々が持参したペットボトルなどに入れて配布する。無料であっても配布した次亜塩 

素酸水で事故が発生した場合に製造物責任が問われるか。 

 

この問い合わせには２つのポイントがあります。 

一つ目は、無料配布する除菌剤は製造物に該当するのかということです。ＰＬ法の製造物は、「製造又

は加工された動産」であり無償、有償を問いません。一般企業でいえば、販売促進のために顧客に無料

で提供する販促品や試供品も製造物に該当します。 

二つ目は、自治体は製造業者等と言えるのかということです。ＰＬ法では「製造業者等とは、当該製

造物を業として製造、加工又は輸入した者」とされており、“業として”が引っ掛かります。“業”には

一般的に“職業”という意味があるので、無償で提供する場合には該当しないのではないかと思われる

かもしれません。ＰＬ法でいう“業として”とは“反復、継続して”という意味で、必ずしも営利目的
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に限定されないのです。 

  

ＰＬ法の“製造物”の要件は①有体物であること、②動産であること、③製造又は加工された動産で

あることの３点です。間違いやすいと思われるものがいくつかありますのでご紹介しておきたいと思い

ます。 

まず、無体物は製造物に該当しません。無体物とは「物」以外の姿かたちのないものですので、有体

物以外のものということになります。 

例えば、コンピューターのソフトウェアなどは、その内容は情報と解されるため製造物に該当しませ

ん。しかし、ソフトウェアを組み込んだハードディスク等の磁気媒体は製造物になりますので要注意で

す。 

また、美容室でのヘアカラーやパーマの施術ミス、エステティックサロンでのサービスのミスなどに

関連して、製造物責任を問えないかとの問い合わせをいただくことがありますが、サービスの提供も有

体物ではありませんので、ＰＬ法の対象外です。 

 

相談事例でも説明した通り、土地、建物等の“不動産”は製造物に該当しません。しかし、建物の構

成物については、羽目板、ひさしなどは建物の一部であり、独立の物ではないとされる一方、畳、建具

といった建物から取り外しが容易で独立して取引の対象となり得るものは動産と見なされ製造物に該当

します。 

 

「製造又は加工された動産」に該当しないのでＰＬ法の対象とならないものとしては、未加工の農林

畜水産物、採掘されたままの鉱物などの自然産物があります。 

農林畜水産物は主として自然の力を利用して生産が行われるものであり、工業製品とは異なることか

らＰＬ法の製造物に該当しません。しかし、これは未加工であることが前提です。魚は製造物ではあり

ませんが、刺身は加工が加えられたものとして製造物に該当します。 

砂利を採取して水洗いして製品化した場合はどうでしょうか、砂利は動産ですから問題になるのは水

洗いが加工に当たるかどうかです。この場合、一般的には、水洗いは加工に当たらないと解釈されます。

「加工」とは、動産を材料としてこれに工作を加え、その本質は保持させつつ新しい属性を付加し、価

値を加えることであり、水洗いだけでは加工には当たらないということです。 
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◇『アクティビティノート』第２８７号（２０２１年１月発行）掲載 

製造物責任（ＰＬ）法に対応した製品表示についての問い合わせを受けることがあります。 

 

【Ｑ１】弊社は家庭用途ではない化学製品を扱っている。現在、ある製品を開発中であるが、使用に際

しての注意表示等をどのように記載したらよいか検討している。製造物責任（ＰＬ）法には注

意表示に関する規定はないのか。 

 

ＰＬ法でいう「欠陥」は、「製造上の欠陥」、「設計上の欠陥」、「指示・警告上の欠陥」の３つに分類さ

れます。このうち、「指示・警告上の欠陥」は製造物に内在する危険・有害性を使用者が回避するための

情報に欠けていたり、あっても内容が不十分であることによる欠陥です。具体的には、製品の取扱説明

書、注意表示や警告表示の内容が問題にされます。大きな製品事故を回避する目的で表示される警告表

示は、製造物責任を問われることを回避することに繋がることからＰＬ表示と呼ばれることがあります。

また、実際の訴訟でも、製品表示の不備から「指示・警告上の欠陥」が指摘されるケースは多いように

思われます。しかし、ＰＬ法に表示に関する細かい規定はありません。 

「法」には、守らなければならない様々な規定が定められている、というイメージがありますので、

意外に思われるかもしれませんが、ＰＬ法における「欠陥」とは、製造物に関する諸般の事情を総合的

に考慮して判断される概念であり、その類型の一つが「指示・警告上の欠陥」なので、一義的に決めら

れない側面があるのです。 

 

【Ｑ２】中小企業の技術支援をしている団体である。利用企業から新たに開発した製品の製造物責任（Ｐ

Ｌ）法に関わる表示について相談を受けている。化学製品ＰＬ相談センターで製造物責任法の

観点からアドバイスをしてもらえるか。 

 

これもよくある問い合わせです。相談者にある程度ＰＬ法についての知識があれば対応の仕様があり

ますが、全く分からないので一から教えて欲しいということですとこちらも困ってしまいます。そこで、

この紙面では、ＰＬ法に関連した表示を検討する際に背景となる考え方についてご紹介したいと思いま

す。 

ＰＬ法は「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産にかかわる被害が生じた場合における製造業

者等の損害賠償の責任」について定めた法律です。製品安全に不備があった場合に問題になるものです

ので、製造業者が製品安全をどう考えどう取り組んでいるかと密接に関係します。 

 

製造業者には、「製品安全を心がけ、欠陥がないように製造物を設計し製造する」ことが求められます。

これに不備があると「欠陥」が発生するわけです。先ほど、欠陥には３つの類型があると述べましたが、

欠陥がないように製造物を設計し製造するのであれば、「設計上の欠陥」と「製造上の欠陥」の２つで事

足りるのではと思われます。それでは「指示・警告上の欠陥」はどう捉えたらよいのでしょうか。 
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事業者が製品安全のために取り組むものにリスクアセスメントがあります。リスクアセスメントの詳

細については経済産業者がウェブ上で公開している「消費生活用製品向けリスクアセスメントのハンド

ブック」（https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment.html）で詳しく解説されてい

ます。そこに製品の持つリスクの低減方法として、スリーステップメソッドが紹介されています。 

 

スリーステップメソッドでは、製品の持つリスクを製品設計の段階で、①基本的な安全設計、②安全

防護、③使用上の情報の作成の順で低減させていき、最終的な「残留リスク」を、ユーザーが許容可能

なレベルに抑えることを行います。この「使用上の情報の作成」は製品本体に表示される警告表示や使

用上の注意、製品に添付される取扱説明書などが該当します。 

つまり、事業者の製品安全のための製品設計の一部として指示・警告などの製品安全上の情報が位置

付けられているということになります。従って、設計上の欠陥及び指示・警告上の欠陥は、様々な要素

を勘案しながら多数の選択肢の中から製造者が一定の安全性に関わる選択をしたという結果が具体的な

設計や指示・警告となっているということになり、製造者の安全性に関する選択の適否という規範的な

評価が欠陥の判断に当たって重要となるのです。 

 

「基本的な安全設計」は危険源そのものを取り除く又は低減させること、「安全防護」は危険源と使用

者の接触を何らかの方法で遮断することで、どちらも製品本体に何らかの手を加えることになります。

これに対し「使用上の情報作成」は守らないと重大事故に繋がるような指示・警告を製品に表示するこ

とであり、ユーザーに守ってもらって初めて効力を発揮するものです。製品上の目立つ場所に、誰にで

も分かりやすく簡潔に表示する必要があります（これを「警告表示」といいます）。 

また、製品安全の観点からは、残留リスクについても、「使用上の情報作成」の中で明確に表示してお

くべきとされています。残留リスクは、ユーザーが許容可能なリスクですが、設計段階では製造業者が

そう判断したものです。リスクは〔事故による危害の大きさ〕×〔事故の発生頻度〕ですので、危害が

大きくても発生頻度が極めて稀ならばリスクは低く見積もられます。しかし、実際に想定外の事故が発

生するする可能性もあるわけです。たとえば誤飲・誤食などの事故は、製品の用途や形態によっては、
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ほとんど発生しなそうに思えても、子どもや認知機能の衰えた高齢者で発生することがあります。明ら

かな誤使用なので、製造物責任を問われることはないかも知れませんが、製品安全上は関連情報が必要

ということになります。 

「使用上の情報」とは、製品本体に表示される警告表示や使用上の注意、製品に添付される取扱説明

書などが該当しますが、情報が網羅的で情報量多くなればなるほどユーザーには伝わりにくくなります。

そこで、ＰＬ対策として最も重要になってくるのは警告表示です。警告表示は絵表示や「危険」、「警告」、

「注意」といったシグナルワードを使って、パッと見ただけで直感的にわかるように工夫された表示で

す。 

 

ＰＬ法には表示に関わる細かい規定はありませんが、製品によっては、労働安全衛生法（安衛法）、毒

物及び劇物取締法（毒劇法）、化学物質排出把握管理促進法（化管法）、家庭用品品質表示法（家表法）、

高圧ガス保安法、消防法などで義務付けられている表示があります。また、各業界団体が定めた自主表

示がある場合もあります。これらを遵守した上で、ＰＬ法の精神に則った表示を行う必要があります。

そのためにはしっかりとしたリスクアセスメントに基づいて、製品特性とユーザー特性をよく理解した

上でのリスクマネジメントが必要とされることは言うまでもありません。ＰＬ法に対応した表示とは、

製造業者の実力と製品安全へ取り組む姿勢が問われる側面があるように思われます。 
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◇『アクティビティノート』第２８８号（２０２１年２月発行）掲載 

 

当センターにＰＬ法における「欠陥」についての問い合わ

せが寄せられことは殆んどありません。これは、多くの人が

欠陥についてのイメージを持っており、敢えて聞くまでもな

いと思っているからではないでしょうか。それでは、皆が正

しく理解しているかというと、そうでもないように思われま

す。そこで、今回は、ＰＬ法を理解し正しく対応するために

重要な欠陥について解説いたします。 

ＰＬ法では欠陥について次のように定義されています。 

ＰＬ法は、製造物の欠陥によって人の生命、身体、財産に係る被害が生じた際の製造業者等の損害賠

償責任について定めた法律です。ですから、ＰＬ法における「欠陥」は安全性に係わるものであり、そ

れは“通常有すべき安全性を欠く”状態とされています。製造物自体の破損や不良などの安全性とは無

関係な品質上の瑕疵は含まれません。また、期待した効果・効能が得られないといった性能上の瑕疵も

同様です。 

また、条文では欠陥か否かを判断する際に考慮すべき事柄として、①当該製造物の特性、②その通常

予見される使用形態、③その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期、④その他の当該製造物に係る

事情を挙げています。欠陥とは、これらを考慮したうえで総合的に判断されるものであるということに

なるのです。そうなると、ＰＬ法における「欠陥」を理解するには、これら４つの考慮すべき事柄をも

う少し詳細に知る必要があります。 

 

当該製造物の特性 

製造物そのものが有する事情ということになりますが、具体的には、「製造物の表示」、「製造物の効

用・有用性」、「価格対効果」、「被害発生の蓋然性とその程度」、「製造物の通常使用期間・耐用年数」な

どが挙げられます。 

様々な製造物があり、それぞれが固有の特性を有しています。例えば、医薬品は薬効がありますが同

時に副作用を有することがあります。病気の治療に使用する有用性故に、副作用は欠陥とは見なされま

せん。しかし、副作用が身体へ重篤な影響を及ぼさないように用量・用法を守って服用する必要があり、

そのための指示・警告が不十分であれば欠陥と見なされます（「製造物の効用・有用性」）。また、化粧品

等は、品質に問題が無くても、使用する人の体質や体調によって皮膚トラブルを生じることがあり、そ

のような場合は欠陥とは見なされません（「被害発生の蓋然性とその程度」）。 
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その通常予見される使用形態 

製造物の使用に関連して考慮すべき事情ですが、その一つは「製造物の合理的に予期される使用」で

す。製造業者が意図した使用形態を正しい使用方法とした場合、それに即さない使用形態は誤使用にな

ります。誤使用については製造物責任を問われないのかというとそうではありません。そもそも、使用

者、特に一般消費者は様々な使い方をするものです。そういったことを考慮して、合理的に予見できる

誤使用については製造業者が製造物の設計段階で考慮して対応すべきとされています。 

もう一つは「製造物の使用者による損害発生防止の可能性」です。使用者が有すると考えられる知識

や技能、資格によって事故につながる誤使用を避けることができたか否かということです。製造物によ

って想定される使用者は異なりますが、専門性の高い職業、その道のプロであればその範囲は広くなり

ます。 

 

その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期 

製造業者等が製造物を引き渡した時期における諸々の事情のことですが、ここで言う“引き渡し”と

は製造物を自己の管理下から流通におくことと解されています。具体的には、「製造物が引き渡された時

期」、「技術的実現可能性」が挙げられています。前者は引き渡された時点での社会通念に基づいて求め

られる安全性の程度です。後者は引き渡された時点における技術水準で合理的に実現可能な代替設計の

可否のことになります。 

 

その他の当該製造物に係る事情 

その他の事情としては、「危険の明白さ」、「製品のばらつきの状況」、「天災等の不可抗力の存否」等が

挙げられます。「危険の明白さ」とは、例えば、包丁が切れることでケガをする危険性があるからといっ

て、それは包丁の欠陥とは言えないといった、製造物固有の事情です。「製品のばらつきの状況」は、大

量生産品にあるアウスライサーと呼ばれる製造上のバラツキにより生じる、製造業者が防ぎようのない

危険も欠陥と見なされるといった事情のことです。 

一般に欠陥は「製造上の欠陥」、「設計上の欠陥」、「指示・警告上の欠陥」の３つに分類されます。製

造業者は製品事故が起こった場合「製造上の欠陥」を中心に考えがちですが、ＰＬ法における「欠陥」

とは製造物に係る様々な事情を考慮して総合的に判断されるものです。よく理解して対応することで、

被害の拡大を防止し、迅速な被害者救済につながります。また、新たな事故を未然に防ぐことにもなる

でしょう。 
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◇『アクティビティノート』第２８９号（２０２１年３月発行）掲載 

製造物責任（ＰＬ）法では「欠陥」とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いた状態とされています。

抽象的な概念ですが、この“通常有すべき安全性を欠く”状況については「当該製造物の特性」、「その

通常予見される使用形態」、「その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」、「その他の当該製造物に

係る事情」の４つの配慮事項が挙げられています。このうち、「その通常予見される使用形態」には、予

見可能な誤使用も含まれると解釈されており、実際の裁判においても、「欠陥」か「誤使用」かが争点と

して争われることは少なくありません。 

今回はＰＬ法において、「欠陥」か「誤使用」かがどう判断されるのかについて解説したいと思います。 

製造業者等は、提供する製品が、持てる性能を如何なく発揮し、かつ安全であるように使用方法を規

定します。また、注意すべき事柄や禁止事項を使用上の注意に記載します。これらを守って使うことは、

製造業者等にとっては正しい使用であり、意図される使用という事になります。それでは、使用者はそ

の通りに使用するかというと必ずしもそうではありません。消費者はある目的のために製品を使います。

製品は目的を達成するための手段です。初めて使う、使い方が分からない製品であれば製品表示をよく

見て使いますが、直感的に使い方が想像できる製品はまず使ってみることが多いように思われます。目

的が達成できれば手段はどうでもよいのです。また、人の習慣や常識は思い込みにつながることがあり、

自分では正しく使っているつもりでも、実際はそうでないこともあります。ＰＬ法ではこういった消費

者行動にも配慮して、合理的に予見しうる誤使用については、それを考慮して設計や警告によって製品

の安全性を確保することが求められています。逆に、合理的に予見できない誤使用は欠陥とは見なされ

ません。これらの関係を模式図にすると下記のようになります。 
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「意図される使用」は製造業者等が言う正しい使用であり、それ以外は誤使用になります。誤使用は、

「予見可能な誤使用」、「予見不能な誤使用」に分類できます。 

ＰＬ法では、この「予見可能な誤使用」の予見可能性について「合理的に可能」と「合理的に不能」

に分け、合理的に可能な場合には損害賠償責任が発生するとされています。合理的な予見可能性とは、

言葉にしてみると「正しい使い方以外に、きっとこんな使い方もするだろう」と容易に予測できるか否

かということですが、明確な境界線を引くことは出来ません。合理的であるか否かの領域は重なり合っ

ていてその判断はケースバイケースとなります。この重なり合う領域では、一般的に過失相殺という考

え方が適用されます。過失相殺とは、加害者側に全面的に損害賠償適任を負わせることが公平でない事

情が被害者側にある場合に、損害賠償額を減額する制度のことで、被害者側の過失（被害者の不注意な

ど）が考慮されます。一般的に、過失相殺が適用される領域は左に行くほど被害者側の過失の割合は小

さく、加害者の損害賠償責任は重く評価されます。 

 

消費者から事故クレームが入った時、製造業者は、そこで「意図される使用」が為されていない場合

には「誤使用」で片づけてしまいがちです。しかし、訴訟になった場合、その主張が通るとは限りませ

ん。ＰＬ法に於ける欠陥と誤使用の関係をよく理解して対応する必要があるでしょう。 

また、合理的に予見可能であるかどうかは時間と共に変化します。製品開発時には、このような使い

方をするとは夢にも思わなかった予見不能の誤使用も、１件でも事故事例が出れば予見可能と言えます。

更に事故事例が２件、３件と増えていけば、いつしか合理的に予見可能な誤使用と見なさ、損害賠償責

任が発生します。また、同種の製品で競合他社が安全対策を取っている場合はどうでしょうか。やはり

合理的に予見可能と見なされる可能性は高いでしょう。 

製品開発時のリスクアセスメントだけでなく、発売後の使用状況や市場動向に目配りをして、常に先

手を打つことが求められています。 
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ợ 『アクティビティノート』第２９０号（２０２１年４月発行）掲載 

一般消費者から、「ある製品を使って身体被害や財産被害を受けた

のだが、製造事業者に申し出るに当たり、事故原因を特定したいので、

製品の成分分析を行ってほしい」という相談を受けることがあります。

製品事故の場合、被害者はその製品の製造業者等に損害を被った旨を

申し出て損害賠償等を受けることになりますが、事故原因をはっきり

させておかないと、うやむやにされて損害賠償を受けられないのでは

ないかと言う思いがあるようです。 

確かに、製造物責任（ＰＬ）法で製造業者等に損害賠償責任を問う

には、ある製品により「損害」が発生したこと、その製品に「欠陥」

が存在し、損害が製品の欠陥により生じたこと（「因果関係」の存在）を証明する義務があります。しか

し、製品ついての知識や情報を持っていない消費者にとって、具体的な欠陥原因を特定することは容易

ではありません。特に化学製品の場合、製品の外観からは欠陥の有無が判別できないことが多く、一般

消費者が欠陥と因果関係の証明を科学的なレベルで行うのはハードルが高いように感じます。実は、誤

解されていることが多いのですが、ＰＬ法は被害者に科学的で誰にも有無を言わせないレベルの欠陥と

因果関係の立証は求めていません。 

ＰＬ法において欠陥とは、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該

製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性

を欠いていることをいう」とされています。そして欠陥の証明は、一般的な経験則から、「通常有すべき

安全性を欠いている」を推認できればよしとされており、欠陥の箇所や具体的原因、その発生機序につ

いてまで立証する必要はないのです。 

損害と欠陥の因果関係の証明についても、①当該製造物が通常の用法に従って用いられたこと、②そ

の製造物の使用によって身体又は財産に通常生ずべきでない異常な損害が生じたこと、の２つを主張立

証すればよいのです。 

このことを知ると、製造業者等に申し出るハードルも下がるのではないでしょうか。日本で起こされ

るＰＬ訴訟の数はそれほど多くありません。その理由は定かではありませんが、訴訟してまで争うこと

を好まない国民性があり、多くが被害者と製造業者等との相対交渉で和解・決着していることによると

思われます。 

誠実な製造業者であれば、損害の申し出に対し、きちんと原因調査を行った上で対応することでしょ

う。製造業者にとって、単にクレーム対応ということでなく、製品の欠陥が判明した場合、その内容に

よっては被害拡大防止のためリコールが必要なケースもあり、迅速な対応が求められています。そうい

う観点からも、まず製造業者等に申し出ることをお勧めいたします。 
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３．７ 主な製品分野別裁判外紛争処理機関･相談機関 

 

機関名・所在地 

電話番号 

対象製品 受付時間 
 (土･日･祝日を除く)  

医薬品ＰＬセンター 

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-7-2 
ＭＦＰＲ日本橋本町ビル 3 階 

0120-876-532 
(フリーダイヤル) 

医薬品 

（医薬部外品を含む） 

9:30～16:30 

(12:00～13:00 を除く) 

化学製品ＰＬ相談センター 

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1 
住友六甲ビル 7 階 
(一社) 日本化学工業協会内 

0120-886-931 
(フリーダイヤル) 

化学製品 
（食品は除く。医薬品、化粧品、塗料、
建材は別に該当する機関がある） 

9:30～16:00 

ガス石油機器ＰＬセンター 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-12 
北大手町スクエア 3 階 

0120-335-500 
(フリーダイヤル) 

ガス・石油機器 

10:00～16:00 

(12:00～13:00 を除く) 

家電製品ＰＬセンター 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-7-1 
霞が関東急ビル 5 階 

0120-551-110 
(フリーダイヤル) 

家電製品 

9:30～17:00 

玩具ＰＬセンター 

〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4-22-4 
日本文化用品安全試験所ビル 5 階 
(一社)日本玩具協会内 

0120-152-117 
(フリーダイヤル) 

玩具 

9:00～17:00 
(12:00～13:00 を除く) 

建材ＰＬ相談室 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-17-8 
浜町平和ビル 5 階 
(一社)日本建材･住宅設備産業協会内 

03-5640-0902 建材 

10:00～17:00 

(公財) 自動車製造物責任相談センター 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-3 
日比谷国際ビル 18 階（日比谷シティ） 

0120-028-222 
(フリーダイヤル) 

自動車 

（二輪自動車、部品・用品も含む） 

9:30～17:00 
(12:00～13:00 を除く) 

住宅部品ＰＬ室 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-7 
九段センタービル 3 階 

(公財)住宅リフォーム･紛争処理 支
援センター内 

住宅リフォーム･紛争処
理支援センター 
ナビダイヤル：
0570-016-100 

住宅部品 

（ドア、キッチンシステム、浴室ユニッ
ト、サッシ、建材等） 

10:00～17:00 

消費生活用製品ＰＬセンター 

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 
ミサワホームズ三ノ輪 2 階 

(一財)製品安全協会内 

0120-11-5457 
(フリーダイヤル) 

消費生活用製品 

（乳幼児用品、家具･家庭・台所製品、
スポーツ･レジャー用品、福祉用品、自
転車、ライター等） 

10:00～16:00 
(12:00～13:00 を除く) 

生活用品ＰＬセンター 

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-2 
松島ビル 4 階 

(一財)生活用品振興センター内 

0120-090-671 
(フリーダイヤル) 

生活用品 

（家具、硝子製品、食卓・台所製品、プ
ラスチック製品、玩具、釣具、運道具、
装身具、靴、楽器等） 

10:00～16:00 
水曜日のみ 

日本化粧品工業連合会 ＰＬ相談室 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 
メトロシティ神谷町 6 階 

0120-353-532 

(フリーダイヤル) 
化粧品 
（薬用化粧品、育毛剤、除毛剤、てんか
粉剤、腋臭防止剤などの医薬部外品を含
む） 

9：30～16：00 
(12:00～13:00 を除く) 

月、水、金のみ 

プレジャーボート製品相談室 

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-10-12 
国際興業第二ビル 4 階 

(一社)日本マリン事業協会内 

0120-356-441 
(フリーダイヤル) 

プレジャーボート及びその関連製品 
（モーターボート、ヨット、パーソナル
ウォータークラフト、船外機(機関)、航
海機器、ディーゼルエンジン(機関)） 

10:00～17:00 
(12:00～13:00 を除く) 
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日本塗料工業会 PL 相談室 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-12-8 

東京塗料会館 1 階 

（一社）日本塗料工業会内 

03-3443-2074 塗料 

9:00～17:00 

(12:00～13:00 を除く） 

防災製品ＰＬセンター 

〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 
ランディック第 2 新橋ビル 3 階 

0120-553-119 
(フリーダイヤル) 

防災製品 

（消火器、スプリンクラー設備、自動火
災報知設備等の消防用設備･機器、防災
物品･製品、消防用服装装備品、危険物
容器、ガソリン計量機等） 

9:00～17:00 

(12:00～13:00 を除く) 
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ợ ▬fi♃כⱠ♇♩ⱱכⱶⱭכ☺─  http://www.nikkakyo.org/plcenter  

化学製品ＰＬ相談センターでは、下記の資料をインターネットホームページで公開しています。 

 『アクティビティノート』 

毎月の受付相談事例を中心にまとめた、月次活動報告書です。(毎月10日頃に発行)   

 『化学製品による事故を防ぐために』 

『アクティビティノート』連載シリーズの「ちょっと注目～毎月の相談事例から～」より、特

に化学製品による事故を防ぐために参考になると思われる記事を集めました。 

 『家庭の化学』 

身近なくらしの中で感じる素朴な疑問などを化学の視点で解説しています。 

 『Living の化学』 

普段の生活の中でちょっと参考になる化学製品の使い方を紹介しています。 

 『“おもしろ化学”の豆知識』 

あまり役には立たないけれど、｢へえ｣と思う雑学集です。 

 『ちょっとためになる化学の話』 

知っていると友達に自慢できるかもしれない化学の話です。 

 『なるほど！ザ･ＷＯＲＤ』 

何かと耳にする化学関連の言葉について解説しています。 

 『記念日の化学』 

いろいろな記念日等にちなみ、身近なものなどにまつわる化学トピックを紹介しています。 

 『化学はじめて物語』 

身近なところで役に立っている化学技術･化学製品の誕生秘話を紹介しています。 

 『暮らしに役立つ法律の話』 

日常生活において知っていると何かと役立つ法律等について紹介しています。 

 『化学の目でみる日本の伝統工芸』 

日本の伝統的な｢ものづくり｣を支えてきた材料や技術を化学の視点から紹介しています。 

ợ ☿fi♃כꜙ♬כ☻ⱷכꜟⱷfiⱣכ ↑ ↑  

『アクティビティノート』等の資料の発行など、当センターの最新情報を随時お知らせするインター
ネットメールサービスです。 

 人数や資格の制限はありません。(誰でも登録できます。)  

 費用は無料です。(インターネット通信費･接続費は各自でご負担ください。)  

 お申し込みはE-mail(PL@jcia-net.or.jp)で。 

（件名に「ニュースメールメンバー登録」とご記入ください。） 

① ご氏名（フリガナ） ② お勤め先（フリガナ） ③ ご所属･お役職･ご担当など 

④ ご連絡先（勤務先か自宅かを明記）の住所･TEL･E-mailアドレス 

※ ご連絡頂きました個人情報は、当センターのプライバシーポリシーに則り適正に管理いたします。 

 お申込み後10日以内に手続き完了メールをお送りします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本報告書はホームページ(ＵＲＬは下記ご参照)からダウンロードして頂くこともできます。 

※ 記載内容の転載につきましては、あらかじめ下記までお問い合わせください。 
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2020  

2021年 7月 

編集･発行: 化学製品ＰＬ相談センター 

〒104-0033 
東京都中央区新川１－４－１ 住友六甲ビル７階 

TEL.03(3297)2602  FAX.03(3297)2604 

http://www.nikkakyo.org/plcenter  

本報告書に掲載した内容の無断転載を固く禁じます。 


